
令和７年度第１回中央職業能力開発促進協議会 議事次第 

              
令和７年９月 30 日(火) 14:00～16:00 

中央合同庁舎第５号館 共用第６会議室(３階） 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会における協議状況について 

（２）令和６年度公的職業訓練の実績 

（３）非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練事業の本格実施に向

けて（報告） 

（４）障害者委託訓練 PDCA評価について（報告） 

（５）教育訓練給付金の指定講座の状況について（報告） 

（６）教育訓練手法の構築・普及促進事業について（報告） 

（７）今後の人材ニーズに関する関係省庁からの報告 

（８）令和８年度全国職業訓練実施計画の策定方針（案）について 

（９）その他 

 

３ 閉会 
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資料１   令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会【概要】 

資料２－１ ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）の全体像 

資料２－２ ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績 

資料２－３ ハロートレーニング（公的職業訓練）の実施状況（詳細版） 

資料３   非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練事業の本格実施 

に向けて 

資料４   障害者委託訓練における PDCAの実施について 

資料５   教育訓練給付金の指定講座の状況について 
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資料７－１ リカレント教育の推進に関する文部科学省の取組について 
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参考資料３ 令和６年度における全国職業訓練実施計画 

参考資料４ 令和７年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案） 
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参考資料６ ハロートレーニングに対する民間教育訓練実施機関からの主なご意

見・ご要望に対する回答（令和６年度下半期分） 



令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会【概要】

【開催状況】

令和７年２月から３月にかけて、国と都道府県の共催により、各都道府県において開催。

別添１～４

資料１

②公的職業訓練効果検証ワーキンググループ（※）における効果検証
◆ 令和６年度の実施状況等を説明の上、７年度に対象とする職業訓練分野、ヒアリング項目等について意見交換

【主な協議内容】

令和６年度第２回高知県地域職業能力開発促進協議会

①令和７年度地域職業訓練実施計画の策定
◆ 地域のニーズ、雇用情勢、訓練実績等を踏まえ、
   令和７年度の公的職業訓練の実施方針、規模等を記載した
   地域職業訓練実施計画案について協議し、計画を策定

◆ 都道府県の計画には、地域におけるリスキリングの推進に

関する事業（以下「地域リスキリング推進事業」という）
についても引き続き記載

③その他の職業能力の開発及び向上の促進に係る取組
◆ 地域リスキリング推進事業について意見交換
◆ リカレント教育を行う大学、関係機関から、社会人向けの学び

直し支援、デジタル分野の教育の場等について説明、関係機関
間で情報共有 など 別添３・４参照

１

（※）適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて訓練修了者等

へのヒアリング等を通じ、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキュラム等の改善を図るこ

とを目的とし、令和５年度から開始しているもの。対象分野等は別添２参照。

別添１「地域職業能力開発促進協議会のご意見を踏まえた対

応及び現在までの取組状況」では、地域職業能力開発促進協

議会における各構成員からのご意見を踏まえ、翌年度の地域

職業訓練実施計画に対する協議内容の反映や独自の取組等の

対応を行った都道府県の取組状況を紹介している。
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令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会【具体的な協議①】

地域職業能力開発促進協議会のご意見を踏まえた対応及び現在までの取組状況

茨

城

①県内にはたくさんの訓練実施施設があるが、
どれだけの人が認知しているか。ハローワー
ク利用者だけでなく、多くの人に認知される
ようなPRが必要。
②企業が求めているデジタル人材とは、「プ
ログラマー」なのか「システムエンジニア」
なのかを把握することが必要である。IT企業
に限らず、例えば販売職や介護職であっても
ITの知識は必要であるから、どういったニー
ズがあるのか検証が必要。

【ご意見】

栃

木

介護・医療・福祉分野について、マイナスイ
メージを払拭するのは難しい。何か検討して
いることがあればアピールしてはどうか。

介護・医療・福祉分野について、訓練前の見
学会、職場体験を通じて、業界の魅力をア
ピールしていく。

【協議会での対応】

福

岡

単にデジタル分野の訓練といわず、その内容
を分かりやすく分類しなければ、受講希望者
にとって分かりにくく、訓練受講のミスマッ
チが生じてしまうのではないか。

IT分野、デザイン分野については、求人ニーズ
に即した効果的な訓練内容になっているか検討
した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な
訓練コースを選択できるよう、支援を行うハ
ローワークの訓練窓口職員の知識の向上に取り
組むこと等を計画に反映。

別添１

長

野

介護分野については、職場においてDX化も進
んでいることから、訓練内容に反映すること
はできないか。

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ
において、介護訓練実施施設に対するヒア
リングを実施中。ヒアリング終了後、施設
の状況等を踏まえて提案する予定。

①県内の全ての安定所において、募集中の
訓練コースについて訓練説明会や個別説明
会を開催している。また、SNS（労働局及び
各安定所が運用するＸ、LINE等）や地元ラ
ジオを活用した訓練情報の発信に取り組ん
でいる。
②公的職業訓練効果検証ワーキンググルー
プの取組として、ヒアリングに加え、企業
が求めるデジタル人材のニーズを把握する
ため、企業へのWebアンケートを実施する。

①周知広報に当たっては、訓練説明会の積極
的な開催のほか、ハローワークを利用してい
ない層に対するSNS等を利用した情報発信等に
引き続き積極的に取り組む方針。
②企業が求めているデジタル人材ニーズにつ
いては、令和７年度公的職業訓練効果検証
ワーキンググループでアンケート調査を実施
する予定。

ハローワーク職員向けの研修を実施し、訓
練実施施設より訓練内容や資格、業界につ
いての説明を受けることで、職員が訓練の
内容だけではなく業界を知り、訓練希望者
に魅力をアピールできるようにしている。

DXを介護分野の訓練内容に反映することにつ
いては、令和７年度の公的職業訓練効果検証
ワーキンググループで検証する。

【現在までの取組状況】

２

公的職業訓練実施施設や訓練内容等の理解
促進、適切な訓練誘導を目的に、ハロー
ワーク職員を対象した訓練実施機関への施
設訪問を実施。また、令和７年５月に実施
した訓練担当職員を対象とした業務研修に
おいて、デジタル分野（webデザイン）の訓
練実施者を講師として招聘。

高

知

重要でない訓練はないことは承知しているが、
地域で必要とされる人材の育成を鑑みると、
高知県では介護・医療・福祉分野の重要性や
緊急性は極めて高く、最優先で考えるべきも
のであり、全国横並びではなく地域の実情に
応じて取り組むべきではないか。

介護・医療・福祉分野の取組について、具体
的な取組方針を計画に盛り込むとともに、公
的職業訓練効果検証ワーキンググループにお
いて、訓練効果を検証し即戦力で活躍する実
例をヒアリングする。

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ
での採用企業及び採用者に対するヒアリン
グについては、ハローワーク窓口での医療
福祉分野訓練の周知や受講あっせんに活か
すことを目的に、訓練担当職員等によるヒ
アリングを実施している。
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令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会【具体的な協議②】

公的職業訓練効果検証ワーキンググループでの効果検証

【選定した理由の例】
効果検証の対象分野

デジタル分野 １９県
ＩＴ分野 ２県

「岩手県ＤＸ推進計画」において「職業能力開発の充実により、産業分野において企業が求めるＩＴ人
材を確保すること」を目標として掲げているが、全国的に当該分野の職業訓練は「応募倍率が高く就職
率が低い」分野となっていることから、当該分野の訓練カリキュラムが県内産業界のニーズに適してい
るか検証する必要があるため、この分野を選定。（岩手）

別添２

介護・医療・福祉分野
（一部のみを含む。）

１８県

少子高齢化の進展により慢性的な人材不足にあることや、限られた労働力の中から、介護ニーズに的確
に対応できる質の高い人材を安定的に確保する上で、公的職業訓練に対する期待度も高いことから、こ
の分野を選定。（大阪）

営業・販売・事務分野
（一部のみを含む。）

８県

近年、デジタル化の進展等産業構造の変化が急速に進み、企業から求められる職業スキルの変化がみら
れる状況を踏まえ、基礎的な訓練コースについてヒアリングを実施し、求人ニーズに即した訓練内容に
なっているか、訓練修了者の就職率向上にどのような改善が求められているかなどの検証を行うため、
この分野を選定。（新潟）

効果検証に当たっての意見

※ 上記の分野のほか、医療事務分野、旅行・観光分野、製造分野、建設関連分野が選定された。

○ アンケート形式でもよいと思うが、効果検証を行う場合は、その分野の求人倍率の状況を含めて検証すればよいのではないか。

（青森《デジタル分野》）

○ ハローワーク職員の訓練実施機関及び訓練分野の理解度に就職率が大きく関わっていると思われるため、ハローワーク職員の理解度を向上させる

とともに、それ以外にも、就職率が低調であることについてどのような課題があるのかを、ハローワーク職員へのヒアリングも行うなどによって検

証していくべきではないか。（宮崎《デジタル分野》）

○ 賃金が低く就職に結びつかないところを、ワーキンググループの検証に含めたらどうか。 （栃木《介護分野》）

○ 介護業界は、入職してみてミスマッチに気付く人も多いが、まずはこの業界での就労意欲を持ってもらうことが肝心なので、アピールの仕方も併

せて検証してほしい。また、事業所によって充足の状況に違いがあるのか、あるのであれば、充足率の高い事業所にヒアリングすることによって有

益な情報が得られるのではないか。（神奈川《介護分野》）
３
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令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会【取組事例】 別添３

愛知局【デジタル人材ニーズ調査の実施】

⚫ ワーキンググループでの検証・分析結果及び協議会での議論を踏まえ、企業の人材ニーズや
求める具体的なスキルを把握するための「デジタル人材のニーズ調査」を実施

ニーズ調査実施の経緯

⚫ 令和６年度のワーキンググループにおいて、デジタル分野

（Web デザイン分野）を効果検証のテーマとし、訓練修了者

へのアンケート調査、訓練実施機関及び企業等のヒアリング

を実施。

⚫ アンケート調査等の検証・分析を進める中で、基礎的なデジ

タルスキルを習得したものの、業界情報や実務経験等の不足

等により訓練関連分野への就職が叶わない者が多数散見。

⚫ 分析結果等を令和６年度第１回地域協議会に報告したところ、

デジタル分野の訓練修了者が訓練関連職種へ就職するために

は、中小企業を始めとする企業の人材ニーズをより詳細に把

握する必要があるのではないかとの指摘。

ニーズ調査の概要（令和６年度第２回地域協議会へ報告）

3

主な調査結果

調査結果を基に
「デジタルスキル表」

を作成

「デジタルスキル表」を活用

⚫ 調査対象

過去に人材開発支援助成金を申請した事業所 741社（回答率19.3％）

⚫ 主な調査項目

①DX等の必要性及び取組状況等に関する企業の認識

②デジタルスキルを有する人材の確保の状況

③DX等を推進したい業務

④必要とするデジタルスキル及び習得水準

独立行政法人
情報処理推進機構
のDX関連調査を参
考に、愛知県及び
JEEDの意見を踏ま
え設定

①９割以上の企業がDX等の必要性を認識

②８割以上の企業が人材不足を認識

③DX等を考える業務は「総務関係」「人事関係」「経理関係」などの

バックオフィス業務が中心

④企業が必要とするデジタルスキルの習得水準は、実務知識を有する

者を求める割合が高い

求職者に対して

➢ 職業相談、訓練コースの選定、
訓練受講あっせん前のキャリ
アコンサルティング等に活用

➢ 訓練コース選定に当たっての
ミスマッチを防止し、適切な
受講あっせんを実施 等

求人者に対して

➢ デジタルスキル表により、求
人者が求めるデジタルスキル
を把握

➢ 把握した求人をDX推進求人と
位置付け、求職者との効果的
なマッチングを促進 等

訓練実施機関に対して

➢ デジタルスキル表により、企
業が求めるデジタルスキルを
示し、訓練カリキュラムの見
直しや改善等を促進

➢ 訓練コースごとに習得できる
スキルの可視化を依頼 等
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令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会【取組事例】 別添４

長崎局【「ハロートレーニング 訓練コース紹介集」の作成】

⚫ 事業所側に訓練内容や訓練生のスキルの認知度が低いこと等を踏まえ、事業所側に訓練施設
や訓練生の魅力を伝える材料として、各訓練施設の訓練内容をアピールするための「ハロー
トレーニング 訓練コース紹介集」を作成

取組の経緯

⚫ 令和５年度からハロートレーニングフェスを開催するなど、職業

訓練を知ってもらう機会が増えたものの、特に事業所側に訓練内

容や訓練生のスキルの認知度が低いことが課題と認識。

⚫ 認知度が低い理由として、訓練施設から事業所に対するアピール

内容が不明確なこと、PR資料が訓練カリキュラムしかなくハロー

ワーク職員が事業所に魅力を伝える材料がないこと等と分析。

⚫ 訓練実施計画にも「求人者に対しては、訓練内容の周知を行い、

訓練修了者の習得技能・スキルを活かせる職種等の提案を行うこ

とで求人の確保を行い訓練修了者の就職先の確保を図る」とされ

ていることを踏まえ、ハローワーク職員等が事業所側に訓練施設

や訓練生の魅力を伝える材料として、各訓練施設の訓練内容をア

ピールする紹介集を作成することとした。

「訓練コース紹介集」の内容等

4

⚫ 県内のハロートレーニング実施機関の24機関を掲載

⚫ 掲載内容

求人者に対して

「訓練コース紹介集」の活用例

➢ 訓練実績・訓練コース

➢ 具体的なコース内容

➢ 取得を目指す資格

➢ 訓練で習得する知識・スキル

➢ 修了後の主な就職職種

➢ 事業所へのアピールポイント

長崎県及びJEEDと協力し、令和６
年度に訓練を実施した30施設へ、
「訓練コース紹介集」への掲載等
を働きかけ、結果として、８割の
施設を掲載。

➢ 求人者向けセミナー時に配
付し、訓練施設ごとの習得
する知識・スキル等をア
ピール

➢ 事業所訪問時に、求人内容
に応じた訓練生の紹介が可
能であることを案内 等

求職者に対して

➢ 訓練コース選定の際、習得す
る知識･スキルや訓練生の主
な就職職種などを案内 等

訓練実施機関に対して

➢ 他の訓練施設の訓練内容を把
握することで、自施設のカリ
キュラムの見直しに活用 等

⚫ 労働局担当者の声

➢ 訓練施設を積極的に訪問して顔の見える関係を築くことで、訓練

施設が抱えている課題（訓練生の確保・就職率など）を把握する

ことができたため、紹介集のアイディアや作成につながった。-5-



各地域における取組事例【好事例の横展開】 参考

⚫ 令和６年度第１回の当協議会で取り上げた、長崎労働局主催の「ハロー
トレーニングフェス2024」を参考に、他の労働局（宮城、福島、佐賀）
において同様のイベントを開催し、ハロートレーニングを周知

宮城労働局

5

さらに！ さらに！

佐賀労働局

さらに！

⚫ 令和７年２月１日開催
【会場：ぐりりホール】

⚫ 訓練実施14施設が参加
⚫ 主な内容

○「ハロトレまつり」
～未来を変える職業訓練～

➢ 体験コーナー
➢ 相談コーナー

○「ハロトレーニングフェス」
inふくしま

⚫ 令和７年２月８日開催
【会場：ポリテクセンター福島】

⚫ 訓練実施８施設が参加
⚫ 主な内容

➢ ポリテクセンター見学ツアー
➢ ハロトレ体験コーナー
➢ ハロトレ相談コーナー

⚫ 今年度の開催に向けて内容等を強化 ⚫ 「ハロートレーニング
フェス」との連動企画と
して、「ハロートレーニ
ングパネル展」を開催

○「学びフェス」
～体験！ハロートレーニング～

⚫ 令和７年１月８日開催
【会場：メートプラザ佐賀】

⚫ 訓練実施11施設が参加
⚫ 主な内容

➢ 体験コーナー
➢ 相談コーナー
➢ 事業主・

求職者向けセミナー

⚫ 今年度の開催に向けて周知を強化

➢ 「建設ＶＲ体験」を追加実施
➢ 東北放送ラジオ番組による広報 等

福島労働局

➢ 労働局で実施する「就職フェア」と学
びフェス（ミニ）の同時開催（予定）

➢ 佐賀県立生涯学習センターで開催され
る「まなびぃフェスタ」に、周知・広
報のためのブースを出展（予定）

※今年度は、宮崎労働局でも実施予定

➢ 訓練内容や訓練の様子（写真）
を掲示。ハロートレーニングを
知ってもらいイベントの参加に
つなげることを目的として実施。

-6-



対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

（無料（テキスト代等除く)

訓練期間： ２～６か月

ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）の全体像

離
職
者
向
け

学
卒
者
向
け

在
職
者
向
け

障
害
者
向
け

対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者(無料(テキスト代等除く))

訓練期間：概ね３か月～２年

実施機関

 

対象：在職労働者（有料）

訓練期間：概ね２日～５日

実施機関：○国（ポリテクセンター・ポリテクカレッジ）

  ○都道府県（職業能力開発校）

対象：高等学校卒業者等（有料）

訓練期間：１年又は２年

実施機関：○国（ポリテクカレッジ）

○都道府県（職業能力開発校）

対象：ハローワークの求職障害者（無料）

訓練期間：概ね３か月～１年

実施機関：○国（障害者職業能力開発校）

・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構営

・都道府県営（国からの委託）

○都道府県（障害者職業能力開発校、職業能力開発校)

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託）

※受講期間中
基本手当＋受講手当(500円／訓練日)＋通所
手当＋寄宿手当を支給

公共職業訓練

令和６年度
公共職業訓練
実績 （速報値）

合計 国（ポリテクセンター等） 都道府県

受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率

離職者訓練 89,792 - 23,974 ｰ 65,818

うち施設内 29,353 85.7％ 23,974 87.3％ 5,379 80.7％

うち委託 60,439 72.4％ ｰ ｰ 60,439 72.4％

在職者訓練 112,148 - 72,187 - 39,961 -

学卒者訓練 13,767 96.1% 5,222 99.5％ 8,545 95.0％

合計 215,707 - 101,383 - 114,324 -

※受講期間中 受講手当（月10万円）＋通
所手当（※） ＋寄宿手当を支給（本収入
が月８万円以下、世帯収入が月30万円以下
等、一定の要件を満たす場合）

実施機関

求職者支援訓練

国
(ポリテクセンター)

都道府県
(職業能力開発校)

民間教育訓練機
関等(都道府県から

の委託)

主にものづくり分野の
高度な訓練を実施
（金属加工科、住
環境計画科等）

地域の実情に応じた多
様な訓練を実施（木
工科、自動車整備科
等）

 事務系、介護系、
情報系等モデルカリ
キュラムなどによる訓練
を実施

民間教育訓練機関等
（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）

＜基礎コース＞
社会人としての
基礎的能力を習
得する訓練

＜実践コース＞
基礎的能力から実践的能力まで一括し
て習得する訓練

(介護系（介護福祉サービス科等)、情報系
(ソフトウェアプログラマー養成科等)、医療事
務系（医療・調剤事務科等）等)

※職業訓練受講給付金の支給対象とならない方も、一定の
要件（本収入12万円以下、世帯収入34万円以下等）を
満たしていれば、通所手当のみ受給が可能。

令和６年度求職者支援訓練 実績 受講者数：38,945人
（基礎コース）6,129人 就職率：60.9% （実践コース）32,816人 就職率：61.7%
※就職率は令和６年4月から12月末までに終了した訓練コースについて集計。

令和６年度
 公共職業訓練
実績 （速報値）
障害者訓練

(離職者訓練の
うち施設内）

合計 国立機構営 国立都道府県営 都道府県立

受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率

1,291 70.9％ 397 80.3％ 730 65.4％ 164 80.4％

資料２－１
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コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 835 12,536 8,490

(3) (-19) (-464)

営業・販売・事務分野 3,217 50,825 37,878

(-350) (-7,414) (-5,318)

医療事務分野 535 8,445 5,621

(-54) (-983) (-758)

介護・医療・福祉分野 1,619 16,917 9,711

(-94) (-1,677) (-1,067)

農業分野 74 1,108 781

(-2) (-36) (-58)

旅行・観光分野 45 703 522

(6) (103) (92)

デザイン分野 1,042 19,138 15,502

(-30) (-2,373) (-1,797)

製造分野 1,521 17,128 11,306

(-13) (-840) (-472)

建設関連分野 537 6,907 4,843

(-17) (-443) (-481)

理容・美容関連分野 285 3,555 2,747

(-48) (-802) (-659)

その他分野 867 9,684 8,786

(-40) (-954) (-701)

基礎 602 9,022 6,129

(37) (509) (110)

11,179 155,968 112,316

(-602) (-14,929) (-11,573)

2,535 39,014 29,265

(14) (-2,315) (-2,195)

※（）内の数値は、前年度実績と比較した増減値

  ※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある。

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー
ス

）

（参考）
デジタル分野

合計

ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績

１　離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

総計

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー
ス

）

※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」

公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び当該年

度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数（当該年度以前

に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの数。

「定員」

当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」

当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」

当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数の倍率。

「定員充足率」

当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」

訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母については受講

者数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を差し引き、分子

については中途退校就職者を加えている。

「デジタル分野」

IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、デザイン

分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義

資料２－２

1
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コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 529 7,077 4,655 82.1% 65.8% 70.0% 298 5,374 3,775 103.3% 70.2% 62.3%

(34) (588) (62) (-13.7) (-5.0) (1.4) (-29) (-592) (-502) (-4.4) (-1.4) (1.0)

営業・販売・事務分野 2,281 35,687 26,439 94.0% 74.1% 70.3% 888 14,481 10,854 102.9% 75.0% 60.6%

(-214) (-4,245) (-3,668) (-3.9) (-1.3) (-1.5) (-128) (-3,043) (-1,550) (8.5) (4.2) (0.9)

医療事務分野 377 5,856 3,866 79.6% 66.0% 77.8% 158 2,589 1,755 86.0% 67.8% 70.1%

(-25) (-594) (-511) (-2.6) (-1.8) (-2.0) (-29) (-389) (-247) (0.1) (0.6) (2.7)

介護・医療・福祉分野 1,266 11,296 6,288 66.3% 55.7% 83.4% 295 4,626 2,853 73.6% 61.7% 70.9%

(-90) (-1,509) (-1,091) (-3.1) (-2.0) (-1.5) (-4) (-203) (120) (3.8) (5.1) (-2.6)

農業分野 31 426 302 86.2% 70.9% 68.1% 7 101 57 62.4% 56.4% 68.6%

(0) (3) (-14) (-11.5) (-3.8) (-4.6) (1) (11) (7) (-3.2) (0.9) (21.4)

旅行・観光分野 38 579 469 115.9% 81.0% 50.0% 2 44 15 34.1% 34.1% 44.0%

(6) (105) (94) (10.6) (1.9) (-6.1) (-1) (-2) (-2) (-24.6) (-2.9) (-6.0)

デザイン分野 453 7,709 6,059 103.6% 78.6% 68.9% 582 11,319 9,357 139.3% 82.7% 57.3%

(75) (1,118) (827) (-7.7) (-0.8) (1.3) (-105) (-3,491) (-2,608) (11.2) (1.9) (1.7)

製造分野 18 130 82 67.7% 63.1% 70.0% 8 114 79 90.4% 69.3% 65.7%

(-6) (-106) (-74) (-5.6) (-3.0) (-2.2) (0) (-6) (-1) (6.2) (2.6) (3.6)

建設関連分野 52 678 401 69.3% 59.1% 74.1% 48 730 547 110.0% 74.9% 67.0%

(-2) (-24) (-49) (-9.9) (-5.0) (8.7) (-9) (-109) (-123) (-9.4) (-4.9) (1.8)

理容・美容関連分野 60 196 162 121.9% 82.7% 81.3% 225 3,359 2,585 125.5% 77.0% 67.9%

(-10) (-38) (-21) (-9.7) (4.4) (0.5) (-38) (-764) (-638) (9.7) (-1.2) (0.6)

その他分野 160 1,427 1,035 100.3% 72.5% 72.9% 79 1,297 939 109.5% 72.4% 55.3%

(-24) (-329) (-262) (-0.6) (-1.3) (-1.8) (-21) (-447) (-320) (-2.3) (0.2) (4.3)

基礎 - - - - - - 602 9,022 6,129 85.2% 67.9% 60.9%

- - - - - - (37) (509) (110) (-7.4) (-2.8) (0.8)

合計 5,265 71,061 49,758 88.3% 70.0% 72.4% 3,192 53,056 38,945 105.8% 73.4%

(-256) (-5,031) (-4,707) (-4.4) (-1.6) (-1.2) (-326) (-8,526) (-5,754) (2.5) (0.8) (0.0)

（参考）
デジタル分野 956 14,415 10,409 93.0% 72.2% 69.4% 798 15,265 11,931 127.7% 78.2% 58.8%

(116) (1,852) (931) (-11.4) (-3.2) (1.5) (-123) (-3,912) (-2,985) (5.6) (0.4) (1.7)

※（）内の数値は、前年度実績と比較した増減値   ※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある。

ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績

公共職業訓練（都道府県：委託訓練） 求職者支援訓練

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー
ス

）

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー
ス

）

※応募倍率、就職率については、高いものから上位３位を赤色セル、下位３分野を緑色セルに着色して表示している

2
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分 野 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 8 85 60 94.1% 70.6% 81.6% 0 0 0 - - -

(-2) (-15) (-24) (-32.9) (-13.4) (7.0) (0) (0) (0) - - -

営業・販売・事務分野 20 305 229 104.3% 75.1% 81.9% 28 352 356 128.1% 101.1% 84.8%

(-8) (-114) (-99) (-4.3) (-3.2) (4.6) (0) (-12) (-1) (-9.8) (3.1) (-5.1)

医療事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

介護・医療・福祉分野 58 995 570 70.7% 57.3% 84.9% 0 0 0 - - -

(0) (35) (-96) (-13.6) (-12.1) (-1.9) (0) (0) (0) - - -

農業分野 36 581 422 95.7% 72.6% 90.5% 0 0 0 - - -

(-3) (-50) (-51) (0.5) (-2.3) (2.3) (0) (0) (0) - - -

旅行・観光分野 5 80 38 58.8% 47.5% 96.0% 0 0 0 - - -

(1) (0) (0) (0.0) (0.0) (14.9) (0) (0) (0) - - -

デザイン分野 7 110 86 110.9% 78.2% 64.0% 0 0 0 - - -

(0) (0) (-16) (-30.0) (-14.5) (-14.9) (0) (0) (0) - - -

製造分野 221 2,817 1,439 62.1% 51.1% 79.5% 1,274 14,067 9,706 80.6% 69.0% 87.4%

(-16) (-148) (-114) (-2.3) (-1.3) (-0.7) (9) (-580) (-283) (0.5) (0.8) (-0.3)

建設関連分野 109 1,668 896 68.9% 53.7% 79.1% 328 3,831 2,999 89.6% 78.3% 87.1%

(-7) (-113) (-143) (-10.5) (-4.6) (-4.7) (1) (-197) (-166) (-2.0) (-0.3) (0.1)

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

(0) (0) (0) - - - (0) (0) (0) - - -

その他分野 128 2,080 1,292 80.0% 62.1% 78.2% 500 4,880 5,520 140.1% 113.1% 87.7%

(-1) (0) (12) (-1.2) (0.6) (-4.4) (6) (-178) (-131) (0.2) (1.4) (-0.8)

592 8,721 5,032 73.2% 57.7% 80.7% 2,130 23,130 18,581 95.4% 80.3% 87.3%

(-36) (-405) (-531) (-5.7) (-3.3) (-2.0) (16) (-967) (-581) (-0.1) (0.8) (-0.4)

8 85 60 94.1% 70.6% 81.6% 773 9,249 6,865 86.5% 74.2% 86.7%

(-2) (-15) (-24) (-32.9) (-13.4) (7.0) (23) (-240) (-117) (-0.6) (0.6) (0.2)

※（）内の数値は、前年度実績と比較した増減値   ※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある。

 合計

 （参考）
デジタル分野

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）

3
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ハロートレーニング（公的職業訓練）の実施状況
（詳細版）

1

※令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

資料２－３
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１．令和６年度までの実施状況

（１）公的職業訓練全体

3

・実施状況（令和２年度～令和６年度）   
公共職業訓練（離職者訓練）の実施状況  ・・・・・・・P４
公共職業訓練（在職者訓練）の実施状況 ・・・・・・・P５
公共職業訓練（学卒者訓練）の実施状況 ・・・・・・・P６
公共職業訓練（障害者訓練）の実施状況 ・・・・・・・P７
求職者支援訓練の実施状況  ・・・・・・・P８

・ハロートレーニング（離職者向け）の受講状況   ・・・・・・・P９
・ハロートレーニング（離職者向け）の分野別受講状況（令和６年度）  ・・・・・・P10
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定員 受講者数 定員充足率 就職率

令和２年度

合計 108,972 103,148 79.2％ -

施設内訓練 31,113 31,392 81.2％ 83.7％

委託訓練 77,859 71,756 78.4％ 71.3％

令和３年度

合計 118,743 108,150 76.7％ -

施設内訓練 33,576 31,787 76.7％ 86.1％

委託訓練 85,167 76,363 76.7％ 73.0％

令和４年度

合計 114,032 102,160 73.8％ -

施設内訓練 33,533 31,135 75.1％ 86.7％

委託訓練 80,499 71,025 73.3％ 74.6％

令和５年度

合計 109,315 95,752 72.4％ -

施設内訓練 33,223 30,633 74.4％ 86.4％

委託訓練 76,092 65,119 71.6％ 73.6％

令和６年度

合計 102,912 89,792 71.3％ -

施設内訓練 31,851 29,353 74.1％ 85.7％

委託訓練 71,061 60,439 70.0％ 72.4％

※ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。

※ 充足率については、当該年度中に開始したコースについて集計。

※ 施設内訓練は、都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構により実施。

※ 委託訓練については、都道府県費により都道府県が独自に実施する職業訓練を含む。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

公共職業訓練（離職者訓練）の実施状況
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合計 機構（※） 都道府県

受講者数 定員 受講者数 定員 受講者数

令和２年度 71,836 69,268 41,409 43,560 30,427

令和３年度 92,467 85,824 54,220 51,127 38,247 

令和４年度 105,616 99,604 65,092 56,715 40,524

令和５年度 114,552 102,233 70,789 60,441 43,763

令和６年度 112,148 103,055 72,187 59,784 39,961

※ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

5

公共職業訓練（在職者訓練）の実施状況

-15-



合計
機構 都道府県

定員
（１年目の定員）

在学者数 就職率
定員

（１年目の定員）
在学者数 就職率

定員
（１年目の定員）

在学者数 就職率

令和２年度

合計 12,402 15,773 95.3% 2,875 5,655 99.0% 9,527 10,118 94.0%

専門課程 3,220 5,859 98.3% 1,965 3,851 98.5% 1,255 2,008 98.1%

応用課程 860 1,755 99.4% 850 1,751 99.3% 10 4 100.0%

普通課程(高卒) 7,836 7,704 93.0% 60 53 100.0% 7,776 7,651 92.9%

普通課程(中卒) 486 455 98.0% － － － 486 455 98.0%

令和３年度

合計 12,123 15,841 96.5% 2,852 5,554 99.2% 9,271 10,287 95.5%

専門課程 3,272 5,723 99.2% 1,942 3,716 99.4% 1,330 2,007 99.0%

応用課程 860 1,784 99.0% 850 1,781 99.0% 10 3 100.0%

普通課程(高卒) 7,641 7,972 94.9% 60 57 100.0% 7,581 7,915 94.8%

普通課程(中卒) 350 362 95.9% － － － 350 362 95.9%

令和４年度

合計 12,097 15,798 96.0% 2,852 5,528 99.5% 9,245 10,270 94.8%

専門課程 3,272 5,787 98.3% 1,942 3,687 99.2% 1,330 2,100 97.6%

応用課程 860 1,791 99.8% 850 1,788 99.8% 10 3 100.0%

普通課程(高卒) 7,655 7,898 94.2% 60 53 100.0% 7,595 7,845 94.2%

普通課程(中卒) 310 322 95.6% － － － 310 322 95.6%

令和５年度

合計 12,066 14,872 96.4% 2,892 5,367 99.6% 9,174 9,505 95.3%

専門課程 3,247 5,569 99.0% 1,927 3,554 99.5% 1,320 2,015 98.6%

応用課程 915 1,771 99.6% 905 1,766 99.6% 10 5 100.0%

普通課程(高卒) 7,574 7,236 94.4% 60 47 100.0% 7,514 7,189 94.3%

普通課程(中卒) 330 296 97.9% － － － 330 296 97.9%

令和６年度

合計 11,810 13,767 96.1% 2,857 5,222 99.5% 8,953 8,545 95.0%

専門課程 3,182 5,220 98.6% 1,862 3,367 99.0% 1,320 1,853 98.3%

応用課程 945 1,808 99.8% 935 1,806 99.8% 10 2 100.0%

普通課程(高卒) 7,383 6,493 94.3% 60 49 100.0% 7,323 6,444 94.2%

普通課程(中卒) 300 246 93.2% － － － 300 246 93.2%

※ 在学者数には前年度繰越者を含む。

※ 就職率は、当年度中に訓練を修了した者の１か月後の就職状況。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

6

公共職業訓練（学卒者訓練）の実施状況
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※ 就職率は、訓練修了３ヶ月後の就職状況を元に算出。
（資料：定例業務統計報告、障害者委託訓練実施状況報告）

※ 一般校における障害者職業訓練の就職率は、一般校で設定している障害者対象訓練科の受講者数［カッコ内］の就職率を算出。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率

障害者職業能力開発校
における職業訓練

1,525 － 1,566 － 1,476 － 1,447 － 1,480 －

離職者訓練 1,327 62.9％ 1,376 64.7％ 1,275 70.1% 1,244 68.9％ 1,291 70.9％

在職者訓練 198 － 190 － 201 － 203 － 189 －

一般校における
障害者職業訓練

690[285] 71.6％ 689[254] 72.7％ 793[247] 73.4％ 756 [240] 73.6％ 844 [215] 80.0％

障害者の多様なニーズ
に対応した委託訓練

2,533 － 2,731 － 2,764 － 2,791 － 2,625 －

離職者訓練 2,339 46.4％ 2,571 45.1％ 2,574 41.2％ 2,588 40.4％ 2,356 41.2％

在職者訓練 194 － 160 － 190 － 203 － 269 －

合 計 4,748 － 4,986 － 5,033 － 4,994 － 4,949 －

（単位：人）

公共職業訓練（障害者訓練）の実施状況

7

※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。
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認定コース数
①

認定定員
②

開講コース数
③

開講定員
④

受講者数
⑤

開講率
（③／①）

開講コースの
定員充足率
（⑤／④）

就職率

令和２年度 2,862 44,921 2,300 36,479 23,734 80.4% 65.1%

基礎コース
52.5%

実践コース
60.0%

令和３年度 3,508 56,609 2,791 45,404 28,260 79.6% 62.2%

基礎コース
53.9%

実践コース
60.0%

令和４年度 3,626 61,251 3,256 55,373 40,289 89.8% 72.8%

基礎コース
57.1%

実践コース
59.0%

令和５年度 3,902 67,757 3,518 61,582 44,699 90.2% 72.6%

基礎コース
60.1%

実践コース
60.6%

令和６年度 3,445 57,064 3,192 53,056 38,945 92.7% 73.4%

基礎コース
60.9%

実践コース
61.7%

求職者支援訓練の実施状況

※ 当該年度中に開始したコースについて集計。就職率については当該年度中に終了したコースについて集計。
※ 令和６年度の就職率については12月末までに終了したコースについて集計。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。
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31,392 31,787 31,135 30,633 29,353 

71,756 76,363 71,025
65,119

60,439

23,734 
28,260 40,289

44,699

38,945

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

公共職業訓練（施設内訓練） 公共職業訓練（委託訓練） 求職者支援訓練

128,737
 

126,882   

136,410    
140,451      142,449      

ハロートレーニング（離職者向け）の受講状況

（人）
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6,282 31,090 4,458 9,825 7,224 6,887 

1,299 

6,384 5,438 10,905 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

IT 営業・販売・事務 医療事務 介護・医療・福祉 デザイン 電気関連 機械関連 金属関連 建設関連 その他

（人）

7.0% 34.6%  5.0%  10.9%  8.0%  1.4%  7.7% 7.1%  6.1% 12.1%  

3,775 10,854

1,755

2,853 9,357 2,585

1,637

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

IT 営業・販売・事務 医療事務 介護・医療・福祉分野 デザイン 理美容 その他

①営業・販売・事務分野、②デザイン分野、③IT分野が多い。

（人）

11.5% 33.1%  5.3%   8.7%    28.5%    7.9%      5.0%       

求職者支援訓練 ※実践コースの内訳

①営業・販売・事務分野、②介護・医療・福祉分野、③デザイン分野が多い。

ハロートレーニング（離職者向け）の分野別受講状況（令和６年度）

公共職業訓練（施設内訓練・委託訓練）
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11

・公共職業訓練（離職者訓練）の実施状況《再掲》 ・・・・・・・P12
・就職状況（令和２年度～令和６年度） ・・・・・・・P13
・受講者数・就職率（令和６年度分野別） ・・・・・・・P14
・入校者数（年齢階層別・分野別） ・・・・・・・P15
・就職率（年齢階層別・分野別） ・・・・・・・P16
・受講者数（令和６年度都道府県別） ・・・・・・・P17
・就職率（令和６年度都道府県別） ・・・・・・・P18
・長期高度人材育成コース実施状況（令和２年度～令和６年度） ・・・・・・・P19
・長期高度人材育成コース実施状況（令和６年度分野別） ・・・・・・・P20

１．令和６年度までの実施状況

（２）公共職業訓練（離職者訓練）の詳細
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定員 受講者数 定員充足率 就職率

令和２年度

合計 108,972 103,148 79.2％ -

施設内訓練 31,113 31,392 81.2％ 83.7％

委託訓練 77,859 71,756 78.4％ 71.3％

令和３年度

合計 118,743 108,150 76.7％ -

施設内訓練 33,576 31,787 76.7％ 86.1％

委託訓練 85,167 76,363 76.7％ 73.0％

令和４年度

合計 114,032 102,160 73.8％ -

施設内訓練 33,533 31,135 75.1％ 86.7％

委託訓練 80,499 71,025 73.3％ 74.6％

令和５年度

合計 109,315 95,752 72.4％ -

施設内訓練 33,223 30,633 74.4％ 86.4％

委託訓練 76,092 65,119 71.6％ 73.6％

令和６年度

合計 102,912 89,792 71.3％ -

施設内訓練 31,851 29,353 74.1％ 85.7％

委託訓練 71,061 60,439 70.0％ 72.4％

※ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。

※ 充足率については、当該年度中に開始したコースについて集計。

※ 施設内訓練は、都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構により実施。

※ 委託訓練については、都道府県費により都道府県が独自に実施する職業訓練を含む。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

公共職業訓練（離職者訓練）の実施状況
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コース数 受講者数
就職理由以外
の中退者数

①
就職理由
中退者数

②
修了者数

③
就職者数

就職率
（①＋③）
／（①＋②）

令和２年度
施設内訓練 2,629 31,392 1,431 3,180 17,761 14,339 83.7％

委託訓練 5,428 71,756 3,287 3,481 53,468 37,131 71.3％

令和３年度
施設内訓練 2,695 31,787 1,378 3,116 18,331 15,350 86.1％

委託訓練 5,919 76,363 3,406 3,708 56,836 40,517 73.0％

令和４年度
施設内訓練 2,717 31,135 1,350 2,890 17,973 15,195 86.7％

委託訓練 5,706 71,025 3,404 3,550 53,708 39,153 74.6％

令和５年度
施設内訓練 2,742 30,633 1,242 2,660 17,376 14,656 86.4％

委託訓練 5,521 65,119 2,943 2,903 48,426 34,865 73.6％

令和６年度
施設内訓練 2,722 29,353 1,229 2,452 16,925 14,160 85.7%

委託訓練 5,265 60,439 2,796 2,769 44,035 31,096 72.4%

※ 当該年度に訓練を修了した者の３か月後の就職状況。

※ 施設内訓練は、都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構により実施。

※ 委託訓練については、都道府県費により都道府県が独自に実施する職業訓練を含む。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

就職状況（令和２年度～令和６年度） 
公共職業訓練
（離職者訓練）
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分野
受講者数
（合計）

施設内訓練 委託訓練

合計
高齢・障害・求職者

雇用支援機構 都道府県 合計
高齢・障害・求職者

雇用支援機構 都道府県

受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率

ＩＴ分野 6,282 73 81.6% 0 - 73 81.6% 6,209 70.0% 0 - 6,209 70.0%

営業・販売・事務分野 31,090 678 83.6% 438 84.8% 240 81.9% 30,412 70.3% 0 - 30,412 70.3%

医療事務分野 4,458 0 - 0 - 0 - 4,458 77.8% 0 - 4,458 77.8%

介護・医療・福祉分野 9,825 615 84.9% 0 - 615 84.9% 9,210 83.4% 0 - 9,210 83.4%

農業分野 778 448 90.5% 0 - 448 90.5% 330 68.1% 0 - 330 68.1%

旅行・観光分野 555 38 96.0% 0 - 38 96.0% 517 50.0% 0 - 517 50.0%

デザイン分野 7,224 86 64.0% 0 - 86 64.0% 7,138 68.9% 0 - 7,138 68.9%

製
造
分
野

電気関連分野 6,887 6,847 86.2% 6,530 86.5% 317 81.8% 40 69.6% 0 - 40 69.6%

機械関連分野 1,299 1,251 82.9% 891 88.1% 360 72.8% 48 62.1% 0 - 48 62.1%

金属関連分野 6,384 6,381 88.2% 5,849 88.4% 532 87.1% 3 50.0% 0 - 3 50.0%

その他の製造関連分野 338 319 74.1% 0 - 319 74.1% 19 87.5% 0 - 19 87.5%

建設関連分野 5,438 5,002 85.3% 4,030 87.1% 972 79.1% 436 74.1% 0 - 436 74.1%

理容・美容関連分野 259 0 - 0 - 0 - 259 81.3% 0 - 259 81.3%

そ
の
他
分
野

林業分野 5 0 - 0 - 0 - 5 20.0% 0 - 5 20.0%

警備・保安分野 5 0 - 0 - 0 - 5 60.0% 0 - 5 60.0%

クリエート
（企画・創作）分野 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

輸送サービス分野 272 83 85.7% 57 94.9% 26 78.8% 189 60.5% 0 - 189 60.5%

調理分野 666 185 88.3% 0 - 185 88.3% 481 78.3% 0 - 481 78.3%

その他の分野 8,027 7,347 84.0% 6,179 87.6% 1,168 76.1% 680 74.0% 0 - 680 74.0%

総計 89,792 29,353 85.7% 23,974 87.3% 5,379 80.7% 60,439 72.4% 0 - 60,439 72.4%

受講者数・就職率（令和６年度分野別）

※ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。 ※ 就職率は、当該年度末までに訓練を修了した者の３か月後の就職状況。

※ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の実施する施設内訓練のうち、「その他」分野に含まれる橋渡し訓練については、他の職業訓練を連続して受講するため、受講者数のみ計上。

※ 施設内訓練は、都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構により実施。 ※委託訓練については、都道府県費により都道府県が独自に実施する職業訓練を含む。

公共職業訓練
（離職者訓練）

14

速報値
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入校者数（年齢階層別・分野別）
公共職業訓練
（離職者訓練）

年齢階層
20歳未満 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳～39歳 40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳以上 合計

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

合計
入校者数 759 286 5,814 3,272 8,582 5,190 7,527 4,476 7,753 4,927 8,371 5,491 9,242 6,296 9,612 6,433 7,189 4,300 6,458 2,798 2,055 693 73,371 44,200

割合 1.0% 0.4% 7.9% 4.5% 11.7% 7.1% 10.3% 6.1% 10.6% 6.7% 11.4% 7.5% 12.6% 8.6% 13.1% 8.8% 9.8% 5.9% 8.8% 3.8% 2.8% 0.9% 100.0% 60.2%

ＩＴ分野
入校者数 45 14 565 244 813 409 620 324 525 304 520 337 509 339 473 317 301 187 265 122 79 30 4,715 2,627

割合 1.0% 0.3% 12.0% 5.2% 17.2% 8.7% 13.1% 6.9% 11.1% 6.4% 11.0% 7.1% 10.8% 7.2% 10.0% 6.7% 6.4% 4.0% 5.6% 2.6% 1.7% 0.6% 100.0% 55.7%

営業・販売・事
務分野

入校者数 151 113 1,948 1,415 2,828 2,136 2,557 2,010 2,785 2,295 3,204 2,660 3,678 3,168 3,868 3,326 2,924 2,356 2,377 1,617 704 391 27,024 21,513
割合 0.6% 0.4% 7.2% 5.2% 10.5% 7.9% 9.5% 7.4% 10.3% 8.5% 11.9% 9.8% 13.6% 11.7% 14.3% 12.3% 10.8% 8.7% 8.8% 6.0% 2.6% 1.4% 100.0% 79.6%

医療事務分
野

入校者数 44 44 406 384 537 517 380 368 439 426 457 438 557 538 570 555 300 285 152 145 24 21 3,866 3,722
割合 1.1% 1.1% 10.5% 9.9% 13.9% 13.4% 9.8% 9.5% 11.4% 11.0% 11.8% 11.3% 14.4% 13.9% 14.7% 14.4% 7.8% 7.4% 3.9% 3.8% 0.6% 0.5% 100.0% 96.3%

介護・医療・福
祉分野

入校者数 63 42 382 256 402 273 447 294 592 442 787 596 952 693 1,186 848 965 632 800 418 282 129 6,858 4,626
割合 0.9% 0.6% 5.6% 3.7% 5.9% 4.0% 6.5% 4.3% 8.6% 6.4% 11.5% 8.7% 13.9% 10.1% 17.3% 12.4% 14.1% 9.2% 11.7% 6.1% 4.1% 1.9% 100.0% 67.5%

農業分野
入校者数 8 1 12 6 27 10 32 6 34 12 45 16 64 17 102 41 116 42 195 34 86 8 724 193

割合 1.1% 0.1% 1.7% 0.8% 3.7% 1.4% 4.4% 0.8% 4.7% 1.7% 6.2% 2.2% 8.8% 2.3% 14.1% 5.7% 16.0% 5.8% 26.9% 4.7% 11.9% 1.1% 100.0% 26.7%

旅行・観光
分野

入校者数 1 0 19 12 39 30 31 24 47 39 38 34 64 45 82 65 83 53 82 46 21 11 507 361
割合 0.2% - 3.7% 2.4% 7.7% 5.9% 6.1% 4.7% 9.3% 7.7% 7.5% 6.7% 12.6% 8.9% 16.2% 12.8% 16.4% 10.5% 16.2% 9.1% 4.1% 2.2% 100.0% 71.2%

デザイン分
野

入校者数 31 16 707 507 1,267 954 923 687 754 602 658 503 627 479 522 398 309 218 256 124 91 37 6,145 4,530
割合 0.5% 0.3% 11.5% 8.3% 20.6% 15.5% 15.0% 11.2% 12.3% 9.8% 10.7% 8.2% 10.2% 7.8% 8.5% 6.5% 5.0% 3.5% 4.2% 2.0% 1.5% 0.6% 100.0% 73.7%

製
造
分
野

電気関連
分野

入校者数 70 5 514 66 827 158 726 146 577 74 568 89 500 83 479 92 336 21 372 14 117 2 5,086 750
割合 1.4% 0.1% 10.1% 1.3% 16.3% 3.1% 14.3% 2.9% 11.3% 1.5% 11.2% 1.7% 9.8% 1.6% 9.4% 1.8% 6.6% 0.4% 7.3% 0.3% 2.3% 0.0% 100.0% 14.7%

機械関連
分野

入校者数 24 3 94 23 134 39 107 31 165 52 109 37 136 46 116 35 87 15 71 6 28 1 1,071 288
割合 2.2% 0.3% 8.8% 2.1% 12.5% 3.6% 10.0% 2.9% 15.4% 4.9% 10.2% 3.5% 12.7% 4.3% 10.8% 3.3% 8.1% 1.4% 6.6% 0.6% 2.6% 0.1% 100.0% 26.9%

金属関連
分野

入校者数 111 11 398 103 571 202 600 185 587 209 563 199 619 240 524 149 369 76 311 30 82 2 4,735 1,406
割合 2.3% 0.2% 8.4% 2.2% 12.1% 4.3% 12.7% 3.9% 12.4% 4.4% 11.9% 4.2% 13.1% 5.1% 11.1% 3.1% 7.8% 1.6% 6.6% 0.6% 1.7% 0.0% 100.0% 29.7%

その他の製
造関連分野

入校者数 36 9 28 11 27 16 28 14 36 23 41 33 49 27 20 11 33 22 22 9 9 1 335 176
割合 10.7% 2.7% 8.4% 3.3% 8.1% 4.8% 8.4% 4.2% 10.7% 6.9% 12.2% 9.9% 14.6% 8.1% 6.0% 3.3% 9.9% 6.6% 6.6% 2.7% 2.7% 0.3% 100.0% 52.5%

建設関連分
野

入校者数 78 7 202 92 293 162 316 172 396 219 500 285 569 335 640 322 507 215 570 119 225 30 4,296 1,958
割合 1.8% 0.2% 4.7% 2.1% 6.8% 3.8% 7.4% 4.0% 9.2% 5.1% 11.6% 6.6% 13.2% 7.8% 14.9% 7.5% 11.8% 5.0% 13.3% 2.8% 5.2% 0.7% 100.0% 45.6%

理容・美容関
連分野

入校者数 6 6 40 34 35 32 21 18 13 13 18 18 17 17 9 7 3 3 0 0 0 0 162 148
割合 3.7% 3.7% 24.7% 21.0% 21.6% 19.8% 13.0% 11.1% 8.0% 8.0% 11.1% 11.1% 10.5% 10.5% 5.6% 4.3% 1.9% 1.9% - - - - 100.0% 91.4%

そ
の
他
分
野

林業分野
入校者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

割合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

警備・保
安分野

入校者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 1
割合 - - - - - - - - - - 20.0% - 20.0% - 40.0% - 20.0% 20.0% - - - - 100.0% 20.0%

クリエート
（企画・創
作）分野

入校者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

割合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

輸送サー
ビス分野

入校者数 7 0 6 0 11 4 14 5 21 7 34 6 28 6 33 7 33 3 35 3 7 0 229 42
割合 3.1% - 2.6% - 4.8% 1.7% 6.1% 2.2% 9.2% 3.1% 14.8% 2.6% 12.2% 2.6% 14.4% 3.1% 14.4% 1.3% 15.3% 1.3% 3.1% - 100.0% 18.3%

調理分野
入校者数 9 5 29 22 32 19 36 26 40 30 49 37 79 63 96 71 79 53 71 37 20 11 540 374

割合 1.7% 0.9% 5.4% 4.1% 5.9% 3.5% 6.7% 4.8% 7.4% 5.6% 9.1% 6.9% 14.6% - 17.8% 13.1% 14.6% 9.8% 13.1% 6.9% 3.7% 2.0% 100.0% 69.3%

その他の
分野

入校者数 75 10 464 97 739 229 689 166 742 180 779 203 793 200 890 189 743 118 879 74 280 19 7,073 1,485
割合 1.1% 0.1% 6.6% 1.4% 10.4% 3.2% 9.7% 2.3% 10.5% 2.5% 11.0% 2.9% 11.2% - 12.6% 2.7% 10.5% 1.7% 12.4% 1.0% 4.0% 0.3% 100.0% 21.0%

15

※ 当該年度中に開始したコースについて集計。
※ 「うち女性」の割合は、各分野の入校者数合計に対する割合であること。

※ 速報値のため、年齢不明者がいることから、各年齢階層別内訳の合算と合計欄の数値が一致していないこと。
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就職率（年齢階層別・分野別）
公共職業訓練
（離職者訓練）

年齢階層

20歳未満 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳～39歳 40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳以上

合計

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

合計 76.3% 69.2% 77.5% 74.6% 79.2% 74.2% 79.4% 75.1% 78.6% 75.0% 80.2% 76.9% 77.7% 74.0% 74.5% 70.8% 71.2% 67.6% 68.4% 64.2% 65.5% 56.8% 76.3% 76.8%

ＩＴ分野 65.9% 100.0% 74.3% 78.0% 76.3% 76.9% 76.3% 80.3% 69.8% 68.0% 72.1% 76.4% 67.6% 68.6% 59.1% 66.4% 62.5% 70.6% 58.9% 72.0% 56.9% 52.2% 70.2% 74.3%

営業・販売・事務分野 57.7% 60.8% 72.9% 73.0% 74.5% 71.7% 73.3% 71.4% 73.9% 71.9% 75.6% 73.8% 72.9% 71.0% 69.6% 67.9% 64.2% 64.3% 60.0% 61.0% 54.2% 51.4% 70.6% 73.5%

医療事務分野 77.8% 74.3% 75.3% 71.5% 80.0% 75.6% 78.3% 75.4% 80.2% 77.8% 84.3% 80.2% 77.6% 76.0% 76.2% 73.1% 70.6% 67.0% 70.1% 66.9% 65.4% 56.0% 77.8% 77.9%

介護・医療・福祉分野 81.8% 77.1% 85.1% 81.5% 85.3% 78.1% 86.8% 81.7% 85.4% 80.1% 85.0% 80.5% 85.4% 77.6% 84.5% 75.6% 80.5% 73.4% 77.4% 69.6% 80.6% 69.7% 83.5% 85.4%

農業分野 100.0% - 90.9% 100.0% 73.9% 60.0% 78.6% 83.3% 71.9% 80.0% 81.8% 81.3% 79.7% 93.3% 81.0% 83.3% 84.5% 83.3% 85.6% 80.0% 73.6% 62.5% 81.4% 83.7%

旅行・観光分野 0.0% - 46.7% 37.5% 59.5% 66.7% 58.3% 57.1% 59.1% 69.4% 51.7% 55.6% 55.6% 53.8% 59.4% 61.4% 48.1% 45.3% 44.4% 52.6% 37.5% 40.0% 52.6% 56.2%

デザイン分野 60.0% 53.8% 70.6% 69.6% 69.0% 67.1% 70.5% 67.8% 69.9% 69.9% 74.0% 72.5% 68.9% 68.3% 64.7% 63.1% 67.6% 66.3% 54.4% 54.2% 49.4% 57.6% 68.8% 71.9%

製
造
分
野

電気関連分野 89.3% 100.0% 88.8% 96.4% 91.6% 94.3% 91.0% 93.3% 87.6% 91.7% 87.2% 83.7% 86.2% 90.0% 82.7% 85.9% 78.0% 73.7% 73.4% 76.9% 69.6% 100.0% 86.1% 90.3%

機械関連分野 83.3% 100.0% 85.9% 77.8% 91.4% 97.0% 87.3% 85.7% 85.5% 81.8% 87.5% 82.4% 84.7% 87.5% 73.8% 79.4% 67.9% 58.3% 64.6% 75.0% 76.0% - 82.3% 83.6%

金属関連分野 89.7% 77.8% 91.8% 94.6% 93.5% 92.5% 91.6% 93.1% 89.8% 93.4% 88.6% 90.9% 89.7% 91.6% 83.3% 85.5% 81.8% 80.2% 79.2% 81.5% 75.3% 50.0% 88.2% 90.5%

その他の製造関連分野 92.9% 100.0% 86.7% 80.0% 83.3% 85.7% 73.1% 80.0% 66.7% 78.3% 75.6% 84.8% 70.5% 65.4% 76.5% 72.7% 65.5% 65.0% 55.0% 70.0% 55.6% - 74.8% 76.8%

建設関連分野 85.1% 83.3% 87.3% 90.1% 90.3% 88.4% 89.9% 87.9% 92.3% 91.1% 88.1% 84.7% 87.5% 86.4% 79.8% 83.1% 79.8% 81.5% 76.9% 76.2% 73.2% 57.7% 84.3% 86.7%

理容・美容関連分野 75.0% 71.4% 75.8% 75.9% 82.1% 79.2% 72.2% 75.0% 76.5% 75.0% 100.0% 100.0% 84.6% 84.6% 100.0% 100.0% 80.0% 80.0% - - - - 81.3% 81.1%

そ
の
他
分
野

林業分野 - - - - - - - - - - - - - - 0.0% - 50.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%

警備・保安分野 - - - - - - - - - - 0.0% - 0.0% - 100.0% - 100.0% 100.0% - - - - 60.0% 100.0%

クリエート
（企画・創作）分野

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

輸送サービス分野 66.7% - 90.0% - 81.8% 33.3% 72.7% 100.0% 54.2% 75.0% 76.5% 100.0% 54.5% 37.5% 65.7% 57.1% 45.5% 66.7% 75.0% 66.7% 66.7% - 65.6% 67.4%

調理分野 80.0% 100.0% 78.4% 70.4% 79.5% 81.8% 83.9% 87.0% 90.0% 85.7% 90.7% 85.7% 90.8% 87.5% 75.6% 76.6% 73.6% 66.7% 74.6% 84.8% 73.7% 81.8% 80.5% 83.5%

その他の分野 65.2% 20.0% 73.7% 47.7% 84.7% 56.2% 87.5% 68.0% 85.2% 66.7% 88.3% 81.5% 84.7% 74.4% 85.2% 72.0% 81.7% 71.7% 78.2% 57.1% 76.1% 85.7% 82.8% 80.6%

16

※ 就職率は、当該年度末までに訓練を修了した者の３か月後の就職状況。
※ 当該年度中に終了したコースについて集計。
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合計
高齢・障害・求職者

雇用支援機構
都道府県

施設内 委託 計 施設内 委託 計 施設内 委託

北海道 3,362 1,466 1,896 1,465 1,465 0 1,897 1 1,896 

青森県 1,176 313 863 284 284 0 892 29 863 

岩手県 1,239 341 898 341 341 0 898 0 898 

宮城県 1,607 660 947 645 645 0 962 15 947 

秋田県 1,120 417 703 390 390 0 730 27 703 

山形県 851 326 525 320 320 0 531 6 525 

福島県 1,764 673 1,091 673 673 0 1,091 0 1,091 

茨城県 1,164 422 742 392 392 0 772 30 742 

栃木県 1,578 733 845 670 670 0 908 63 845 

群馬県 993 449 544 449 449 0 544 0 544 

埼玉県 4,781 748 4,033 588 588 0 4,193 160 4,033 

千葉県 3,865 1,244 2,621 1,153 1,153 0 2,712 91 2,621 

東京都 9,322 1,798 7,524 0 0 0 9,322 1,798 7,524 

神奈川県 2,853 1,308 1,545 767 767 0 2,086 541 1,545 

新潟県 1,937 449 1,488 323 323 0 1,614 126 1,488 

富山県 853 549 304 356 356 0 497 193 304 

石川県 1,777 345 1,432 345 345 0 1,432 0 1,432 

福井県 643 303 340 235 235 0 408 68 340 

山梨県 669 344 325 312 312 0 357 32 325 

長野県 1,367 597 770 568 568 0 799 29 770 

岐阜県 1,031 260 771 248 248 0 783 12 771 

静岡県 1,534 610 924 534 534 0 1,000 76 924 

愛知県 4,654 1,038 3,616 727 727 0 3,927 311 3,616 

三重県 1,381 744 637 647 647 0 734 97 637 

滋賀県 1,348 557 791 420 420 0 928 137 791 

合計
高齢・障害・求職者

雇用支援機構
都道府県

施設内 委託 計 施設内 委託 計 施設内 委託

京都府 1,846 667 1,179 640 640 0 1,206 27 1,179 

大阪府 4,990 915 4,075 681 681 0 4,309 234 4,075 

兵庫県 3,598 1,316 2,282 1,129 1,129 0 2,469 187 2,282 

奈良県 1,030 437 593 382 382 0 648 55 593 

和歌山県 775 387 388 387 387 0 388 0 388 

鳥取県 1,025 480 545 475 475 0 550 5 545 

島根県 861 422 439 381 381 0 480 41 439 

岡山県 1,147 495 652 412 412 0 735 83 652 

広島県 1,517 659 858 586 586 0 931 73 858 

山口県 1,293 405 888 276 276 0 1,017 129 888 

徳島県 685 358 327 298 298 0 387 60 327 

香川県 838 527 311 354 354 0 484 173 311 

愛媛県 973 393 580 348 348 0 625 45 580 

高知県 815 360 455 344 344 0 471 16 455 

福岡県 5,116 1,171 3,945 904 904 0 4,212 267 3,945 

佐賀県 992 352 640 352 352 0 640 0 640 

長崎県 1,802 581 1,221 578 578 0 1,224 3 1,221 

熊本県 1,981 854 1,127 854 854 0 1,127 0 1,127 

大分県 1,292 401 891 371 371 0 921 30 891 

宮崎県 1,227 546 681 546 546 0 681 0 681 

鹿児島県 1,656 362 1,294 362 362 0 1,294 0 1,294 

沖縄県 1,464 571 893 462 462 0 1,002 109 893 

合   計 89,792 29,353 60,439 23,974 23,974 0 65,818 5,379 60,439 

R4年度合計 102,160 31,135 71,025 24,993 24,922 71 77,167 6,213 70,954 

R5年度合計 95,752 30,633 65,119 24,673 24,673 0 71,079 5,960 65,119 ※ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。
※ 施設内訓練は、都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構により実施。
※ 委託訓練については、都道府県費により都道府県が独自に実施する職業訓練を含む。

受講者数（令和６年度都道府県別）
公共職業訓練
（離職者訓練）

17
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施設内訓練 委託訓練

合計 機構 都道府県 合計 機構 都道府県

北海道 86.1% 86.2% 0.0% 67.8% - 67.8%

青森県 84.6% 84.0% 88.9% 76.4% - 76.4%

岩手県 87.5% 87.5% - 74.7% - 74.7%

宮城県 83.5% 83.5% 85.7% 77.2% - 77.2%

秋田県 85.6% 87.3% 69.2% 72.2% - 72.2%

山形県 83.1% 82.7% 100.0% 65.6% - 65.6%

福島県 88.9% 88.9% - 77.2% - 77.2%

茨城県 86.5% 87.0% 78.9% 73.7% - 73.7%

栃木県 84.4% 85.7% 75.8% 69.9% - 69.9%

群馬県 87.6% 87.6% - 78.9% - 78.9%

埼玉県 85.5% 87.7% 79.4% 77.0% - 77.0%

千葉県 88.6% 89.2% 83.1% 71.2% - 71.2%

東京都 78.6% - 78.6% 59.3% - 59.3%

神奈川県 88.7% 84.8% 92.4% 74.2% - 74.2%

新潟県 86.4% 95.4% 69.5% 72.2% - 72.2%

富山県 83.1% 86.2% 79.7% 77.5% - 77.5%

石川県 80.2% 80.2% - 74.0% - 74.0%

福井県 87.0% 89.0% 82.8% 75.6% - 75.6%

山梨県 85.4% 88.0% 67.7% 72.6% - 72.6%

長野県 89.2% 88.9% 92.6% 67.2% - 67.2%

岐阜県 85.2% 84.0% 100.0% 73.8% - 73.8%

静岡県 86.7% 86.5% 88.1% 70.4% - 70.4%

愛知県 88.8% 94.5% 79.8% 78.4% - 78.4%

三重県 81.7% 83.8% 69.7% 74.0% - 74.0%

滋賀県 84.7% 85.1% 83.3% 64.1% - 64.1%

施設内訓練 委託訓練

合計 機構 都道府県 合計 機構 都道府県

京都府 84.8% 84.5% 91.3% 71.9% - 71.9%

大阪府 89.9% 89.5% 90.7% 84.6% - 84.6%

兵庫県 87.8% 87.4% 89.5% 81.2% - 81.2%

奈良県 87.6% 84.8% 100.0% 81.9% - 81.9%

和歌山県 88.4% 88.4% - 68.1% - 68.1%

鳥取県 89.4% 89.6% 80.0% 78.6% - 78.6%

島根県 93.6% 93.2% 97.0% 70.4% - 70.4%

岡山県 89.6% 89.2% 90.8% 75.4% - 75.4%

広島県 82.1% 80.8% 88.4% 70.4% - 70.4%

山口県 84.7% 84.4% 85.3% 67.8% - 67.8%

徳島県 82.0% 83.3% 78.6% 78.6% - 78.6%

香川県 81.4% 86.9% 73.8% 65.2% - 65.2%

愛媛県 81.7% 85.2% 64.3% 76.0% - 76.0%

高知県 84.4% 85.1% 75.0% 83.3% - 83.3%

福岡県 77.6% 88.2% 47.8% 55.3% - 55.3%

佐賀県 87.4% 87.4% - 76.6% - 76.6%

長崎県 94.6% 94.6% 100.0% 79.3% - 79.3%

熊本県 91.2% 91.2% - 70.1% - 70.1%

大分県 81.8% 80.8% 89.3% 84.5% - 84.5%

宮崎県 88.0% 88.0% - 82.4% - 82.4%

鹿児島県 87.8% 87.8% - 75.2% - 75.2%

沖縄県 90.4% 89.4% 93.8% 84.2% - 84.2%

合   計 85.7% 87.3% 80.7% 72.4% - 72.4%

R4年度合計 86.7% 87.9% 83.2% 74.6% 44.9% 74.6%

R5年度合計
86.4% 87.7% 82.7% 73.6% - 73.6%※ 就職率は、当該年度末までに訓練を修了した者の３か月後の就職状況。

※ 施設内訓練は、都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構により実施。
※ 委託訓練については、都道府県費により都道府県が独自に実施する職業訓練を含む。

就職率（令和６年度都道府県別）
公共職業訓練
（離職者訓練）

18

速報値

-28-



コース数 受講者数 就職率

令和２年度 1,026 5,269 86.3%

令和３年度 1,032 5,345 88.9%

令和４年度 961 5,241 88.4%

令和５年度 986 5,191 90.0%

令和６年度 954 4,737 88.3%

※ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

長期高度人材育成コース 実施状況（令和２年度～令和６年度） 
公共職業訓練
（離職者訓練）
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分野 コース数 受講者数 就職率

製造系
10 30 83.3%

建設系
5 17 50.0%

事務系
26 102 92.3%

介護系
264 901 93.2%

保育系
307 1815 91.6%

その他社会福祉系
87 700 88.1%

サービス系
68 231 79.6%

調理系
51 275 77.1%

保健医療系
26 114 88.9%

情報系
96 493 84.4%

その他
14 59 57.1%

合計
954 4737 88.3%

令和５年度合計 986 5,191 90.0%

長期高度人材育成コース 実施状況（令和６年度分野別）
公共職業訓練
（離職者訓練）

20

※ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。

速報値
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・求職者支援訓練の実施状況《再掲》 ・・・・・・・P22
・就職状況（令和２年度～令和６年度コース別） ・・・・・・・P23
・認定・開講状況（令和６年度コース別／分野別） ・・・・・・・P24
・就職状況（令和６年度コース別／分野別） ・・・・・・・P25
・受講者数（年齢階層別・分野別） ・・・・・・・P26
・就職率（年齢階層別・分野別） ・・・・・・・P27
・受講者数（令和６年度都道府県別） ・・・・・・・P28
・就職率（令和６年度都道府県別） ・・・・・・・P29
・申請・認定状況（令和６年度都道府県別） ・・・・・・・P30
・申請・認定状況（令和６年度都道府県別・コース別／重点３分野別） ・・・・・・・P31

１．令和６年度までの実施状況

（３）求職者支援訓練の詳細
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認定コース数
①

認定定員
②

開講コース数
③

開講定員
④

受講者数
⑤

開講率
（③／①）

開講コースの
定員充足率
（⑤／④）

就職率

令和２年度 2,862 44,921 2,300 36,479 23,734 80.4% 65.1%

基礎コース
52.5%

実践コース
60.0%

令和３年度 3,508 56,609 2,791 45,404 28,260 79.6% 62.2%

基礎コース
53.9%

実践コース
60.0%

令和４年度 3,626 61,251 3,256 55,373 40,289 89.8% 72.8%

基礎コース
57.1%

実践コース
59.0%

令和５年度 3,902 67,757 3,518 61,582 44,699 90.2% 72.6%

基礎コース
60.1%

実践コース
60.6%

令和６年度 3,445 57,064 3,192 53,056 38,945 92.7% 73.4%

基礎コース

60.9%
実践コース

61.7%

求職者支援訓練の実施状況

22

※ 当該年度中に開始したコースについて集計。就職率については当該年度中に終了したコースについて集計。
※ 令和６年度の就職率については12月末までに終了したコースについて集計。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。
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コース数 受講者数
就職理由以外
の中退者数

①
就職理由
中退者数

②
修了者数

③
訓練連続
受講者数

④
修了者等数
（①＋②－③）

⑤
就職者数

就職率
（⑤／④）

令和２年度
基礎コース 670 5,587 582 325 4,680 251

4,754
(4,580)

2,461
(2,406)

52.5%

実践コース 1,562 16,427 2,187 1,253 12,945 －
14,198

(13,953)
8,454

(8,372)
60.0%

令和３年度
基礎コース 640 5,541 488 309 4,744 239

4,814
（4,621）

2,553
（2,491）

53.9% 

実践コース 2,025 21,361 2,261 1,513 17,578 －
19,091

（18,668）
11,341

（11,206）
60.0%

令和４年度
基礎コース 578 5,874 516 352 5,006 253

5,105
（4,907）

2,871
（2,804）

57.1%

実践コース 2,461 28,892 3,001 1,957 23,931 －
25,888

（25,369）
15,151

（14,976）
59.0%

令和５年度
基礎コース 568 6,172 379 416 5,377 192

5,601
(5,415)

3,318
(3,257)

60.1%

実践コース 2,896 38,503 2,857 2,630 32,833 －
35,513

（34,930）
21,380

（21,171）
60.6%

令和６年度
基礎コース 445 4,690 290 300 4,099 124

4,275
（4,087）

2,553
（2,491）

60.9%

実践コース 2,091 27,332 2,078 2,187 23,067 －
25,254

（24,800）
15,461

（15,294）
61.7%

※ 当年度中に終了したコースについて集計。

※ 就職率については、以下の算定式（ただし、式の分母分子から訓練終了日において65歳以上の者を除く。）により算出。

⑤就職者数(雇用保険適用) ÷ ④修了者等数（①就職理由中退者＋②訓練修了者－③次の訓練を受講する者(基礎コースのみ)）

（表中の（ ）内の数値は、訓練終了日において65歳以上の者を除いた数であり、これに基づき就職率を算出。）
※ 令和６年度の就職率については12月末までに終了したコースについて集計。
※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。

就職状況（令和２年度～令和６年度コース別）求職者支援訓練
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認定・開講状況
（令和６年度コース別／分野別）

全体 基礎コース
実践コース

ＩＴ 営業･販売･事務 医療事務

認定コース数 3,455 649 2,796 333 960 172

認定定員 57,064 9,749 47,315 5,990 15,602 2,814

開講コース数 3,192 602 2,590 298 888 158

中止率 7.3% 7.2% 7.4% 10.5% 7.5% 8.1%

開講定員 53,056 9,022 44,034 5,374 14,481 2,589

受講申込者数 56,152 7,690 48,462 5,550 14,899 2,227

応募倍率 1.06 0.85 1.10 1.03 1.03 0.86

受講者数 38,945 6,129 32,816 3,775 10,854 1,755

定員充足率 73.4% 67.9% 74.5% 70.2% 75.0% 67.8%

実践コース

介護福祉 農林業 旅行・観光 デザイン 理美容 その他

認定コース数 338 7 7 600 235 144

認定定員 5,287 101 134 11,625 3,489 2,273

開講コース数 295 7 2 582 225 135

中止率 12.7% 0.0% 71.4% 3.0% 4.3% 6.3%

開講定員 4,626 101 44 11,319 3,359 2,141

受講申込者数 3,405 63 15 15,762 4,215 2,326

応募倍率 0.74 0.62 0.34 1.39 1.25 1.09

受講者数 2,853 57 15 9,357 2,585 1,565

定員充足率 61.7% 56.4% 34.1% 82.7% 77.0% 73.1%

求職者支援訓練

24

※ 当該年度中に開始したコースについて集計。

速報値
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コース数 受講者数
就職理由以外
の中退者数

①就職理由
中退者数

②修了者数
③訓練連続
受講者数

④
修了者等数
(①＋②－③)

⑤就職者数
就職率

(⑤／④)

(参考)
従前の
就職率

令和５年度

就職率
従前の
就職率

基礎コース 445 4,690 290 300 4,099 124
4,275

（4,087）
2,553

（2,491）
60.9% 76.2% 60.1% 75.4%

実践コース 2,091 27,332 2,078 2,187 2,3067 －
25,254

（24,800）
15,461

（15,294）
61.7% 77.7% 60.6% 76.5%

ＩＴ 236 2,974 334 303 2,337 －
2,640

（2,610）
1,633

（1,626）
62.3% 73.9% 61.3% 73.5%

営業・販売
・事務

746 9,227 512 843 7,872 －
8,715

（8,525）
5,233

（5,168）
60.6% 76.5% 59.7% 75.1%

医療事務 121 1,350 68 58 1,224 －
1,282

（1,272）
894

（892）
70.1% 83.5% 67.5% 82.3%

介護福祉 217 2,145 111 26 2,008 －
2,034

（1,902）
1,413

（1,349）
70.9% 85.0% 73.6% 86.7%

デザイン 460 7,394 706 749 6,479 －
7,228

（7,182）
4,127

（4,112）
57.3% 74.8% 55.6% 72.6%

理容・美容 193 2,302 229 89 1,984 －
2,073

（2,059）
1,400

（1,399）
67.9% 86.9% 67.4% 87.0%

その他 118 1,400 118 119 1,163 －
1,282

（1,250）
761

（748）
59.8% 78.1% 56.0% 73.6%

※ 令和6年12月末までに終了したコースについて集計。

※ 就職率については、以下の算定式（ただし、式の分母分子から訓練終了日において65歳以上の者を除く。）により算出。

⑤就職者数(雇用保険適用) ÷ ④修了者等数（①就職理由中退者＋②訓練修了者－③次の訓練を受講する者(基礎コースのみ)）

（表中の（ ）内の数値は、訓練終了日において65歳以上の者を除いた数であり、これに基づき就職率を算出。）

※「従前の就職率」とは、雇用保険適用でない就職者を含む就職率をいう。

就職状況
（令和６年度コース別／分野別）

求職者支援訓練

25

速報値
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年齢階
層

20歳未満 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳～39歳 40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳以上

合計

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

合計

受講者
数

246 104 3,110 1,844 5,120 3,303 3,985 2,766 3,923 2,972 3,771 2,926 3,939 3,055 3,920 3,138 2,853 2,153 2,041 1,327 772 416 33,680 24,004 

割合 0.7% 0.3% 9.2% 5.5% 15.2% 9.8% 11.8% 8.2% 11.6% 8.8% 11.2% 8.7% 11.7% 9.1% 11.6% 9.3% 8.5% 6.4% 6.1% 3.9% 2.3% 1.2% 100.0% 71.3%

基礎コー
ス

受講者
数

56 33 492 338 505 367 373 298 472 380 573 473 747 626 868 722 711 600 585 434 242 163 5,624 4,434 

割合 1.0% 0.6% 8.7% 6.0% 9.0% 6.5% 6.6% 5.3% 8.4% 6.8% 10.2% 8.4% 13.3% 11.1% 15.4% 12.8% 12.6% 10.7% 10.4% 7.7% 4.3% 2.9% 100.0% 78.8%

実践コー
ス

受講者
数

190 143 2,618 1,915 4,615 3395 3,612 2725 3,451 2,770 3,198 2,602 3,192 2,553 3,052 2,505 2,142 1,645 1,456 912 530 266 28,056 21,431

割合 0.7% 0.5% 9.3% 6.8% 16.4% 12.1% 12.9% 9.7% 12.3% 9.9% 11.4% 9.3% 11.4% 9.1% 10.9% 8.9% 7.6% 5.9% 5.2% 3.3% 1.9% 0.9% 100.0% 76.4%

ＩＴ

受講者
数

13 3 386 132 741 315 542 248 376 196 309 169 255 128 185 98 113 50 80 24 31 4 3,031 1,367 

割合 0.4% 0.1% 12.7% 4.4% 24.4% 10.4% 17.9% 8.2% 12.4% 6.5% 10.2% 5.6% 8.4% 4.2% 6.1% 3.2% 3.7% 1.6% 2.6% 0.8% 1.0% 0.1% 100.0% 45.1%

営業・販
売

・事務

受講者
数

43 28 645 482 1,130 858 1,030 815 1,172 988 1,261 1,107 1,312 1,120 1,282 1,117 857 721 612 419 202 106 9,546 7,761 

割合 0.5% 0.3% 6.8% 5.0% 11.8% 9.0% 10.8% 8.5% 12.3% 10.3% 13.2% 11.6% 13.7% 11.7% 13.4% 11.7% 9.0% 7.6% 6.4% 4.4% 2.1% 1.1% 100.0% 81.3%

医療事
務

受講者
数

8 6 172 167 216 211 152 147 201 190 221 217 262 256 235 232 130 127 59 51 13 12 1,669 1,616 

割合 0.5% 0.4% 10.3% 10.0% 12.9% 12.6% 9.1% 8.8% 12.0% 11.4% 13.2% 13.0% 15.7% 15.3% 14.1% 13.9% 7.8% 7.6% 3.5% 3.1% 0.8% 0.7% 100.0% 96.8%

介護福
祉

受講者
数

17 11 112 71 117 71 126 75 160 104 236 145 341 209 497 341 476 308 375 207 190 96 2,647 1,638 

割合 0.6% 0.4% 4.2% 2.7% 4.4% 2.7% 4.8% 2.8% 6.0% 3.9% 8.9% 5.5% 12.9% 7.9% 18.8% 12.9% 18.0% 11.6% 14.2% 7.8% 7.2% 3.6% 100.0% 61.9%

デザイン

受講者
数

30 19 804 589 1,733 1,307 1,304 1,033 1,150 937 805 642 663 527 520 427 307 227 193 128 42 23 7,551 5,859 

割合 0.4% 0.3% 10.6% 7.8% 23.0% 17.3% 17.3% 13.7% 15.2% 12.4% 10.7% 8.5% 8.8% 7.0% 6.9% 5.7% 4.1% 3.0% 2.6% 1.7% 0.6% 0.3% 100.0% 77.6%

理美容

受講者
数

74 73 429 425 510 504 298 298 231 227 200 196 182 175 138 136 116 115 33 31 15 14 2,226 2194

割合 3.3% 3.3% 19.3% 19.1% 22.9% 22.5% 13.4% 13.4% 10.4% 10.2% 9.0% 8.8% 8.2% 7.9% 6.2% 6.1% 5.2% 5.2% 1.5% 1.4% 0.7% 0.6% 100.0% 98.6%

その他

受講者
数

5 3 70 49 168 129 160 109 161 128 166 126 177 138 195 154 143 97 104 52 37 11 1,386 996 

割合 0.4% 0.2% 5.1% 3.5% 12.1% 9.3% 11.5% 7.9% 11.6% 9.2% 12.0% 9.1% 12.8% 10.0% 14.1% 11.1% 10.3% 7.0% 7.5% 3.8% 2.7% 0.8% 100.0% 71.9%

受講者数（年齢階層別・分野別）求職者支援訓練

26
※ 当該年度中に開始したコースについて集計したものであるが、本集計は雇用保険や職業紹介に係る行政記録情報を連結できた受講者のデータを用いた集計であるため、受講者の合計につ
いては、職業訓練情報から把握した受講者の合計と一致しない（特別集計）。

速報値
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20歳未満 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳～39歳 40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳以上

合計

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

合計 23.2% 22.3% 47.4% 51.1% 57.1% 59.3% 54.6% 56.2% 54.4% 55.3% 53.6% 55.2% 54.6% 56.5% 55.2% 55.9% 50.8% 51.2% 44.7% 45.7% 26.1% 24.8% 52.8% 54.6%

基礎コース 25.0% 21.4% 42.5% 46.9% 55.2% 58.3% 56.7% 62.2% 58.2% 58.6% 59.6% 62.2% 54.1% 55.9% 57.3% 59.6% 50.3% 50.9% 41.7% 44.3% 23.9% 24.3% 51.9% 54.6%

実践コース 22.6% 22.5% 48.2% 51.7% 57.3% 59.4% 54.4% 55.6% 54.0% 54.9% 52.7% 54.2% 54.7% 56.7% 54.6% 54.9% 50.9% 51.3% 45.9% 46.4% 27.0% 25.0% 53.0% 54.6%

ＩＴ 28.6% 25.0% 46.1% 51.5% 58.4% 61.2% 57.9% 61.6% 54.3% 54.9% 50.6% 53.8% 43.5% 45.7% 48.2% 56.7% 44.4% 50.0% 28.9% 32.0% 8.3% 0.0% 52.0% 55.5%

営業・販売
・事務

41.2% 52.2% 52.7% 59.2% 57.6% 59.3% 57.4% 58.9% 53.5% 54.7% 53.9% 54.9% 54.6% 57.0% 54.6% 55.1% 47.9% 49.2% 43.2% 45.0% 18.6% 15.6% 53.1% 55.0%

医療事務 42.9% 33.3% 54.9% 55.4% 70.6% 71.8% 64.8% 63.9% 64.1% 64.9% 59.9% 60.3% 64.8% 65.6% 68.2% 68.4% 61.7% 61.7% 52.8% 54.0% 0.0% 0.0% 63.2% 63.6%

介護福祉 14.3% 22.2% 51.5% 56.4% 61.5% 63.8% 62.1% 63.3% 65.4% 66.7% 61.4% 60.6% 67.7% 67.6% 65.4% 63.1% 62.1% 59.8% 58.6% 55.1% 42.4% 34.3% 61.6% 60.7%

デザイン 20.0% 11.1% 43.1% 46.6% 53.6% 56.1% 49.0% 50.3% 52.4% 53.8% 47.5% 49.5% 48.0% 50.0% 42.4% 40.8% 44.6% 47.8% 37.6% 40.0% 20.0% 20.0% 48.8% 50.7%

理美容 10.3% 10.3% 48.4% 48.9% 60.8% 60.8% 55.9% 56.3% 52.0% 51.8% 57.5% 57.6% 61.9% 61.8% 56.5% 56.2% 50.6% 51.1% 45.2% 44.8% 0.0% 0.0% 54.0% 54.1%

その他 50.0% 50.0% 56.0% 57.6% 61.3% 64.8% 56.2% 57.0% 48.3% 48.0% 48.0% 51.2% 51.3% 53.3% 52.1% 54.1% 44.2% 39.5% 42.1% 38.5% 42.9% 100.0% 51.1% 52.5%

就職率（年齢階層別・分野別）求職者支援訓練

27

※ 令和6年度12月末までに終了したコースについて集計したものであるが、本集計は雇用保険や職業紹介に係る行政記録情報を連結できた受講者のデータを用いた集計であるため、就職率につ
いては、職業訓練情報から把握した就職率と一致しない（特別集計）。

速報値
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合計 基礎コース 実践コース

北海道 2,328 486 1,842

青森県 500 102 398

岩手県 484 78 406

宮城県 906 149 757

秋田県 374 23 351

山形県 451 135 316

福島県 716 80 636

茨城県 982 204 778

栃木県 710 176 534

群馬県 668 167 501

埼玉県 847 82 765

千葉県 1,858 329 1,529

東京都 5,118 212 4,906

神奈川県 1,941 647 1,294

新潟県 533 94 439

富山県 314 70 244

石川県 116 0 116

福井県 212 55 157

山梨県 262 0 262

長野県 626 171 455

岐阜県 577 104 473

静岡県 648 83 565

愛知県 1,396 197 1,199

三重県 411 125 286

滋賀県 187 49 138

合計 基礎コース 実践コース

京都府 643 92 551

大阪府 4,336 232 4,104

兵庫県 726 83 643

奈良県 560 106 454

和歌山県 481 141 340

鳥取県 220 15 205

島根県 223 14 209

岡山県 308 13 295

広島県 663 169 494

山口県 280 50 230

徳島県 363 49 314

香川県 413 151 262

愛媛県 489 158 331

高知県 270 19 251

福岡県 2,221 253 1,968

佐賀県 278 45 233

長崎県 368 127 241

熊本県 532 30 502

大分県 326 121 205

宮崎県 778 232 546

鹿児島県 689 77 612

沖縄県 613 134 479

合   計 38,945 6,129 32,816

R4年度合計 40,289 6,230 34,059

R５年度合計 44,699 6,019 38,680

受講者数（令和６年度都道府県別）求職者支援訓練

28

※ 当該年度中に開始したコースについて集計。

速報値
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基礎コース 実践コース

北海道 61.4% 59.6%

青森 58.8% 58.0%

岩手 50.0% 65.4%

宮城 57.1% 57.4%

秋田 - 55.6%

山形 55.9% 51.4%

福島 70.4% 68.0%

茨城 64.2% 53.6%

栃木 66.7% 58.3%

群馬 51.9% 58.3%

埼玉 44.7% 59.1%

千葉 58.5% 57.5%

東京 65.5% 59.5%

神奈川 65.3% 63.9%

新潟 71.1% 58.8%

富山 68.6% 63.0%

石川 - 52.2%

福井 54.2% 59.7%

山梨 - 63.1%

長野 57.8% 59.8%

岐阜 60.3% 54.7%

静岡 54.7% 60.9%

愛知 72.1% 64.5%

三重 60.5% 69.7%

滋賀 58.3% 62.0%

基礎コース 実践コース

京都 61.0% 61.1%

大阪 55.9% 70.9%

兵庫 55.7% 62.9%

奈良 56.1% 66.0%

和歌山 43.0% 58.7%

鳥取 58.3% 58.0%

島根 61.9% 52.9%

岡山 50.0% 52.6%

広島 66.0% 56.1%

山口 64.7% 52.6%

徳島 63.2% 66.2%

香川 50.0% 57.0%

愛媛 55.7% 55.5%

高知 40.0% 59.2%

福岡 61.9% 67.1%

佐賀 61.7% 52.1%

長崎 62.9% 57.9%

熊本 69.7% 49.6%

大分 65.2% 63.6%

宮崎 66.9% 67.2%

鹿児島 57.6% 63.2%

沖縄 76.9% 61.0%

合計 60.9% 61.7%

R4年度合計 57.1% 59.0%
R4年度合計 60.1% 60.6%

※ 令和6年12月末までに終了したコースについて集計。

就職率（令和６年度都道府県別）求職者支援訓練

29

速報値

-39-



基礎コース 実践コース

基礎コース
比率認定

上限値
申請数 認定数

認定
上限値

申請数 認定数

北海道 810 691 682 2,435 3,332 2,698 20.2%

青森 195 192 192 551 972 595 24.4%

岩手 176 165 155 527 1,026 585 20.9%

宮城 315 180 188 754 1,536 881 17.6%

秋田 58 30 30 475 511 516 5.5%

山形 195 215 195 455 566 497 28.2%

福島 238 119 119 716 843 845 12.3%

茨城 286 291 287 986 1,325 1,031 21.8%

栃木 230 294 219 680 1,065 732 23.0%

群馬 220 216 220 665 745 685 24.3%

埼玉 345 165 164 804 2,503 1,027 13.8%

千葉 687 464 454 1,604 2,772 1,845 19.7%

東京 700 472 442 6,318 11,242 6,966 6.0%

神奈川 724 986 758 1,688 4,523 1,734 30.4%

新潟 163 162 148 650 891 695 17.6%

富山 130 123 97 312 410 388 20.0%

石川 50 0 0 226 251 241 0.0%

福井 100 100 100 236 283 235 29.9%

山梨 120 12 12 282 410 411 2.8%

長野 380 488 363 861 1,889 885 29.1%

岐阜 218 135 145 510 605 628 18.8%

静岡 137 114 114 917 1,335 1,003 10.2%

愛知 479 348 348 1,437 1,776 1,593 17.9%

三重 143 148 143 336 546 336 29.9%

滋賀 99 159 112 233 319 225 33.2%

基礎コース 実践コース

基礎コース
比率認定

上限値
申請数 認定数

認定
上限値

申請数 認定数

京都 165 180 180 964 1,151 1,001 15.2%

大阪 990 1,045 839 5,626 7,908 5,887 12.5%

兵庫 235 256 159 1,068 2,463 1,159 12.1%

奈良 200 111 125 468 564 640 16.3%

和歌山 217 210 210 507 619 542 27.9%

鳥取 56 56 56 280 296 303 15.6%

島根 45 29 29 266 330 300 8.8%

岡山 120 75 75 396 538 471 13.7%

広島 261 339 245 608 1,018 684 26.4%

山口 135 90 60 358 385 327 15.5%

徳島 82 107 94 464 691 547 14.7%

香川 195 343 194 339 547 339 36.4%

愛媛 188 234 196 451 603 458 30.0%

高知 101 25 25 237 377 343 6.8%

福岡 450 653 449 2,482 6,356 2,706 14.2%

佐賀 125 64 64 330 461 425 13.1%

長崎 195 230 195 427 469 427 31.4%

熊本 163 105 90 590 1,503 648 12.2%

大分 205 210 211 360 408 408 34.1%

宮崎 300 392 302 695 1,068 723 29.5%

鹿児島 302 99 99 705 1,090 958 9.4%

沖縄 212 204 165 637 1,300 742 18.2%

合計 12,140 11,326 9,749 42,916 71,821 47,315 17.1%

Ｒ４年度 19,918 10,214 10,052 47,229 52,228 51,199 16.4%

Ｒ５年度 12,140 9,564 9,123 42,916 68,548 58,634 13.5%

※ 基礎コース比率・・・認定数に占める基礎コースの割合
※ ある認定期間において認定されなかった定員及び開講されずに中止となった訓練の定員は、次回以降の認定期間に繰り越すことが可能であり、認定数が認定上限
値を上回る場合がある。

申請・認定状況（令和６年度都道府県別）求職者支援訓練

30

（単位：人）

速報値
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基礎コース
実践コース

計 うち介護系 うち医療事務系 うち情報系

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

北海道 691 682 201 3,332 2,698 573 404 376 0 181 160 0 109 94 39 

青森 192 192 15 972 595 207 0 0 0 45 22 0 20 20 0 

岩手 165 155 35 1,026 585 169 70 71 0 60 60 0 93 15 15 

宮城 180 188 0 1,536 881 221 135 135 15 28 28 0 209 199 25 

秋田 30 30 0 511 516 90 150 150 0 0 0 0 30 30 0 

山形 215 195 44 566 497 145 25 25 10 40 40 0 80 80 40 

福島 119 119 0 843 845 197 15 15 0 135 135 45 124 121 72 

茨城 291 287 88 1,325 1,031 296 122 109 0 0 0 0 91 74 74 

栃木 294 219 60 1,065 732 135 75 75 0 75 60 30 60 60 30 

群馬 216 220 0 745 685 45 174 173 0 97 82 0 40 40 0 

埼玉 165 164 61 2,503 1,027 241 0 0 0 30 30 15 91 31 0 

千葉 464 454 70 2,772 1,845 200 224 224 0 30 30 15 257 95 10 

東京 472 442 191 11,242 6,966 1,452 267 267 0 670 335 45 2,492 1,929 422 

神奈川 986 758 71 4,523 1,734 266 340 296 20 187 174 60 318 219 39 

新潟 162 148 64 891 695 53 0 0 0 112 112 0 46 31 16 

富山 123 97 13 410 388 28 30 30 0 20 10 10 20 20 0 

石川 0 0 0 251 241 65 70 70 0 20 20 0 20 20 20 

福井 100 100 15 283 235 42 15 15 0 30 15 0 35 35 0 

山梨 12 12 0 410 411 59 12 12 0 28 28 0 24 24 0 

長野 488 363 72 1,889 885 147 115 100 0 0 0 0 20 20 0 

岐阜 135 145 30 605 628 55 43 43 0 0 0 0 68 68 15 

静岡 114 114 0 1,335 1,003 248 135 135 0 234 219 0 117 102 35 

愛知 348 348 15 1,776 1,593 165 260 260 0 108 101 0 135 125 0 

三重 148 143 0 546 336 44 176 137 0 0 0 0 15 15 15 

滋賀 159 112 42 319 225 57 0 0 0 0 0 0 30 30 0 

基礎コース
実践コース

計 うち介護系 うち医療事務系 うち情報系

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

申請
数

認定
数

うち、
新規枠

京都 180 180 0 1,151 1,001 230 248 203 0 0 0 0 40 20 0 

大阪 1,045 839 187 7,908 5,887 572 1,127 1,016 150 277 277 15 1,352 948 60 

兵庫 256 159 15 2,463 1,159 242 300 232 0 58 29 15 235 130 40 

奈良 111 125 0 564 640 113 114 103 12 90 99 0 12 12 12 

和歌山 210 210 42 619 542 40 102 102 25 100 80 0 59 59 0 

鳥取 56 56 0 296 303 28 0 0 0 42 42 0 0 0 0 

島根 29 29 15 330 300 120 60 60 0 45 45 15 60 60 60 

岡山 75 75 15 538 471 148 60 60 0 15 15 15 30 30 0 

広島 339 245 70 1,018 684 180 15 15 0 75 60 0 127 109 40 

山口 90 60 15 385 327 65 75 75 0 15 15 0 80 65 15 

徳島 107 94 0 691 547 46 43 36 18 0 0 0 101 88 8 

香川 343 194 59 547 339 101 20 20 0 55 55 0 0 0 0 

愛媛 234 196 26 603 458 60 45 45 0 15 15 0 60 30 0 

高知 25 25 25 377 343 36 106 108 10 0 0 0 56 56 26 

福岡 653 449 90 6,356 2,706 420 218 181 12 120 75 15 1,200 487 39 

佐賀 64 64 0 461 425 96 0 0 0 0 0 0 20 20 20 

長崎 230 195 20 469 427 165 15 15 0 0 0 0 20 20 20 

熊本 105 90 45 1,503 648 135 45 45 30 125 75 35 105 15 0 

大分 210 211 90 408 408 85 85 85 10 95 95 15 48 48 0 

宮崎 392 302 45 1,068 723 44 105 105 0 105 60 0 119 119 29 

鹿児島 99 99 0 1,090 958 347 48 48 0 104 104 30 30 30 0 

沖縄 204 165 0 1,300 742 145 102 15 15 42 12 0 214 147 59 

合計 11,326 9,749 1,846 71,821 47,315 8,618 5,790 5,287 327 3,508 2,814 375 8,512 5,990 1,295 

R4年度 10,21410,052 1,62152,22851,19916,239 6,805 6,526 1,479 2,833 2,756 620 5,799 5,690 2,645

R5年度 9,564 9123 1424 68,548 58634 19204 6,553 6132 858 3,446 3327 812 7,390 6405 1790

申請・認定状況
（令和６年度都道府県別・コース別／重点３分野別）

求職者支援訓練

31

（単位：人）

速報値
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・デジタル分野の受講者数      ・・・・・・・P33
・オンライン訓練の実施状況        ・・・・・・・P34
・離職者向け職業訓練における託児サービスの利用状況  ・・・・・・・P35

１．令和６年度までの実施状況

（４）その他
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デジタル分野の受講者数

離職者
在職者 学卒者 合計求職者

支援訓練
公共

職業訓練

令和２年度 5,833 9,224 9,091 1,130 25,278

令和３年度 7,530 9,924 14,520 877 32,851

うち女性
4,346

（57.7％）

5,897
（59.4％）

3,183
（21.9％）

163
（18.6％）

13,589    
（41.4％）

令和４年度 12,085 16,138 33,579 3,356 65,158

うち女性
7,864

（65.1％）

8,322
（51.6％）

8,314
（24.8％）

262
（7.8％）

24,762
（38.0％）

令和５年度 14,916 16,544 39,584 3,214 74,258

うち女性
10,160
（68.1％）

8,856
（53.5％）

9,440
（23.8％）

349
（10.9％）

28,805
（38.8％）

令和６年度 11,931 17,334 42,930 3,112 75,307

うち女性
8,028

（67.3％）

9,456
（54.6％）

10,918
（25.4％）

345
（11.1％）

28,747
（38.2％）

※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。
※ デジタル分野とは、IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。） 、デザイン分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。
※ 当該年度に開講した訓練コースの受講者数。ただし、令和2年度の公共職業訓練は、当該年度に終了した訓練コースの受講者数。

また、令和2年度の学卒者は、都道府県は前年度からの繰り越し者を含めた受講者数であり、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構は当該年度修了者数。
※ 「在職者」は都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する在職者訓練、生産性向上支援訓練及び認定職業訓練の受講者数の合計。

ただし、「うち女性」について「在職者」及び「合計」は認定職業訓練分を除く。
※ 男女別集計は令和３年度から開始。

公的職業訓練
（公共職業訓練・求職者支援訓練）

33

（ ）内は、受講者に占めるうち女性の割合
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オンライン訓練の実施状況

設定コース数 受講者数 就職率

公共職業訓練
（離職者訓練）

令和３年度

同時双方向型 1,540 17,093 85.5%

施設内訓練 962 12,321 87.0%

委託訓練 578 4,772 69.4%

eラーニングコース 56 317 50.4%

令和４年度

同時双方向型 1,956 24,317 84.5%

施設内訓練 1,365 16,763 87.7%

委託訓練 591 7,554 70.8%

eラーニングコース 53 329 50.2%

令和５年度

同時双方向型 1,642 19,530 85.4%

施設内訓練 1,373 16,369 87.3%

委託訓練 269 3,161 69.4%

eラーニングコース 56 389 50.4%

令和６年度

同時双方向型 1,544 17,829 85.1％

施設内訓練 1,367 15,853 86.9％

委託訓練 177 1,976 55.8％

eラーニングコース 61 489 51.5％

求職者支援訓練

令和３年度
同時双方向型 233 2,259 53.4%

eラーニングコース 1 29 -

令和４年度
同時双方向型 250 3,440 56.0%

eラーニングコース 147 2,825 29.4%

令和５年度
同時双方向型 244 3,347 62.5%

eラーニングコース 426 6,317 38.2%

令和６年度
同時双方向型 235 2,781 59.6%

eラーニングコース 405 5,588 49.0%

＜公共職業訓練＞
※ オンライン訓練（同時双方向型）については、令和２年５月から実施を可能とした。令和２年度は、当該年度中に実施した訓練コースの実績。令和３年度からは、当該年度中に終了した訓練コースの実績。
※  オンデマンド型（eラーニングコース）については、委託訓練において、育児・介護等で外出が制限される者や、離島居住者等の通所可能範囲に訓練実施機関が存在しない者を対象に実施してきたが、

令和３年４月から対象者にシフト制労働者等を追加した。当該年度中に開始したeラーニングコースの実績。
（コース例）Webクラウドエンジニア科、 Webサイト制作科、経理実務科、医療事務・医事コンピュータ・調剤事務科 等

公的職業訓練
（公共職業訓練・求職者支援訓練）

＜求職者支援訓練＞
※ 令和３年２月から同時双方向型の実施を可能とした。 ※ 令和３年１０月からｅラーニングコースの実施を可能とした。
※  設定コース数及び受講者数は、当該年度中に開始した訓練コースについて集計。就職率は当該年度に終了した訓練コースについて集計。令和6年度就職率は令和6年12月末までに終了したコースについて集計。

（コース例）Webプログラマー養成科、グラフィックデザイン科、ビジネスパソコン応用科、パソコン・簿記経理科、Webマーケティング科、Webデザイナー養成科 等
34

※ 令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。
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35

離職者向け職業訓練における託児サービスの利用状況

公的職業訓練
（公共職業訓練・求職者支援訓練）

託児サービス利用者数

公共職業訓練
（離職者訓練）

令和２年度

合計 409

うち施設内訓練 115

うち委託訓練 294

令和３年度

合計 379

うち施設内訓練 99

うち委託訓練 280

令和４年度

合計 379

うち施設内訓練 113

うち委託訓練 266

令和５年度

合計 291

うち施設内訓練 104

うち委託訓練 187

令和６年度

合計 155

うち施設内訓練 58

うち委託訓練 97

求職者支援訓練

令和２年度 66

令和３年度 59

令和４年度 60

令和５年度 47

令和６年度 37

※ 公共職業訓練においては、前年度繰越利用者及び当該年度利用開始者の合計。
※ 求職者支援訓練においては、当該年度利用開始者の実績。
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２．令和７年度の直近の状況

36

・令和７年度(７月末現在)における実績 ・・・・・・・P37
・令和７年度(７月末現在)の受講状況 ・・・・・・・P38
・デジタル分野の受講者数（令和７年度(７月末現在) ） ・・・・・・・P39
・オンライン訓練の実施状況（令和７年度(７月末現在) ） ・・・・・・・P40
・離職者向け職業訓練における託児サービスの利用状況

        （令和７年度(７月末現在) ） ・・・・・・・P41
・長期高度人材育成コース実施状況（令和７年度(７月末現在) ） ・・・・・・・P42

※令和６年度実績については速報値であり、今後変動の可能性がある。
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※ 令和７年７月末までに開始したコースの実績。
注１ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。
注２  施設内訓練は、都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構により実施。

委託訓練については、都道府県費により都道府県が独自に実施する職業訓練を含む。
注３ 求職者支援訓練においては、当該年度中に開始したコースについて集計。

37

令和７年度(７月末現在)における実績 

入校者数（人） 受講者数（人）注１

公共職業訓練

離職者訓練注２

計 27,764 36,624 

施設内訓練 9,204 14,553 

委託訓練 18,560 22,071 

在職者訓練 45,939 45,939 

学卒者訓練 ‐ ‐ 

障害者訓練

離職者訓練

計 1,264 1,511

施設内訓練 779 1,008

委託訓練 485 503

在職者訓練

計 82 82

施設内訓練 ‐ ‐

委託訓練 82 82

求職者支援訓練
基礎コース 2,049注３

実践コース 11,772注３
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38

令和７年度(７月末現在) の受講状況 

令和６年度
実績 ４月 ５月 ６月 ７月 計

公共職業訓練
（離職者訓練）

89,792

受講者数 7,786 6,165 6,744 7,069 27,764

前年同期比 -8.3％ －1.1％ －3.5％ －7.8％ -5.5％

求職者支援訓練 38,945

受講者数 3,643 3,682 3,295 3,201 13,821

前年同期比 -0.5% 7.5% -5.6% -4.5% -0.8%

合計 128,737

受講者数 11,429 9,847 10,039 10,270 41,585

前年同期比 -6.0% 2.0% -4.2% -6.8% -4.0%

※当該年度に開始した訓練コースについて集計。

速報値
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離職者

在職者 学卒者 合計
求職者
支援訓練

公共
職業訓練

令和７年度 4,361 5,735 14,691 - 24,787

うち女性 2,968 3,423 3,497 - 9,888

※ デジタル分野とは、IT分野（ITエンジニア養成科など） 、デザイン分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。
※ 令和７年度は、４～７月までに開講した訓練コースの受講者数。ただし、学卒者の訓練分野別受講者は、年度末に把握するため「-」としている。
※ 「在職者」は都道府県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する在職者訓練及び生産性向上支援訓練の受講者数を含む。

39

デジタル分野の受講者数（令和７年度７月末現在) ）

（ ）内は、受講者に占めるうち女性の割合
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令和７年度 設定コース数 受講者数 就職率

公共職業訓練

同時双方向型 439 4,415 －

施設内訓練 409 4,019 －

委託訓練 30 396 －

eラーニングコース 26 223 －

求職者支援訓練
同時双方向型 82 1,075 －

eラーニングコース 170 2,308 －

＜公共職業訓練＞
※ 令和２年５月から同時双方向型の実施を可能とした。

設定コース数及び受講者数は令和７年４月から７月末までに終了した訓練コースのうち、オンライン訓練を実施した訓練コースの実績

※ オンデマンド型（eラーニングコース）については、委託訓練において、育児・介護等で外出が制限される者や、離島居住者等の通所可能範囲に訓練
実施機関が存在しない者を対象に実施してきたが、令和３年４月から対象者にシフト制労働者等を追加した。
設定コース数及び受講者数は、令和７年４月から７月末までに開始したeラーニングコースの実績。

＜求職者支援訓練＞

※ 令和３年２月から同時双方向型の実施を可能とした。

※ 令和３年１０月からｅラーニングコースの実施を可能とした。

※ 設定コース数及び受講者数は令和６年４月から７月末までに開始したコースの実績。

40

オンライン訓練の実施状況（令和７年度(７月末現在) ） 速報値
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41

離職者向け職業訓練における託児サービスの利用状況
（令和７年度(７月末現在) ）

託児サービス利用者数

公共職業訓練
（離職者訓練）

合計 39

うち施設内訓練 22

うち委託訓練 17

求職者支援訓練 5

※ 公共職業訓練においては、前年度繰越利用者及び当該年度利用開始者の合計

※ 求職者支援訓練においては、当該年度利用開始者の実績。

速報値
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コース数 受講者数 就職率

令和７年度 1,165 4,402 －

※ 令和７年７月末までに開始したコースの実績。

※ 受講者数は前年度繰越者と当該年度開始コースの入校者数の合計。

42

長期高度人材育成コース 実施状況（令和７年度(７月末現在) ） 速報値
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３  実施主体等２  事業の概要・スキーム

変化の激しい企業のビジネス環境に対応するために労働者のスキルアップが求められている中で、正社員に対して
OFF-JTを実施した事業所割合が71.4％に対し、正社員以外に対しては28.3％と、正社員以外の労働者の能力開発機会
は少ない状況にあり、非正規雇用労働者等が働きながらでも学びやすく、自らの希望に応じた柔軟な日時や実施方法に
よる職業訓練を受講できるような仕組を構築し、非正規雇用労働者等のリ・スキリングを支援することが必要である。
このため、在職中の非正規雇用労働者等の受講を前提とした様々な受講日程、実施手法等の職業訓練を引き続き試行

的に、非正規雇用労働者等に対して提供する。

１  事業の目的

非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練試行事業の実施

（１）試行事業の実施

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、非正
規雇用労働者等を対象とした職業訓練を民間教育訓練機関等への
委託により実施し、好事例となる取組を収集する。

（２）試行事業の内容等

ウ 総訓練時間・受講可能期間
150時間程度。受講可能期間最大６か月

ア 対象者
主に非正規雇用労働者 720名

イ 実施方法等
受講継続等に効果的であるスクーリング形式と、場所や時間を

問わず受講しやすいオンライン（オンデマンド、同時双方向）形
式を効果的に組み合わせて実施することを想定。

ェ 受講継続等の支援策
実施機関において、受講継続勧奨や学習の進捗状況に応じた支

援を担当制で行う学習支援者の配置等を実施。

令和７年度当初予算額 3.1億円（ 3.1億円）※（）内は前年度当初予算額

厚
生
労
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省

(
独)
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・
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2021年4月1日

非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい
職業訓練事業の本格実施に向けて

公的職業訓練の在り方に関する研究会

令和７年６月
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試行事業の結果の概要と評価

【事業概要】
○ 非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練として、「公的職業訓練の在り方に関する研究会報告書」
（令和５年９月５日公表）を踏まえ、自らの希望に応じた柔軟な日時や実施方法で受講できる職業訓練を試行的に
実施

○ 訓練内容等については、デジタル分野、営業・販売・事務分野を対象に、実施手法（eラーニング、同時双方向通
信、スクーリング）や受講日程（平日夜間、土日祝日）を組み合わせた複数パターンのコースを設定し実施

結果の概要 全体評価

○ 「ｅラーニングのみ」や「同時双方向通信＋
ｅラーニング」では、全体の応募率は100％を
超えており、特に、デジタル分野の訓練コース
での応募率が高かった。
また、受講生の８割以上が「働きながらでも

学びやすかった」と回答。

○ 受講生の8割以上が「期待していた内容で
あった」と回答、「修了率」は全体で６割を超
え、訓練の実施方法や訓練分野の違いによる明
らかな差は見られなかった。

○ 訓練内容等の活用割合、新しい仕事にチャ
レンジする意欲や新たなスキル習得への意欲等
に関して受講生の評価が高かった一方、訓練修
了２ヶ月後の正規雇用への就職、正規雇用への
転換、賃金水準の向上の割合は全体でも15％
であった。

○ オンラインでの訓練、デジタル分野での応
募率は高く、多くの受講生にとって働きながら
学びやすい内容であったことから、本事業は目
的に沿ったものとなっていた。

○ 非正規雇用労働者等にとって、ｅラーニン
グや同時双方向通信などのオンラインによる訓
練の有用性が確認された。

○ 訓練内容等の活用割合、新しい仕事にチャ
レンジする意欲や新たなスキル習得への意欲等
について、受講生の多くがポジティブに評価。
正規雇用への就職等の指標の評価については、

非正規雇用労働者等が置かれている状況は様々
であることから留意が必要。
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全体評価を踏まえた今後の方向性

3

○ 全国展開に当たっては、オンラインを活用した手法によって、非正規雇用労働者等が、住んでい
る地域に関係なく、自らの希望に応じた柔軟な日時や実施方法で訓練を受講できるように進めてい
くことが効果的

○ 訓練の実施に当たっては、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の７第３項に基
づく委託訓練として、都道府県での実施を基本としつつ、都道府県においては、地域ニーズを踏ま
えた訓練分野やコースを柔軟に設定できるようにするとともに、eラーニングを活用した訓練の地
域偏在（※）を踏まえて、オンラインで対応できる訓練コースについては、国及び地方の適切な役
割分担に留意しつつ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構を通じた広域展開を行うこと
を検討することが適当
※ eラーニングによる離職者訓練は20都道府県（令和６年度速報値）でのみ実施

○ 訓練内容や訓練ニーズ等について、全国展開後も受講生のニーズをアンケート等により収集・把
握するとともに、受講勧奨、受講継続支援、広報については、好事例を収集、展開するなどにより、
継続的な見直しを図っていくことが適当

○ 非正規雇用労働者全体の自己啓発に対する実施割合が低調である中（※）で、本事業は、非正規
雇用労働者等にとってニーズが高く、キャリアアップにも資すると評価できるものである。
このため、職業訓練等の機会が少ない非正規雇用労働者等が、離職することなく、働きながら学

ぶことで、より待遇の高い仕事に挑戦できるよう、令和８年度に向けて、本事業を全国展開するこ
とを検討することが適当
※ 正社員：44.1％、正社員以外：16.7％（厚生労働省「令和５年度能力開発基本調査（個人調査）」）
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全国展開に当たっての留意事項（各論①）

項目 結果の概要 全国展開に当たっての留意事項

訓練水準等

○ 訓練時間及び訓練期間（４ヶ月）については、
訓練コースによって評価が異なるものの、いず
れの実施手法においても３割以上の者が「少な
い」と回答

○ 訓練時間や訓練期間については、非正規雇用労働
者等の置かれている状況を踏まえると、訓練コース
により柔軟に設定できるようにすることが適当

受講費用

○ 大半の受講者が受講料（5,000 円（内税）、
テキスト代等は本人負担）について「安い」と
回答

○ 受講料について、受講者確保の観点において
支障はみられなかった。

○ 引き続き受講者の確保や過度な経済的負担をかけ
ないことに留意しつつ、一定の受益者負担を求める
ことが適当
※ JEEDの調査において、希望する職業訓練の受講料につ
いて「１万円未満」の回答が71％を占めていた

受講勧奨

○ 受講割合が20％未満で脱落した者が約２割お
り、受講開始後の訓練内容（カリキュラム、習
得できる知識・技能等）に係る認識の相違（ミ
スマッチ）が生じている可能性

○ 訓練機関による説明会や選考時の面談に加え、
「キャリア形成・リスキリング推進事業」において、
訓練開始前にキャリアコンサルティングを受けるこ
とができること等についても情報提供を積極的に行
うことが適当

○ 受講生の成功事例（訓練成果がその後の仕事や就
職で役立っている等）を収集し、募集時の説明に活
用することが適当

○ 受講機会の確保のため、訓練開始の初期に退校
した者がいた場合、可能な範囲で再募集等を行うこ
とが適当
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全国展開に当たっての留意事項（各論②）

項目 結果の概要 全国展開に当たっての留意事項

受講継続支援

○ キャリアコンサルティングについては８割以
上、メンター制度については約７割の利用者が
役に立ったと回答

○ コミュニケーション機会の確保については、
一部のコースで、これらの機会提供が十分に活
かされなかったとの意見

○ 受講中のキャリアコンサルティング等については、引
き続き訓練期間において実施することが適当

○ コミュニケーション方法やキャリアコンサルティング
の好事例を収集し、より効果的な支援となるよう継続的
な見直しを図ることが適当

○ 伴走支援については、受講生がネガティブな心理状況
や課題が生じたときの支援などのベストプラクティスを
収集、共有することが適当

○ 補講の制度など遅刻や欠席を埋め合わせるための仕組
みを設けることが適当

成果指標

○ 訓練修了２ヶ月後の正規雇用への就職、正規
雇用への転換、賃金水準の向上の割合は15％と
必ずしも高くなかった

○ 他方で、訓練内容等の活用割合、新しい仕事
にチャレンジする意欲や新たなスキル習得への
意欲等について、受講生のポジティブな評価割
合は高かった

○ 非正規雇用労働者等が置かれている状況は様々であ
ることから、正規雇用への就職等の指標の評価につい
ては留意が必要

○ 修了率等に加え、訓練前後でどのような行動・意識
の変容があったか、訓練成果が仕事で役立っているか
等の受講生の評価を成果指標にすることが適当

○ 訓練修了後一定期間経過時点の受講生の状況につい
ても、アンケートにより把握することが適当

広報

○ 受講申込のきっかけは、８割以上がインター
ネット経由、このうちSNSが全体の約半数

○ 年齢は40代が約４割、50代、30代と続き、
30歳～59歳で約９割

○ 受講者全体の８割以上が女性

○ 委託先の民間企業の創意工夫を活かしつつ、イン
ターネットを積極的に活用した広報が有効

○ 試行事業での受講生の傾向を考慮した的確なターゲ
ティングによる広報が有効

○ 対象者が様々なルートから訓練情報にアクセスでき
るよう、情報発信に当たっては工夫が必要

○ スキルアップへの意欲につながったなど、訓練効果
も交えて訴求しつつ、職場を通じた周知広報を行うこ
とも有効 5-58-



公的職業訓練の在り方に関する研究会開催要綱

１ 目的
技術の進展や経済的環境の変化、個人の働き方・職業キャリアに対する

考え方の多様化等を踏まえ、企業及び個人のニーズに適切に対応した公的
職業訓練（公共職業訓練及び求職者支援訓練）を提供する必要がある。
このため、公的職業訓練制度の検証・検討に資するため、有識者で構成

される「公的職業訓練の在り方に関する研究会」を開催する。

２ 検討事項
以下の検討事項を中心に、幅広く意見交換するものとする。

(1) 公的職業訓練の適正かつ効果的な運営の在り方に関すること
(2) 新しいニーズに対応した公的職業訓練の制度の在り方に関すること
(3) 公的職業訓練制度の検証に関すること
(4) その他

３ 構成員
別紙のとおりとする。

４ 研究会の運営等
(1) 研究会は、厚生労働省人材開発統括官が構成員の参集を求め、開催す
る。

(2) 研究会の座長は、構成員の互選により選出する。座長は、本研究会の
議事を整理するとともに、必要に応じて座長代理を指名することができ
る。

(3) 本研究会での議論を踏まえ、必要に応じ、関係者の出席を求めること
及び構成員の追加を行うことができる。

(4) 本研究会は、原則として公開する。ただし、個人情報、企業の秘密に
係る情報を取り扱う場合などにおいては非公開とすることができる。な
お、非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を
公開する。

(5) 本研究会の庶務は、人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付
訓練企画室において行う。

（別紙）
公的職業訓練の在り方に関する研究会 構成員

（五十音順）

【学識者】

◎今野 浩一郎 学習院大学 名誉教授

大嶋 寧子  リクルートワークス研究所 主任研究員

黒澤 昌子 政策研究大学院大学 理事・副学長 教授

坂爪 洋美 法政大学 キャリアデザイン学部 教授

武石 惠美子 法政大学 キャリアデザイン学部 教授

宮地 弘子 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業能力開発総合大学校 職業能力開発原理ユニット 教授

山田 久    法政大学経営大学院
   イノベーション･マネジメント研究科 教授

吉川 厚    関東学院大学 理工学部 教授

【訓練実施主体】

菅沼 聡人 東京都 産業労働局 雇用就業部 能力開発課長

吉岡 孝一   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
求職者支援訓練部 次長

（◎：座長）

6-59-



開催実績

第１回（令和５年５月31日）
・公的職業訓練の現状と研究会における今後の議論について

第２回（令和５年６月27日）
・構成員からの報告
・非正規雇用労働者等が働きながらでも学びやすい職業訓練の具体的な制度設計について

第３回（令和５年７月25日）
・非正規雇用労働者等が働きながらでも学びやすい職業訓練の具体的な制度設計について

○公的職業訓練の在り方に関する研究会報告書 公表（令和５年９月５日）
「働きながらでも学びやすい職業訓練の具体的な制度設計に関するとりまとめ」

第４回（令和６年12月16日）
・「非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練試行事業」の実施状況について（報告）

第７回（令和７年３月25日）
・非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練について

第８回（令和７年５月28日）
・非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練について

第９回（令和７年６月20日）
・非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練について
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障害者職業能力開発校における職業訓練の実施

障害者の職業訓練について

身体障害者の訓
練風景

ビジネス情報系での訓練風景

【受講者数：1,447人、就職率：68.9%】

知的障害者の訓
練風景

総合訓練科での訓練風景

精神か発達障害
者の訓練風景

CAD設計科での訓練風景

障害者職業能力開発校（全１9校）において、職業訓練上特別な支援を要する障害者に重点を置いた職業訓練を実施

・国立障害者職業能力開発校（１３校）

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構営（２校：埼玉、岡山）

都道府県営（１１校：北海道、宮城、東京、神奈川、石川、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡、鹿児島）

・都道府県立障害者職業能力開発校（６校：青森、千葉、岐阜、静岡、京都、兵庫）

※数値は令和５年度実績

一般の職業能力開発校における職業訓練の実施

一般の職業能力開発校において、障害者訓練コースの設置等により、障害者に対する訓練を実施

【受講者数：756人、就職率：73.6%】

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練 【受講者数：2,791人、就職率：40.4%】

企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用した訓練を実施

＜訓練コースの例＞

①知識・技能習得訓練コース（知識・技能の習得を座学中心で実施）

②実践能力習得訓練コース（企業等の現場を活用した実践的な訓練を実施）

③特別支援学校早期訓練コース（内定を得られない生徒を対象とした在学中からの訓練の実施）

実践コースの訓
練風景

実践能力習得コースの訓練風景 1-61-
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障害者委託訓練におけるPDCA評価の実施について

多くの都道府県において訓練実施計画数と訓練実績数の間に乖離が見られているところ、令和６年度におい

て訓練実施計画数の適正化等を目的としたPDCA評価を試行的に実施する。なお、評価結果は中央職業能力開

発促進協議会へ報告の上、評価に用いた資料は会議資料としての公表することを予定している。試行実施後の

運用については、実施状況を勘案し、追って通知することとする。

目標設定

・次年度訓練実施数

（就職率55％は既定）

Plan（２月上旬）

・契約締結

・事業の実施

Do （４月～）

前年度実績の
適正な評価

Check（11月）

・計画訓練数の見直し

・就職率向上策の策定

Action （12月）

目標の公表（２月下旬）
地域職業訓練実施計画

目安額算出（２月上旬）

効果を把握

障害者委託訓練の目標管理サイクル

地域職業能力

開発促進協議会等で

報告・確認（2月）

評価結果の公表

厚生労働省による
ヒアリング（＊）

（＊）２年連続で著しく実績が低調な場合に実施。

目標設定

・次年度訓練実施数

（就職率55％は既定）

Plan （２月上旬）

中央職業能力

開発促進協議会へ

報告（翌年10月）

都道府県宛て実施通知より
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障害者委託訓練におけるPDCA評価の実施について

障害者委託訓練のPDCA評価方法

高

低

達
成

未
達
成

【執行割合】

【
目
標
達
成
】

A評価

B評価

C評価

D評価

80%

以
上

80%

未
満

計画通りに訓練を実施しており、
就職率も良い

計画通りに訓練は実施できていないが、
就職率は良い

計画通りに訓練を実施できているが、
就職率が悪い

計画通りに訓練を実施できていない上、
就職率も悪い

A＋評価

Ｂ＋評価

C－評価

D－評価

55%以上55%未満 60%以上40%未満

評価対象年度は正確な実績が把握可能な前年度実績を用いることとし、評価に基づく調整は評価実施の次年

度において実施するものとする。（例:試行実施となる令和６年度のPDCA評価では令和５年度実績を評価対象

とし、令和７年度を評価に基づく調整対象とする。）なお、２年連続でマイナス評価となった場合には実績が

低調となる原因の究明等を目的に厚生労働省によるヒアリングを実施する。

〇縦軸：訓練実施計画

数に対する訓練実績

数（執行割合）

〇横軸：就職率

都道府県宛て実施通知より
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障害者委託訓練におけるPDCA評価の実施について

評価 計画訓練数 改善要求事項 次年度予算への反映

A+ 継続 ー 対前年度より増額確定

A 原則８％増 ー 対前年度より同額以上確定

B+ 原則３％減 ー ＣＰにより調整

B 原則５％減 ー ＣＰにより調整

C 原則４％減 就職率向上の改善策を策定 ＣＰにより調整

C- 原則10％減 就職率向上の改善策を策定 対前年度より減額確定

D 原則７％減 就職率向上の改善策を策定 対前年度より減額確定

D- 原則10％減 就職率向上の改善策を策定 対前年度より減額確定

次年度の計画訓練数及び予算額については評価に応じて以下の調整を行うこととし、就職率実績が低調な場

合には改善要求事項を策定することとする。なお、予算額への調整については試行実施であるため、PDCA評

価による令和７年度予算額への調整は実施せず、従前の調整方法によるものとし、予算額への反映は本格実施

以降の令和６年度評価に基づく令和８年度予算額より実施するものとする。

※CP：就職者1人当たりの委託料（評価対象年度における就職者数／評価対象年度における委託料総額）

都道府県宛て実施通知より
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令和5年度 評価一覧表

R4 R5 目標（55%） 執行割合

都道府県番
号

都道府県 （前年度）
評価

評価
受講者数
(人）

就職者数
(人）

訓練計画数 就職率 就職率評価 執行率 執行率評価

1 北海道 D B+ 23 13 76 61.9% 優良 30.3% 低
2 青森 C B+ 26 19 35 73.1% 優良 74.3% 低
3 岩手 D- B+ 14 9 30 69.2% 優良 46.7% 低
4 宮城 B D 14 6 28 50.0% やや不十分 50.0% 低
5 秋田 B+ B 21 9 31 56.3% 良好 67.7% 低
6 山形 D D- 28 10 42 38.5% 不十分 66.7% 低
7 福島 A+ A+ 66 43 64 70.5% 優良 103.1% 高
8 茨城 B+ D 29 14 65 51.9% やや不十分 44.6% 低
9 栃木 D- D- 19 5 43 35.7% 不十分 44.2% 低
10 群馬 D B+ 21 14 66 73.7% 優良 31.8% 低
11 埼玉 C- C- 250 35 230 14.8% 不十分 108.7% 高
12 千葉 C- C- 136 39 147 30.2% 不十分 92.5% 高
13 東京 D- C- 553 77 650 15.0% 不十分 85.1% 高
14 神奈川 D- D- 96 33 225 38.4% 不十分 42.7% 低
15 新潟 B B+ 43 26 160 65.0% 優良 26.9% 低
16 富山 B+ B 33 18 49 56.3% 良好 67.3% 低
17 石川 B+ A+ 14 8 14 66.7% 優良 100.0% 高
18 福井 B+ B+ 8 5 19 100.0% 優良 42.1% 低
19 山梨 D D 32 13 58 48.1% やや不十分 55.2% 低
20 長野 D D- 108 39 171 38.6% 不十分 63.2% 低
21 岐阜 D D 26 9 36 40.9% やや不十分 72.2% 低
22 静岡 B+ B+ 94 67 258 74.4% 優良 36.4% 低
23 愛知 B D 92 43 148 50.6% やや不十分 62.2% 低
24 三重 A+ A+ 44 35 38 89.7% 優良 115.8% 高
25 滋賀 B+ D 12 6 25 54.5% やや不十分 48.0% 低
26 京都 D D 28 11 164 42.3% やや不十分 17.1% 低
27 大阪 D D 76 31 138 43.7% やや不十分 55.1% 低
28 兵庫 D- D 69 27 89 44.3% やや不十分 77.5% 低
29 奈良 B+ B+ 11 8 22 80.0% 優良 50.0% 低
30 和歌山 D D 5 2 62 50.0% やや不十分 8.1% 低
31 鳥取 D B+ 4 3 30 75.0% 優良 13.3% 低
32 島根 B+ B+ 39 24 76 63.2% 優良 51.3% 低
33 岡山 B+ B+ 2 2 16 100.0% 優良 12.5% 低
34 広島 D C 62 25 74 43.1% やや不十分 83.8% 高
35 山口 B+ B+ 29 19 78 70.4% 優良 37.2% 低
36 徳島 D D- 13 3 25 25.0% 不十分 52.0% 低
37 香川 B+ B+ 7 6 30 85.7% 優良 23.3% 低
38 愛媛 B B 47 25 95 56.8% 良好 49.5% 低
39 高知 B B+ 27 25 35 96.2% 優良 77.1% 低
40 福岡 D D- 59 19 114 35.8% 不十分 51.8% 低
41 佐賀 B+ B+ 28 20 45 74.1% 優良 62.2% 低
42 長崎 D- D 29 13 47 44.8% やや不十分 61.7% 低
43 熊本 D- D- 52 17 87 38.6% 不十分 59.8% 低
44 大分 B+ B+ 45 29 100 65.9% 優良 45.0% 低
45 宮崎 A C 18 9 22 52.9% やや不十分 81.8% 高
46 鹿児島 C- C- 64 15 80 25.4% 不十分 80.0% 高
47 沖縄 D B+ 28 16 61 64.0% 優良 45.9% 低

評価別一覧表
A+
A
B+
B
C
C-
D
D-

4件 埼玉、千葉、東京、鹿児島
11件 宮城、茨城、山梨、岐阜、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、長崎
7件 山形、栃木、神奈川、長野、徳島、福岡、熊本

3件 福島、石川、三重
0件
17件 北海道、青森、岩手、群馬、新潟、福井、静岡、奈良、鳥取、島根、岡山、山口、香川、高知、佐賀、大分、沖縄
3件 秋田、富山、愛媛
2件 広島、宮崎
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人材開発統括官

若年者・キャリア形成支援担当参事官室

教育訓練給付金の指定講座の状況（報告）

資料５
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地域職業能力開発促進協議会における協議等を踏まえた講座拡大の取組（概要図）

・令和５年度第２回の地域職業能力開発促進協議会（令和６年２～３月）以降、地域の訓練ニーズを踏まえた教育訓練給付の対象講
座の拡大に取り組んでいるところ（※取組の効果は令和７年４月指定（令和６年10月申請）以降に発生）。

・令和６年度第１回中央職業能力開発促進協議会では、地域の訓練ニーズや当該ニーズを踏まえた指定講座拡大の取組等を報告。

地域協議会を通じた地域のニーズの把握 等

地域協議会の報告を踏まえた指定講座拡大の取組の

実施

地域における指定講座拡大等の取組の実施

地域職業能力開発促進協議会 厚生労働省本省

中央職業能力開発促進協議会

労働局、都道府県、労使団体、教育訓練実施者・関係団体、学識者な

ど関係者が参画する地域協議会において、地域の訓練ニーズの把握

及び教育訓練給付制度による訓練機会の確保等について協議（※）。

地域協議会における協議を通じて把握した地域の訓練ニーズにおける
講座の確保等に向け、労働局の主体的な取組として、

・地域の教育訓練機関等に対する周知広報や講座指定申請勧奨

・教育訓練給付制度の利用勧奨

等を実施。

都道府県労働局

報告

（※）＜協議の観点＞

・地域で求められる訓練ニーズとは何か。

・地域の訓練ニーズが高い分野において、教育訓練給付の対象講座
は十分に指定されているか。

・地域の教育資源を活用して指定講座を拡大できないか。

報告

地域協議会からの意見や要望等を踏まえ、訓練ニーズの高い分野

を対象に指定講座の拡大を図るため、関係省庁と連携して業界団

体等に対し講座指定申請勧奨や制度周知広報等の取組を実施。

（令和５年度第２回～）

情報提供

1-67-



◼ 令和５年度第２回の地域職業能力開発促進協議会（令和６年２～３月）以降、協議事項に「教育訓練給付制
度による地域の訓練ニーズを踏まえた訓練機会の拡大」を追加。以降、地域職業能力開発促進協議会の議論
の状況を踏まえ、訓練ニーズの高い分野等を対象に指定講座の拡大を図るため、令和６年10月申請期に向け
て講座指定申請勧奨や制度周知を実施。
※講座指定申請は年２回（４月及び10月）。10月申請は翌年4月指定、4月申請は10月指定。

◼ 令和７年４月指定期の新規指定申請講座数及び新規指定講座数を見ると過去５年間で最大となっている。

新規指定申請講座数・新規指定講座数の推移

R３．４．１ R４．４．１ R５．４．１ R６．４．１ R７．４．１

指定講座数
（４．１時点）

14,060 14,562 14,997 １５,７２２ １６,５７７

（指定講座全体数）

949 
917 

963 
989 

1,270 

1,114 

1,048 

1,113 
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＜都道府県労働局による取組＞

令和６年10月申請に向けた都道府県労働局及び本省による指定申請勧奨の取組

➢ 労働局職員が訪問等により講座指定申請勧奨を行った訓練施設等 ※一部重複あり

・専門学校等 14局

【岩手、秋田、神奈川、石川、山梨、長野、静岡、愛知、滋賀、山口、高知、福岡、佐賀、大分】

・指定自動車教習所 12局

                       【青森、千葉、山梨、長野、滋賀、奈良、広島、山口、香川、愛媛、福岡、長崎】

・デジタル関係 ９局【岩手、山形、新潟、石川、福井、三重、鳥取、山口、長崎】

・大学関係                ９局【山形、福島、石川、岐阜、静岡、滋賀、高知、佐賀、長崎】

・介護関係                ７局【宮城、山梨、長野、滋賀、山口、徳島、香川】

・看護・医療関係 ３局【青森、秋田、山口】

・無人航空機操縦士（ドローン）３局【岩手、長野、佐賀】

※その他にハロートレーニング実施施設、日本語教員養成機関、技能講習関係 等

◼ 都道府県労働局及び厚生労働省本省において、教育訓練施設や業界団体の訪問や、SNS等を通じ、講座指定
申請勧奨を実施

＜厚生労働省本省による取組＞

➢ 業界団体等を通じた講座指定申請の働きかけ

・指定自動車教習所（約1,300校）

・（建設車輌関係）登録教習機関（約200機関）

・デジタル等各種資格認定団体（約30団体）

・介護支援専門員研修実施機関（47都道府県）

・無人航空機操縦士の講習を行う登録講習機関（約700校）

＜国交省と連携＞

・大学等（約1,200校） ＜文科省と連携＞ 等

➢ 関係省庁や業界団体主催の会議等

・大学等向けリカレント教育説明会（約300校）

                                                                                                  ＜文科省と連携＞

・マナビDX講座提供事業者情報共有会（75機関※参加申込）

 ＜経産省と連携＞

・日本語教員養成機関向け説明会（約550機関）

                                                                                              ＜文科省と連携＞

・（一社）全国産業人能力開発団体連合会説明会（30機関）等

➢ その他

・労働局に来訪する教育訓練施設等へ

の制度周知

・地域協議会構成員を通じた制度周知

・経営者団体を通じた制度周知

・労働局のHPやSNSによる制度周知

➢ その他

講座指定のメリットを強調したリーフレットや、申請手続や申請書記載のイメージ動画等を活用し、SNS等による周知広報を令和６年８～９月に

かけて集中的に実施（参考：Ｘ閲覧数約10万件 ※令和６年９月３日時点） 3-69-



労働局 成果のあっ
た分野

労働局の取組 令和７年４月指定期における取組の成果

広島
自動車
教習所

労働局職員が広島県指定自動車学校協会を訪問し、教育訓練給付金制度と
県内自動車教習所の講座指定状況の説明及び傘下会員の自動車教習所への
講座指定申請勧奨の依頼を実施。また、県内自動車教習所３校を訪問の上、
制度説明を及び講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.８）

・指定講座が一部の教習講習のみであった２校
⇒ うち１校は特定一般教育訓練で５講座の講座
指定申請を行い新規指定された。もう一校は、
一般教育訓練で７講座の講座指定申請を行い新
規指定された。

・指定講座が無かった１校
⇒ 今後の講座指定申請を検討。

山口 専門学校

教育訓練給付金の講座指定を受けている講座が「運輸・機械運転」関連に
偏っている状況を踏まえ、労働局職員が教育訓練給付金の講座指定を受け
たことがない専門学校２校（ＩＴ・医療事務関係、リハビリテーション関
係）を訪問し、制度説明及び講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.８）

・ＩＴ・医療事務関係の専門学校
⇒ 専門実践教育訓練で３講座の講座指定申請を
行い新規指定された。

・リハビリテーション関係の専門学校
⇒ 専門実践教育訓練で３講座の講座指定申請を
行い新規指定された。

高知 大学院

労使団体から、各種職業資格や短大卒業資格の取得を訓練目標とする講座
の拡大要望があったことを受け、労働局から県内大学・短大・高等専門学
校及び専修学校（全28校）に対して、リーフレット及び講座指定申請手続
案内を同封した事務連絡文書による講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.８）

・高知大学大学院の「ヘルスケアイノベーション
コース」が職業実践力育成プログラムの認定を受
けるとともに、専門実践教育訓練で講座指定申請
を行い新規指定された。

佐賀
無人航空機
操縦士

ドローン講習は、遠隔地への物資の輸送、ダム等山奥での建設物の測量、
農薬散布など潜在的ニーズが見込めるのではないかという発言があったこ
とを受け、労働局から無人航空機操縦士の教習機関５校に対してリーフ
レット送付による制度周知、講座指定申請勧奨を実施（Ｒ６.９）

・無人航空機操縦士の教習機関のうち１機関
⇒ 一般教育訓練で２講座の講座指定申請を行い
新規指定された。

長崎
自動車
教習所

安定部長、訓練課長が長崎県指定自動車学校協会を訪問し、制度周知の
リーフレット及び自動車教習所の教習の種別毎の講座指定状況を示しなが
ら、制度説明及び加盟教習所への周知依頼を実施（R６.７）
※本依頼を受け、同協会は県南地域、県北地域で開催した校長会議で制度
周知を実施。

自動車教習所
⇒ 特定一般教育訓練で12講座、一般教育訓練で
１講座の講座指定申請を行い新規指定された。

地域職業能力開発促進協議会の協議結果を受けた
都道府県労働局における講座拡大の取組と成果

都道府県労働局における講座指定申請勧奨の取組と成果（例）

4
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◼ 都道府県労働局及び厚生労働省本省が講座指定申請勧奨に取り組んだ主な分野について、各年度４月１日付
けの新規指定講座数をみると、令和６年４月１日から令和７年４月１日にかけ、大半の分野や勧奨先におい
て、増加する結果となった。

指定申請勧奨に取り組んだ主な分野に係る指定講座の状況（令和７年４月１日時点）

自動車免許
介護支援
専門員

看護関係 デジタル 大学等 専門学校等
無人航空機
操縦士

指定講座数
（Ｒ７．４．１時点）
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教育訓練手法の構築・普及促進事業について(１)

目的・全体像

幅広いニーズに対応した訓練を実現するため、非正規雇用労働者や就職氷河期世代、中高年労働者

など、様々な事情や背景を持つ受講者の特性に対応した特色ある教育訓練手法の構築、その手法の

試行及び普及方法を民間から募集し、それらの構築から試行まで行わせる委託事業を令和５年度か

ら令和６年度にかけて実施いたしました。

• 訓練手法及び普及方法の提案

• 訓練手法の構築・試行・普及の実施

企業 専門学校 業界団体

民間企業・団体（14団体）

厚生労働省

事業実施支援者（１者）

委託

委託

進捗管理、助言

• 事業全体の進捗管理

• 有識者委員会の設置

• 民間企業・団体の管理

• 訓練手法の普及方策の検討

有識者委員会

• 人材育成に係る知見共有

• 事業推進に係る改善策の

提案 等

地方公共団体・教育関連機関

• 本事業の成果の職業訓練メニュー

への反映

• 既存の教育訓練手法の改善 等

進捗報告

助言 訓練手法提案、

成果物納品

進捗報告

団体管理状況報告

多様な事情や背景を持つ受講者の例

• 就職氷河期世代

• 中高年齢者

• 結婚、子育て等による離職者

• コミュニケーションを苦手とする者

• ひきこもり等の社会との接点が希薄な

者

• 離転職をくり返している者

• その他非正規雇用者 等

資料６
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教育訓練手法の構築・普及促進事業について(２)

① 厚生労働省ホームページへ掲載（６月１８日）

・ 掲載ホームページの特徴
他の訓練実施主体が訓練パッケージの企画から実行までを再現できるようにするため、事業報告書の

みならず、募集から就職支援に至るまでの実際に使用した作成資料等について交付申請に応じて提供す
る仕組みを構築。これらを参考資料として訓練実施主体に活用してもらうことを想定。
※ 作成資料等は、各事業で使用したカリキュラム・シラバス、パンフレット・ポスター等の募集関連
資料、テキスト及び課題等の訓練関連資料及び就職支援用テキスト等の就職支援関連資料。

② 他団体等への働きかけ（６月２６日）
HPに掲載後に事務連絡を発出。職業訓練の厚生労働省委託事業者、高齢・障害・求職者支援機構、

職業訓練等の事業委託を行っている地方自治体等への協力を求めたほか、本事業の訓練実施主体に対し
ても、普及への協力を要請。 ８月31日時点で、６者からセミナーを開催する予定などリアクションあ
り。また、２者から作成資料等の交付申請あり、すでに提供済み。

③ 労働市場関係情報に関するポータルサイト（名称未定）への掲載
必要とする者がいつでもアクセスし、活用できるようにするため、令和７年度末に設置予定のポータ

ルサイトへ資料の掲載を調整中。

普及の取組
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教育訓練手法の構築・普及促進事業について(３)

個々の訓練パッケージにおける特徴的な取組

団体名 一般社団法人ソフトウェア協会 学校法人KBC学園 ビューティーモードカレッジ 株式会社フォーラムエイト

受講者の特性
離転職が多く、専門性を身に着けられていない

方

子育て中の20代～40代女性（シングルマザー

を含む）

・育児や、精神的障害による制約を抱えている

方

・引きこもり等、社会との接点が希薄な方

フェーズ 就職支援 募集 就職支援

取組内容

適性検査によるキャリアコンサルティングの効果

向上
訓練終了時に適性検査「HCi-AS」を受検した。検

査結果を踏まえ、個々人の弱みに当たる部分の対

応策について、キャリアコンサルタントがアドバイスをす

ることで、就職意欲が向上した。

託児サービスの設置

受講者の多くが、シングルマザーを含む子育て中の

女性であり、子育ての都合で訓練受講が難しい場

合を想定し、校舎内に保育サポーターを派遣した結

果、受講者を確保できた。

受講者を対象とした業務委託の実施

訓練内容に関連する業務を受講者に対して委託す

ることによって、学習したことを実際に活用して就労

できる場を提供した。

取組効果
就職者数 14名/21名（67％）

うち12名が正規雇用 
受講者数 33名（目標30名） 業務委託への応募者数 5名

本事業の成果としては、団体間の試行訓練の結果を比較した結果も含まれますが、メインとしては、各団体の訓練パッケージを個々に訴

求することが有効と考えます。各実施団体の試行で効果を上げた取組については事業報告書等に記載されているため、事業報告書等

を中心に普及を図ることで、受講者の特性等も踏まえながら訓練手法検討の参考にしていただくことが可能です。募集、訓練及び就職

支援のそれぞれのフェーズにおける各実施団体の特徴的な取組例を一部ご紹介します。

14団体の取組例

適性検査
キャリアコンサルティ

ング
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団体名 訓練手法
一般社団法人ソフトウェア協会 講義は集合形式と訓練生がそれぞれの知識レベルに応じて学習できるe-Learningを併用。訓練会場は、東京と大阪の2拠点をオンラインで接続し、同時に講義。

MS-Sharepointを活用し、遠隔での受講者も拠点間の講師等との密なコミュニケーションを可能とした。

学校法人KBC学園ビューティー
モードカレッジ

これまでは養成訓練をすべて対面で行ってきたが、エステティシャンとしての基本的理論、技術の取得を目標とし実技を対面学習、全訓練時間の54％の理論
学習をｅラーニングで行い、受講者の時間的負担を軽減。LMS 管理画面より受講者個々の 進捗状況を確認し学習の遅れがある受講生に対して実技授業終了
後に補習を実施。

株式会社フォーラムエイト 引きこもり等、社会との接点が希薄な方等を対象に、メタバース・クラウド・AI といった最新情報技術の分野に加え、ドローンを扱う訓練プログラムを実施した。
ソフトウェアとハードウェアというITの基本を網羅した内容として、幅広い応用にも対応した実践的な人材育成を目指した。また、メタバースを講義・実習および
就業フォローアップのプラットフォームとして活用した。

育て上げネット 引きこもり等、社会との接点が希薄な方等を対象に、メタバース空間を使うことでオンライン上に居場所が生まれ、自然な対話が可能となる。話しかけて良い状
態であると“可視化”でき、質問・相談・雑談ができるようになることをめざす。

日本情報技術取引所 離転職を繰り返す者等に対して、受入れが決定した企業向けに企業セミナーを実施し定着に向けた企業側での具体的な取り組みを支援し、職業訓練、就職支
援、受け入れ企業支援の三位一体型総合支援パッケージを実施。

株式会社東海道シグマ プロファイリングシステムを構築し、理解度に応じて各受講者に対しシステムを通じて個別の訓練カリキュラムを提供。

学校法人YIC学院 離転職を繰り返す女性等に対しコミュニケーション等の授業でオンライン対応スキルの向上を実施。また、キャリアに関する授業では地域の子育て支援ネット
ワークを訓練生に伝えることで、就職の後押しを行った。

株式会社Waris 氷河期世代の対象者の特性にあわせて「今後求められるミドル世代のキャリアのあり方」、「正社員との採用プロセスの違い」等の講義を活用。IT企業でよく用
いられるツールを訓練内で利用させ、転職活動や入社後の業務でのITツールへの抵抗感を低減するプログラムを構成。

ヒューマンアカデミー株式会社 既存訓練では、アドビ社におけるデザインソフトを中心とした訓練を実施していたが、Figma、Visual Studio Code、JavaScriptを導入し、プログラミングに関連する
知識を習得することで、ＩＴ関連への就職の幅を広げた。

中央総合教育サービス株式会社 社内管理者向けに、各科目の演習でAIや独自開発のチェックシートの活用や、DX事例の説明や演習時間のウエイトを高め、実践的習得度の向上を図る。講座
は全て対面で実施し、グループワークや「企画書」の作成、プレゼンの機会を設け、受講者同士の情報交換や相乗効果も高める。

株式会社キャリア 中高年齢層のセカンドキャリアのため、離職率の高い介護業界で長期的に活動するために必要なメンタルヘルスとストレスマネージメントのスキルを提供したり、
さらにはロボティクス化やICT化を体験し、先駆的な目線で介護業界をとらえ、介護現場の効率化や指導力を発揮する機会を提供。

株式会社穴吹カレッジサービス ITエンジニアに対して現場リー ダーや主任クラス、将来の管理職候補者の育成のための訓練を実施。eラーニングでの知識醸成の後の実務課題に人材育成
力・マネジメント力を高めるケーススタディやグループワークを導入しオンラインでも受講者間のコミュニケーションを促す仕組みとした。

日本情報システムユーザー協会
企業内の DX 推進の中核人材を担う女性リーダーを育成するため、ビジネスアーキテクトのスキル・知識・考え方を習得させる訓練を実施。訓練中に 上司向け
のレクチャーや情報交換の場を設定し、所属企業における理解を促進し、女性活躍の下地を作った。

株式会社ウチダ人材開発センタ
IT人材の中堅社員に対しDXを活用した新規ビジネス創造のための訓練を実施。事前学習後にスクーリングを導入し、グループワークを重視して実践的なスキ
ルの習得を促進した。また、訓練前・後に面談を実施し、上長とのキャリアプラン共有を強化した。

教育訓練手法の構築・普及促進事業について(４)

各実施団体の訓練手法
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リカレント教育の推進に関する
文部科学省の取組について

令和７年９月30日（火）

総合教育政策局生涯学習推進課

資料７－１
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リ・スキリングを含めたリカレント教育等社会人の学び直しの機会の拡充 令和8年度要求額 115億円
(前年度予算額 89億円)

リカレント教育推進のための学習基盤の整備

人生100年時代やデジタル社会の進展、絶え間なく変化する社会情勢を踏まえ、産業界や社会のニーズに対応した実践的なプログラムの開発・拡充やリカレント教育の
基盤整備を車の両輪として厚労省・経産省と連携しながら推進し、誰もがいくつになってもキャリアアップ・キャリアチェンジを実現し、新たなチャレンジができる社会を構築する。

＜社会人を主なターゲットとしている予算事業＞

①産学連携リ・スキリング・エコシステム構築事業 ：2,323百万円（新規）

大学・専門学校・高等専門学校等を活用した社会人向けの実践的なプログラムの開発・拡充

・ 大学等が地域や産業界と連携し、人材育成ニーズを踏まえたリ・スキリング
プログラムを開発・提供。アドバンスト・エッセンシャルワーカーや就職氷河期
世代、労働者のAIの活用等の幅広いニーズに応え、処遇改善につながる
リ・スキリングを推進し、産学が連携したリ・スキリング・エコシステムの構築を
支援する。

・ 専修学校等に委託を⾏い、各職業分野において今後必要となる新たな
教育モデルを形成するとともに、各地域から人的・物的協⼒などを得ること

でカリキュラムの実効性、事業の効率性を⾼めつつ、各地域特性に応じた
職業人材養成モデルを形成する。

③放送大学学園補助金 ：7,160 百万円（7,140百万円）

・ 放送大学学園次世代教育研究開発センターにおけるリカレント教育及び
  リ・スキリングの推進等。

＜社会人をターゲットの一部としている予算事業＞

☆大学・専修学校の実践的短期プログラムに対する文部科学大臣認定の充実（非予算）

• 大学・大学院「職業実践⼒育成プログラム」(BP) 及び専修学校「キャリア形成促進プログラム」

⇒ 受講者の学習機会の拡充や学習費用の軽減につながるよう、認定講座をさらに充実。

職業実践⼒育成プログラム: 190大学等、463課程（令和7年4月時点）

キャリア形成促進プログラム：17校、22課程（令和6年12月時点）

④女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業
：30百万円（22百万円）

・ 女性のキャリアアップ・キャリアチェンジに向けた学び直しやキャリア形成等の
総合的支援。

（担当：総合教育政策局生涯学習推進課）

・ 社会人の学びを応援するポータルサイト「マナパス」の機能強化やコンテンツ拡充に取り組み、大学等における社会人向け講座情報や受講にあたって活用できる

経済的支援の情報、実際の学習成果・ロールモデル等の情報発信を強化するとともに、学習歴の可視化・キャリアアップへの活用等を促進。

・ リカレント教育の重要性が国民に浸透し、各大学等において細分化された学習内容を個別に認証するマイクロクレデンシャル（履修証明プログラム）の取組が

進められている中、学習者の成果や履歴を可視化し、対外的に発信するためのデジタル学修歴のシステムの構築を支援。

②専修学校による地域産業中核的人材養成事業
：1,336百万円の内数（888百万円の内数）

⑤地域活性化人材育成事業： 598百万円の内数（798百万円の内数）

・学部等の再編を目指す取組、大学間の⾼度な連携等を通じ、地域資源を結集し

 たプログラムを構築し、イノベーションを担う人材を育成（取組の一部に社会人等を

対象とした履修証明プログラムを含む）。

※このほか、国立大学や私立大学等の基盤的経費の算定において、社会人の受
入れ状況や組織的な受入れ促進の取組状況が考慮されている。

学びの情報プラットフォーム活用促進事業：77百万円の内数（29百万円）
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3

産学連携リ・スキリング・エコシステム構築事業
Reskilling Ecosystem For Revitalizing Economy and Sustainable Human capital（REFRESH）

令和8年度要求・要望額 ( 新規 ) 23億円

⚫ 地方創生や産業成長のためには、「 リ・スキリングなどの人的資源への最大限の投資が

不可欠 」 ( 令和 6 年 10 月 4 日 施政方針演説 ) 

⚫ VUCA の時代に必要とされるスキルは、資格や検定を超えた 「 分野横断的知識・能力 」

「 理論と実践の融合 」 等であり、リカレント教育を大学等の責務として⾏う必要

⚫ 大学等に優位性があり、企業ニーズも⾼い 12 領域を大学や企業への調査により特定

( 令和 6 年度リカレント教育による新時代の産学協働体制構築に向けた調査研究事業 )

背景

⚫ 地方の経営者に加え、アドバンス

ト・エッセンシャルワーカー、就職

氷河期世代等の幅広い労働者の

リ・スキリングニーズ

⚫ 処遇改善につながるリ・スキリング

ニーズ

① 地域・企業の人材ニーズに応える

リ・スキリングプログラムの拡充

② アドバンストエッセンシャルワーカー

等を対象とした、戦略的人材育成

③ 企業における学びの成果の処遇

反映に向けた仕組み構築

課題 解決策

⚫ メニュー❶:地方創生

産学官連携を通じたリカレント教育プラットフォーム

構築支援事業

⚫ メニュー❷:産業成長

リカレント教育による新時代の産学協働体制構築事業

【 個人 】

• 働きながら学ぶ社会人の増加

• リ・スキリングによる処遇改善

【 企業 】

• リ・スキリングを積極的に活用し、輩出した人材が活躍

【 大学 】

• 自走化に向け、リ・スキリングプログラムの収益化、定着

• コーディネーター人材の育成、確保

経済財政運営と改革の基本方針2025
⚫ 産学協働によるリ・スキリングプログラムについて、毎年約3,000人が修得できるよう、提供拠点・プログラムを拡充する。

新しい資本主義実行基本計画2025
⚫ 労働者のリ・スキリングによる最先端の知識・技能の修得 ( 2029年まで毎年約3,000人以上 ) や、地方の経営者等の能力構築 ( 2029年までに約

5,000人 ) に向け、大学等が中心となり自治体や産業界等との協働による実践的な教育プログラムの開発を支援する。
⚫ アドバンスト・エッセンシャルワーカー ( 略 ) の育成や、AI 等の技術トレンドを踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング ( 略 ) を通じ、 ( 略 ) 労働者個人

が、自らの意思に基づき、活躍できる環境を整備する。

就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議「 新たな就職氷河期

世代等支援プログラムの基本的な枠組みについて 」

⚫ 大学・専門学校において、就職氷河期世代等に対し、企業が受講者の

処遇改善にコミットした講座や資格取得など処遇改善につながる講座を、

働きながら受講しやすい週末・夜間等を含めて拡充

令和６年度補正予算事業の成果 令和８年度 令和９～11年度

■補助金 ■大学におけるリ・スキリング講座の開発 (補助金18.8 億円 ) ■目指す状態 : 【地方創生と産業成長 】

■委託費 ■伴走支援等（委託費4.2億円）

⚫ メニュー②採択大学への伴走支援

⚫ 事業成果広報周知 等

⚫ コーディネーター人材確保・育成のための調査・広報

⚫ 企業のスキルセット構築、リ・スキリングプログラムとの連携支援

⚫ 採択大学への伴走支援 等

産学官連携体制構築、
プログラム開発、短期での提供

リカレント教育プログラムの本格実施、自走に向けた収益モデル構築

リ・スキリングによる

地方創生・産業成長・処遇改善

( 担当 : 総合教育政策局生涯学習推進課 ) 

地方創生

4 千万円 × 25 か所

【個人】・アドバンストエッセンシャルワーカー育成

・就職氷河期世代支援

・参加しやすいオンラインプログラム構築

【企業】・スキルの可視化や正当な評価による処遇改善

・産業構造審議会などで示される新たな人材需要への対応

【大学】・全学的経営改革（教員のインセンティブ向上、事務体

制強化、修士課程への接続等）

4 千万円 × 25 か所
産業成長
4 千万円 × 22 か所

＜現下の課題に対応した教育プログラム開発＞

1,000人 2,000人 5,000人(令和11年度終了時)KPI【地方創生】（累積）

3,000人 6,000人 15,000人(令和11年度終了時)KPI【産業成長】（累積）
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（１）社会人の学びの情報アクセス改善に向けたポータルサイト「マナパス」の改良・充実（39百万円）

令和8年度概算要求額 77百万円
(前年度予算額 29百万円)

社会人の大学等における学びを応援するサイト「マナパス」の機能充実・利便性向上を図る。
● 社会人の学びに役立つ情報発信：修了生インタビューや企業向けのコンテンツを含め、一層の充実・更新を予定。
● 地方・中小企業等へ広報・周知：経営者等へ「マナパス」や大学等を活用したリカレント教育の必要性・有用性を普及啓発。
● AIチャットポットの機能拡充：事務局としての問合せ対応及びシステムの安定的な運用を⾏う。

実施内容

学びの情報プラットフォーム活用促進事業

⚫ 大学等が提供するプログラムや学修成果に関する情報が不足していることが学び直

しにおける大きな課題となっている。産業界からも、大学等におけるリカレント教育プログラム

のデータベースの整備や企業側のニーズとのマッチングが求められている。

⚫ 学習成果を証明する手段が不足しており、学びの成果を社会的に認識・評価する仕

組みが求められている（学修歴証明のデジタル化について諸外国がほぼ100％に近いの

に対し、我が国は3％と大きく遅れている（R5文科省調査））。

⚫ 学校現場の「1人1台端末環境」を踏まえ、デジタル教材・学習コンテンツのさらなる

充実・活用促進が必要であり、子供、教員、保護者の多様なニーズに応じた学習コンテ

ンツの充実を図るとともに、自然災害やパンデミックが生じた際にも子供の学びを止めない、

ハブ機能を有した利便性の⾼い学習支援ポータルサイトの構築が求められている。

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版（令和７年6月１３日閣議決定）抜粋

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進
４．地域で活躍する人材の育成と処遇改善
（２）AI等の技術の進展に応じた幅広い労働者のリ・スキリング
また、個人が継続的な学びと目的を持ったキャリア形成を⾏えるよう、個人のデジタルスキル
の情報の蓄積・可視化や証明を可能とするデジタル基盤の整備を進めるとともに、スキル毎
のトレンド等を企業側、研修事業者も含め市場全体で利用できるための環境整備を⾏う。

教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）抜粋

○１人１台端末の活用
・個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、…デジタル教科書・教材・ソフト
ウェアの活用の促進、…国策として GIGA スクール構想を強⼒に推進する。
○災害時における学びの支援
・災害が生じた際の学校再開の支援・学校安全の確保、災害の影響の及ぶ児童生徒等へ
の心のケアや学習支援、就学支援などの教育環境の確保に取り組む。

（３）学びのDX推進に向けた学習コンテンツ充実・活用促進実践研究（20百万円）

（２）デジタルバッジ（学習履歴のデジタル証明）を活用したネットワークの構築（18百万円）

背景・課題 政府文書等における提言

個人がデジタル・アイデンティティ・ウォレットを管理し、生涯を通じて得た学びやスキルの証明
を蓄積することのできる仕組みである分散型識別子（DID※）や検証可能なデジタル証
明書（VC※）の社会実装を促すため、上記の機能を有する電子証明書を発⾏する大
学等の教育機関に対し、国際的な相互認証を視野に入れたシステムの構築・開発や保
守・管理にかかる費用を支援。

DID:Decentraized Indeitifiersの略。中央集権的なID管理ではなく、ブロックチェーン技術により自らのIDを管理し、必要な情報を選別して共有できる
VC:Verifiable Credentialの略。個人が所有できるデジタル上の証明書でありながら、その正当性については信頼できる第三者機関によって検証される仕組み

子供たちの好きを応援するサイト「きみの好き！応援サイト たのしくまなび隊」の機能充実・
利活用促進を図る。
●学習コンテンツ・活用事例の収集・紹介 ●サイト利用拡大に向けた広報活動
●ユーザー調査、サイト運用の効果検証等

事業を通じて得られる成果（インパクト）

✓個人の学び直し（リスキリングやアップス
キリング）及び企業の人材育成を促進し、
時代の変化に対応できる人材の輩出や労
働生産性向上に寄与

✓リカレント教育を受ける社会人学生の増
及び大学の国際化の進展

✓学習成果や学習歴を可視化、リカレント
教育の重要性を発信により、自律的キャリ
ア形成の意識向上や、労働移動の円滑化
にも寄与

✓子供たちの好きから、新たな価値を持った
学びを提供し、学びのDXを推進し、ICT等
の活用による学び・交流機会、アクセシビリ
ティの向上

✓学校で学びたくても学べない児童生徒、
自然災害等の緊急時にも、子供たちの学
びを保障

（総合教育政策局生涯学習推進課）4-79-



◆専修学校振興の取組
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令和８年度 専修学校関係概算要求
（ ）は前年度予算額

専修学校の教育体制及び施設整備等に関する取組

☆私立学校施設整備費補助金

学校施設等の耐震化、アスベスト対策等に係る経費、教育装置、ICT活用等に係る経費のほか、

太陽光発電の導入等のエコ改修等の学校環境改善に係る経費を補助。

☆私立大学等研究設備整備費等補助金

授業を実施する際に必要な情報処理関係設備の整備に係る経費を補助。

9億円 （２億円）

○高校生等奨学給付金（内数） -円（ 152億円）

○日本学生支援機構の奨学金事業（内数） -円（    962億円）

○高等学校等就学支援金交付金（内数） -円（ 4,048億円）

○国費外国人留学生制度（内数） 176億円（ 176億円）

○高等教育の修学支援の充実（内数）（こども家庭庁計上）

 -円（ 6,532億円）

※貸与型無利子奨学金（一般会計）分

その他関係予算

【質保証・向上】

☆専修学校の質の向上に向けた学校評価等の推進

専修学校の質の向上に向けた学校評価等の取組を促進するための支援を⾏うとともに、専修
学校の質の保証・向上に向けた取組を促進するための方策等を検討し、実施する。

1.9億円

☆専修学校と地域の連携深化による職業教育魅力発信力強化事業

専門学校や⾼等専修学校が担う職業教育等の魅⼒発信⼒を強化するため、効果的な情報
発信の在り方について検討・検証を⾏う。

0.4億円 （ 0.4億円）

（注）四捨五入の関係で、係数は合計と一致しない。

専修学校教育の振興に資する取組 24億円 （22億円）

【人材養成機能の向上】

☆専修学校による地域産業中核的人材養成事業

中長期的に必要となる専門的職業人材の養成に係る新たな教育モデルの構築等を進めるととも
に、地域特性に応じた職業人材養成モデルの開発を⾏う。

13.4億円（ 8.9億円）

・専修学校によるアドバンスト・エッセンシャルワーカー（AEW）創出のためのリ・スキリング推進事業

・人口減少地域の職業人材を確保するための専修学校振興プログラム

・専門学校と⾼等学校の有機的連携プログラムの開発・実証

☆専修学校の国際化推進事業

専修学校において、外国人留学生の戦略的受入れの促進と円滑な就職、その後の定着までを
見据えた就職先企業との連携に関するモデルを構築するとともに、国際化に向けた体制整備を⾏う。

3.0億円 （ 3.0億円）

☆高等専修学校における多様な学びを保障する先導的研究事業

⾼等専修学校に求められる職業教育機能を強化し、「学びのセーフティネット」としての役割を果
たすために必要となる事項について整理するとともに、モデルとなるカリキュラム等の開発、普及啓発を
⾏う。

1.2億円 （ 1.2億円）

☆地方やデジタル分野における専修学校理系転換等推進事業

IT人材その他理系人材の不足等に対応していくため、最新の技術動向や市場ニーズに即したカ
リキュラムの調査・設計等の取組を支援することで、専修学校における学科の「理系転換」等の再編
を推進する。

3.3億円 （ 3.3億円）

☆高等専修学校におけるDX人材育成事業

⾼等専修学校についても、ICTを活用した理系教育プログラムを開発・実施する学校に対し、必
要な環境整備の経費を支援する。

0.9億円

一部
新規

新規

新規

6.0億円 （ 1億円）

3.3億円（ 1.3億円）
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7

アウトプット（活動目標) アウトカム(成果目標) インパクト(国民・社会への影響）、目指すべき姿

専修学校による地域産業中核的人材養成事業
経済財政運営と改革の基本方針2025

（令和7年6月13日閣議決定）

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行
地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期

大学、高等専門学校及び専門学校においてアドバンスト・エッセン
シャルワーカーの育成に取り組むほか、医療・介護・保育・福祉等の
人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の
引上げを始めとする処遇改善を進める。

◆ 産業や社会構造の変化、グローバル化等が進む中で、経済社会の一層の発展を期すためには、

経済再生の先導役となる産業分野の雇用拡大や人材移動を円滑に進めるとともに、就職氷河

期世代を含む多様な人材の可能性を最大限発揮し、日本再生・地域再生を担う中核的役割

を果たす専門人材の養成が必要不可欠。

◆ 実際の教育現場では、専門学校における学びの質を⾼めるため、より早い時期からキャリア意識、

専門知識を涵養できるようなアプローチが必要との声がある。

◆ 社会のライフライン等を支えるエッセンシャルワーカーも不足しており、労働生産性の向上が必要。

背景・課題

事業概要
専修学校等に委託を⾏い、各職業分野において今後必要となる新たな教育モデルを形成するとともに、各地域から人的・物的協⼒などを得ることでカリキュラムの

実効性、事業の効率性を⾼めつつ、各地域特性に応じた職業人材養成モデルを形成する。

キャリア意識、専門知識の涵養 専修学校教育の質の向上

これからの時代に求められる多面的・重層的な諸課題に対応したプログラムの開発

専修学校と産業界、⾏政機関等との連携を発

展させ、諸課題に対応した教育内容の充実を

図ることで、地域の中核的な職業教育機関であ

る専修学校の人材養成機能を向上

開発したモデルカリキュラム等を活用し、全国の専

修学校が自らの教育カリキュラムを改編・充実

社会に求められる人材ニーズに基づいた教育モデル

カリキュラムの構築

職業人材確保
プロジェクト

高・専一貫
プロジェクト

AEW
プロジェクト

18か所 16か所 16か所

令和8年度要求・要望額 13.4億円

（前年度予算額 8.9億円）

7担当：総合教育政策局生涯学習推進課

専門学校と⾼等学校、教育委員会等の⾏
政及び企業が協働で、高・専一貫の教育
プログラムを開発するモデルを構築。⾼等
学校と専門学校が出口を見据えた一貫し
たカリキュラムを開発。分野横断連絡調整
会議において、体系的に各モデルを整理、
普及・定着方策等を検討
(モデル:16か所×23百万円、連絡調整会議:1

か所×29百万円）

中等教育段階から高等教育段階（専門学
校）への接続

専修学校において、人口減少地域の活性化
につながる取組モデルを構築するとともに、伝
統文化人材の育成等、国家戦略に特化した
教育カリキュラムを開発。その他職業人材養
成の実態等の調査を⾏うほか、分野横断連
絡調整会議において、体系的に各モデルを整
理、普及・定着方策等を検討。
(モデル:18か所×24百万円、調査研究:1か所

×21百万円、連絡調整会議:1か所×29百万円）

人口減少地域の職業人材を確保するための

専修学校の振興

就職氷河期世代を含む多様な人材が時代のニーズに対応できるよ
う、専修学校が自治体や企業・業界団体等と連携し、 AEW創出
のためのリ・スキリングなど労働生産性向上に資するモデルを構築。
その他、AIなどのデジタル技術の動向や各職業分野に関する最新知
識・技能等の労働生産性に関する実態調査や各取組の進捗管理
等を実施するとともに各取組の事業成果を体系的にまとめ、普及・定
着・横展開の方策を検討
(モデル:16か所×24百万円、調査研究・連絡調整会議:1か所×58百万
円）

アドバンスト・エッセンシャルワーカー（AEW）

創出のためのリ・スキリング
新規
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人口減少地域の職業人材を確保するための専修学校振興プログラム
（「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」のメニューとして実施） 令和８年度要求額 481百万円

（前年度予算額） 480百万円

事業内容

現状・
課題

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

8担当：総合教育政策局生涯学習推進課

%
%

◆人口減少地域の職業人材を確保するため
の専修学校の教育モデル ⇒ １８か所

開発したカリキュラム等を活用し、全国の専修学校が
自らの教育カリキュラムを改編・充実。

社会の変化に応じた再編等の推進とともに、教育
の質が確保された専門学校の増。地域や産業の
ニーズに応じた職業人材を確保。

①18歳人口の減少と地域格差の拡大 ②地元以外への進学理由 ③専門学校入学に伴う県外流出

※リクルート「⾼校生の進路選択に関する調査（進学センサス）2022」より※リクルート進学総研マーケットリポート2023、リクルートワークス研究所未来予測2040より

⾼校生が地元以外の学校に進学する理由は、⾏きたい
学校や学びたい分野を学べる学校が地元にないから。
➣ 割合として、大都市圏は低く、それ以外の地域が⾼い。

➣ 地域で格差。東京や愛知、福岡を除いて地元残留率が低く、人口減少率が⾼い。

①人口減少地域の職業人材を確保するための専修学校の教育モデル開発

(1)地域活性化型 件数・単価：８分野×２か所×約２４百万円

［地域に「学びたい内容」を維持する取組］

 ○AIや遠隔授業、成績評価のDX等を活用し、離島や人口減少地域における、教員不足への

対応と教育の質の向上を図るモデル

 ○看護等、エッセンシャルワーカーとしての人材需要と確かな職業教育の実績があるにも関わらず

地域で失われつつある学校について、専攻科の設置や大学編入学も含め、魅⼒向上を図り地

域の職業人材育成の砦として生き残りを図るモデル

［18歳以外を積極的に取り込む取組］

 ○特別な支援が必要な者を受け入れ、資格取得等を通じて、地域での活躍を図るモデル

 ○企業の現職研修の受け入れにより、人手不足産業へ人材供給するモデル

 ○就職支援（求人票等）のDX等により、学校事務の負担軽減や違法求人の排除とともに、

早期離職した卒業生を含めた地域の人材循環を目指すモデル

(2)国家戦略付随型 件数・単価：２か所×約２４百万円

○大規模企業誘致（半導体等）に成功した地域におけるカリキュラム開発

 ○国家的な戦略（クリエーター人材、伝統文化人材育成等）へ対応するカリキュラム開発

【想定される経費の用途】
○課題整理や進捗管理、関係者間の全体調整等のコーディネート経費
○地域や学習者におけるニーズ調査、先⾏事例調査等を⾏うための経費
○地域の企業等と連携、AI技術等を取り入れた実習を⾏うための経費
○成績評価や就職支援業務等のDX、省⼒化と質向上を図るための経費 等

②分野横断連絡調整会議の実施 件数・単価：１か所×約２９百万円

③人口減少地域の職業人材を確保するための専修学校の教育モデルに係る調査研究

件数・単価：１か所×約２１百万円

➣ 社会的移動と出生数の低下により、18歳人口が減少。

➣ 生活に必要なサービスの維持が困難となる地域が多数（千葉・東京・神奈川・大阪・福岡以外）。

専門学校入学者21万3千人のうち他県出身

➣ その中でも東京・大阪・福岡の専門学校に
入学した者（他県から流出した者）は4万
4千人と流入の7割を占める。

者は6万5千人。

充足率(％)＝労働供給推計量÷労働需要推計量×100。
充足率が96.0%以上は「充足」と表記。

希望の進学先がないことで地域

から流出する者を減少させ（選ば

れる専修学校づくり）、地域におけ

る生活サービスの維持・向上につな

げる（地域への貢献）。

東京・大阪・福岡

44,153人

その他の道府県

21,316人

出身者

自県出身者

海外

の専門学校に入学

の専門学校に入学

他県

※文部科学省調べ(2023)

専門学校入学者の
出身地

N=212,910人
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＜参考資料＞
リカレント教育の推進に係る令和７年度事業

（文部科学省）

・リカレント教育エコシステム構築支援事業 採択先一覧
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メニュー①採択プログラム一覧

地域 大学名 プログラム名

北海道 国立大学法人 北海道国立大学機構 次世代経営人材・地域活性化人材育成のための北海道リカレント教育エコシステム構築事業

東北

国立大学法人 東北大学 宮城県新事業創造リカレント教育プラットフォーム

国立大学法人 岩手大学 産学官民＋学生との協創によるアンラーニング＆アップスキリングプログラム 「ULUSI」

国立大学法人 秋田大学 秋田リカレント教育プラットフォーム（AREP）構築事業

国立大学法人 新潟大学 新潟県 外国人技術者・企業変革リーダー リスキルプラットフォーム

国立大学法人 山形大学 オール山形の産学官金医連携枠組み「やまぷら」で展開するリカレント教育エコシステム構築事業

関東

学校法人 早稲田大学 観光地経営エコシステムを担うリーダー育成プログラム

公立大学法人 山梨県立大学 リカレント教育プラットフォーム「PEERｓ」構築事業

国立大学法人 埼玉大学 産学官金協働による「彩の国Komvuxプラットフォーム」

国立大学法人 信州大学 越境連携と経営者の共創が創る社会資本エコシステム ～リカレント教育プラットフォーム「円陣」～

国立大学法人 筑波大学
中小企業における人手不足の解消及び生産性向上に資する女性活躍推進の産官学金連携による
リカレントプログラムの開発

学校法人 帝京大学 「人財採用⼒・定着⼒UP学び合いプラットフォームとちぎ」の構築による地域企業⼒UPと地域共創

東海

国立大学法人 三重大学 「リカレント教育プラットフォームみえ」の展開～三重地域圏におけるリカレント教育の推進～

国立大学法人 名古屋工業大学 中部DX推進人材育成プラットフォーム

公立大学法人 名古屋市立大学 チェンジメーカー養成を目指した「中部圏リカレント教育プラットフォーム」構築事業

北陸 国立大学法人 金沢大学 「創造的復興」人材育成を目指すリカレント教育推進体制の構築

近畿

一般社団法人 大学都市神戸産官学プラットフォーム チャレンジし続けるグローカル人材の育成・定着を通じて産官学、地域がともに進化していく神戸リカレント教育プロジェクト

国立大学法人 滋賀大学 滋賀リカレント教育コアリションの構築を通じた県内企業の人材育成の推進による地域経済の活性化

国立大学法人 奈良国立大学機構 なら産地学官リカレント教育プログラム

中国

国立大学法人 広島大学 ひろしまAI・DXリカレント教育推進プラットフォーム

国立大学法人 山口大学 やまぐち地域人材育成維新プラン～山口県の持続的発展のためのリカレント教育プラットフォームの構築～

国立大学法人 鳥取大学 とっとり創生リカレント教育エコシステム構築事業

公立大学法人 岡山県立大学 「吉備の杜」の成長が「晴れの環」を繋ぐ“おかやま樹人リカレント教育エコシステム”の構築

四国 国立大学法人 愛媛大学 しまなみ未来社会人材育成プラットフォーム ｢地域ハブ人材創出支援事業｣

九州

国立大学法人 大分大学 “地域ぐるみの学び直し・エコシステム確立" ー おおいた大学発リカレント教育

国立大学法人 宮崎大学 みやざきデジタルノーマルを実現するリスキル・リカレント教育体制構築

国立大学法人 佐賀大学 「佐賀創生リカレント教育プラットフォームの構築」～人事/採用担当者から始める学びの好循環～
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メニュー②採択プログラム一覧

領域 大学名 プログラム名

半導体

国立大学法人 広島大学
広島大学半導体リカレントアカデミー
Hiroshima University Semiconductor Recurrent Academy

国立大学法人 九州大学
九州大学版イノベーションエコシステム形成に向けたリカレント教育事業の開発・サービス導
入

国立大学法人 九州工業大学 半導体産業の拡大と成長のための全体俯瞰型実習教育の展開

グリーン エネルギー 国立大学法人 長崎大学 産学連携洋上風⼒人材育成リカレント教育エコシステム構築事業（IACOW-R）

バイオ・ヘルスケア
国立大学法人 大阪大学

Industry on Campus型リカレント教育エコシステム構想
～REACH ×バイオDX × ビジネスデザイン～

国立大学法人 千葉大学 ケアテクノロジーの開発と実装を実現するケアテクマスター育成プログラム

マーケプロ 学校法人 早稲田大学 CMO Program－企業経営を牽引するマーケティングを学ぶ総合講座

DXプロ
国立大学法人 北海道大学

社会変革を先導するDXプロフェッショナル人材育成
ーケーススタディ型学習による人材輩出の加速化ー

学校法人 早稲田大学 スマートエスイーAIトランスフォーメーション: 生成AI産学エコシステム

GXプロ
国立大学法人 北海道大学 グリーンビジネスとGXで拓く、未来志向リカレント教育エコシステムの構築

学校法人 立命館（立命館大学） GXプロフェッショナル＋Rプログラム

SCMプロ
学校法人 流通経済大学 SCMプロフェッショナル人材育成プログラム

国立大学法人 東京大学 サプライチェインマネジメント（SCM）リカレント教育

経営人材向け

学校法人 早稲田大学
早稲田大学ビジネススクール・オックスフォード大学サイードビジネススクール共同開発
The Global Leader Accelerator Programme (GLAP) 

学校法人 東京女子大学
事業創造×HRM×リベラルアーツで育成する ⾼度専門人材（事業創造）
東女リカレント：自信をもって、ビジネスの中心に

国立大学法人 一橋大学 社会科学×データサイエンスによるデータ駆動経営人材育成プログラム

学校法人 先端教育機構（事業構想大学院大学） 地域構想⼒育成プログラム

学校法人 武蔵野美術大学 社会課題とビジネスをデザインでつなぐ。社会価値創発機構構築事業

複数テーマ 国立大学法人 神戸大学 異分野共創・価値創造リカレント教育プログラム
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経済産業省の産業人材育成に関する取組について

2025年９月

経済産業省 経済産業政策局 産業人材課

資料７－２
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国内投資拡大・産業構造転換を踏まえた2040年の将来見通し

⚫ 人口動態：総人口▲0.6％、生産年齢人口▲1.0％（社人研（出生中位・死亡中位））

前提

⚫ GDP：名目+3.1%（実質+1.7%）

⚫ 労働生産性：名目+3.7％（実質+2.3％）

⚫ 賃金：名目+3.3％（実質+1.3％）

アウトプット

⚫ 産業構造：「2040年版の産業連関表」を設定（イメージ：自動車はEV化をはじめとする脱炭素化やSDV化）
（2020年の産業連関表を基に、「2040年新機軸（定性的）シナリオ」※2024年6月 産構審・新機軸部会「第３次中間整理」、

「ＧＸ２０４０ビジョン」、「第7次エネ基」等も踏まえて設定）

⚫ 国内投資：名目+4％で、2040年度200兆円（国内投資フォーラムの官民目標） ※ベースケースは0.7％

 → 次世代型投資（研究開発やソフトウェア・ロボット・通信機器等）が1.8倍に（ストックベース） 

→ 既存型投資（建物･構築物等）は横ばい

⚫ TFP：資本・労働の質向上効果に加えて産業別AI等技術革新効果

インプット

1

※ベースケース（積極的な産業政策なし）

⚫ GDP：名目+0.5%（実質+0.1%）

⚫ 労働生産性：名目+1.7％（実質+1.2％） 

⚫ 賃金：名目+1.5％（実質+0.6％）

⚫ 物価：ＣＰＩ ２.0％ ※ベースケース：0.9%

（独）経済産業研究所（RIETI：深尾京司理事長他）と共同作成

※春季労使交渉5.1％で名目賃金2.8％（2024年）
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将来の産業構造は、①製造業X（エックス）、②情報通信業・専門サービス業、
③アドバンスト・エッセンシャルサービス業がカギ
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①製造業X（エックス）：GX、フロンティア技術で差別化、DXによるサービス化等で
新需要創出による高付加価値化により雇用拡大・賃上げ

②情報通信業・専門サービス業：新需要開拓で新たな付加価値を創出
他産業を上回る賃上げ

③アドバンスト・エッセンシャルサービス業：省力化設備・サービスを使いこなし、賃上げ

2
（総労働時間）
868
億時間

2021
時間当たり賃金
＜円/時間＞

（総労働時間）
967
億時間

※名目賃金=雇用者報酬(個人事業主・家族従業者を含まない)

2040新機軸ケース

③アドバンスト・
エッセンシャルサービス業

①製造業X（エックス）

②情報通信業・
専門サービス業

（注）産業別の数値は民間の動向を政策的示唆に活用するため、市場経済を念頭におき公務を除く -89-



就業構造推計の試算方法について

3

＜人材需要＞

✓新機軸ケースの産業別就業者数を、足下データ

（2020）の産業×職業×学歴別比率で分解。

✓その上で、①産業別の自動化影響による職種の変

化、②職種ごとの学歴構成の変化を加味。

✓2040年就業者数*を、産業別・職業別就業者

数の足下の増減傾向が続くと仮定して産業×職

業×学歴別比率を推計、分解。

※学歴については、最終学歴に大きな変化が生じないという

仮定のもと、大学進学率の上昇を加味しつつ、年代に応

じ、足下比率（2020）をスライド。

＜前提＞

✓ 国内投資：名目+4％で、2040年度200兆円
（国内投資フォーラムの官民目標）

✓ 「2040年新機軸（定性的）シナリオ※」、「ＧＸ２０４０
ビジョン」、「第7次エネ基」等を踏まえて考慮

✓ AI、ロボットの活用促進や、リスキリング等による労働の
質の向上が一定程度進んだ影響を加味。

※2024年6月 産構審・新機軸部会「第３次中間整理」

＜産業ごとの将来像＞

○製造業X（エックス）
➢GX、フロンティア技術で差別化、DXによるサービス化等で新需要創出に
よる高付加価値化により雇用拡大・賃上げ

○情報通信業・専門サービス業
➢新需要開拓で新たな付加価値を創出。他産業を上回る賃上げ

○アドバンスト・エッセンシャルサービス業
➢省力化設備・サービスを使いこなし賃上げ

両者の差分をミス
マッチとして分析

＜人材供給＞

2040年に向けたシナリオ・新機軸ケース

就業構造推計
新機軸ケースのアウトプット（産業構造）を活用

*2023年度版労働力需給の推計（JILPT）の労働参加漸進シナリオを活用-90-



2040年の就業構造推計

4

⚫ 「2040年に向けたシナリオ・新機軸ケース」では、少子高齢化による人口減少に伴って労働供給は減少す

るものの、AI・ロボットの活用促進や、リスキリング等による労働の質の向上により大きな不足は生じない

（約200万人分の不足をカバー）。今後、シナリオ実現に向けた政策対応が必要。

⚫ 一方、現在の人材供給のトレンドが続いた場合、職種間、学歴間によってミスマッチが発生するリスクがあ

り、戦略的な人材育成や円滑な労働移動の推進が必要となる。

2021年 2040年 ※色分けはイメージ

6983万人

労働需要
(新機軸ケース)

労働供給
(トレンド延長)

職種間のミスマッチ
AI・ﾛﾎﾞｯﾄ等の利活用人材が約300万人不足

学歴間のミスマッチ

 大学・院卒の理系人材が約100万人不足

→職種間、学歴間のミスマッチの解消のた
め、労働需要に対して必要な労働の質の向
上及び人材供給の在り方の再検討が必要。

6303万人

AI・ロボットの活用促
進、労働の質の向上

(189万人分相当）
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5

⚫ 研究者や技術者等の専門職を中心に、大学・院卒の理系人材で100万人以上の不足が生じるリスク。

また、生産工程を中心に、短大・高専等、高卒の人材も100万人弱の不足が生じるリスク。

⚫ 事務職で需要が減少する一方、現在供給が増加傾向にある大卒文系人材は約30万人の余剰が生じる可能性。

高卒 短大・高専等 大学理系 院卒理系 大学文系 院卒文系

2040年の労働需要
（2040年の労働供給 ※現在のトレンドを
延長した場合）

2112万人

（2075万人）

1212万人

（1160万人）

685万人

（625万人）

227万人

（181万人）

1545万人

（1573万人）

83万人

（90万人）

供給とのミスマッチ

*2021年現在の就業者数

-37万人

2735万人

-52万人

1240万人

-60万人

563万人

-47万人

154万人

28万人

1332万人

7万人

70万人

管理的職業 27 13 23 4.0 50 1.6

専門的・技術的職業 190 311 210 151 438 57

うちAI・ロボット等
の活用を担う人材 94 52 78 87 155 27

事務 295 251 157 31 397 12

販売 214 122 76 7.5 271 3.9

サービス 277 196 39 2.0 119 1.7

生産工程 442 147 82 23 107 3.8

輸送・機械運転 110 21 8.2 1.1 28 0.3

運搬・清掃・包装等 214 60 17 1.2 56 0.6

（注）職業分類は日本標準職業分類、学歴分類は令和２年国勢調査の区分による。分類表中に含まれていない学歴分類（その他）があるため、ミスマッチのトータルは０にならない。職種分類は主要なもののみ掲載。（単位：万人）

全
職
業

主
な
職
業
の
２
０
４
０
年

の
労
働
需
要
の
内
訳

学歴間のミスマッチ
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（参考）生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024 （令和6年6月）＜概要＞
～変革のための生成AIへの向き合い方～

⚫ 生成AI技術は急速に進展し、国内企業の導入が加速も、本格的な利活用には課題

⚫ 生成AIの利活用を妨げる課題と解決に向けた示唆、生成AI時代のDX推進人材のスキル、政策対応を取りまとめ

（３）生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキル

（１）生成AIの利活用の現在地
➢開発者の貢献や企業の前向きな生成AI導入（国内企業の生成AIの社内利活用・推進は１年前から大きく進展）

➢一方、組織として生成AIの日常業務への組み込み、新サービス創出、これを後押しする経営層の関与が停滞（世界平均より低い）

➢生成AIの業務での活用により知識や技術が補填されるため、DX

推進人材はより創造性の高い役割としてリーダーシップや批判的

思考などパーソナルスキルやビジネス・デザインスキルが重要となる

➢DX推進人材には「問いを立てる力」や「仮説を立て・検証する力」、

に加えて「評価する・選択する力」が求められる

＜経済産業省における政策対応＞

➢ 「デジタルスキル標準」（DSS）の見直し

（４）生成AIを利活用するための人材・スキルのあり方に関する対応

➢ 「デジタルガバナンス・コード」の見直し ➢AI学習機会の裾野の拡大

➢生成AI時代に求められる継続的な学びの実現に向けた環境整備

（２） 生成AI利活用の課題、解決策と今後

➢組織として生成AIを日常業務に組み込んで利用する取

組や、新たなサービス創出につながる活用、また、これを後

押しするような経営層の関与において停滞

➢利活用を妨げる課題解決に向けた示唆

・生成AIへの理解不足と向き合い方

目的志向のアプローチ、環境整備と実験、答えでなく問いを深める

・経営層の姿勢、関与

経営層自身がビジョン・方針を定め、変革推進人材の役割を定義

・推進人材とスキル

スキルトレンドをデータドリブンに捉え、人材定義・教育・活躍の場作り

・データの整備

全社的なデータマネジメントとデータ「目利き」人材の育成・確保

➢経験機会の喪失と実践的な教育・人材育成

➢開発生産性の革新で、新たなベンダー・ユーザーの契機

求められるスキル

・ビジネスアーキテクト：選択肢から適切なものを判断する選択・評価する力

・デザイナー：独自視点の問題解決能力、顧客体験を追求する姿勢

・データサイエンティスト：利活用スキル（使う、作る、企画）、背景理解・対応ス

キル（技術的理解、技術・倫理・推進の各課題対応）

・ソフトウェアエンジニア：AIスキル（AIツールを使いこなす）、上流スキル（設計・

技術面でビジネス側を牽引）、対人スキル

・サイバーセキュリティ：AI活用の利益とリスク評価、社内管理スキル、

コミュニケーションスキル

6

令和６年度第１回中
央職業能力開発促進
協議会資料4-3より
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7

（参考）デジタルスキル標準（令和４年12月策定、令和5年8月・令和6年7月生成AI対応）

• 参考：活用事例集（IPA）https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/case.html

⚫ ビジネスパーソン一人ひとりがDXに参画し、その成果を仕事や生活
で役立てる上で必要となるマインド・スタンスや知識・スキル（Why、
What、How）を定義し、それらの行動例や学習項目例を提示

⚫ DX推進に主に必要な５つの人材類型、各類型間の連携、役割（
ロール）、必要なスキルと重要度を定義し、各スキルの学習項目例を
提示

社会、顧客・ユーザー、競
争環境の変化

Why
DXの背景

ビジネスの場で活用されて
いるデータやデジタル技術

What
DXで活用される
データ・技術

データやデジタル技術の利
用方法、活用事例、
留意点

How
データ・技術の
利活用

社会変化の中で新たな価値を生み出すために必要な意識・姿勢・行動

マインド・スタンス

データやデジタル
技術を活用した
製品・サービスや
業務などの変革

ビジネスアーキテクト

デザイナー データ
サイエンティスト

ソフトウェア
エンジニア

サイバー
セキュリティ

全てのビジネスパーソン（経営層含む）

全てのビジネスパーソンが身につけるべき知識・スキルを定義

<DXリテラシー標準>

DXを推進する人材

<DX推進スキル標準>
DXを推進する人材類型の役割や習得すべきスキルを定義

-94-
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（参考）デジタルスキル標準の改訂＜概要＞（令和6年7月）

• 急速に普及する生成AIの影響を踏まえ、「DX推進スキル標準（DSS-P）」を改訂し、
補記の追加と共通スキル項目の見直しを実施。主なポイントは以下３点。

活用する
DX推進人材の自身の業務における生成AIの活用例
調査、デザイン作成、データ生成・プログラミング支援、セキュリティ検知等

開発、提供
する

DX推進人材が顧客・ユーザーへ生成AIを組み込んだ製品・サービスを開発、提供する際の行動例
生成AIのもたらす価値定義、データの収集・整備、生成AIモデルの設定（チューニング、RAG等）、ガイ
ドラインの策定等

（主な追加・変更項目）
✓大規模言語モデル・画像生成モデル・オーディオ生成モデル
✓生成AI（プロンプトエンジニアリング、コーディング支援、ファインチューニング、
生成AIの技術活用、生成AI開発）

生成AIの影響を踏まえて、カテゴリー「データ活用」「テクノロジー」の学習項目例を追加・変更

補記の追加

補記の追加

追加・変更

生成AIを含む新技術への向き合い方・行動の起こし方

DX推進人材における生成AIに対するアクション

共通スキルリスト

1. 新技術に触れた上でのインパクト・リスクの見極め

2. 新技術を用いるための仕組み構築と、DXを推進する組織・人材への変革促進

3. 新技術の変化のスピードに合わせたスキルの継続的な習得

1

２

３

令和６年度第１回中
央職業能力開発促進
協議会資料4-3より

8
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（参考）スキル情報基盤

• 自身の目標に向けてスキルアップを続けるデジタル人材が一層活躍できる環境整備が必要。

• 個人のデジタルスキル情報の蓄積・可視化により、デジタル技術の継続的な学びを実現するとともに、スキル情報を広

く労働市場で活用するための仕組みとしてＩＰＡにおいて、「デジタル人材育成・DX推進プラットフォーム（仮

称）」を検討。

【個人】 スキル情報の蓄積・可視化を通じた
継続的な学びと目的をもったキャリア形成

【企業】 デジタルスキル標準に基づく人材
育成・人材の確保

【研修事業者】 デジタルスキル標準に基づく
リスキリング支援・市場の拡大

（IPA）デジタル人材育成・DX推進プラットフォーム（仮称）
✓ スキル情報の蓄積・可視化を可能とする個人向けアカウントの立ち上げ
✓ デジタルスキル標準の活用推進
✓ 情報処理技術者試験、リスキリングで得たスキル情報の蓄積と証明
✓ スキル情報の分析と共有を通じたリスキリング機会の拡大

情報登録
教育・試験

DX支援サービス
DX認定申請・活動報告

スキルトレンド講座申請・活動報告

スキルが
労働市場の
「共通言語」
となる世界

R7.5.23 Society 5.0時代
のデジタル人材育成に関する

報告書概要版より

9
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３ スキーム・実施主体等２ 事業の概要

１ 事業の目的

公的職業訓練によるデジタル推進人材の育成とデジタル
リテラシーの向上促進

令和８年度概算要求額 513億円（577億円）※（）内は前年度当初予算額

「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年12月閣議決定）において、職業訓練のデジタル分野の重点化等により、令和８年度末までに政府全体で
230万人のデジタル推進人材を育成することとされているほか、デジタル田園都市国家構想を実現するためには、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身
に付け、デジタル技術を利活用できるようにすることが重要であるとされている。
このため、公共職業訓練（委託訓練）及び求職者支援訓練を実施する民間教育訓練機関に対する、①デジタル分野の訓練コースの委託費等の上乗せをする

ほか、②オンライン訓練においてパソコン等の貸与に要した経費を委託費等の対象とすることにより、デジタル推進人材の育成を行う。また、これらのデジ
タル分野の訓練コースを受講する方に対し、引き続き、生活支援の給付金（職業訓練受講給付金）の支給を通じて早期の再就職等を支援する。さらに、全国
８７箇所の生産性向上人材育成支援センター（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構）において、在職者に対して実施する③ＤＸに対応した生産性
向上支援訓練の機会を拡充し、中小企業等のＤＸ人材育成を推進する。加えて、④全ての訓練分野においてDXリテラシー標準に沿ったデジタルリテラシーを
身に付けることができるよう、引き続き質的拡充を図る。この他、⑤非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練の本格実施により、非正規雇用労
働者等のデジタル推進人材の育成を行う。

①デジタル分野の訓練コースの委託費等の上乗せ ※令和８年度末までの時限措置

②オンライン訓練におけるパソコン等の貸与の促進 ※令和８年度末までの時限措置

デ
ジ
タ
ル
推
進
人
材
の
育
成

厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
等

(

独)

高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構

委
託
費
等

③生産性向上支援訓練（ＤＸ関連）の機会の拡充

デ
ジ
タ
ル
分
野
の

訓
練
実
施
機
関

職
業
訓
練
の
実
施④デジタルリテラシーの向上促進

・職業訓練受講給付金
（月10万円、通所手当、寄宿手当）

令和６年度事業実績（速報値）：公共職業訓練（委託訓練）10,691人／
求職者支援訓練11,930人／生産性向上支援訓練16,609人

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

9/10 1/10

⑤非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練の本格実施

（１）DX推進スキル標準に対応した訓練コース又はデジタル分野の資格取得率等が一定割合以上の訓練
コースの場合、委託費等を上乗せする
（IT分野の資格取得率等が一定割合以上の訓練コースは、一部地域を対象に更に上乗せ）

（２）企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースについて、委託費等を１人当たり２万円上乗せする。

デジタル分野のオンライン訓練（eラーニングコース）において、受講者にパソコン等を貸与するために
要した経費を、１人当たり月１．５万円を上限に委託費等の対象とする。

中小企業等の在職者に対して実施する、民間教育訓練機関を活用した生産性向上支援訓練（ＤＸ関連の機
会を拡充する

公共職業訓練（委託訓練）及び求職者支援訓練の全ての訓練分野において、訓練分野の特性を踏まえて、
DXリテラシー標準に沿ったデジタルリテラシーを身に付けることができるよう、引き続き訓練の質的拡充
を図る。

非正規雇用労働者等を対象とする、民間教育訓練機関等を活用した職業訓練を実施する。【拡充】
0

資料８－１
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２ 事業の概要

正社員と比べて正社員以外に対してOFF-JTを実施した事業所の割合は低く（正社員71.6％に対し正社員以外31.2％（能力開発基本調
査））、自己啓発の割合も低い（正社員45.3％に対し正社員以外15.8％（同））など、非正規雇用労働者等の能力開発機会が乏しい状況に
ある。また、平日日中の通学を基本とした従前の離職者訓練では、非正規雇用労働者等にとって受講が難しい状況にある。
こうした状況及び令和６、７年度の試行事業の結果等を踏まえ、オンラインを活用した職業訓練を実施することで、全国の非正規雇用労

働者等が働きながら学び、キャリアアップを目指すことができる環境の整備を図ることとする。

１ 事業の目的

非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練の
本格実施

（１）本格実施の概要

（２）職業訓練の内容等

イ 訓練期間
原則2か月以上６か月以下（最長１年）

ア 実施方法等
①都道府県等

地域ニーズを踏まえた訓練分野やコースについて、オンライ
ン（eラーニング、同時双方向）形式の他、平日夜間・土日のス
クーリングを組み合わせた訓練を実施

②（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED)
オンラインで対応できる訓練コースについて、全国規模で広域的

に実施

エ 受講継続等の支援
訓練実施機関において、学習支援者の配置等を行い、受講継続勧

奨や学習の進捗状況に応じた支援を実施

令和８年度概算要求額 10億円（ 3.1億円）※（）内は前年度当初予算額
労働特会 子子特会 一般

会計労災 雇用 徴収 育休

○

これまで試行的に実施していた非正規雇用労働者等が働きながら学びや
すい職業訓練について、都道府県等及び独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構が民間教育訓練機関等へオンラインを活用した職業訓練を委
託することにより全国展開を図る。【拡充】

ウ 申込み方法
訓練実施機関に直接申込（受講生も一定の受講費用を負担）

正
社
員
就
職
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
実
現

オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
、

働
き
な
が
ら
学
び
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す
い

職
業
訓
練
の
実
施

都
道
府
県
等
・J

E
E
D

委
託

民
間
教
育
訓
練
機
関
等

３ 事業スキーム

（参考）試行事業の実績（令和６年度）：受講者数 554名
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⚫ 認定職業訓練実施奨励金
・基礎コース：6.3万円
・実践コース：5.3～7.3万円
※受講生1人1月あたり
※デジタル分野のコースは、一定の要件を満たす

          場合に増額

⚫ 職業訓練受講給付金
・ 職業訓練受講手当（月10万円）
・ 通所手当
・ 寄宿手当

⚫ 求職者支援資金融資
⚫ リ・スキリング等教育訓練支援融資

３ 実施主体等

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

求職者支援制度

令和８年度概算要求額 253億円（261億円）※（）内は前年度当初予算額。

◆実施主体 ： 都道府県労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
◆負担割合 ： 原則、雇用勘定、国庫負担1/2ずつ。ただし、当面の間は国庫負担27.5％（原則の55／100を負担）。

就

職

訓練実施機関

求

職

者

対訓練実施機関

ハローワーク ハローワーク

＊実績（令和６年度）

求職者支援訓練受講者数 38,944人

職業訓練受講給付金初回受給者数 7,673人

○ 雇用保険被保険者以外の者を対象に
・雇用保険と生活保護の間をつなぐ第２のセーフティネットとして、無料の職業訓練に加え、月10万円の生活支援の給付金の支給を
通じて、早期の再就職等を支援する。

・教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度により、職業訓練に専念できるよう支援する。

求職者支援訓練 等

対求職者

 職業相談

 受講あっせん

 就職支援計画書の作成

 訓練受講中からの就職支援

 職業紹介

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

¾ ¼
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ハローワーク

受講あっせん③

職業紹介⑦職業相談②

求職申込み① 就職⑧

訓練修了⑥

訓練受講④

職場定着支援業務⑤

３ 委託訓練事業の実施主体等

求職障害者等に対し、当該障害者の住む身近な地域で障害者の態様や障害程度に配慮した多様な職業訓練機会を確保・提供することで障
害者の就職促進を図る。また、障害者職業能力開発校だけではなく、47都道府県にある一般の職業能力開発校においても、精神障害者等
に対する職業訓練の実施が課題となっているため、当該訓練校における精神障害者等の受け入れ体制を強化する。

１ 事業の目的

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練

令和８年度概算要求額 16.2億円（16.0億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

４ 訓練以外の事業概要

職業能力開発促進法
第15条の7第3項に
基づき実施

委託契約

委託契約

１ 障害者職業訓練コーディネーターの配置

２ 障害者職業訓練コーチの配置

３ 実践能力習得コース等開拓支援事業【拡充】

４ 精神保健福祉士等外部専門家及び

手話通訳の活用

５ 職業能力開発校(一般校)における精神障

害者等の受入れ体制等の強化【拡充】

精神保健福祉士の配置153人（131人）

２委託訓練事業の概要・スキーム

＜対象者＞障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第１号に規定する障害者

・障害者手帳を有する者

・医師の診断書や意見書等により障害を有することが確認できる者

＜訓練内容＞

○ 訓練期間：原則３月以内・月100時間が標準

○ 委託費 ：原則訓練受講生１人当たり月６.４万円又は９.６万円が上限

訓練実施月数に応じた就職支援経費の支給【拡充】
＜訓練コース＞
① 知識・技能習得訓練コース（知識・技能の習得） ※障害者向けデュアルシステムも実施可能
② 実践能力習得訓練コース（企業等の現場を活用した実践的な職業能力の開発・向上）
③ e-ラーニングコース（訓練施設へ通所困難者等を対象としてＩＴ技能等の習得）
④ 特別支援学校早期訓練コース（内定を得られない生徒を対象として、在学中から実践的な職業
能力の開発・向上）

⑤ 在職者訓練コース（雇用継続に資する知識・技能の習得）

委託訓練実施機関（民間団体） 厚生労働省

都道府県

社会福祉法人NPO法人

民間教育訓練機関企業

委託訓練実施機関

（民間団体）

各種支援機関

訓練受講④

障
害
者

企
業
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課題 実施方針

①応募倍率が低く、
就職率が高い分野がある。

「介護・医療・福祉分野」

・訓練見学会等への参加に係る積極的
な働きかけ。
・訓練コースの内容や効果を踏まえた
受講勧奨の強化。

・特に委託訓練については、開講時期
の柔軟化、受講申込み締切日から受講
開始日までの期間の短縮、効果的な周
知広報の実施。

②応募倍率が高く、
就職率が低い分野がある。

「ＩＴ分野」
「デザイン分野」

・求人ニーズに即した訓練内容かどう
かの検討。

・ハローワーク窓口職員の知識の向上。
・事前説明会や見学会の機会確保。
・訓練修了者歓迎求人等の確保。
・事業主等に対して、習得することが
できるスキル等の訓練効果を広く周知。

③委託訓練の計画数と実績が
乖離している。

・開講時期の柔軟化。
・受講申込み締切日から受講開始日ま
での期間の短縮。

・効果的な周知広報の実施。
・訓練関連職種の魅力や働きがい、就
職した場合の処遇といった観点も踏ま
えた受講あっせんの強化。

➃デジタル人材が質・量とも
不足、都市圏偏在がある。

・デジタル分野への重点化。
・一層のコース設定促進。

委託訓練について、都道府県に対し、開
講時期の柔軟化や受講選考期間の短縮、
各種SNS等による効果的な周知広報等に
ついて配慮を依頼（③への対応含む）。

ハローワークにおいて、デジタル分野の
適切な受講あっせん等に向け、訓練窓口
職員の知識の向上、訓練実施施設による
事前説明会・見学会の機会確保等を推進。

地域協議会の公的職業訓練効果検証ワー
キンググループによる効果検証結果を全
国に情報共有。

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。

職場情報サイト（jobtag)を活用し、訓練
に関する職業の詳細な内容や訓練に関連
する求められるスキルのほか、賃金・労
働時間のデータ等を踏まえた受講あっせ
ん機能の促進。

令和７年度取組状況令和７年度実施計画（実施方針）

訓練部門と求人部門との情報共有による
求人開拓、求人充足会議等の活用を通じ
て、事業主等に対して、訓練受講により
習得できるスキル等の訓練効果を周知。

委託訓練及び求職者支援訓練について、
訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテ
ラシーの向上促進。

令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

令和７年度計画の実施方針と取組状況

1

資料８－２
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非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを
活用した職業訓練の試行実施（令和６年度～） H   都道府県・JEEDによる公共職業訓練（委託訓練）として本格実施。

令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

Ａ 引き続き、介護分野等の理解促進のため、職場見学

会等への参加を積極的に勧奨するとともに、訓練の

内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。

また、委託訓練についてはFの措置も併せて実施。

B 本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や求職

条件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを

行う。また、ミスマッチ低減のため、引き続き、事前

説明会・見学会の機会確保を図る。さらに、訓練窓口

職員のITリテラシーの更なる向上を図る。

Ｃ 訓練修了者のスキルが活用できる求人等の確保を推

進する。

D  eラーニング等のオンラインを活用した訓練を受講

する求職者への適切な情報提供、意識付けとともに、

就職支援の充実を図る。

委託訓練の計画数と実績に乖離あり。
令和６年度も同様の傾向。

デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在が課題。

令和７年度計画に挙げた課題と令和６年度の実施状況

F 引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果

的な周知広報等、受講者数増加に向けた取組が必要。

G 引き続き、デジタル分野への重点化を進め、一層の設定促進が必要。

応募倍率が低く、
就職率が高い分野

【委託訓練】
応募倍率が低下し66.3％。就職率は低下。

【求職者支援訓練】
応募倍率は向上し73.6％。就職率は低下。

【委託訓練】
・IT分野：応募倍率は低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率は低下、就職率は向上。

【求職者支援訓練】
・IT分野：応募倍率が低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率が上昇、就職率は向上。

E 受講者数の実績等を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る。

令和８年度の公的職業訓練の実施方針（案）評価･分析

介護・医療・
福祉分野

応募倍率が高く、
就職率が低い分野

IT分野・
デザイン分野

応
募
倍
率

求職者支援訓練におけるデザイ
ン分野を除き、その他の分野で
は低下しており、引き続き解消
傾向。

就
職
率

特にデザイン分野における委託
訓練や求職者支援訓練の就職率
はそれぞれ68.9％、57.3％であ
り、就職率の向上に向け、引き
続き改善の余地がある。【Ｂ】
【C】【D】

応
募
倍
率

両訓練ともに約70％であり、応
募倍率の上昇に向け、引き続き
改善の余地がある。【Ａ】

就
職
率

依然、高水準で推移。
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【参考】委託訓練及び求職者支援訓練の応募倍率及び就職率の状況

【委託訓練】 【求職者支援訓練】

就

職

率

応募倍率 応募倍率

就

職

率

改

善

改

善

改善改善

※用語の定義は、資料２－１と同様。 3

IT

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0% 175.0%

IT

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0%

令和４年度 - - - - -令和５年度 令和６年度

-103-



 

令和７年度第１回中央職業能力開発促進協議会構成員名簿 

 

【労使団体】 

田 上  雄 一 全国中小企業団体中央会労働政策部長 

山 脇  義 光 日本労働組合総連合会労働法制局長 

平 田  充   一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部副本部長 

清 田  素 弘 日本商工会議所産業政策第二部担当部長 

 

【教育訓練関係団体】 

河 原 成 紀  全国専修学校各種学校総連合会副会長 

北 村  俊 幸 一般社団法人全国産業人能力開発団体連合会副会長 

遠 藤  聡  独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構求職者支援訓練部長 

 

【学識経験者】 

○ 藤 村  博 之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長 

堀  有 喜 衣 独立行政法人労働政策研究・研修機構統括研究員 

 

【地方自治体】 

河 島  幸 一 京都府商工労働観光部企画調整理事兼副部長 

 

【職業紹介事業者団体等】 

早 川 拓 一般社団法人日本人材紹介事業協会事務局長 

渡 部 大 輔 公益社団法人全国求人情報協会事務局長  

戸ヶ崎 文泰 公益社団法人全国民営職業紹介事業協会事務局長 

 

 

（オブザーバー） 

一般社団法人情報サービス産業協会 

公益社団法人全国老人保健施設協会 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

一般社団法人全国農業会議所 

一般社団法人ソフトウェア協会 

 

                            （敬称略） 

※ ○は座長。 

参考資料１  
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令和６年度第２回地域職業能力開発促進協議会における協議結果

参考資料２

（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

＜意見等＞
・構成員から、長期的に見た場
合、受講者数等は令和５年度、
６年度と同じような数字をずっ
とたどり続けているものなの
か、景気の波に左右されるとい
うような特徴が見られるものな
のか質問があった。
・構成員から、Webデザインは
在宅でできるような仕事になっ
ており、恐らく勤務形態なども
変わってきているのではない
か。そういう意味では、今後提
供していかなければならない訓
練の在り方も、働き方やニーズ
に合った訓練コースを組んでい
かなければいけないのではない
かと感じたとの意見があった。

＜意見等＞
・委託訓練では、応募倍率からIT分野、その他分野
（トリマー、調理師）の求職者ニーズが高く、就職
率から介護・医療・福祉分野が引き続き求人者ニー
ズが高い状況を説明。求職者支援訓練では、全体的
に応募倍率は高い傾向で、特にIT分野、デザイン分
野、理容・美容関連分野は軒並み高い応募倍率と
なっており、就職率では営業・販売・事務分野と理
容・美容関連分野が５割程度と低い傾向となってい
る状況を説明。（労働局）

＜意見等＞
・構成員から、国からカリキュラムの内容に
関して、時間数の制約が課せられているのか
質問があった。
・構成員から、介護はきつい・厳しい・給料
が安いというイメージがどうしてもあるので
訓練などになかなか人が来ない。技術論など
もすごく大事だが、そこの入口で、少しでも
介護に興味を持った人たちが近づけるように
協力及び取組を進めていきたいとの発言が
あった。
・人手不足が続いている中、業務負担を軽減
する介護ロボットの導入はコスト面でハード
ルが高いため、厚労省あるいは労働局が予算
取りをして、まさに介護の現場を最先端の現
場に変えるぐらいの意気込みで突き進んで
いっていただければいいのではないかとの意
見があった。

＜意見等＞
・令和７年度全国職業訓練実施
計画の策定に向けた方針
（案）、委託訓練目安数、求職
者支援訓練上限値、令和7年度概
算要求における委託費等の単価
引き上げ等について説明。（労
働局）

＜意見等＞
※会長が急病のため欠席、会長代理者も欠席と
なったため、やむを得ず書面開催とした。

・意見等なし。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・「デジタル分野」について、デジタル田園都市
国家構想総合戦略」（令和４年12月閣議決定）
において、職業訓練のデジタル分野の重点化等​に
より、令和８年度末までに政府全体で230万人
のデジタル推進人材を育成することとされている
こと、また応募倍率は高いが、就職率が低いコー
スもあることから、企業及び求職者ニーズに即し
た訓練内容となっているか検証を行う。​

＜対応方針＞
・受講者総数としては大幅な増
減はないが、令和４年の雇用保
険制度改正の影響もあり、委託
訓練が減少、求職者支援訓練が
増加した状況を説明。なお、受
講者数等の推移に係る資料の作
成について検討する。（労働
局）
・高等技術専門学院等では、特
にリーマンショックのような影
響を受けたときは入校者数もか
なり多く、逆に人手不足ですぐ
に就職できるといった影響をか
なり受けている状況。（北海
道）
・充足率に関しては、求職者の
減少もあり10年前に比べると苦
戦している状況。（機構）

＜対応方針＞
・構成員から、次年度のWGはデジタル関連分野
（IT分野、デザイン分野）について、これからの職
の在り方というものを探ってみたいとの意見があ
り、デジタル関連分野の方向で検討。

＜対応方針＞
・資格を取るための必要な時間数のほか、カ
リキュラムの中でコミュニケーション能力に
係る時間数が示されていることを説明。（労
働局）
・関係機関連携により介護の魅力を広く発信
する。（WG）

＜対応方針＞

　　　　　　　　－

＜意見等＞

・意見等なし。
（令和６年度第１回協議会において提案済み。）

＜計画案への反映状況＞
・受講者数等の推移について
は、令和７年度第１回地域協議
会で資料作成の上、説明予定。

＜計画案への反映状況＞
・デジタル分野（IT分野、デザイン分野のうちWEB
デザイン系のコース）を対象分野に選定。

＜計画案への反映状況＞
・介護分野について、企業ニーズ及び訓練受
講者ニーズに応じた訓練内容を訓練実施機関
へ提案するとともに、受講者数の増加に向け
て各関係機関において介護の魅力を広く発信
し、受講勧奨の強化を図ることを実施方針に
明記。

＜計画案への反映状況＞
・特になし。

＜計画案への反映状況＞
・特になし。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・「デジタル分野」についてヒアリングのほか、
職業訓練受講者採用企業に対するアンケート調査
を実施予定​。

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

1 北海道 ＜意見等＞
・教育訓練給付指定講座の訓練
機関の所在地は札幌が圧倒的に
多いのか質問があった。
→全道各地で実施の運転関係以
外は札幌中心の状況を説明。
（労働局）
・もっと教育訓練給付制度を活
用していただいて、ぜひ知識や
スキルアップにつなげていただ
きたいとの意見があった。
・職業紹介事業者から、職業紹
介を利用して転職された方の７
割が前職の年収を上回る結果と
なっていること、エントリーか
ら内定までのリードタイムが短
くなっている傾向（１か月半～
２か月程度→１か月以内）があ
ること、登録者数が２年前より
５倍に増えており、職業紹介を
利用して転職された方が増加し
ている傾向にあるとの説明が
あった。
・厚生労働省委託事業「令和６
年度キャリア形成・リスキリン
グ推進事業」の概要について、
受託者から説明を行った。
・北海道国立大学機構の「北海
道リカレント教育プラット
フォーム」について、構成員か
ら説明を行った。（公募による
応募がなく有識者からの説
明。）
・半導体人材関連の動向とし
て、労働局・札幌新卒応援HW主
催の道内半導体関連企業による
PRイベントの実施結果（参加
20企業、来場者158名）につい
て報告。（労働局）
・構成員から、職業能力開発大
学校について、会員企業への就
職も多々あり、今後裾野を広げ
ていく意味でも大学校との連携
を意識して活動していきたいと
の意見があった。

＜共有内容、意見等＞
・特になし。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・特になし。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
●WGが行った情報処理関連企業
調査であるが、この業種におい
てもコミュニケーション能力を
重視している。新規学卒者の離
職は全国平均に比べ高いことも
あり、コミュニーション能力が
備わった人材を育成して欲し
い。それが職場定着、職場作り
に繋がる。
●青森県では企業にワンストッ
プでDX導入の支援窓口があり、
デジタル人材も活躍してもらい
たい。

＜意見等＞
●高卒２年課程の訓練で青森校で県外就職が３５％
と八戸校、弘前校に比べて高いことについて。

＜意見等＞
●デジタル分野の訓練効果検証であるが、事
業主団体が実施している研修では、SNSによ
る販促等が非常に人気である。デジタル分野
の訓練カリキュラムに少ない時間でもよいの
で盛り込まれたい。
●情報処理関連企業調査であるが、この業種
においてもコミュニケーション能力を重視し
ている。新規学卒者の離職は全国平均と比べ
高いこともあり、コミュニーション能力が備
わった人材を育成して欲しい。それが職場定
着、職場作りに繋がる。
●訓練の習熟度に差が出ないようにすること
が、訓練の信頼性を高めることになる。

＜意見等＞
●一般論として事務系、IT、デ
ザインは応募倍率が高く、就職
率が高いと言われるが、委託訓
練については必ずしも当たらな
い。

＜意見等＞
令和７年度実施計画案は、令和５年度の状況を分
析したうえで立案しているが、令和６年度の実施
状況について資料としてあるのであれば、当該年
度も考慮にいれて計画案を策定すべき。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
事務局ｎ訓練分野選定案
デジタル分野（IT分野及びデザイン分野（WEB
デザイン））
●　デジタル分野は、社会的なニーズがあるもの
の求人倍率、訓練修了者の就職率は必ずしも高く
ないコースもある。令和８年度末までにデジタル
人材の開発を推進していく上で、令和６年度に引
き続き当該分野の訓練カリキュラムが社会のニー
ズに適しているか検証する必要があること。

●　デジタル分野の訓練については、一般的に
「応募倍率」が高く、「就職率」が低い分野で
あった。個々の訓練コースで比較した場合に、
「応募倍率」「就職率」とも好調なコースがある
反面、ともに低調なコースも存在することなどか
ら、応募倍率や就職率の高低の要因がどこにある
か、求人ニーズをとらえた訓練内容になっている
かどうかなどを検証する必要があること。

●　令和６年度の効果検証においては、訓練修了
者から生成ＡＩによる業務の効率化に係るニーズ
があったことから、当該カリキュラムについて可
能な限り検証したいこと。

＜対応方針＞
●効果検証の把握・検証等にお
ける改善策としてコミュニケー
ション能力の向上に係るカリ
キュラムの充実を図る。
●デジタル人材の地域偏在の解
消にむけ、当該分野の訓練を促
進する。

＜対応方針＞
●県外企業の求人攻勢が激しいが、県内就職に係る
キャリアコンサルティングを通じ県内就職・県内定
着を促進していく。

＜対応方針＞
●公的職業訓練効果検証報告の改善策に加
え、構成委員の具体的な提言であることか
ら、スマートフォンに情報発信できる手法を
習得できるカリキュラム等を盛り込むことを
推奨する。
●効果検証の把握・検証等における改善策と
してコミュニケーション能力の向上に係るカ
リキュラムの充実を図る。
●訓練期間中に、訓練習熟度を反復確認し、
訓練の質の向上を図る。

＜対応方針＞
●委託訓練は主に雇用保険受給
者が対象で､職務経験があること
から求職者支援訓練に比べ就職
率が高い傾向。目標の就職率に
も違いがある。策定方針におい
ては分かりやすいようにそれぞ
れの訓練の状況を記載したが、
営業・販売・事務分野、ＩＴ分
野、デザイン分野をトータルで
くくるとそのような傾向となる
ことから、方針（案）の実施方
針を基本として進めていきた
い。

＜意見等＞
●アンケート形式でもよいと思うが、効果検証を
行う場合は、その分野の求人倍率の状況を含めて
検証すればよいのではないか。

2 青森 ＜意見等＞
●青森県は大学の教育訓練給付
指定講座がほぼ無いようだ。大
学のデータサイエンス分野の講
座の拡大も検討してはどうか。
●青森キャリア形成・リスキリ
ング支援センターから個人の労
働者向け支援、企業・学校向け
の支援について説明があり、事
業主団体にセルフキャリアドッ
クを勧奨した。
●キャリア形成・リスキリング
支援センターの取組について、
例えばドイツのように製造分野
で就労していた者をIT製造を経
てプログラマとして活躍できる
ようなリスキリング支援をして
いるのか。（学識経験者）
●青森県としてもジョブ・カー
ドを活用したキャリアコンサル
ティングについてキャリア形
成・リスキリング支援センター
と意見交換していきたい。（青
森県）
●全ての県立高校において、地
域の理解を深める「あおもり創
造学」を進め、生徒一人一人の
「ふるさとあおもり」への愛着
や誇り、夢を抱き未来に挑戦す
る意欲を醸成。（県教委）
●高校生のキャリア教育の一環
として「介護職員初任者研修課
程」講習会の実施。（県教委）

＜共有内容、意見等＞

●青森キャリア形成・リスキリ
ング支援センターの取組状況と
来年度新たに取組む中高年キャ
リアプラン塾（仮称）に係る説
明。
（意見・質問）全国からみた県
内のジョブ・カードを活用した
キャリアコンルティングを行っ
た件数についての評価。
企業むけ支援を行った件数の評
価。

●青森職業能力開発短期大学校
の卒業者は、企業においては技
術者として採用している。社会
人で入校後、能力開発し技術者
として企業に帰ることができ
る。入校の促進が図られるよう
周知を行っていく。
（質問・意見）オンデマンド方
式に行う等、柔軟な形で行うこ
とはできないか。

●地域のニーズに沿った教育訓
練給付指定講座の拡大につい
て、むつ市の自動車教習施設、
十和田市の准看護師養成施設
に、講座指定申請に係る要請を
行ったが、令和７年度４月にお
いて指定講座となっていない。
昨年度に引き続き、ハローワー
クを通じ指定講座のニーズを把
握しているので、地域ニーズに
基づき指定講座拡大を図る取組
を実施する。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
令和６年度における就職状況が、半年分位しか報
告できないため、令和５年度分を分析して策定し
たものであるが、来年度は受講申込状況及び受講
者数等については本年分も分析した上で、翌年度
の訓練実施計画を策定することとする。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜計画案への反映状況＞
公的職業訓練効果の把握・検証
において、工夫したキャリアコ
ンサルティングとして、就職活
動にむけ、自ら作成したサイト
をポートフォリオサイトにまと
めてアピールする指導。職業人
講話等における、現役IT企業社
員との懇談によるデジタル人材
の具体化を、訓練効果を上げる
ためおの改善すべき内容として
盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
特にありません。

＜計画案への反映状況＞
公的職業訓練効果の検証・把握において、訓
練実施施設からの指摘で、訓練カリキュラム
についてハローワークが受講者に間違った説
明があったと指摘があったことから、訓練ミ
スマッチの防止と受講者の確保に向けて、受
講申込者の確保の取組として、各ハローワー
クは委託訓練施設、求職者支援訓練施設、技
術専門校・八戸工科学院及びポリテクセン
ターを訪問し、訓練内容の理解を深め、更に
訪問時に撮影した訓練状況の画像を各ハロー
ワークで共有し、視覚的情報も活用しなが
ら、受講あっせん相談を行っていることを盛
り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
受講者に対する訓練修了前から
就職まで一貫した支援のため、
ハローワークと関係機関との連
携強化の下、ジョブ・カードを
活用したキャリアコンサルティ
ング、求人情報の提供等の計画
的な就職支援を実施する。

＜計画案への反映状況＞
①「医療・介護・福祉分野」については、引き続
き、応募倍率の上昇に向け、求職者の介護分野等の
仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練見学会等
への参加を積極的に働きかけるとともに、訓練コー
スの内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。
特に委託訓練については、開講時期の柔軟化、受講
申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効
果的な周知広報等、受講者数増加のための取組も併
せて行う。
②「IT分野、デザイン分野」については、就職率の
向上に向け、求人ニーズに即した効果的な訓練内容
かの検討も併せて行う。支援訓練について応募者数
の確保を図っていく。また、求職者が自身の希望に
沿った適切な訓練コースを選択できるよう、支援を
行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、
訓練実施施設による事前説明会や見学会に参加でき
る機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求
人等の確保を推進するとともに、事業主等に対し
て、訓練受講により習得することができるスキル等
の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機
会の拡大を図る。
③「営業・販売・事務分野」については、支援訓練
については応募者数の確保を図っていく。両訓練種
類とも、就職率の向上に向け、求人ニーズに即した
効果的な訓練内容かの検討も併せて行う。
④委託訓練の計画と実績がやや乖離していることに
ついては、引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込
み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的
な周知広報等、受講者数増加のための取組を行うほ
か、就職率に加えて訓練関連職種の魅力や働きが
い、就職した場合の処遇といった観点も踏まえた求
職者の希望に応じた受講あっせんの強化を図る。
⑤デジタル人材の都市圏偏在については、引き続
き、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一
層のコース設定の促進を図る。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
デジタル分野（IT分野及びデザイン分野（WEB
デザイン））

原則的には、公的職業訓練効果検証ワーキンググ
ループ実施要領に定める、ヒアリング内容に沿っ
て実施していくことを確認した。

2 青森 ＜共有内容、意見等＞

●青森キャリア形成・リスキリ
ング支援センターの取組状況と
来年度新たに取組む中高年キャ
リアプラン塾（仮称）に係る説
明。
（意見・質問）全国からみた県
内のジョブ・カードを活用した
キャリアコンルティングを行っ
た件数についての評価。
企業むけ支援を行った件数の評
価。

●青森職業能力開発短期大学校
の卒業者は、企業においては技
術者として採用している。社会
人で入校後、能力開発し技術者
として企業に帰ることができ
る。入校の促進が図られるよう
周知を行っていく。
（質問・意見）オンデマンド方
式に行う等、柔軟な形で行うこ
とはできないか。

●地域のニーズに沿った教育訓
練給付指定講座の拡大につい
て、むつ市の自動車教習施設、
十和田市の准看護師養成施設
に、講座指定申請に係る要請を
行ったが、令和７年度４月にお
いて指定講座となっていない。
昨年度に引き続き、ハローワー
クを通じ指定講座のニーズを把
握しているので、地域ニーズに
基づき指定講座拡大を図る取組
を実施する。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
令和６年度における就職状況が、半年分位しか報
告できないため、令和５年度分を分析して策定し
たものであるが、来年度は受講申込状況及び受講
者数等については本年分も分析した上で、翌年度
の訓練実施計画を策定することとする。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・県南部の製造業の現場では保
全系の人員が足りていない。中
小企業では旋盤、マシニング等
の汎用性の高い技術を持った中
途採用者のニーズは高いことか
ら、施設内訓練の受講生の確保
に努めていただきたい。

＜意見等＞
・事務局よりハロートレーニングの概要、託児サー
ビス付き訓練、長期高度人材育成コースを含めた各
種ハロートレーニングの実施状況、認知度の向上に
向けた周知・広報等について説明。構成員からは、
「関連職種への就職」の状況、広報の取組状況等に
ついての質問があった。

＜意見等＞
・介護の職業訓練は他の職業訓練以上にコ
ミュニケーション能力の向上に力を入れてい
るといった報告を行ったところ、構成員よ
り、「介護の現場にかかわらず一般企業にお
いてもコミュニケーションは非常に重要視さ
れていることから、今回のヒアリング結果は
他の職種の職業訓練においても役立てること
ができるのではないか」といった意見が寄せ
られた。

＜意見等＞
・求職者支援訓練のeラーニング
コースが増加しており、県内の
通所型の求職者支援訓練の枠が
狭まっていることから、「通所
コース」枠、「eラーニングコー
ス」枠の設定を検討している。

＜意見等＞
・県内の自動車製造業、自動車部品製造業では企
業内学園を有しているところもあり、そこではど
のようなカリキュラム、教育を行っているか把握
し職業訓練カリキュラムの参考にしてみてはどう
か。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
【デジタル分野】
・「岩手県ＤＸ推進計画」において「職業能力開
発の充実により、産業分野において企業が求める
ＩＴ人材を確保すること」を目標として掲げてい
るが、全国的に当該分野の職業訓練は「応募倍率
が高く就職率が低い」分野となっていることか
ら、当該分野の訓練カリキュラムが県内産業界の
ニーズに適しているか検証する必要があるため。

＜対応方針＞
・引き続き施設内訓練受講生の
確保にかかる周知に力を入れて
いく。

＜対応方針＞
・施設内訓練においては、関連就職が60～70％程
度、収入が見合わず関連以外への就職を選択する者
もあると回答。
・労働局ではYouTube、SNSを活用した周知広報
に取組んでいると回答。

＜対応方針＞
・今回のWGの検証結果を他の職種の職業訓
練にも活用するために「コミュニケーション
の充実を図るために訓練生同士の交流の機会
を増やす」、「訓練施設と訓練生とのキャリ
アコンサルティングの充実を図る」等につい
て訓練施設に提案する。

＜対応方針＞
・特段の意見は出されなかった
ことから、策定方針案に沿って
次年度の計画を策定する。

＜意見等＞
・時代の変革とともにＤＸの推進は必要不可欠と
なっているが、経営者・経営層がDX自体を理解
していない企業が多いことから、経営者・経営層
の意識を変換できるような取組も行っていただき
たい。

＜計画案への反映状況＞
・国や県の行政機関、地域の訓
練実施機関団体等との連携をよ
り一層深める。

・職業訓練担当者の資質向上を
図るため、研修機会の提供に努
める。

＜計画案への反映状況＞
・引き続き、職業訓練の効果的な周知・広報に努め
る。

＜計画案への反映状況＞
・コミュニケーションの充実を図るために訓
練生同士の交流の機会を増やすことについ
て、「介護」に限らず一般企業においてもコ
ミュニケーションは非常に重要視されている
ことから、他の分野の職業訓練についても役
立てる。

＜計画案への反映状況＞
・地域における人材ニーズ等を
踏まえた検討・改善を行うた
め、関係機関との連携を深め
る。

＜計画案への反映状況＞
・ｅラーニングコースの上限枠
を設定した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・事務局の提案どおり【デジタル分野】につい
て検証を行うこととした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・機会をとらえて実態を把握し、今後の職業訓練
のカリキュラム設定の参考としたい。

なお、計画案については提案どおり承認された。

3 岩手 ＜意見等＞
・全国版の「公的職業訓練等の
質向上のための取組好事例集」
のリーフレットを目にしたが、
岩手版を作成し、県内の企業が
在職者訓練をどのように取り入
れているのか等情報共有ができ
ることが望ましい。
・岩手県で「いわて女性デジタ
ル人材育成プロジェクト」を実
施しているが、30名の定員に対
して100名以上の申込みがあっ
た。訓練の内容が非常に限定的
なこと、また、副業で働けると
いう先の出口が明確に示されて
いることによるものであると考
えられる。今後協議会において
求職者のニーズを捉える方法を
検討していきたい。

＜共有内容、意見等＞
・訓練生の訓練修了後の就職を
イメージしてもらうため県内の
の企業に協力していただき、訓
練期間中に企業見学、インター
ンシップを実施してみてはどう
か。

-108-



（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・大都市圏への偏在や委託費等
について、構成員から次のよう
な意見があった。
①デジタル人材のみならず、あ
らゆる職種で大都市圏に集中し
ている状況の中で、地方の人手
不足が加速化している。職業訓
練に係る支援も含め、あらゆる
施策の中で、地方への人の動き
を加速化する視点を持っていた
だきたい。
②訓練実施機関より物価や光熱
費、人件費等の上昇により、運
営に苦慮しているとの声が聞か
れる。委託費等の見直しなど検
討願いたい。

＜意見等＞
・公的職業訓練について、構成員から次のような意
見があった。
①求職者支援訓練と比較し、公共職業訓練（委託訓
練）では受講者確保に苦慮している。実施機関の決
定においても、選定方法や時期に違いがあり、再度
制度的な部分で検討願いたい。
②地方では民間訓練施設の撤退が見られる。隣県か
らの協力や公共施設の貸し出しなどがあれば、中心
部の学校からの実施受け入れや、現地での指導者確
保にも繋がると思われる。

＜意見等＞
・令和６年度については、WGにおいて「介
護・医療・福祉分野」を対象に検証を行っ
た。
・採用企業のヒアリングにおいては、訓練受
講者が習得した知識・技能に関しては一定の
評価が得られており、介護・医療・福祉分野
の訓練内容の更なる拡充が必要。
・採用企業、訓練受講者双方からより実践的
なスキルの習得が期待されている。見守りロ
ボット、介護ロボット等の活用方法や感染症
予防の知識はもとより、コミュニケーション
能力やアンガーマネジメントなど職業人とし
ての汎用的なスキルの習得も有効。
・全国統一の委託料、委託費の増や公共職業
訓練と求職者支援訓練における対象者につい
て、再度制度の見直しを求める意見があっ
た。

＜意見等＞
事務局より令和７年度訓練実施
計画策定に向けた方針（案）を
提案。提案通りで了承を得た。

＜意見等＞
各構成員から特段の意見等はなく、令和7年度宮
城県地域訓練実施計画（案）について、了承を得
た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
令和7年度の選定分野は、「営業・販売・事務分
野」とした。
○デジタル技術（特にAI技術）が、事務分野等に
大きな影響を与えていくことが見込まれている。
○当地域における事務分野等の公的職業訓練の実
施状況については、一定の実績はあるものの、一
部就職率に課題も見られるところであり、今後当
分野の訓練を効果的に実施していくためにも、求
職者ニーズ、企業ニーズ等を調査し訓練効果を検
証していくことが必要であるため。

＜対応方針＞
・令和7年度の公的職業訓練実施
計画において、引き続き、全国
どこからでも受講可能なeラーニ
ングコースの充実を図っていく
こととする。

＜対応方針＞
・令和7年度の公的職業訓練実施計画において、訓
練内容の拡充や実施時期等の調整を図っていくこと
とする。
・公共職業訓練、求職者支援訓練それぞれの特徴を
踏まえ周知広報を積極的に行い、受講者確保を図っ
ていくこととする。

＜対応方針＞
・令和7年度の公的職業訓練実施計画におい
て、訓練内容の拡充や実施時期等の調整を
図っていくこととする。
・企業実習やグループでの演習等、就労現場
を想定したより実践的な内容により、利用者
等への対応能力の向上を図っていくこととす
る。

＜対応方針＞
特になし

＜意見等＞
構成員よりデジタル分野の効果検証について意見
をいただいたが、令和5年度に実施しており、
「営業・販売・事務分野」についても、デジタル
技術との関わりや効率化を図る観点から、効果検
証の必要性があることについて了承を得た。

＜計画案への反映状況＞
県の委託訓練において、eラーニ
ングコースを増設する計画とし
た。

＜計画案への反映状況＞
県・機構と連携を密にし、募集日程等の調整を実施
するとともに、イベント等を活用した公的職業訓練
の積極的な周知広報を図ることとした。

＜計画案への反映状況＞
・求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理
解促進のため、訓練説明会等への積極的な参
加勧奨を図ることとした。
・就職率が高く、充足率が低い介護分野につ
いて、募集日程等の調整を実施することとし
た。

＜計画案への反映状況＞
・計画への具体的な反映はな
し。

＜計画案への反映状況＞
令和7年度地域職業訓練実施計画
の策定方針に基づき策定した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「営業・販売・事務分野」
・訓練修了者、修了者を採用した企業及び訓練実
施機関に対するヒアリングにより効果検証を実施
する。

4 宮城 ＜意見等＞
・東北学院大学より「コミュニ
ティソーシャルワーカースキル
アッププログラム」の取組みを
発表し構成員間で情報を共有し
た。
　このコミュニティソーシャル
ワーカースキルアッププログラ
ムの取組みは、高卒者や社会福
祉協議会職員を対象とし、市区
町村の支援機関・地域の関係者
によるワンストップかつ伴走型
支援体制の構築、相談・参加・
地域づくりに向けた各支援の一
体的な実施のため、そのキー
パーソンを養成するカリキュラ
ムとなっている。
・構成員から次のような意見が
あった。
①将来的に行政とも関わりの深
い仕事を担っていく可能性があ
ると感じた。地域包括支援等で
も県福祉事務所、保健師などが
中心となり、各市町村と連携し
進めていくと思うが具体的な進
め方がわからない。行政と関
わっていくための学びや保健師
などの視点から見た在宅福祉の
支援等が既にカリキュラムに
入っているかもしれないがある
と良いと感じた。

＜共有内容、意見等＞
公的職業訓練を広く周知するこ
とを目的に、「ハロトレまつ
り」を開催し、訓練実施施設と
の意見交換、訓練体験会を実施
したことについて報告を行っ
た。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境
の変化の中で、職業の安定、労働者の地位向上及
び経済社会の発展を図るためには、これらの業務
内容の変化に対応する労働者の適応性を増大さ
せ、円滑な就職に資するよう、労働者に対して適
切な職業能力開発を行う必要があるとしており、
その内容を反映している。

-109-



（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・企業側と従業員側それぞれが
考える「伸ばしたい能力」のミ
スマッチの解消が必要。
　その際、就職や昇給のしやす
さなどの双方のニーズが合致す
るように、企業・労働者いずれ
に対しても情報提供する必要が
ある。
・労働力不足や人材のミスマッ
チをデジタル活用により解決で
きるようデジタル人材の育成が
望まれる。
・秋田県では、介護助手で構わ
ないので介護の現場で働きたい
という方が他県に比べて少ない
気がする。介護職員初任者研修
を取得できる訓練を提供した方
が、高齢者も参入しやすいので
はないか。

＜意見等＞
・労働生産人口が減っていく中、生産性向上がポイ
ントとなるため、多くの企業へ、人材確保及び生産
性向上のため学び直しを提案することがベターであ
る。

＜意見等＞
・介護現場への高齢者の雇用に関して、労働
条件の緩和による就職の可能性などを前向き
に分析できている。
・介護分野ではそのキャリアパスが明確でな
く、何年たっても給料は同じイメージがある
ため、介護サービス事業所の秋田県認証を受
けられるようキャリアパスをしっかり構築し
てほしい（訓練受講後の受け入れ先の改
善）。
・職場見学や実習は、入所施設だけなく、通
所や訪問介護事業なども経験することが望ま
しい。
・介護分野を目指す高齢者には、最低限、介
護職員初任者研修の受講が望ましい。

＜意見等＞
・今年度の秋田県職業訓練計画
には、介護やITは入っている
が、建設土木関係もミスマッチ
があって困っているため、建設
業が女性登用やIT化を進めてい
ることを踏まえた訓練内容も入
れられたら良いと思う。
・介護分野ではコミュニケー
ションが大事であるとした分析
結果なども計画に入れられたら
良い。
・より良い人材育成により、事
業主と労働者どちらも満足でき
る訓練実施計画としていただき
たい。

＜意見等＞
・令和５年度にデジタル分野の公的職業訓練の効
果検証を行い、改善の方向性をまとめたところ。
この方向性に基づき行った取組内容や効果につい
て、継続した検証が必要ではないか。

・デジタル技術の学習において、知識を伝えるの
にeラーニングは良いが、孤独が伴い学習意欲が
続かない場合もある。そのため、学習を伴走し
フォローのため対面の機会を設けたりする事例が
ある。また、DX入門講座のeラーニングでは必
ず実習も加えている。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・選定案～　営業・販売・事務分野
　　　（うち「パソコン事務分野」）
・選定理由
①「受講者減少」～かつて受講定員を上回る受講
申込者があり、受講率が高かったが最近は申込者
数が少なく定員割れとなり、受講率が低下してい
る（令和６年度の同分野46コースのうち定員割
れ37コース、中止コース１コース、定員充足率
77.1％）。求人者ニーズと求職者ニーズが変化
していないか検証する必要がある。
②職業訓練施設の減少～パソコン関係の職業訓練
が可能な施設が減少するとともに、委託訓練では
企画提案がないまま開講できない等、職業訓練を
効果的に活用しづらい状況となっている（令和６
年度同分野４コース企画提案なし）。

＜対応方針＞
・地域ニーズや企業ニーズに対
応した訓練受講事例や人材育成
支援などの事例を収集すること
を検討。参考となる事例を求人
者マイページを通じて情報提供
することも併せて検討する（事
業所へ周知するとともに、事業
所を通じて労働者にも提供でき
るよう検討）。
・デジタル人材の確保や人材育
成に関しては、課題解決ができ
るよう、昨年度同様に、令和７
年度職業訓練実施計画へ反映さ
せる。
・事業主団体等と連携して、助
成金制度を含め、人材育成に関
する各種支援制度の周知・広報
に取り組む。
・介護分野を希望する高齢者を
介護職員初任者研修受講へ誘導
できるよう、ハローワークの生
涯現役相談窓口やシルバー人材
センターから受講者の誘導がで
きるよう協力いたただくなど、
連携して受講促進に取り組む。

＜対応方針＞
・SNSやホームページなどの広報に加えて、助成
金、教育訓練給付制度など各種支援策を直接事業所
へ周知するとともに、ハローワークシステム・求人
者マイページを活用して周知する。＊情報掲示先
URL添付
・事業主団体等と連携して、助成金制度を含め、人
材育成に関する各種支援制度の周知・広報に取り組
む。

＜対応方針＞
・介護施設の訓練前や応募前見学（オンライ
ンを含む）の実施内容を充実させる。
・職場実習を含むデュアル型の訓練を実施で
きるようR7年度訓練計画へ反映させる。
・介護分野のイメージアップに関して、関係
機関と連携して施策等の周知を充実させる
（介護人材確保事業と職業訓練事業が連携し
て、秋田県認証を受けた介護サービス事業所
の７１事業所からロールモデルとなる事例を
収集する）
・(再掲～(a)より）介護分野を希望する高齢
者を介護職員初任者研修受講へ誘導できるよ
う、ハローワークの生涯現役相談窓口やシル
バー人材センターから受講者の誘導ができる
よう協力いたただくなど、連携して受講促進
に取り組む。

＜対応方針＞
・各種課題の解決に向けて、令
和７年度職業訓練実施計画へ反
映させるとともに、計画案につ
いては、次回協議会で議論いた
だく。

＜意見等＞
・介護現場では、デジタル化・ICT化が進んでお
り、事業主から介護記録をPCで作れないと効率
が悪くなるとの声がある。PCスキル付介護職員
初任者研修などのコースに期待する。

＜計画案への反映状況＞
・IT分野について継続した課題
として盛り込んだ。
・求職者支援訓練のデジタル分
野定員増（6年度72人→120
人）
・県内にデジタル分野の訓練施
設が少ないためｅラーニングの
活用を盛り込んだ。
・働く意欲のある高齢者が年齢
にかかわりなくスキルアップで
きるよう、ハローワーク・生涯
現役支援窓口を中心として、公
益社団法人秋田県シルバー人材
センター連合会等と連携した受
講促進に取り組むことを盛り込
んだ（※１）。

＜計画案への反映状況＞
・ＳＮＳやホームページ等を活用した広報に取り組
むとともに、明確なキャリアパスの下で在職者のス
キルアップが図られるよう、教育訓練給付制度等の
労働者自ら利用する制度について、事業主を通じた
従業員への周知広報の強化にも取り組むことを盛り
込んだ（※２）。

＜計画案への反映状況＞
・介護分野のイメージアップに向けて、関係
機関と連携し、施策等の周知強化を図るとと
もに、訓練受講により就職し、職場での活躍
につながったロールモデルとなる事例を収集
することを盛り込んだ。
・左記(ａ）欄（※１）と同じ内容を盛り込ん
だ。

＜計画案への反映状況＞
・ＳＮＳやホームページ等を活
用した広報に取り組むととも
に、明確なキャリアパスの下で
在職者のスキルアップが図られ
るよう、教育訓練給付制度等の
労働者自ら利用する制度につい
て、事業主を通じた従業員への
周知広報の強化にも取り組むこ
とを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・左記(ｂ）欄（※２）と同じ内
容を盛り込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・　営業・販売・事務分野
　　　（うち「パソコン事務分野」）

・検証方針
①求職者へのアンケート調査（例：パソコン能力
や興味、受講したい訓練内容）
②事業所へのアンケート調査（例：希望する訓練
内容）
③訓練施設へのアンケート調査（例：訓練実施に
係る課題、受講者確保の工夫）
※アンケートに合わせてヒアリングも実施する。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・計画（案）の修正はしないが、今後何らかのか
たちで協議会に報告したい。詳細な方法等につい
ては今後検討したい。

・同じく、ハローワークで提供する職業相談等に
よる支援も含めてどのような対応が可能か検討し
たい（計画の運用面で工夫するとともに、その結
果は協議会へ報告する）。

5 秋田 ＜意見等＞
【在職者訓練関係】
・オンライン助成金説明会の参
加事業所のうち、何社が助成金
を申請したか（人材開発支援助
成金を活用して在職者訓練を実
施したか）のデータを教えてほ
しい。
→（対応方針等）・参加名簿を
活用して追跡確認を行い、次回
協議会で説明する（効果測定）

【在職者訓練関係】
・助成金は添付資料を整えるこ
とのハードルが非常に高いが、
不正受給を防ぐハードルは企業
の倫理観に頼ることも多く、バ
ランスが非常に難しいと思う。
その説明には、ハイブリットで
行うオンライン助成金説明会は
使い勝手が良い。
→（対応方針）・今年度中にハ
イブリット開催によるオンライ
ン助成金説明会を実施する（ハ
イブリット開催による対面場所
をハローワーク秋田とする予
定）

【教育訓練給付制度】
・今回のアンケート結果の制度
の認知度４割について、労働者
本人へ直接周知することが難し
いため、事業所経由で労働者へ
提供する方法を検討いただきた
い。
→（対応方針）・SNSやホーム
ページなどの広報に加えて、助
成金、教育訓練給付制度など各
種支援策を直接事業所へ周知す
る（ハローワークシステム・求
人者マイページの活用）

＜共有内容、意見等＞

・ハローワーク職員の専門性の
向上～訓練受講希望者等に対す
る、訓練コースに関連する職業
の理解促進や、受講修了後の効
果的な就職支援に向けた取組を
強化するため、キャリアコンサ
ルティング技能向上や、jobtag
（職業提供サイト（日本版O-
NET））活用力を高める研修を
実施することを計画に盛り込む
ことを共有するとともに、協議
会会場において、本省作成の
jobtagの解説動画（求職者用・
求人者用）を視聴してもらい共
有した。

・jobtagに関する求職者向けセ
ミナーや求人者向けセミナーを
実施しているハローワークがあ
ることを説明したところ、その
取組を拡大するよう意見があっ
た。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・資料１の職業訓練ニーズで紹
介された「求職者及び事業所の
ニーズ」について、求職者が希
望する訓練はパソコン事務系が
突出して多く、事業所が求める
訓練分野が介護・製造系とニー
ズ自体の乖離をどう埋めていく
か。難しいところではあるが、
求職者の個々のスキルアップと
いう目的も公的職業訓練の大き
な役割だと思うので、徐々に段
階的に、焦らず地域のニーズを
図る取組を続けて欲しいとの意
見があった。
　
● 応募倍率が高く、就職率が低
いIT・デジタル分野と、比較的
応募倍率は高いが就職率も高い
電気、建設分野とその違いにつ
いて分析すると、電気、建設、
基幹産業である製造業は、産業
的に行政との関係が出来ている
分野であり、IT・デジタル産業
は新しい企業が多いので、その
関係性が今ひとつ出来ていな
い、職業訓練を知らない企業も
多いのではないかとの意見が
あった。

＜意見等＞
・検証対象コース以外で、県内企業でIT・デジタル
関連、特にデザイン分野において、どの程度のレベ
ルの人材をどのぐらい求めているのか、企業ニーズ
の収集について意見があった。

●　最近はChat GPTを活用して生産性向上を図る
企業も多く、RPAについてはコースがあるようだ
が、訓練内容もDX化の変化をキャッチアップしてい
く必要もあるとの助言あり。

＜意見等＞
・訓練修了後のスキルが到達しているのか、
訓練の習得度に差が出ないよう、出口の部分
で確認することも必要との意見があった。

＜意見等＞
・構成員から特段の意見等はな
く、令和7年度山形県地域職業訓
練実施計画（案）について、本
協議会の了承を得た。

＜意見等＞
・ハローワーク訓練窓口の知識の向上について
は、しっかりと取組んでいただきたい。
　
・応募倍率が低く、就職率が高い介護分野の課題
について、構成員から以下①～③の意見があっ
た。

①　介護訓練修了者を考えると、求められている
のに応募が少ないというのは、単にPR不足、説
明不足ではないのか。労働環境や処遇のことがあ
るけれども、受講された方が希望すれば就職率が
高いのは、介護業界の方が受け入れてくれるから
で、この体系というのはどういうことなのか。
　
②　一般的には処遇や労働環境の部分が、どうし
ても就職に結びつかない原因ではないのか。

③　国として介護の環境作りを進めていくことも
重要ではないか。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞

＜選定案＞　介護分野

＜選定理由＞
令和６年度の介護訓練については、訓練見学会へ
の参加に係る積極的な働きかけや事前説明会の開
催機会の確保、訓練コース内容の周知広報に取組
み、受講勧奨の強化を図るも、就職率は高いもの
の応募者は低調（対象４コースとも定員充足率は
70％以下）であり、介護人材育成のため訓練受
講者の増加への取組みが課題となっていることか
ら介護分野を選定した。

＜対応方針＞
・ITデジタル企業へ公的職業訓
練制度の周知と合わせアンケー
ト実施（訓練制度の認知度、カ
リキュラム内容についての意
見・要望等）

＜対応方針＞
・ITデジタル企業へ公的職業訓練制度の周知と合わ
せアンケート実施（訓練制度の認知度、カリキュラ
ム内容についての意見・要望等）

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
特段意見等は無く、提案した計
画（案）により承認された。

＜意見等＞
介護分野の選定に対する意見はなかったが、人口
減少による労働力不足について県と労働局双方の
取組みが必要との発言あり。

＜計画案への反映状況＞
令和７年度計画（案）に「事業
主等に対する訓練受講による習
得することができるスキル等の
訓練効果の周知」の取組みを盛
り込んだ。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜最終的な訓練分野、検証方針＞

＜最終的な訓練分野＞　介護訓練

＜検証方針＞
令和７年度の効果検証については、全訓練修了者
に対するアンケートを実施し、関連職種以外の就
職者及び未就職者に対して「介護職に就職しな
かった（していない）理由」をWGで集約し、そ
の要因についてう検証を行うこととした。

6 山形 ＜意見等＞
・山形大学より昨年度から実施
しているリカレント教育の内容
について説明。地域の課題であ
る人口減少に加え、昨今の労働
人口の県外流出について、地方
創生への取組として各機関と連
携した「総合型地域連携プラッ
トホーム」を設置。地域人材育
成及ニーズと山形大学の教育資
源を活用した「地域リカレント
教育」について構成員間で共有
を図った。

・山形キャリア形成・リスキリ
ングセンターより、ハローワー
ク利用者（離職者・在職者）向
け支援の他、企業・教育機関へ
の支援について説明。また、事
業主団体に対し、セルフ・キャ
リアドッグの内容及び導入効果
とセンターの支援について説明
を行い、情報共有を図った。
　
・〔学識経験者より〕
リカレント教育は北欧諸国、
デンマーク等では、10年以上前
から推進されており、就業と就
学を同時進行して新たなスキル
の習得がなければ役職・賃金は
上がらない仕組みが既に構築さ
れている。

＜共有内容、意見等＞
●地域のニーズに沿った教育訓
練指定講座の拡大について、令
和7年4月1日付けで専門実践が
３講座（情報関係１、医療２）
と特定一般13講座（輸送・機
械運転）が指定。引き続き、地
域ニーズに基づいた講座指定の
拡大について取組みを実施す
る。
　
●山形大学（リカレント教育プ
ラットフォーム事務局）より、
リカレント教育の取組内容と実
績の説明の際、人材不足の要因
（学生の地元（高校）出身者が
22％と低く、山形県内の就職
が少ない）の報告を受け、学生
の地元定着のための方策につい
て相互協力を図ることとする。

＜対応方針、最終的な計画への反映＞
・計画（案）の実施方針に基づく取組みをハロー
ワークの就職支援において確実に実施し課題解決
を図る。

・①のPR不足、説明不足については、求職者に
対し介護業界を知っていただく機会として、介護
職の魅力を伝える介護施設の説明会や職場見学会
を開催し、様々な働き方が出来るメリットやキャ
リアパス等を含め、周知を行うこととしている。

・②③については「未経験者歓迎求人」や「訓練
修了者歓迎求人」の確保に併せ、求人ニーズを鑑
みながらも求人条件の要件緩和の取組を進めてい
く。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
県の地域リスキリング推進事業
として、次世代経営者支援等の
取り組みが説明された。デジタ
ル推進人材の育成については、
構成員から「プログラミング等
高度なデジタル業務を担う人材
を求める企業は少ない。」「ベ
ンダーと話ができる程度の知識
を求めている。」「企業はDX化
をどう進めて良いかわからな
い」等の意見があった。
議長（大学教授）から「就職率
の改善には、企業側もDX化推進
の取組が必要」との意見があっ
た。

＜意見等＞
課題として、充足率が求職者支援訓練で上昇し委託
訓練で下降していること、分野別ではデジタルは応
募倍率が高く就職率が低い、介護・福祉は応募倍率
が低く就職率が高い状況にあること等について、マ
トリクス図等により説明し理解を求めた。

＜意見等＞
民間職業紹介事業者から「実務経験の無い者
がデジタル分野へ就職することは難しい。事
務職求人でデジタル業務も担えるとして応募
するなら可能性はある」、リカレント教育を
実施している大学から「求人企業は採用基準
をより明確にしてミスマッチを避けるべき」
との意見があった。

＜意見等＞
引き続き、公的職業訓練のデジ
タル分野の重点化を図り、これ
までの実施状況や効果検証結果
を踏まえ令和７年度の実施計画
を策定することについて説明
し、対象者別の訓練計画素案も
含め了承を得た。

＜意見等＞
福島県としての特徴や課題を重点的に取り組むこ
とや、地域ニーズに沿った内容を盛り込むべきで
はないか。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
生産年齢人口の減少に伴い多くの分野において人
材不足は顕著な状況であり、特に介護・福祉の分
野は慢性的な人手不足が続いている状況である。
このため、訓練希望者が少なく、訓練コースを設
定しても中止になる介護分野を選定した。

＜対応方針＞
デジタル分野の訓練定員数を前
年より増やす方向で検討してい
るが、企業側のDX化推進に向け
た課題への対応については、機
構福島支部の生産性向上人材育
成支援センターを含め関係省庁
のリスキリング関連の主な施策
について、事業主団体を通じて
周知強化に取り組む方針。

＜対応方針＞
実施状況の課題を踏まえ、委託訓練の充足率引き上
げに向けた開催時期の柔軟化や受講選考期間の短
縮、キャリアコンサルティングの実施、訓練修了者
の就職率引き上げに向けた企業への訓練修得スキル
の周知等、分野別の応募倍率及び就職率の引き上げ
に向けたハローワークにおける職員の知識向上、訓
練修了者歓迎求人の確保等について取り組む方針。

＜対応方針＞
意見を踏まえ、デジタル分野への就職率向上
のため、ハローワークにおける適切な受講
あっせんを目指し、訓練窓口職員の知識向
上、訓練施設の説明会や見学会への参加勧
奨、採用条件を明確にした訓練修了者歓迎求
人の確保に取り組むこととし、企業に対し、
訓練カリキュラムや取得できるスキルや技能
を広く周知する取り組みを強化する方針。

＜対応方針＞
特段意見等は無かったため、策
定方針に沿って実施計画を策定
する。

＜意見等＞
介護分野の選定したことに対する意見は無かった
が、介護業界からのニーズや調査を深く行って欲
しいとの意見があった。

＜計画案への反映状況＞
デジタル分野の訓練定員数にお
いては、委託訓練でIT分野を令
和６年度より３コース、４８人
増加し、求職者支援訓練では、
介護分野で50人増加した。
また、産業界や地域のニーズに
合わせた在職者の生産性向上に
向けた取組とし、福島県及び機
構の定員数を増加させた。

＜計画案への反映状況＞
就職率が高く、充足率が低い「介護・医療・福祉分
野」の応募がしやすい募集日程、応募日程の調整や
受講勧奨の強化と、応募率が高く就職率の低い「IT
分野を令和６年度・デジタル分野」の十分な就職支
援であるかを検討し、強化を図ることを盛り込ん
だ。

＜計画案への反映状況＞
求人ニーズに即した訓練内容かを把握し、訓
練修了者が活躍できる求人の職種や分野への
理解が得られるよう、ハローワークと連携し
た就職支援を強化することを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
求人企業に対する広報として、
県、労働局、機構による広報力
の活用や、ハローワーク窓口に
おけるSNSなどを活用した周
知・広報を求人者のニーズの把
握に努め、職業能力開発の機会
を提供するとした。

＜計画案への反映状況＞
令和７年度地域職業訓練実施計
画の策定方針に基づき策定し
た。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
介護分野を対象とし、訓練修了者及びハローワー
ク求職者を対象にアンケートを行うことや、県内
の介護・福祉関係の企業（施設）へのアンケー
ト、訓練実施機関にアンケート及び聞き取りを実
施することについて検討することとした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
協議会で検討した課題に対する内容を次年度の計
画に盛り込まれており、具体的な説明を行った上
で了承され、計画案自体の修正されず了承され
た。

7 福島 ＜意見等＞
大学から、県の地方創生推進交
付金を利用したデジタル分野の
リカレント教育（オンライン）
の実施状況について報告があっ
た。修了率向上と就業率の課題
があり、それに対する様々な対
策を行っている内容を共有し
た。

効果検証の結果、求人企業は公
的職業訓練で習得できるスキル
や技能等について十分理解して
いないことがわかり、求人企業
も含め広く一般の方々を対象に
した情報発信として、体験型の
周知広報イベント「ハロート
レーニングフェスinふくしま」
を２月に開催することとした。

＜共有内容、意見等＞
・公的職業訓練の周知広報を目
的として、「ハロートレーニン
グフェスinふくしま」と「ハ
ロートレーニングパネル展」を
開催し、職業訓練の体験や実際
行っている訓練の様子等を見る
ことができたこと、ハローワー
クに来所する方以外の方にも多
く来場され、公的職業訓練に興
味を持ってもらうえたことにつ
いて高評価であった。
・また、学びたい時に学べ、い
つでもスキルアップ出来る環境
をどのように定着させるか課題
であり、取組を社会全体で話し
合う必要がある、との意見が
あった。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・構成員からはデジタル人材に
ついて、不足を認識しているも
のの、就職ができないという点
について、出口の部分でも何か
しらの戦略が必要ではないかと
の意見があった。

＜意見等＞
・構成員からは、医療機関によっては医療事務の応
募者が少なく、茨城県に限らず全国的に医療事務の
講座に申し込む者が少なくなってるという現状があ
るが、職業訓練受講者からの応募は増えていると感
じているため、受講者確保に努めてほしいとの意見
があった。
・構成員からは、離職者訓練でOAやwebを受講し
た者について、企業側がどのレベル感で採用したい
のか等、ニーズの把握が重要との意見があった。

＜意見等＞
・構成員からは、ビジネスマナーやコミュニ
ケーション能力などの社会人スキルの講習に
ついては、訓練終盤で実施することで、就職
する上での心構えができるのではないかとい
う意見があった。

＜意見等＞
・新規学卒者訓練である2年コー
スのデジタル系コースについて
は、例年応募倍率が2倍以上と
なっている。デジタル人材不足
のニーズに応えるため、茨城県
では2年後の令和8年度4月に短
期大学校を大学校とし、定員も
120名から320名に増やす予定
との説明があった。

＜意見等＞
引き続き、受講者の確保、訓練
修了者歓迎求人の確保、適正規
模でのコース設定の促進、効果
的な周知広報、デジタル分野の
重点化等を図り、令和6年度まで
の実施状況を踏まえた適正規模
で令和７年度の実施計画を策定
することについて説明し、了承
を得た。

＜意見等＞
公的職業訓練の周知・広報についての意見
・県内にはたくさんの訓練実施施設があるが、ど
れだけの人が認知しているか、ハローワーク利用
者だけでなく、多くの人に認知されるようなPR
が必要。

就職率についての意見
・デジタル分野において訓練受講修了者を採用し
ていただくために、未経験者を採用して頂いてか
らの支援策として、在職者訓練や生産性向上支援
訓練等の案内を積極的に行うことも就職率の向上
につながるのではないか。

地域のニーズについて
・企業が求めているデジタル人材とは、「プログ
ラマー」なのか「システムエンジニア」なのかを
把握することが必要である。IT企業に限らず、例
えば販売職や介護職であってもITの知識は必要で
あるから、どういったニーズがあるのか検証が必
要。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
選定案：デジタル分野（IT系）
選定理由：DXの進展など産業構造の変化が加速
する中、デジタル人材の育成･確保が喫緊の課題
となっていることから、令和5年度にデジタル分
野の効果検証を実施し、就職支援の強化等を図っ
たものの、デジタル人材の都市圏への偏在等の課
題は未だ顕在化し、これらへの対応のためには引
き続き、デジタル人事の育成･確保に努める必要
がある。
・令和7年度は、応募倍率が高く、就職率が低い
分野であるデジタル分野の中で、主にプログラミ
ング系の訓練コースを対象とし、訓練カリキュラ
ムが企業側の人材ニーズに即した内容になってい
るかについて検証を行うため、カリキュラム内容
についての意見を伺う質問項目をワーキンググ
ループで検討、ヒアリングを実施することによ
り、就職に効果的な訓練カリキュラム等の改善策
を検討する。
・これに加え、県内IT企業等に対してアンケート
調査を実施して企業が求める人材ニーズを把握
し、多角的な検証を行う。

＜対応方針＞
・デジタル分野の求人について
は、経験者を求めることが多い
ことから、求人者に対して要件
緩和を積極的に提案し、未経験
者が応募可能な求人確保に取り
組む方針。

＜対応方針＞
・医療事務分野については、委託訓練で2コース実
施のみで求職者支援訓練については令和5年度、6年
度と実施できていないことから、労働局と機構が連
携して訓練実施機関の開拓に取り組む方針。
・企業におけるデジタル分野の質・量についての
ニーズの把握に努める方針。

＜対応方針＞
・コミュニケーション能力やビジネスマナー
は業種・職種問わず重視されているため、座
学に加えて事例検討のグループ演習等をカリ
キュラムに盛り込むこと、ビジネスマナー講
習実施のタイミング等の提案・推奨に努める
方針。

＜対応方針＞ ＜意見等＞
･県内IT企業に対してアンケート調査を行うとの
ことだが、IT企業はどこまで含めるのか。
→IT企業だけではなく、ハローワークにプログラ
ミング系の求人を出している企業へのアンケート
を予定している。

＜計画案への反映状況＞
・デジタル分野の求人について
は、就職機会の拡大のため、求
人者に対する要件緩和の提案を
明記。また、eラーニングコース
受講者に対して、担当者制によ
る丁寧な就職支援により就職率
向上を図ることを明記。

＜計画案への反映状況＞
・医療事務分野については、機構と労働局が連携
し、求職者支援訓練実施機関の開拓を行い、eラー
ニングも含めた適正規模でのコース設定を促進する
ことを明記。
・企業におけるデジタル分野のニーズの把握につい
ては、令和7年度のワーキンググループにおいて、
県内IT企業等に対してアンケート調査を実施予定。

＜計画案への反映状況＞
・職業訓練の効果的な実施のための取組とし
て、訓練実施機関に対しては、コミュニケー
ション能力･ビジネスマナー等の向上･育成に
向けたグループ演習の実施や、適切な実施タ
イミング等について提案・推奨することを明
記。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
特段の意見は無かったため了承
された策定方針に基づき、次年
度計画を策定した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
･検証分野、方針については、事務局の提案内容
で了承を得た。

8 茨城 ＜共有内容、意見等＞

〈対応方針、最終的な計画への反映状況〉
・対応方針、計画（案）については、提案内容で
了承を得た。

・周知広報に当たっては、訓練説明会の積極的な
開催のほか、HWを利用していない層に対する
SNS等を利用した情報発信等に引き続き積極的
に取り組む方針。
･企業が求めているデジタル人材ニーズについて
は、令和7年度WGでアンケート調査を実施する
予定。
・事業主等に対し、在職者訓練等の受講による従
業員のスキル向上及び生産性向上等の訓練効果を
広く周知し、在職者訓練等の受講促進を図る方
針。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・高校新卒が採用できない、採
用ができても離職が多く、人手
不足の一因になっている。社会
福祉業界は希望する人がいな
い、との意見があった。
・高校生が減少、新卒で専門学
校の募集定員に達せず、社会人
の学び直しも意識する必要があ
るが、経済的な面や家庭との両
立が課題との意見があった。
・製造業では職業訓練を知らな
い企業もあるため、訓練修了生
の採用を考えている企業は少な
いとの意見があった。

＜意見等＞
・求職者支援訓練の基礎コースの就職率が上がった
理由及び、IT分野の応募倍率が減っている理由につ
いて質問があった。

＜意見等＞
・令和6年度については、デジタル分野を検
証、職業訓練は技術的な訓練と思っていた
が、社会人基礎力を身につけるカリキュラム
の充実など働くことに対するサポートの状況
について質問があった。

＜意見等＞
・IT、Webの求人がない。企業
は実務スキルや経験を重視して
いる。3～6か月の訓練では企業
の求めるスキルに達しない。就
職が難しいことは承知している
が、力を入れて改善して欲しい
との意見があった。

＜意見等＞
・デジタル分野について、訓練を受講しても就職
が首都圏に流れてしまうのは残念。県内企業で定
着化するような取組を訓練につなげて欲しい。

・介護・医療・福祉分野について、マイナスイ
メージを払拭するのは難しい。何か検討している
ことがあればアピールしてはどうか。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・介護分野

（選定理由）
・応募倍率が低く中止になってしまうコースもあ
る。人材確保のために改善の余地がある。
・人手不足が深刻な業界。訓練受講をきっかけに
介護業界を知ってもらい、就職につなげたい。

＜対応方針＞
・職業訓練を知らない企業に対
して、受講修了前からハロー
ワークによる職業訓練の内容等
周知や「職業訓練修了者歓迎求
人」の求人票の提出勧奨を引き
続き実施することを説明した。
・高卒者の応募がない、定着率
が良くないとの意見に対し、企
業情報の充実と求人開拓に注力
しミスマッチを少なくすること
を説明した。

＜対応方針＞
・求職者支援訓練の就職率向上については、基礎
コースは職業経験が少ないような方を対象とした訓
練であり、非正規雇用での就職が見られることを説
明した。
・IT分野の応募者減少については、IT分野の求人が
少なく、訓練修了後の就職が難しいと求職者が判断
した。県外の就職先も視野にいれつつ、企業に対し
職業訓練の周知及び求人開拓を実施する。

＜対応方針＞
・3～6か月の訓練期間中に数日程度の実施。
コミュニケーション能力向上のため、グルー
プワークなどを取り入れている旨説明した。

＜対応方針＞
・令和７年度の実施計画の策定
の際には意見を参考に訓練のカ
リキュラムの組み立てを行うこ
とを説明した。

＜意見等＞
・賃金が低く就職に結びつかないところを、ワー
キンググループの検証に含めたらどうか。
・早期離職の改善、介護業界を希望する者が増
え、定着していくようになれば非常に良い。
・介護業界では外国人労働者が増えている。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・介護分野

・訓練修了者、修了者を採用した企業、訓練実施
機関へのアンケート、聞き取りを実施

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・介護・医療・福祉分野について、訓練前の見学
会、職場体験を通じて、業界の魅力をアピールし
ていく。

9 栃木 ＜意見等＞
・職業訓練の内容など職務経歴
書に落とし込んだり、カリキュ
ラムを添付して、学んだ知識・
技術をアピールすることも重
要。キャリアコンサルティング
就職支援等のカリキュラムの中
で、前向きに取り組めるものを
働きかけていくのはいかがか、
との提案もあり。訓練期間中に
３回以上のキャリコンを実施、
ジョブカードを活用し企業から
の能力評価を就職活動に活用す
ることを提案している旨説明し
た。

＜共有内容、意見等＞
特になし
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
構成員からは、地域企業のニー
ズとしては、深刻な人手不足に
よる労働力の確保、従業員一人
一人の生産性向上を課題として
あげる企業が多く、デジタル人
材の育成・確保も重要ではある
が、各業界・業種で人手不足が
深刻であり、即戦力となる人材
の確保が重要というご意見・ご
指摘あるとのこと。

＜意見等＞
就職率（求職者支援訓練）はコース別で45.4％～
72.7％とのことであるが、就職に至らなかった理由
について質問があった。

＜意見等＞
令和６年度については、WGにおいて介護分
野を検証。外国人技能実習生、就労可能ビザ
（日本人の配偶者）の方が在職中。人材不足
のため今後２～３割が外国籍の方となる可能
性もある

＜意見等＞
構成員から特段の意見等もな
く、令和７年度訓練実施計画策
定に向けた方針（案）について
協議会の了承を得た。

＜意見等＞
構成員から特段の意見等もなく、令和７年度群馬
県地域職業訓練実施計画（案）について協議会の
了承を得た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・群馬県において、「事務分野」の訓練受講者
数、コース数及び訓練実施機関は最も多く、訓練
修了者の就職先も幅広い産業となっていること。
・「事務職」を希望する求職者は多く、求人倍率
は低い傾向にあること。
・「事務分野」の職業訓練では、パソコンや簿記
のコース等により仕事に活かせる資格取得を目指
しているところであるが、地域の人材育成をより
効果的に実施するためには、企業ニーズに即した
人材の確保・育成とする必要があること。

＜対応方針＞
介護、建設、運輸分野の人材育
成・確保を基本方針の一つに掲
げて取り組むと共に、デジタル
技術を活用し、職場・現場の業
務効率化につながる訓練メ
ニューを拡充するなど、従業員
一人一人の生産性向上が図られ
るよう推進していく。

＜対応方針＞
就職率に課題があるデジタル分野では、採用に当
たって実務経験を重視する企業側と職業訓練受講者
側との間でミスマッチが生じている。このため、ハ
ローワークでは、訓練修了者歓迎求人の確保に努
め、求人内容の充実を図るなど求人部門との連携に
よるマッチングの促進を図る。

＜対応方針＞
委託訓練による外国人（定住外国人）向けの
介護分野訓練を、地域ニーズにより検討。設
定に当たっては訓練生の日本語能力に配慮が
必要。

＜対応方針＞
介護は６年度に引き続き、適正
な定員とし、時期と地域の重複
を避けるなど調整を図る。ま
た、引き続きデジタル分野への
重点化を進め、訓練コースの設
定促進を図る方針

＜意見等＞
特になし。

＜計画案への反映状況＞
前年度にデジタル分野、介護分
野について定員を見直してい
る。
訓練全体に占める割合はデジタ
ル分野30％、介護分野23％と
なっており、本年度は現状維持
とする。

＜計画案への反映状況＞
計画への具体的な反映はなし。
上記により対応していく。

＜計画案への反映状況＞
介護分野で定住外国人向け訓練コースを県公
共職業訓練にて引き続き検討となる。

＜計画案への反映状況＞
基礎コースの無い地域もあり、
支援機構で訓練校の開拓を進め
ていく、本年度は計画書に具内
的な反映はなし。

＜計画案への反映状況＞
 計画書案実施方針に、・求職者
にとって応募・受講しやすい募
集・訓練日程となっているか
（同時期・同一地域において同
じ分野のコース設定を避けるこ
と）を検討の上で実施する。
 ・デジタル分野のコース割合を
維持しつつ、デジタル以外の分
野においても基礎的ＩＴリテラ
シー要素を加味した訓練コース
の設定、受講勧奨を行う。を明
記。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「事務分野」

10 群馬 ＜意見等＞
　生活困窮者で就労支援が必要
な方の多くは、就労以前の基礎
能力が足りておらず、求職者支
援訓練の基礎コースを受講する
ことが有用であると考える。し
かしながら、移動及び給付の２
点において、課題があるため利
用が進まない。
　生活困窮者の相当数が自家用
車を保有しておらず、公共交通
機関を利用する必要があるが、
本県は公共交通網が脆弱である
ため、通うことが困難である。
（手当で解決できるものではな
い）
また、月額１０万円の給付額は
単身世帯の被保護者が受給する
金額と近く、この給付のみでは
生活が困難となる。
　ついては、基礎コースをより
多くの地域で実施いただくこと
と、また、給付額の増額があれ
ば、生活困窮者の利用が進むと
考える。

開催地域を広げられるよう全体
のニーズ等を踏まえ、実施機関
の開拓等に努め、自治体とハ
ローワークの両機関が一体と
なった就労支援を推進してい
く。

＜共有内容、意見等＞
特になし。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
特になし
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・人手不足分野
　応募倍率が低く、就職率が高
い分野がある。

＜意見等＞
・求職者支援訓練で「デザイン分野のところには
Webデザイナーが含まれている」事と「就職率があ
まり高くない」と説明いただいたが、最近フリーラ
ンスが増えている話を聞くが、訓練修了後、そのま
まフリーランスに移行するケースはあるのか？
・介護、医療、福祉分野で応募倍率が伸びていな
い。特に介護だと思うが、介護の方も待遇や給料面
もだいぶ良くなってきて、一部の医療職よりも給料
が高い状況も出てきているが、そのようなアピール
方法も工夫した方がよろしいのではないか？

＜意見等＞
・ＷＧから改善促進（案）について丁寧に記
載されているが、この改善策を「いつ実施し
た」「実施予定」など、分析結果をどのよう
に改善したのかを次回でも良いので改善結果
などを示して欲しい。

＜意見等＞
・特になし

＜意見等＞
・定住外国人の職業訓練について、今後の展望も
含めてどのような考えでいるのか？

・職業訓練修了後の歓迎求人を増やしていくと言
う話があったが、実際にはどの様な周知や募集の
仕方が行われているのか？

・資料にて令和6年度の取組について発表された
が、既に実施中なのか、これから実施予定なの
か？
・デジタル分野の適切な受講あっせん等に向け、
訓練窓口職員の知識向上、訓練実施施設見学会な
どの効果についてどの様なものがあったか？

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞

【選定分野】製造業
【選定理由】
・求人数が求職者数を上回っている分野であるこ
と。
・職業訓練の科目として長く実施されており、訓
練実施には一定規模以上の施設や設備などが必要
となり、職業訓練以外の方法での技術習得が難し
いこと。
・コース毎に定員充足率や就職率が異なり、それ
それ改善方法が見いだせる可能性があること。

＜対応方針＞
・委託訓練について、募集期間
を延長。引き続き分野等を配慮
して毎月開講すると共にＳＮＳ
等により広報を実施。

・ポリテクセンター埼玉にて、
「溶接クラフト科」の募集期間
に「Ｙａｈｏｏ！」広告による
リスティング広告を実施した。
・埼玉県産業人材育成課にて、
ハロトレ説明会等での広報、委
託訓練募集前に県公式Ｘにおい
て情報発信を行った。

＜対応方針＞
・Webデザインの訓練について訓練修了後に自営で
勤務される修了生は実際おり、こちらの想定として
は、個人事業主として雇用保険の設置をするような
形で、就職していただくことを想定しているが、フ
リーランスで働いている方も増えてきている現状で
ある。
・アピールの方法については、取り入れられるもの
から随時実施していきたい。
・Ｙａｈｏｏ！広告やＳＮＳ（Ｘ）による広報

＜対応方針＞
・頂戴した意見を、今後検討させていただ
き、次回以降示せるようにする予定。

・第1回の協議会にて構成員からの意見を第2
回の協議会において資料「令和6年度計画に
おける各機関の具体的な取組状況」を基に説
明を行った。

＜対応方針＞ ＜意見等＞
「是非、製造業にするべき」との意見があった。

＜計画案への反映状況＞
「訓練修了者関係求人の確保」
を令和7年度実施計画に記載

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
「訓練修了者関係求人の確保」を令和7年度
実施計画に記載

＜計画案への反映状況＞
地域リスキリング推進事業につ
いて、令和7年度は、「県内中小
企業のためのデジタル人材育成
事業」を実施予定とした。

＜計画案への反映状況＞ ＜最終的な訓練分野、検証方針＞
【製造業】
訓練実施施設、訓練修了者、訓練修了者を採用し
た企業にそれぞれヒヤリングやアンケート調査を
行い検証する。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・定住外国人の職業訓練講座については、埼玉県
の委託訓練で既に実施してから４年、５年経過し
ている。パンフレット等にも「ひらがな」をふっ
たりし、就職支援の際に必要に応じ外国語に対応
する事も実施している。ただ現状は定員に満たし
ていないケースが多く、今後は、ハローワークの
外国人相談窓口や各関連部署等とも連携を図りな
がら広報、周知を徹底していく。
ただし、現状、外国籍の方への職業訓練について
は、日本語が話せて就職を希望している定住外国
人の受講が中心となっている。

・ハローワークにおいて求人を受ける際に、「職
業訓練を受講した者に対しては面接を実施する」
様な文言を求人票に掲載し、求職者がハローワー
クインターネットサービスにて求人検索する際
に、「訓練修了」とキーワードを入力することに
より「訓練修了者歓迎求人」が表示されるような
取組を既に行っている。現状は「介護職」が中心
であるが、訓練修了者の就職の機会拡大に繋がる
ため訓練担当と求人担当が連携を図り、「訓練修
了者歓迎求人」の増大に向け取り組んでいくこと
とする。

・資料では、第1回の協議会にて、ご指摘のあっ
た課題をついて、現在実施中のものについて掲載
している。
・職業訓練窓口職員の知識向上のため、職業訓練
窓口にて使用する専門用語等を整理できるような
研修資料を作成中である。
・訓練実施施設による事前説明会・見学会の機会
を通じ、訓練の実施施設に見学会を機に質問を直
接投げかけることで、疑問がよりクリアになり、
訓練窓口相談で求職者に対して的確な情報提供が
出来て、適切な受講あっせん繋がることを目的に
実施している。

11 埼玉 ＜意見等＞
・総務省が創設した地域リ・ス
キリング推進事業について埼玉
県より、中小企業の在職者を対
象とした技能実習を実施し、県
内企業の人材育成支援を強化す
る取組として、「県内中小企業
の為のデジタル人材育成企業事
業」「県内中小企業在職者の機
能向上支援事業」「企業人材リ
スキリング・求人支援センター
事業」についての取組状況等の
発表があり構成員との間で共有
した。

＜共有内容、意見等＞
特になし
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・構成員から、中小企業におい
ては、プログラミングのレベル
ではなく、Word・Excel・
PowerPoint を使用した業務効
率化等の方がニーズがあるとの
意見があった。
また、外部のベンダー（システ
ムやネットワーク）と打ち合わ
せをする際に、社内との橋渡し
となって対応出来る人材は求め
られているとの意見があった。

＜意見等＞
・構成員から、介護業界は様々な業態があり、職
種・働き方も様々であるとの説明があった。

＜意見等＞
・効果的な検証を行うため継続実施すること
が重要であり、3年程度は同分野で検証を行
う方がいいとの意見が令和5年度協議会にて
あったため、令和6年度も「介護分野」と
「デジタル分野」をＷＧにて検証。
・デジタル分野の求人は、業務を行えるスキ
ルがあるかを重視されているため、業務と結
びつけながら知識習得できるカリキュラムの
検討が必要との報告があった。
・介護分野について、知識面での修了生に対
する評価は高いため、他者との関わりの中で
学ぶカリキュラム、実技訓練の充実が必要と
の報告があった。

＜意見等＞
・デジタル分野と人手不足分野
（特に介護分野）について、全
国的な分析と類似傾向であるこ
とから、同様の方針をもって令
和7年度方針を検討することと
なった。

＜意見等＞
・計画を「実施」する上での課題も考えることが
必要と指摘があった。訓練を必要とする人にどう
情報を届けるかという広報・周知を考える必要
性、及び介護職自体の魅力を伝える取組の必要性
について指摘があった。
・技能検定を例に、スキルを有することの可視
化、及び技能の習得度を確かめる方法としての有
効性について意見があった。
・在職者訓練について、経営課題の解決といかに
つながる内容かが重要との指摘があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・2分野（デジタル、介護）
・効果的な検証を行うために継続実施することが
重要であり、３年程度は同じ分野で検証を行った
ほうがよいとの指摘を以前の協議会で頂いたこと
を踏まえ、令和５年度・６年度と同分野を対象と
する。

＜対応方針＞
・事業所規模により必要スキル
は異なるため、基礎的なＰＣス
キルの訓練も一定確保する方針.
・企業が抱える人材育成の課題
について、生産性向上育成支援
センターが行う相談支援を活用
出来るよう、周知強化に取り組
む方針。

＜対応方針＞
・ＷＧでも同意見がみられ、希望条件や優先順位を
整理して適切な就職先が選択出来るよう、キャリア
コンサルティングを重視した就職支援を検討する方
針。

＜対応方針＞
・報告内容を受けて、令和7年度に開始する
訓練から、カリキュラムへ反映する方針。

＜対応方針＞
・デジタル分野は、求職者向け
説明会の確保を図りつつ、相談
担当者の知識向上のためＨＷ職
員向け説明会の実施を図る方
針。
・介護分野は、介護職の魅力を
発信する取組を図る方針。

＜意見等＞
・特段なし。

＜計画案への反映状況＞
・令和６年度に引き続き、PC技
能習得を目的とする事務系コー
スも一定数設定する。

＜計画案への反映状況＞
・介護分野について、「職場見学、職場体験、職場
実習のいずれかをカリキュラムに組み込む」との表
記を実施方針欄に盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・介護分野について、「職場見学、職場体
験、職場実習のいずれかをカリキュラムに組
み込むことや、グループワーク等コミュニ
ケーション能力の向上を目的としたカリキュ
ラムの導入を促進する」との表記を実施方針
欄に盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・経営者の理解が重要との意見
を踏まえ、千葉県の地域リスキ
リング推進事業において、以下
を幅広く取り組むことを盛り込
んだ。

(1)経営者の意識改革・理解促進
(2)リスキリングの推進サポート
(3)従業員の理解促進・リスキリ
ング支援

＜計画案への反映状況＞
・デジタル分野は、支援を行う
ハローワークの訓練窓口職員の
知識の向上や、訓練実施施設に
よる事前説明会や見学会に参加
できる機会の確保を図ること
を、実施方針欄に盛り込んだ。
・介護分野は、求職者の介護分
野等の仕事や訓練に関する理解
促進のため、訓練見学会等への
参加を積極的に働きかけること
を、実施方針欄に盛り込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・２分野（デジタル分野・介護分野）
・検証方針として、ヒヤリングに際しては、各分
野の課題をふまえ、介護分野は受講者の受講動
機、デジタル分野は採用企業の採用理由に重きを
おいて実施する。
・ＩＴ分野における採用企業のニーズを把握出来
ないことが課題だったため、千葉県情報サービス
産業協会へ依頼し、会員向けアンケートを令和7
年2月中で実施。結果を和７年度第1回協議会に
おいて報告予定。

12 千葉 ＜意見等＞
・放送大学が実施しているリカ
レント教育の内容を構成員間で
共有。eラーニング等による訓練
の状況・課題が説明された。ま
た、千葉商科大学が実施してい
るリカレント教育の内容を構成
員間で共有。在職者が主体的に
学ぶに当たっての課題について
説明をされた。構成員からは、
以下の課題が提起された。
①分野によるが、eラーニングだ
けでは実習等が必要な分野の訓
練は難しい。
②平日夜間や土日の開講でない
と通学は難しいが、訓練機関と
してはマンパワーを割けない。
・千葉県から令和6年度地域リス
キリング推進事業について、中
小企業人事担当者向けのＤＸ導
入推進講座等、中小企業向けの
支援事業の説明がされた。
・構成員から、企業のリスキリ
ングで成果を感じている企業の
うち80%は処遇改善・インセン
ティブ等が伴っている旨の説明
があり、経営者の理解がリスキ
リングでは重要であるとの意見
があった。

＜共有内容、意見等＞
・特段なし

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・計画案自体は修正されずに了承された。実施面
の課題に係る意見について留意しながら実施して
いく方針。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・製造業、非製造業を問わず人
手不足であり、最近では人手不
足倒産という報告もある。特に
ものづくり現場の技能職不足が
深刻である。
・カスハラに関する相談が増加
している。介護現場からの相談
も多い傾向。
・人材紹介会社では求職者の確
保が一番の課題。
・専門学校はこれまで高卒新卒
で行くというイメージが強かっ
たが、離転職、リスキリングで
の活用を拡げつつある。
・介護業界では急速にＩＴ化が
進んでおり、シニアの方などが
就労する上で、ついていけない
との声も上がっている。カリ
キュラムの中にＤＸ、ＩＴを
しっかり入れていかないと、遅
れた産業となることを懸念して
いる。
・技能の分野では熟練技能者の
高齢化や若者のものづくり離れ
が大きな課題。

＜意見等＞
特になし

＜意見等＞
・介護分野は外国人が増加しているという話
を聞くが、チームワークの問題などの話は出
ていたのかとの質問があった。
⇒チームワークの問題については確認できて
いないが、外国人の受講生がいる実施機関は
あった。日本語の問題があるため、ルビ付き
の教科書で対応すると聞いている。
回答に対する意見は特になし。

＜意見等＞
特になし

＜意見等＞
・前回の協議会で、ものづくり分野（技能職）に
おいて人手不足、人材不足が深刻である旨発言し
たが、令和７年度の計画に反映されており感謝す
る。計画に沿った形で着実に実施していただきた
い。
・求職者が自身の希望に添った適切な訓練コース
を選択できるよう、支援を行うハローワークの訓
練窓口職員の知識向上のため、訓練実施施設によ
る事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を
図ることは大変重要なことだと思うので、今年度
より一層機会を高めるといった表現に変更しては
いかがかとの指摘があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
東京都は観光振興に注力しており、訪日外国人が
増加する中で、旅行観光関連は一定の求人ニーズ
がある。
一方で旅行観光分野における職業訓練は、他分野
と比較して就職率が低調である。
求人ニーズと就職率の乖離として、訓練修了時の
習得知識技能と業界が求めている能力が離反して
いるのか、或いはそれ以外の理由で就職に結び就
いていないのかを検証し、効果的な職業訓練カリ
キュラム等による旅行観光分野の人材育成、人材
供給に資するため「旅行観光分野」を提案した。

＜対応方針＞
検討中

＜対応方針＞ ＜対応方針＞ ＜対応方針＞ ＜意見等＞
特になし

＜計画案への反映状況＞
特に製造業（ものづくり等の分
野）での人材確保が困難な状況
にあることを明記した。
また、ＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）の加速に対
応するための人材も不足してい
るなか、ＤＸ導入に費用がかか
ることや、企業内育成が困難な
企業も多く、デジタル推進人材
の確保・育成も喫緊の課題であ
ることを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜最終的な訓練分野、検証方針＞
最終的な訓練分野【旅行観光分野】

検証方針
訓練実施機関、訓練修了生、就職先企業にヒアリ
ングを実施し、
・既存のカリキュラムに加え、現在の観光業界で
求められている資格、知識、技能の聞き取り、
・幅広い職種（旅行会社、観光協会、インバウン
ドガイド、ホテル・旅館、飲食店、商業施設）等
へ就職する為に必要な取組の検証、改善策の探索
を行い、
受講者数の増加・就職率の向上を目指す方針と
なった。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
ご意見を踏まえ、「訓練実施施設による事前説明
会や見学会に参加できる機会の確保を図る。」か
ら「訓練実施施設による事前説明会や見学会に参
加できる機会の拡充を図る。」へ変更することで
了承された。

13 東京 ＜意見等＞
・学校法人日本女子大学より当
大学で行っている３コースのリ
カレント教育に関する概要説明
が報告された。

① 再就職のためのキャリアアッ
プコース
② 働く女性のためのライフロン
グコース
③ 次世代リーダーを目指す女性
のためのＤＸ人材育成コース
① は日中又はオンライン②、③
は平日夜間又は土日又はオンラ
インで実施している。
在職者向けの②、③が増加傾向
にある。

・東京都より令和６年度のリス
キリング事業が報告された。

①ＤＸ人材リスキリング支援事
業
企業の経営課題を踏まえ、従業
員のリスキリング計画の策定か
らＤＸ講習まで一体的に実施
し、社内ＤＸ人材の育成を支
援。
②団体連携型ＤＸ人材育成推進
事業
支援ノウハウのある団体と連携
し、業界や企業の実情を踏まえ
たＤＸ人材育成セミナーの開催
を支援し、中小企業の人材育成
を推進。

＜共有内容、意見等＞
・求職者支援訓練において、す
べての分野においてそれぞれの
訓練分野の特性を踏まえた「デ
ジタルリテラシー」を含むカリ
キュラムを設定することを共有
した。
・職業訓練の周知と受講生の確
保を目的として公共職業訓練
（施設内・委託）の大規模イベ
ントを実施した。
これに対し、インターネットが
非常に普及しており、情報提供
だけであればネット経由でも十
分であるが、実際に会ってその
場に来てもらい話をする効果は
非常に大きいとの意見をいただ
いた。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・「ＩＴ・通信」という分野
は、他の職種と比べて求人倍率
が高い傾向で、企業からのニー
ズは非常に高い状況。
・一方、ＩＴエンジニアの転職
希望者数は、若干減少傾向。そ
の動向としては、業務系アプリ
ケーションエンジニアが若干減
少し、Ｗｅｂサービス系エンジ
ニアが増加している。
・実際の転職先について見られ
る特徴は、業務系アプリケー
ションエンジニアや社内ＳＥか
ら営業事務・一般事務へのキャ
リアチェンジが多く見られる。
コロナ禍の影響で、リモート・
フレックスといった自由な働き
方を求める求職者が多くなって
いる。

＜意見等＞
　なし

＜意見等＞
・令和６年度については、デジタル分野を検
証。
・訓練受講希望者、ハローワーク職員、いず
れも対象としたデジタル関係のガイドブック
を作ると効果的なのではないかという意見が
あった。
・ポートフォリオの制作は、職務の実行能力
を示すものであり、実際に企業側も重視して
いるので、その点の強化は就職するうえで重
要であるとの意見があった。

＜意見等＞
・委託訓練の受講申込者数・受
講者数の減少に対して、具体的
にはどのような対策を取ってい
くのか。

＜意見等＞
　特に意見なし

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・介護分野の人手不足は依然として深刻な課題で
あり、職業訓練を通じた介護分野への人材輩出に
向けた方策を講じるため、介護分野についての実
施を提案。

＜対応方針＞
・職業訓練を希望する者に対
し、働き方を含めた職種に関す
る情報を正確に案内・伝達し、
訓練受講にあたってのミスマッ
チを防止する取組を行う。

＜対応方針＞
　なし

＜対応方針＞
・デジタル関係のガイドブック作成は検討
中。
・訓練におけるポーフォリオ制作の強化は、
各訓練実施機関に依頼する方針。

＜対応方針＞
・委託訓練は、訓練内容が類似
している求職者支援訓練と比
べ、申込締切日から受講開始日
までの期間が長いため、受講生
が求職者支援訓練に流れてい
る。そのため、その期間の短縮
に向け、神奈川県と検討を継続
していく。
・また、ハローワークの窓口に
おいても、適切な訓練の周知・
あっせんをしっかり行ってい
く。

＜意見等＞
・介護業界は、入職してみてミスマッチに気付く
人も多いが、まずはこの業界に足を踏み入れても
らうことが肝心なので、アピールの仕方も併せて
検証してほしい。
・事業所によって充足の状況に違いがあるのか、
あるのであれば、充足率の高い事業所にヒアリン
グすることによって有益な情報が得られるのでは
ないか。

＜計画案への反映状況＞
・受講希望者のニーズに沿った
適切な訓練の勧奨及び的確な就
職支援の実施のため、ハロー
ワーク訓練窓口職員の知識の向
上や事前説明会・見学会への参
加機会の確保により一層取り組
むこと、また、訓練修了者の就
職機会の拡大に資するよう、訓
練修了者歓迎求人等の確保にも
取り組むことを記載した。

＜計画案への反映状況＞
　なし

＜計画案への反映状況＞
　計画への具体的な反映はなし。

＜計画案への反映状況＞
　なし

＜計画案への反映状況＞
・申込締切日から訓練開始日ま
での期間短縮等を検討する旨を
記載した。また、雇用保険受給
者の委託訓練への的確な受講誘
導に取り組むことも記載した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・「介護分野」で決定。
・受講者の増加、さらなる就職率の向上につなが
る要因を探るため、訓練実施機関、訓練修了者、
訓練修了者採用企業にヒアリングを行う。

14 神奈川 ＜意見等＞
　なし

＜共有内容、意見等＞
・生成ＡＩが長足の進歩を遂げ
ており、働き方や必要な能力が
どんどん変わっていく中で、訓
練コースの設定、カリキュラム
の組み方など、職業訓練もそれ
に合わせていかなければならな
いということを共有した。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・現在、新潟県は全国６番目に
有効求人倍率が高く、人手不足
状況。こうした中で、公的職業
訓練の役割は離職者対策という
よりも労働者のスキルアップ・
キャリアアップを目指す点に重
要な意味を持つことになるとの
意見があった。

＜意見等＞
・Ｗｅｂデザインとかデザイン分野の求人は著しく
減っているが、デザイン分野の訓練コースは結構あ
り応募者は多い。デジタル分野で一括りにして、そ
こにＷｅｂデザインが入っており、就職はしている
がデザイン職でない就職が多く、職業訓練の講座名
称や分野の分け方をもう少し考えても良いのではな
いかとの意見かあった。

＜意見等＞
・公的職業訓練効果検証の改善促進策、具体
的な取組を企業の立場から着実に実施してい
ただきたい。人材確保に苦しむ中小企業の中
でも、求人票を出すことくらいしか、してい
ないところも少なくない。実務経験がなくと
も職業訓練の中で企業実習等により経験を積
んでいる求職者がいるということを、ハロー
ワークが企業に向けて積極的にアピールする
ことによって、企業側も採用できる人の幅が
増えていくのではないかとの意見があった。
・訓練によって習得したスキルをしっかりと
捉えて明確にしていくことが大事であると思
う。ＩＴに関わるスキルは比較的明確で分か
りやすく資格取得につながり、すごく汎用性
が高いので、ＩＴ分野だけではなく他の業界
でも使えることを説明していく必要があると
思うとの意見があった。

＜意見等＞
・次年度の計画作成にあたり、
求人ニーズのある「営業・販
売・事務分野」について分析し
検討を進めるということなの
で、ぜひお願いしたいとの意見
があった。

＜意見等＞
・求職者支援訓練について、介護系の計画数に対
して認定数がすごく少ない実態がある。その原因
を分析の上、訓練実施機関に働きかけていくべき
との意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・令和７年度の検証分野の選定を「事務分野」と
し、近年、デジタル化の進展等産業構造の変化が
急速に進み、企業から求められる職業スキルの変
化が見られる状況を踏まえ、基礎的な訓練コース
についてヒアリングを実施し、求人ニーズに即し
た訓練内容になっているか、訓練修了者の就職率
向上にどのような改善が求められているかなどの
検証を行うことを事務局案として提示した。

＜対応方針＞
・公的職業訓練の役割が離職者
の再就職支援にあるということ
を踏まえながらも、リスキリン
グによる能力向上支援という大
きな役割があることを認識し、
各種施策を進めていく方針。

＜対応方針＞
・デジタル分野の講座名称等をＷＧ構成員で検討を
進めていく方針。

＜対応方針＞
・効果検証ＷＧのヒアリング結果を基に、訓
練実施施設や求人事業主に向けたリーフレッ
ト作成し、理解を求めていく方針。

＜対応方針＞
・訓練コースの選定について県
や機構と協議し、実施地域・日
程重複の回避等について調整を
行うとともに、訓練実施施設と
ハローワークが連携した就職支
援に取り組んでいく方針。

＜意見等＞
・「事務分野にフォーカスしていただいたのは非
常にありがたい。IT化と言われるが、事務分野は
コミュニケーション能力があって様々な方とコ
ミュニケーションを図っていかないと難しいの
で、ビジネスマナー等もやっていただくことで就
職率アップにも繋がるのではないかと思う。」等
の意見があった。

＜計画案への反映状況＞
・機構新潟支部が実施する在職
者訓練の計画数をポリテクセン
ターが90人増加の851人、短大
が65人増加の1,275人とした。

＜計画案への反映状況＞
・「デジタル分野におけるコース設定」について、
引き続き重点的な設定を進めるとともに、企業ニー
ズに即したプログラムスキル等を習得するカリキュ
ラムとなるように、ワーキンググループが作成した
リーフレットを活用し、訓練実施機関への周知・啓
発を行う旨を明記した。

＜計画案への反映状況＞
・ワーキンググループでの取組を通じてデジ
タル系訓練の修了者は、デジタル系職種だけ
でなく、様々な職種で活躍していることが明
らかになったことから、デジタル系の求人事
業主だけでなく、幅広い求人事業主に対し
て、ワーキンググループが作成したリーフ
レットを活用し、訓練修了者歓迎求人の確保
に取組む旨を明記した。

＜計画案への反映状況＞
・市町村が実施する事業名、事
業概要を記載した一覧を令和７
年度に開催する地域協議会にお
いて報告する旨を明記した。

＜計画案への反映状況＞
・令和７年度の検証分野の選定
を「事務分野」とし、近年、デ
ジタル化の進展等産業構造の変
化が急速に進み、企業から求め
られる職業スキルの変化が見ら
れる状況を踏まえ、基礎的な訓
練コースについてヒアリングを
実施し、求人ニーズに即した訓
練内容になっているか、訓練修
了者の就職率向上にどのような
改善が求められているかなどの
検証を行うことを報告し承認さ
れた。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・事務局原案のとおりの対象分野、検証方法と
なった。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・県、機構新潟支部と協力しながら、過去に実績
のある訓練実施機関等への働きかけを進めていく
と回答し、計画案のとおり了承された。

15 新潟 ＜意見等＞
・新潟県から、総務省の「地域
におけるリスキリングの推進に
関する地方財政措置」に係る事
業について、「十日町市が中小
企業の人材育成を支援するため
の研修費用補助事業等が追加さ
れたこと」の説明があり、計画
の変更について委員から了承を
得るとともに情報の共有を図っ
た。

＜共有内容、意見等＞
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
県の産業政策においては、デジ
タルやバイオなどの最先端技術
を活用できる高度技術人材や、
県のものづくり産業の未来を担
うイノベーションを生み出す人
材を育成・確保するためのリス
キリング支援を通じた職業能力
開発の充実を図っているとの説
明があった。

構成員からは、全業種において
人手不足は深刻な問題となって
いるが、その中でも各企業で
は、生産性の向上が優先課題と
なっている。
社会全体においてＤＸ化が進む
中、生産性向上の取組に向けた
デジタル化・ＩｏＴ、ＡＩを駆
使できるような人材を必要とし
ている企業が多くなっていると
の意見があった。

＜意見等＞

構成員からは、以下の意見があった。
分野別の訓練実施状況の分析を見ると、応募倍率と
就職率の高低に基づく分析により、課題があると判
断される分野は令和４年度から変化がない状況であ
るため、応募倍率と就職率の高低以外の分析や評価
の視点が必要ではないか。
例えばデジタル・ＩＴ分野であれば、企業が求める
技術はどのようなものがあるか（ＨＰ作成技術等）
などの、地域の企業のニーズを含めた分析が必要で
ある。

＜意見等＞
令和６年度については、ワーキンググループ
において「デジタル分野」を検証。

効果検証の結果、➀多様なＩＴ人材ニーズへ

の対応力を培う演習の強化が必要 ➁柔軟な職

種選択に向けた職業人講話の拡充が必要 ➂受

講勧奨時や就職支援時の効果的な情報伝達が
必要 であることを把握した。

意見は特になし。

＜意見等＞
デジタル分野の拡充は令和７年
度もあるのか確認があった。

＜意見等＞
各職業訓練修了者の就職率の目標値はどのような
根拠に基づき設定しているのか。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
「介護・医療・福祉分野」

・従前からの人手不足分野であり、訓練修了者の
就職率は高い一方で、訓練受講者数が少なく、受
講者数増加のための対策が必要であると考えられ
るため。
・複数の訓練実施機関が訓練を実施している分野
であり、高い検証効果が得られると考えられるた
め。

＜対応方針＞
昨年度に引き続き職業訓練のデ
ジタル分野への重点化を進める
方針。

＜対応方針＞
ワーキンググループにおいて、地域の企業のニーズ
を分析する方針。

＜対応方針＞
➀への対応方針
デジタル分野の訓練カリキュラムにおいて、
課題に対する解決策を自ら探して実行する形
式の演習を実施し、訓練受講者の対応力を一
層強化していく。
➁への対応方針
訓練カリキュラムにおいて、デジタル業界に
拘らない多様な業界の職業人講話を実施す
る。
➂への対応方針
ハローワークや訓練施設において、デジタル
関係のスキルや資格がデジタル業界以外でも
活用されている状況を訓練受講者に情報提供
することにより、修了後の幅広い業界への就
職を支援する。
また、就職を希望する業界や職種において、
必要とされるデジタル関連スキル以外の知識
や能力についても、情報提供を行う。

＜対応方針＞
方針（案）に「デジタル分野の
重点化進め、一層の認定促進を
行う」としていることから、
コース数・人数の拡充を図る方
針。

＜意見等＞

特になし

＜計画案への反映状況＞
・委託訓練は全体の定員数が削
減される中、デジタル分野は昨
年度と同数を確保した。
・施設内訓練においても、デジ
タルに対応したコースを増やし
た。

＜計画案への反映状況＞
「ワーキンググループによる訓練効果の把握・検証
結果を踏まえたデジタル分野における改善促進策の
実施」として、以下の内容を盛り込んだ。
（１）多様化するＩＴ人材へのニーズに対応する力
を強化することを目的として、デジタル分野の訓練
カリキュラムにおいて、課題に対する解決策を自ら
探して実行する形式の演習を実施。
（２）職業訓練カリキュラム内で実施される職業人
講話において、デジタル分野以外の幅広い業界への
就職に向けて、意欲喚起やスキル習得のモチベー
ションを向上させることを目的に、デジタル業界に
拘らない多様な業界による職業人講話を実施。
（３）ハローワークや訓練実施施設においては、訓
練修了者が柔軟な職業選択を行い、幅広い業界で就
職できるよう支援するため、デジタル関係のスキル
や資格が、デジタル業界以外でも活用されている状
況を職業訓練希望者や修了者へ早い段階から情報提
供する。また、訓練受講者が希望する業界や職種に
おいて必要とされる、デジタル関係以外のスキルや
資格についても情報提供する。

＜計画案への反映状況＞
再掲
「ワーキンググループによる訓練効果の把
握・検証結果を踏まえたデジタル分野におけ
る改善促進策の実施」として、以下の内容を
盛り込んだ。
（１）多様化するＩＴ人材へのニーズに対応
する力を強化することを目的として、デジタ
ル分野の訓練カリキュラムにおいて、課題に
対する解決策を自ら探して実行する形式の演
習を実施。
（２）職業訓練カリキュラム内で実施される
職業人講話において、デジタル分野以外の幅
広い業界への就職に向けて、意欲喚起やスキ
ル習得のモチベーションを向上させることを
目的に、デジタル業界に拘らない多様な業界
による職業人講話を実施。
（３）ハローワークや訓練実施施設において
は、訓練修了者が柔軟な職業選択を行い、幅
広い業界で就職できるよう支援するため、デ
ジタル関係のスキルや資格が、デジタル業界
以外でも活用されている状況を職業訓練希望
者や修了者へ早い段階から情報提供する。ま
た、訓練受講者が希望する業界や職種におい
て必要とされる、デジタル関係以外のスキル
や資格についても情報提供する。

＜計画案への反映状況＞
特になし

＜計画案への反映状況＞
・委託訓練は全体の定員数が削
減される中、デジタル分野は昨
年度と同数を確保した。
・施設内訓練においても、デジ
タルに対応したコースを増やし
た。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「介護・医療・福祉分野」

介護、医療、福祉分野の範囲は広いが、当該分野
における訓練受講者の大半が介護分野であるた
め、介護分野を検証対象とする。

16 富山 ＜意見等＞
大学が実施しているリカレント
教育について構成員間で共有。
・介護実務者研修
・地域貢献のための講座
など、毎年20名～30名の方が
参加し資格を取得されている。

＜共有内容、意見等＞

特になし

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・県では、５年ごとに「職業能力開発計画」を策
定しており、令和７年度が最終年度である。その
中の目標指標の一つに訓練生の就職率
（85.0％）が示されており、その率に基づいて
いる。
・機構は、中央から示された全国共通の目標値
82.5％に合わせている。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
１．求職者ニーズと求人者ニー
ズの間でミスマッチがあるた
め、それを解消する方策が必要
である。
２．今後増加するであろう外国
人労働者への訓練も考えていく
必要があるのではないか。
３．デジタル分野の人材育成は
別の高等機関が担当すべき。訓
練は社会の基本を支える人材の
育成をする必要があるのではな
いか。
４．能登半島地震の影響なのか
７～９月において人材確保が困
難とした企業が多い。
５．デジタル化について進んで
いる企業とそうでない企業で二
極化している。

＜意見等＞
無

＜意見等＞
・企業のニーズ等は採用する企業の属性や採
用される労働者の属性によって違ってくるこ
ともあると思われるので、ヒアリングを拡張
して、アンケート調査を広く行ってはどう
か。

＜意見等＞
・能登半島地震を契機とした対
策や変更点は必要ないのか。

＜意見等＞
・構成員（デジタル分野の専門家）から
「訓練実施計画（案）の中に『ＡＩ』という言葉
が出てきていない。この４ヶ月ほどの短期間で、
我々の業界では『ＡＩは、もはやツールではなく
人材だ』と言われ始めた。雇用側の期待値もある
と思われるので、そういったことを意識して計画
を立てた方が良いのではないか？」との意見が
あった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・選定案
「介護・医療・福祉」分野のうち、「介護サービ
ス関係」を提案した。
・選定理由
人手不足が顕著である6分野（看護・介護・保
育・建設・警備・運輸）のうち、介護分野の訓練
実施実績が多く、受講者の受け入れ体制が整って
いるものの、応募倍率が低い。一方、訓練修了者
の就職率が高く、今後も当該分野で活躍できる人
材の育成・供給を一層推進する必要があるため。

＜対応方針＞
１．ハローワークにおいて、求
人者、求職者ともにより詳細な
ニーズを把握し、マッチングに
努める。
２．就労を希望する外国人求職
者の訓練ニーズについて、把握
する方法を検討していく。
３．デジタル人材の育成は政府
の方針であると同時に、地域の
企業のニーズでもある。今後も
国、地方公共団体、関係機関と
連携の上、取り組んでいく。
４．能登半島地震及び奥能登豪
雨の影響により、人材確保が困
難となっている企業に対し、人
材のマッチングはもとより各種
支援に取り組んでいく。
５．デジタル化に関する企業へ
の啓蒙については、地方自治体
及び関係機関へ協力を仰ぐとと
もに、引き続きデジタル人材育
成に取り組んでいく。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
・公的職業訓練効果検証ワーキンググループ
実施要領において、検証方法は「ヒアリング
により行う」と定めがあり、ヒアリングとア
ンケートの両方を活用したニーズ把握は可能
と考える。アンケートについては、その手法
及び予算等、今後検討していく。

＜対応方針＞
・能登地区のハローワークによ
ると、能登半島地震から復興の
兆しが見え始めたところで豪雨
災害に見舞われ、求職者の生活
が安定していない状況の中、訓
練受講を促進するフェーズでは
ないとのことで、来年度の計画
に盛り込むのは時期尚早と判
断。
今後、復興のフェーズに応じ、
関係機関と連携を密にしなが
ら、能登地区に寄与できる訓練
を実施できるよう取り組んでい
く。

＜意見等＞
・構成員（職業訓練・教育訓練機関等の代表者）
から
　「介護の訓練を実施している施設が、実際に企
業や受講者にヒアリングを行うことになるのか？
そうだとしたら負担が大きい。」との意見があっ
た。

＜計画案への反映状況＞

デジタル分野の重点化を引き続
き推進するとともに、地域の人
材ニーズに即した効果的な人材
育成を図ることとし、前年度と
同程度の規模で実施することに
した。

＜計画案への反映状況＞

無

＜計画案への反映状況＞

無

＜計画案への反映状況＞
　
就職率向上のため、また受講希
望者のニーズに沿った適切な訓
練のあっせんのため、「訓練修
了者歓迎求人」等の確保を推進
する。
また、ハローワーク職員の知識
向上や、訓練説明会及び見学会
の機会を確保する。
さらに、訓練修了者が求人に応
募する際における「訓練受講歴
の明示」を推進する。

＜計画案への反映状況＞

「令和６年能登半島地震」の影
響を踏まえ、必要な場合に計画
の改定を行うことを盛り込ん
だ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・上記構成員からの意見について
　ワーキンググループ実施要領に基づき、ヒアリ
ングの実施方法等について説明し、了解を得た。
・事務局からの提案どおり、対象分野を「介護・
医療・福祉」分野のうち「介護サービス関係」と
することが承認された。
・検証方針（ヒアリング方法）については、令和
６年度と同様に、訓練修了者、採用企業、訓練実
施機関の順に実施することにした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・ご意見を踏まえて、訓練実施計画（案）の中の
「労働市場の動向と課題」に、ＡＩに関する文章
を加えることとし、了承された。
　追加した文章は次のとおり。「生成ＡＩを含む
ＡＩについては、今後、企業におけるＤＸの進展
を加速化させると考えられているが、今後の動向
を注視し、求められる人材ニーズを把握し、必要
な対応を行ってまいりたい。」

17 石川 ＜意見等＞
・デジタル分野は応募倍率が高
くて就職率が低いというデータ
がある。デジタル人材はすべて
の産業が欲しているはずである
が、産業政策の面で多くの企業
がデジタルを活用できず、デジ
タル人材の就職率が低いのでは
ないか。
・石川県はＤＸ化、デジタル化
に関して全国でも遅れているた
め、就職率が低くなるのではな
いかと思う。

＜共有内容、意見等＞
無
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・方針にデジタル分野に重点を
置くことは良いと思いますが、
開講コースを見ているとPC操作
的なカリキュラムが多い気がし
ます。企業側からすると初歩的
な分野の開発だけでなく、AIと
かデータからマーケティングに
繋げていくような生産性に繋
がっていく高度な要素を取り入
れていただけると良いと思う。

＜意見等＞
無

＜意見等＞
・人材ニーズを反映した訓練コースの設定、
訓練効果の把握・検証ということで、ニーズ
の把握はどのようにしているか。
・訓練修了者が中小企業に就職してほしいの
ですが、県内中小企業への就職支援策があれ
ばお聞きしたい。

＜意見等＞
・重点分野の介護等になってい
るこの等は何を示すのか。

＜意見等＞
・中小企業からすると障害者雇用に対して興味を
持たれる企業が多いので、資料中の障害者訓練に
ついてどのようなレベルの訓練で、就職先の状況
等、全国から見る福井県の状況について教えてい
ただきたいと意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・福井県の重点分野であり、国の施策としても力
を入れているデジタル分野を事務局案として提示
した。

＜対応方針＞
・県では公共職業訓練の長期高
度人材育成コース（２年）とし
て実施機関に委託しています。
本年度も設定しましたが受講生
はありませんでした。来年度も
情報分野で３名、WEBデザイン
分野で３名程度設定予定。

＜対応方針＞
無

＜対応方針＞
・機構では各企業に企業調査票を持って来社
し聞き取り調査を行い、本部で集計後全国的
なニーズや福井県に特化した訓練に反映させ
ている。
　ポリテクでは企業と協力して合同説明会を
開催し、中小企業中心に就職してもらってい
る。
・ハローワークでも訓練修了者に対する企業
説明会を開催している。
・県でも業界セミナーとしてどの業種で、ど
んな人材、どんな内容の仕事をしているかセ
ミナーを開いている。

＜対応方針＞
・委託訓練についてはデジタル
分野・介護・医療分野を検討し
ている。すべての訓練において
基礎的デジタルリテラシーにつ
いての要素を取り入れることに
なっている。

＜意見等＞
・中央の計画（案）にもあるとおり、デジタル分
野は応募倍率が高く就職率が低い分野。応募者が
多くても就職率に繋がらないのは実施訓練に対し
て意味が少ないのではないかと意見があった。

＜計画案への反映状況＞
・公共職業訓練（委託訓練）の
資格取得コース、情報処理技術
者養成２人、WEBプログラマー
養成２人を計画。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
・実施方針に「地域の関係者が連携・協力を
強化するための連絡・協議の場を設け、企業
ニーズの把握に努め、職業訓練を効果的に実
施する」と盛り込み、今後も聞き取り調査や
企業説明会を行うこととした。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
・人材不足が深刻な介護分野を
はじめ、すべてのコース（委託
訓練）において、デジタルリテ
ラシーを身につけるカリキュラ
ムを導入することを盛り込ん
だ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・福井県のデジタル分野の就職率について、令和
５年度は70～80％越えで高く推移していること
を説明し、受講者の確保や就職先についても検証
を進めていくこととなった。

18 福井 ＜意見等＞
無

＜共有内容、意見等＞
・構成員より「働く意欲のある
若者が少ない。訓練まで至らな
いような方を支援していただき
たい。」と若年者の就労支援問
題について意見あり。若年者対
策、氷河期対策など、職業安定
課で行っている会議についても
職業安定部内で打ち合わせを
行った。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・「福井産業技術学院の施設内訓練に精神障害者
等対象のワークサポート科という6ヶ月間のコー
スを年２回実施している。一般就労を目指した方
向けのコースで、訓練生が自身の障害特性を理解
すること、また企業に対しどこまでの配慮を求め
るかなど、どうすれば長く就労できるのかを理解
してもらい、就労に必要な基本的な技能を身に付
けることを重点としたコース、定員は５名と少な
いですが、毎回３～４名程度受講。就職状況は実
施回ごとにばらつきが大きい。
実践能力習得コース（委託訓練）という、求職者
と企業とをマッチングしその企業で訓練を実施し
就職するコースもある。
特別支援学校高等部の10月段階で就職が決まっ
ていない方を対象に、企業とマッチングし訓練を
実施するコースもあり、このコースは過去３年間
就職率は100％、福井県の障害者を対象とした
訓練の就職率は、全国平均よりも高く推移してい
る。」と説明。
令和７年度は主に新規学卒者を対象としたワーク
サポート科の１年コースを実施する計画。
すべての計画案自体修正されずに了承された。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・介護の人材ニーズは高いが、
日本人は希望者が少なく、専門
学校等の養成校の学生について
は、外国人と留学生をターゲッ
トにしているとの意見があっ
た。
・県の一般市民向け、介護従事
者向けの実務講座が廃止されて
しまったため、公的職業訓練に
期待しているという意見があっ
た。

＜意見等＞
・県内の産業別の従業者数の割合は、製造業が最も
多く、地域企業ニーズが高いが、学卒者向け訓練の
電子技術科・電気システム科等の定員充足率や修了
者が低調である。需要と供給を念頭に置きながら、
定員を検討する必要があるのではとの意見があっ
た。

＜意見等＞
・ヒアリング件数（４コース、訓練実施機関
４機関、修了者採用企業４社、受講者修了者
7人）について、少ないのではないかとの意
見があった。

＜意見等＞
・基礎コースは応募者が少ない
とのことだが、日系の方、外国
人、ブランクのある方等は、希
望する仕事と今求められている
スキルが合わないことから、訓
練ニーズはあると思われる。希
望する時期に受講できるよう、
通年で1～２ヶ月の訓練期間で開
講したらどうかとの意見があっ
た。

＜意見等＞
・公共職業訓練の施設内訓練（製造分野）につい
て、定員確保が課題とのことだが、解決するため
の具体的な施策が盛り込まれていないのではない
かとの意見があった。
・介護分野の訓練の計画数が減っていることが残
念との意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・前回及び今回の協議会において、介護系訓練の
定員充足に対しての意見及び人手不足分野として
の訓練への地域ニーズをふまえ、介護・医療・福
祉分野を主たる分野として提案。また、ヒアリン
グ対象として訓練機関及び採用企業が重複してい
る医療事務についても前回協議会で充足に関する
意見があったことから、医療事務を含む、介護・
医療福祉分野を事務局案として提案した。

＜対応方針＞
・人材ニーズの高い介護・医
療・福祉分野の訓練を引き続き
設定していく。

＜対応方針＞
・高校生の進学率が上昇し、電子技術等への興味・
ニーズが低下している一方、企業求人ニーズは高
い。子供の頃からものづくりに興味をもってもらえ
るよう、工場見学や、企業と高校生の交流会等を実
施し、動画を展開するなど、製造業の魅力を感じて
もらえる取組を昨年度から始めている。様々な意見
を元に対策に努める。

＜対応方針＞
・ワーキンググループ実施要領では、３コー
ス以上選定すると定められている。また、求
職者支援訓練で修了者からアンケートを実施
しており、訓練カリキュラムについて否定的
な意見は無いことから、ヒアリング結果に問
題は無いと考えるが、件数として少ないとい
うご意見を踏まえ、来年度の実施について検
討する。

＜対応方針＞
・基礎コースは応募者が少な
く、訓練実施機関はカリキュラ
ム設定等を含め開講が難しいと
考え、認定申請が少ない。ブラ
ンクのある方など就職困難者に
は基礎コースが有効であること
から、受講機会を増やすため、
他県の好事例を収集しカリキュ
ラムに生かす等、受講者を増加
させる取組を行う。

＜意見等＞
・特に若い人に、介護はどのような職場なのか、
どういう仕事なのかとしっかり知って頂く必要が
あるとの意見があり、共に頑張りましょうとの激
励があった。

＜計画案への反映状況＞
・令和６年度において、介護労
働講習と開講日程が近い、介護
分野の委託訓練２コースについ
て希望者が集まらず中止となっ
たことから、確実な開講を目指
して、介護労働講習と開講日程
の期間を空けて設定した。１
コース減となったため、定員数
は減少となったものの、引き続
き離職者訓練全体の10％以上の
計画数を確保して設定した。

＜計画案への反映状況＞
・学卒者訓練については、学生のニーズは低下して
いるものの、企業ニーズは高いことから、来年度は
定員数を維持して実施する。
・引き続き定員充足対策を行い、定員数については
検討する。

＜計画案への反映状況＞
・特になし

＜計画案への反映状況＞
・委託訓練においては、人材
ニーズの高い介護・医療・福祉
分野や国の方針を踏まえたデジ
タル分野の訓練を設定した。
・機構の離職者訓練について
は、人材ニーズを分析し、カリ
キュラムを見直した。

＜計画案への反映状況＞
・基礎コースは一定の需要があ
ることから、訓練認定規模の３
０％程度に設定し、多くの仕事
に共通するコースの設定に取り
組むほか、好事例を収集してカ
リキュラムに生かす等、ハロー
ワーク等関連機関と連携して受
講者を増やす取組を行う旨を盛
り込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・効果検証分野は、医療事務を含む、介護・医療
福祉分野を選定し、効果検証を行う方針とした。
・労働局職業安定課において、人手不足分野への
支援強化策として、介護企業のガイドブックを作
成し、労働局ＨＰに介護求人情報、ジョブタグ及
び職業訓練情報とリンクして公開しているところ
であるため、企業ガイドブック掲載企業に対する
アンケート調査の実施を検討することとなった。

19 山梨 ＜意見等＞
・山梨県独自のキャリアアップ
ユニバーシティのDX講座は企業
ニーズはあるが、実際に参加す
る企業は少ない。参加の前提と
なるスリーアップ宣言企業が増
えないこと、受講料がかかるこ
とが要因と考えるが、引き続き
周知を行っていく。

・学校や大学・行政だけでな
く、地元企業と上手く連携する
ことによってもの作りの魅力を
引き出せるのではないか。

・定員を満たすというより、今
必要なものに絞って行う必要が
あるのではという意見があっ
た。

＜共有内容、意見等＞
・ポリテクカレッジからの県内
就職数等について共有したとこ
ろ、ポリテクカレッジをポリテ
クセンター山梨で担えないのか
との意見があった。ポリテクカ
レッジはブロック毎に設置して
いるため、現状ではポリテクセ
ンター山梨では担えないが、専
門課程は県の産業技術短期大学
校（以下「産短大」という。）
において実施しており、ポリテ
クカレッジの役割を担っている
との回答を行った。また、産短
大においても、ポリテクカレッ
ジと同様、事業主推薦制度を設
けているとの回答があった。

・建設関係の人材が不足してお
り、特に一級建築士等の有資格
者が不足しているため、産短大
に建築科を設置できないかとの
意見があった。認定職業訓練で
建築関係のコースはあるが、応
募者が少なく開校できていない
状況があり、また、甲府工業の
専攻科でも資格取得可能となる
ものの、産短大に建設を学べる
コースを設置することはかなり
検討を要するとの回答を行っ
た。

・デジタルに特化した通信高校
があり、３万人程度の生徒が在
籍している。全てオンラインで
授業を行っており、教育のあり
方、訓練のあり方が変わってき
ているとの意見があった。

・福祉の現場は生産性向上につ
いての取り組みを行っている。
介護以外の業務は資格のない人
やテクノロジ－を活用する等、
役割分担することで介護資格所
持者から質の高いサービスが提
供可能となることを狙って生産
性向上の総合相談窓口及び介護
現場革新会議を設置している。
この革新会議において、介護の
魅力を伝えていく必要があるの
ではないかという意見があっ
た。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・公共職業訓練の施設内訓練（製造分野）は、定
員数を維持し、定員確保及び就職率向上に取り組
むとして、対応の箇所に具体的な取組を明記して
いないが、次の項目において、令和７年度に新し
くカリキュラムを見直しした訓練、新しく機器を
導入した訓練について記載しており、具体的な取
組みは記載されている旨回答し、計画自体は修正
なく了承された。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

20 ＜意見等＞
介護支援専門員研修実施機関か
ら、専門実践教育訓練給付の指
定講座にむけて検討している
が、受講者が行う支給申請手続
きが複雑なため、簡素化をして
ほしい。

＜意見等＞
なし

＜意見等＞
なし

＜意見等＞
介護人材の確保が重要であり訓
練コースの量的な確保する方向
で検討願いたい。
　また、受講率の向上に向けた
取組を連携して実施してほし
い。

＜意見等＞
・受講希望者が少ない介護・医療・福祉分野につ
いては人手不足分野であることから、縮小するの
ではなく拡充してほしい。

・介護分野については、職場においてDX化も進
んでいることから、訓練内容に反映することはで
きないか。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞

【選定分野】
介護・医療・福祉分野

【選定理由】
人手不足分野のひとつであり、就職率は高いもの
の定員充足率が低く、受講者の確保が難しことか
ら、求人ニーズに即した訓練内容やカリキュラム
になっているか、訓練実施機関の就職支援策が十
分か検証を行う。

20 ＜対応方針＞
厚生労働省に対して、要望が
あったことについて報告する。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞ ＜対応方針＞
福祉の職場説明会など、介護職
への関心を高める取組を社会福
祉協議会等と連携する。

＜意見等＞

20 ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜最終的な訓練分野、検証方針＞

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞

介護・医療・福祉分野については、実施計画にお
いて人手不足分野であることから、訓練コースの
設定に取り組むこととしており、定員数は前年度
より増加した。
DXを訓練内容に反映することについては、令和
７年度のワーキンググループで検証する。

長野 ＜意見等＞
なし

＜共有内容、意見等＞
特になし
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

21 ＜意見等＞
意見なし

＜意見等＞
構成員から公共職業訓練（委託訓練）の充足率が全
国的に低下している中、どのような対応をしていく
のかとの質問があった。

＜意見等＞
意見なし

＜意見等＞
教育訓練給付の「輸送・機械運
転」関係の講座数が減少してい
るが、バス運転手やタクシー運
転手、トラック運転手が不足し
ているだけでなく、トラックや
バスの整備を行う者も減少し人
手不足である状況と、高校新卒
者を運転手として雇用し数年か
け養成している状況等輸送関係
業界における人材ニーズの課題
認識の共有を行った。

＜意見等＞
ｅラーニングコースが増えてい
くと、知的人材の都市集中が進
み地方の活性化によくない影響
が出る。いかに知的職業、知的
訓練的な内容を地方に置いてお
けるかという課題がある。

＜意見等＞
・ｅラーニングは県内に教室がなくても良いので
あれば、岐阜県の枠で設定することはどうかと感
じる。

・実践コースの就職率が目標より低いが分析はさ
れているのか。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・深刻な人手不足分野の一つであり、一定のスキ
ルを身につけることで幅広い年齢層の入職と長期
定着が見込める介護分野を事務局として提案し
た。

21 ＜対応方針＞ ＜対応方針＞
引き続き、ハローワークや訓練実施施設において求
職者向け訓練説明会を実施するとともに、ハロー
ワーク窓口職員を対象とした訓練実施施設の見学会
と意見交換会を実施し、的確な受講勧奨、受講あっ
せんに努めていく方針

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
県内においては、訓練実施施設
の偏在から、実施施設のない地
域においてはｅラーニングコー
スは有効な訓練であるため、適
切なコース数となるよう調整す
る方針

＜意見等＞
・介護業界へ人を入れていくことにプラスして定
着も一層進めていく必要がある。

21 ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
求職者ニーズに沿った適切な訓練を勧奨できるよ
う、ハローワーク窓口職員を対象とした施設見学会
や意見交換会の機会の確保を盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
特に盛り込まず

＜計画案への反映状況＞
特に盛り込まず。ｅラーニング
の枠の考え方等について今後検
討していく。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・介護分野の訓練コースはコース数・定員数とも
に減少傾向にあることから、コース設定を増やす
ための取組についても検証できるようヒアリング
を行っていく方針とした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・ｅラーニングの設定枠の考え方等については、
今後検討していくこととなった。

・実践コースの中にも就職率が高い分野と低い分
野があることから、低い分野を中心にハローワー
クによる就職支援の強化だけでなく、訓練実施期
間における就職支援の強化を図っていく方針を示
した。

岐阜 ＜共有内容、意見等＞
・特になし
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
　分野では、「営業・販売・事
務」の訓練の関心が高く、次い
で「IT系」、「医療事務」と
なっている。多様な職種に活か
すことのできるパソコン関連
（特にExcel、Word等の基礎レ
ベル）訓練の受講希望者が比較
的多い一方、専門的なITスキル
習得を希望する者も一定おり、
ワーキンググループのヒアリン
グ結果でも、プログラミングの
開発職に就いている訓練修了者
もいることなどについて説明を
行った。
　構成員から、特に意見はな
かったが、特に専門的なITスキ
ル習得に係る訓練の期間に関す
る質問があった。

＜意見等＞
　構成員からは、
・訓練の受講機会を更に確保するとともに就職率を
向上させ、そのことを対外的にアピールするなど、
ハロートレーニングについて一層の広報を図ってい
ければいいのではないか、
との意見があった。
　また、理容・美容関連分野の訓練コースが令和5
年度、6年度ともに実績がないが、ニーズがなくて
開講していないのか。
との質問があった。

＜意見等＞
ワーキンググループにおいてIT分野・デザイ
ン分野を検証した結果、訓練により自信につ
ながったなどの意見があった一方、以下のと
おり、特に就職活動にあたっての課題に関す
る意見があった。
・「訓練期間を1年程度かけてじっくり学ば
ないと関連分野への就職は困難」（訓練修了
者）
・「訓練内容を活用できているケースがある
一方、求めるレベルに達していないため他の
業務を任される場合もある」（採用企業）
・「デジタル人材として即戦力を求める企業
が多く、訓練の受講だけでは就職に直結しに
くい現状がある」（訓練実施機関）

＜意見等＞
　デジタル分野の訓練は特に求
職者の関心も高いことのほか、
構成員からは、訓練の受講機会
の確保や就職率の向上に取り組
むとともに、制度について、成
果を含めて、一層の広報を図っ
ていくべきとの意見があった。

＜意見等＞
第１回協議会の意見を踏まえた計画案により協議
した結果、特に意見はなかった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
デジタル分野を推奨するとの国の方針や、地域に
おけるデジタル分野の能力開発へのニーズを踏ま
え、「IT分野・デザイン分野」を提案。

＜対応方針＞
　求職者だけではなく、求人者
のニーズも踏まえつつ、引き続
き、デジタル人材育成のための
訓練コースを重点的に設定する
方針。
　なお、ＩＴ関連の訓練（委託
訓練）は、概ね３～４か月で設
定しており、専門的なITスキル
の全てを習得することは難しい
が、中でも必要とされる内容を
ピックアップしてカリキュラム
を組んでおり、今後も、同様に
対応していく旨の説明が静岡県
からあった。

＜対応方針＞
・求人側のニーズも十分に精査して訓練を設定する
とともに、ハローワークにおける適切な受講あっせ
ん、事業主に対する訓練の情報や仕上がり像のア
ピール強化等により就職率の向上を図り、そのこと
も含めて対外的な制度の周知・広報を行う方針。
・静岡県では理容・美容関連の離転職者訓練の設定
はないが、認定職業訓練を実施するケースもあり、
一部運営費の助成等も行っている。いずれにして
も、地域のニーズに応じてコースを設定していく方
針である旨の説明が静岡県からあった。

＜対応方針＞
・求人・求職のニーズを精査しつつ、ＩＴ分
野（デジタル分野）の訓練は、引き続き、重
点的に設定する方針とするほか、訓練実施機
関に対して受講生や企業が求めている訓練カ
リキュラムの設定を促すことについて、その
方法も含めて検討する。
・なお、企業により求めるレベルが異なる
（基礎的なレベルを求めている企業も多い）
ことなどを踏まえると、委託訓練の標準的な
期間（３～4ヶ月）を単に延長するのではな
く、ニーズを精査して訓練内容を設定すると
ともに、事業主に対する広報を強化するなど
により、就職率の向上を図る。

＜対応方針＞
・求人・求職のニーズも踏まえ
つつ、デジタル人材育成のため
の訓練コースを重点的に設定す
る方針。
・適切な受講あっせんや就職率
の向上に取り組むとともに、引
き続き、制度の周知・広報を強
化していく方針。

＜意見等＞
社会的関心が高まっている分野であるため、デジ
タル分野のヒアリングは賛成。

＜計画案への反映状況＞
・求職者支援訓練の実践コース
のうち３割をデジタル分野とす
るなど、重点的に設定した。
・訓練内容だけでなく、訓練の
成果（訓練修了後の就職率）等
も含めて周知等を行うなど受講
勧奨の強化について盛り込ん
だ。

＜計画案への反映状況＞
・企業側の求人ニーズを充分に精査して設定すると
共に、事業主に対して訓練受講により習得できるス
キル等の訓練効果を広く周知し、訓練修了情報や仕
上がり像のアピールを強化することを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・新たな訓練実施機関の開拓を推進するなど
により、デジタル分野の訓練を重点的に設定
するとともに、デジタル分野の求人確保や関
係機関が連携した就職支援を行うことを盛り
込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・訓練開始地域や訓練実施時期
及び時間数に配慮した訓練設定
を行うとともに、訓練内容だけ
でなく訓練効果（訓練修了後の
就職率）等も含めた受講勧奨を
行い、応募倍率の上昇を図るこ
とを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
左記の計画案への反映の他
・全体の計画数を踏まえ、令和
６年度の計画と同程度の規模と
した。
・事業主団体や工業団地協同組
合への周知を行うことを明記し
た。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「IT分野・デザイン分野」を選定。
また、訓練修了者、採用企業及び訓練実施機関に
対するヒアリングにあたり、今年度のヒアリング
対象者からの意見を踏まえ、就職面での課題や改
善点も新たに質問項目に含めることを検討する。

22 静岡 ＜意見等＞
構成員からは、リスキリングに
ついて、
・半分程度の人がリスキリング
に取り組んでおらず、どのよう
に情報を入手すれば良いか分か
らないという人がいて、中小企
業で取り組みが遅れている。し
かし、取り組んだ人はその学び
直しの支援に満足している、と
いう新聞社の調査がある。リス
キリングの効果はあるため、学
び直しの支援について更なる周
知が必要。
・教育訓練給付制度について、
指定講座が増えないと選択肢が
狭くなり、リスキリングが浸透
していかないため、引き続き周
知が必要。
という意見があった。

　また、静岡県とJEEDの訓練
設定について、訓練の実施時期
や内容は国と県の調整がどのよ
うに行われているのか、と意見
があったことから、静岡県と
JEEDの双方で訓練の実施時
期、訓練内容、開講地域の調整
をする要領を作成し、重複しな
いように調整している旨を説明
した。

＜共有内容、意見等＞
➀・静岡県から、デジタル・グ
リーン等成長分野に関する「経
営者等の意識改革・理解推
進」、「リ・スキリングの推進
サポート」及び「従業員の理解
促進、リ・スキリング支援」等
に積極的に取り組んでいくため
の地域リスキリング推進事業に
ついて報告があった。
・静岡理工科大学から、静岡市
との連携により開催した「中小
企業等DX支援（製造業向け）
講座」等について報告があっ
た。
・マツイ学園から、教育訓練指
定講座の受講状況について、報
告があった。
➁社会人向けの講座は、モチ
ベーションの維持や受講時間の
制約、慣れない横文字への壁が
あり、仕事の一環として取り組
むことの理解が必要である、と
いった意見があった。また、生
産性の向上と生産年齢人口の減
少の中で、静岡県においては人
材流出をどう止めていくかがポ
イントになるため、人材を育成
確保定着していく方法を協議し
ながら、引き続き関係機関と連
携が重要、といった意見があっ
た。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
提案した計画案により承認された。

-127-



（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・中小、小規模事業者におい
て、インボイス制度などの会社
運営に関する基本的ビジネスス
キルなどを求めている事業所が
多いとの意見があった。
・構成員からは、中小企業でＤ
Ｘを推進する中で、それを担う
人材確保、人材を育成する機会
が必要との意見があった。

＜意見等＞
・構成員からは、中小企業でＤＸを推進する中で、
それを担う人材確保、人材を育成する機会が必要と
の意見があった。
・また、スキルを身につけても就職に結びつかない
現状から未就職者の事情を精査して展開することは
重要との意見があった。

＜意見等＞
・デザイン分野（主にWebデザイン）を検
証。イメージ先行で受講する者が多く、訓練
に関連する就職が少ないことなどや、訓練前
のＨＷのキャリアコンサルティング強化、業
界情報の提供及び求人確保など就職支援の取
組が必要との報告を行ったところ、構成員か
らは企業ニーズの収集及びニーズに即したカ
リキュラム設定の必要性や、人材不足である
中小、小規模事業者のための人材育成が必要
であるとの意見があった。

＜意見等＞
・WG検証結果を踏まえデザイン
分野の就職率の向上に取り組む
こと及び定員充足率が低い製造
分野及び建設分野、潜在的な訓
練ニーズが定員充足につながら
ない介護分野の課題等の検証に
取り組む必要があると報告し
た。
・構成員からは、職業について
の知識がない場合も多く、受講
者と企業のニーズをうまくマッ
チングさせる必要があること、
そのためのキャリアコンサル
ティングの充実に期待したいと
の意見があった。

＜意見等＞
・生成ＡＩは企業の業務効率化を図る上で必要不
可欠となっているため、特に在職者訓練では生成
ＡＩのカリキュラムの充実が必要であるとの意見
があった。
・計画案を修正する必要はないが、デジタル分野
について、計画の中で具体的に何を強化し、充実
させていくのか明記した方が、訓練受講者、採用
する企業にとってわかりやすい計画になるのでは
いないかとの意見があった。
・訓練修了者の就職を促進するためには、各行政
機関が実施している企業向けの支援策の一覧を作
成し示すなど、企業の理解を促し、制度の活用促
進を図っていくことが必要ではないかとの意見が
あった。

＜事務局の訓練分野の選定案＞
・製造分野、建設関連分野を事務局案として提示
した。

＜選定理由＞
・地域の人材ニーズが非常に高く、就職率が非常
に高いが、定員充足率が低調なコースがあるこ
と。
・製造業が基幹産業である愛知県において、産業
の発展につなげていくためには、ものづくり人材
の育成促進が必要であること。
・あらゆる産業の基盤を支えている建設関連分野
の人材育成が不可欠であること。
・２０２８年技能五輪国際大会の開催も決定され
ており、ものづくり人材の育成促進は、大会機運
の醸成につながるものであること。

＜対応方針＞
・インボイス制度など、引き続
き新たな制度や法改正に対応し
たカリキュラムの設定を訓練機
関に継続して推奨する方針。
・６年度第１回協議会の意見を
踏まえ、企業のデジタル人材
ニーズを把握するためのアン
ケート調査を実施（７年１月～
２月）することとした。アン
ケートの結果により把握した企
業の人材ニーズについて、訓練
カリキュラムの設定に反映させ
ること及び訓練受講者の就職支
援に活用していく方針。

＜対応方針＞
・中小企業のDXを推進するためには、デジタルの知
見を有する人材を多く輩出する必要があることか
ら、引き続き、訓練の実施を検討する機関に対し
て、デジタル分野の訓練コースの委託費等の上乗せ
措置等を周知し、デジタル分野の訓練コースの設定
を促進する方針。
・デジタル分野の訓練修了後に未就職だった者（関
連分野以外の就職者含む）の中には、業界情報の不
足や応募可能求人が少ないことをその理由として上
げる者が多く、この解消を図っていく必要がある。
企業のデジタル人材ニーズに係る情報の収集を行う
とともに、広くデジタルの知見を有する人材を求め
る求人の把握・確保に努め、訓練受講者等へ情報提
供していくこととする。

＜対応方針＞
・意見等を踏まえ、企業アンケートを実施
し、規模や業種別にどのようなスキルが求め
られるか情報を収集することとし、企業のデ
ジタル人材ニーズの調査を行うこととした。

＜対応方針＞
・デザイン分野の課題解消、製
造分野・建設分野・介護分野の
課題の検証について、整理し実
施方針策定する方針。
・訓練実施機関への周知により
効果的なキャリアコンサルティ
ングを実施する。

＜意見等＞
・愛知県と機構愛知支部で実施する訓練につい
て、同じ分野でも応募倍率に明確な差があること
についての質問があった。

＜計画案への反映状況＞
・協議結果等を踏まえて以下の
内容を計画案に反映させた。
・企業のデジタル人材ニーズを
把握するために実施したアン
ケート調査の結果を活用し、企
業ニーズに即した訓練カリキュ
ラムの設定や適確な受講あっせ
ん、訓練受講者の意識喚起を図
り、人材育成を促進すること。
・加えて、デジタル分野以外の
あらゆる職種において、その業
務にデジタルの知見が活用でき
る求人を「DX推進求人」とし
て、その把握・確保に努め、こ
れらの情報を適確に訓練受講者
に提供し、企業とのマッチング
を促進すること。

＜計画案への反映状況＞
・７年度の求職者支援訓練の認定規模において、実
践コースのうちデジタル分野が占める割合を33％か
ら36％に拡充。また、これを含めた離職者向けの公
的職業訓練の計画定員（全体）において、デジタル
分野の定員数2,351人（6年度2,257人）、全体の
中でデジタル分野が占める割合を30.1％（6年度
28.5％）に拡充する計画とした。
・また、企業とのマッチングを促進するために、企
業のデジタル人材ニーズを把握する調査結果を活用
し、訓練受講者の就職への意識喚起を図るととも
に、デジタル分野以外のあらゆる職種において、そ
の業務にデジタルの知見が活用できる求人を「DX推
進求人」として、その把握・確保に努め、これらの
情報を適確に訓練受講者に提供していくことを計画
案に反映させた。

＜計画案への反映状況＞
・WGによるデジタル分野（デザイン分野）
の訓練効果の検証、６年度第１回協議会にお
ける委員からの意見等により、明らかになっ
た課題を解消するために実施した企業のデジ
タル人材ニーズの調査結果を活用し、企業
ニーズに即した訓練カリキュラムの設定や適
確な受講あっせん、訓練受講者の意識喚起を
図り、これに加えて、デジタル分野以外のあ
らゆる職種において、その業務にデジタルの
知見が活用できる求人を「DX推進求人」とし
て、その把握・確保に努め、適確に訓練受講
者に情報提供し、企業とのマッチングを促進
することを計画案に盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・2028年技能五輪国際大会の
開催地が愛知に決定したところ
であり、愛知の基幹産業である
製造分野、あらゆる産業基盤を
支える建設関連分野の人材育成
を一層推進していく必要がある
が、製造分野、建設関連分野に
ついては、就職率は高いもの
の、応募倍率及び定員充足率が
低調なコースがあることから、
令和７年度においては、これら
の分野の定員充足を重点に訓練
制度の周知・広報に取り組むと
ともに、訓練効果検証ワーキン
ググループにおいて、定員充足
に向けた検証・分析に取り組む
こととし、計画案に明記した。

＜計画案への反映状況＞
・デジタル分野（デザイン分野
含む）の課題解消に取り組むこ
ととし、製造分野、建設関連分
野及び介護・医療・福祉分野に
おいて、就職率は高いものの、
応募倍率及び定員充足率が低調
なコースがあることから、令和
７年度においては、これらの分
野の定員充足を重点に訓練制度
の周知・広報に取り組むことに
ついて、計画案に明記した。
・また、効果的なキャリアコン
サルティングを実施するため
に、訓練受講者がキャリアコン
サルティングの実施にあたって
望んでいることを訓練実施機関
に周知する旨を計画案に明記し
た。

＜最終的な訓練分野＞
・製造分野、建設関連分野を対象とする。

＜検証方針＞
・製造分野について愛知県と機構愛知支部では、
どちらも就職率は高いが、特に愛知県で実施する
訓練については応募倍率が１倍を下回るものが多
く、定員充足率も低いため、この要因を分析して
いく必要がある。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・生成ＡＩについて、企業が着目する流れになっ
てきており、訓練カリキュラムに反映できるよう
に訓練機関に働きかけていく方針。なお、愛知県
においては在職者訓練とは別に企業向けの階層別
研修において生成ＡＩを学べるカリキュラムを予
定していることを説明。
・企業向けの支援策一覧は別途検討。
・計画案の修正意見はなく了承された。

23 愛知 ＜意見等＞
・総務省が創設した地域におけ
るリスキリング推進事業につい
て、令和６年度愛知県地域職業
訓練実施計画に定められた、豊
田市が実施を予定していたデジ
タル牽引人材育成事業につい
て、参加企業がなかったことか
ら実施計画を取り下げるととも
に、新たに市内企業従業員向け
デジタルスキルアップ研修と求
職者等向けデジタルスキルアッ
プ研修を実施することになった
ことについて説明した。構成員
からは地域ごとのニーズに合わ
せて実施することは意義がある
との意見があり、令和６年度愛
知県地域職業訓練実施計画の改
訂について了承を得た。
・県立高等技術専門校の再編整
備に伴い、令和７年４月よりデ
ジタル化に対応したロボットシ
ステム科を新設すること、
2028年技能五輪国際大会の開
催地が愛知に決定したことの報
告があった。

＜共有内容、意見等＞
・令和6年度公的職業訓練効果
検証ワーキンググループ「デザ
イン分野」の分析において、基
礎的なデジタルスキルを習得し
たものの、訓練関連分野に就職
できない者が多数いることがわ
かった。このことを踏まえ、企
業が求める人材ニーズ等をカリ
キュラムに反映させるため、愛
知労働局においてデジタル人材
のニーズ調査を実施したことを
報告し、デジタル化の必要性、
ＤＸの取り組み状況、必要とす
るデジタルスキル等について企
業規模別の分析結果を説明。委
員からはデジタル人材のニーズ
調査を実施したこと、取組につ
いて評価された。また、企業側
の委員からは、分析結果からは
デジタル化の入り口付近の企業
が依然として多いことや、企業
のニーズと求職者のニーズにミ
スマッチが生じていること等の
意見があった。
・愛知県より、2024年に技能
五輪全国大会・全国アビリン
ピックが開催されたこと、
2028年技能五輪国際大会が愛
知で開催される予定であること
の説明があり、特に若い方のも
のづくりに対する関心を高める
取組を行い、技能振興の機運の
醸成を図る施策を実施していく
ことについて報告を行った。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
人手不足は特に三重県に多い中
小企業にとって深刻な状況と
なっており、中には経営活動が
継続していけるかにも関わって
くるレベルである。
一方で対応策として事業主は有
効な策が見出せていない状況だ
が、採用活動は強化したいと考
えている。こういった職業訓練
の修了者を採用することは人手
不足解消の有効策になり得るの
で期待したい。
また、人材も不足しており、実
際には質・量ともに労働力が不
足しているのではないかとも感
じる。
若い方がハローワークに行く機
会が減っていると聞くが、中長
期的に見ても企業活動活性化の
ために職業訓練のことを若い方
に発信してほしい。

＜意見等＞
受講を開始したものの、就職以外の理由で中退し、
修了に至らない受講者も一定数いるので、そういっ
た中退者を減らすことが大事ではないか。

＜意見等＞
介護職においては、中高齢者の就職が多数あ
り、活躍されている。訓練を修了された方は
尚更重要な人材となり得るので、そういう面
をアピールしてほしい。

＜意見等＞
特になし。

＜意見等＞
構成員から農業や観光分野の訓練計画がない理由
について質問があった。
また、例年外国人向け訓練コースの受講率が低い
ので、周知の工夫をしてほしいと意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
デジタル人材育成を進めていく中で、受講率・就
職率が低くなっている要因を把握・分析するため
IT分野を提案。
また、WEBデザイン分野の就職率も低いことか
ら、分析の必要性があるため、同分野についても
提案。

＜対応方針＞
受講者増加に向けてハローワー
クを利用していない方も含めた
周知・広報を新規に取り組んで
きたが、今後も新たな取組も含
めて継続して周知していく。
また、企業向けにも職業訓練修
了者の採用について検討しても
らえるよう、独自の周知リーフ
レット配布を新規に始めたが、
引き続き企業の認知度も向上で
きるよう取り組んでいく。
若年者にも情報が伝わるよう、
スマートフォン上での広告等、
効果的な取組を検討する。

＜対応方針＞
訓練受講前から、受講希望者の訓練コースの理解促
進及び訓練内容と訓練修了後の就職が線でつながる
意識がしっかりできるよう支援を徹底する。

＜対応方針＞
ヒアリング内容を踏まえた新たな独自のリー
フレットを作成し、介護系訓練受講者及び就
職者の増加を図っていく方針。

＜対応方針＞ ＜意見等＞
受講者を増やすにあたって、訓練で習得したスキ
ル等はIT・WEBデザイン以外の分野でも活用で
きうるものだと思われるので、そういった観点で
のPRも検討すべきではと意見があった。

＜計画案への反映状況＞
各種媒体を活用した効果的な周
知に努めていくことを明記。
既に商業施設へのリーフレット
配架やSNSを活用した周知を
行っているが、その内容を見直
しつつ、幅広に周知に努めてい
く。

＜計画案への反映状況＞
訓練校説明会の増加、求職者支援訓練の基礎コース
の特徴を的確に伝えること、職員がデジタル系訓練
コースの理解を促進したうえでの受講勧奨を明記。

＜計画案への反映状況＞
受講修了者や企業担当者から要望のあった見
学先選定の柔軟化や訓練校から要望のあった
訓練希望者への説明機会の増加に関すること
等について取り組むことを新たに盛り込ん
だ。
ヒアリングにより寄せられた受講者や企業担
当者の声を記載した介護分野に特化した受講
案内リーフレットを新たに作成し、案内を始
めている。

＜計画案への反映状況＞
特になし

＜計画案への反映状況＞
特になし

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
デジタル系（IT・WEBデザイン分野）を対象と
し、採用企業へのヒアリングは関連職種以外で採
用した企業も含め幅広く行い、どのような点が企
業に評価されているか、貢献度が高いのか、反対
に不足しているスキルがないか等について整理
し、受講率、就職率、カリキュラムの改善につな
げていくこととする。

24 三重 ＜意見等＞
三重大学から実施しているリカ
レント教育についての報告があ
り、昨年度より各機関と連携し
たプラットフォームを形成して
いることから、分野によっては
三重大学単独ではなく、他機関
と協力した教育を実施している
こと等を構成員間で共有した。

＜共有内容、意見等＞
構成員から、県外への人材流出
が目立つ中、県内の専門学校で
の修了者は地元就職が多く、入
校生の募集については様々な分
野の仕事内容を簡単に体験する
ことができる説明会が好評であ
る等についての取組報告があっ
た。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
ニーズ調査結果から、農業や観光分野については
ほとんどニーズがなかったこと、美容分野を含め
たそれらの分野では現状訓練を実施できる訓練機
関がないことを説明。
外国人向け訓練コースについては、求職者のニー
ズを尊重しつつ、様々な周知方法について、それ
らをきっかけとした応募状況を検討しながら、工
夫を図っていくこととし、計画案については修正
はせずに承認された。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
モノづくりの楽しさや面白さを
広げる取組を行っていただきた
いとの意見があった。

ＩＴ分野において滋賀独自の
ニーズを捉えて欲しいとの意見
があった。

滋賀県内の教育現場のつながり
を持ち連携を深めて欲しいとの
意見があった。

建築技術者は人手不足であるた
め、建築技術者を増加させる取
組が職業訓練でも必要ではない
かとの意見があった。

＜意見等＞
未経験者の受講促進や内定率向上の意見として、可
能性のある就職先（出口）企業との接点作りをより
活発化出来ないかとの意見があった。

職業訓練に賛同いただいている企業である事を求人
票に記載できないか。例えば、ハローワークの求人
情報内に、職業訓練中の会社見学や教育のための各
種協力、職業訓練卒業者の採用実績等を記載するこ
とで、受講促進にもつながるのではないかとの意見
があった。

滋賀県が実施している訓練等の周知広報を高等学校
等にも実施して欲しいとの意見があった。

＜意見等＞ ＜意見等＞
障害者雇用にあたっては、障害
状態と雇用のミスマッチや受け
入れ企業の体制など課題点も多
い。就業支援として公共職業訓
練の機能発揮のため、障害者向
け訓練の強化を検討してはどう
かとの意見があった。

＜意見等＞
障害者雇用の重要性が高まる中で、障害者等に対
する公共職業訓練の施設外委託訓練の計画数が少
ないのではないかとの意見があった。

「介護・医療・福祉分野」は、今後ますます人材
の確保が重要となる分野ではないか、との意見が
あった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・選定案　ＩＴ分野
・選定理由　応募倍率が高く、就職率が低い分野
であること。デジタル分野を推奨するとの国の方
針や、地域におけるデジタル分野の能力開発への
ニーズを踏まえ引き続き選定。

＜対応方針＞
ものづくり体験教室等の取組に
ついて引き続き実施するととも
に、広報強化を図っていく。

企業ニーズについては、当協議
会における委員からのご意見や
ワーキンググループの取組の
他、滋賀県や機構においてアン
ケート実施やニーズ調査により
実施していく。

高等技術専門校において工業高
校等での技能検定支援や指導な
ど、連携やつながりを強化して
いくとともに令和10年度に開校
予定の高専も含め、更なる連携
に係る検討等を進めていく。

建設技術者については、滋賀県
の施設内訓練や、機構のポリテ
クカレッジ等を活用した育成・
確保の他、ハローワークにおけ
る就職説明会等により引き続き
取り組んでいく。

＜対応方針＞
企業との接点づくりについて、企業説明会の取組に
ついて、引き続き実施していくとともに、適切な就
職支援ができるよう周知の強化も図っていく。

職業訓練に賛同いただける企業を増やすとともに、
訓練生が応募できる求人であることがわかるよう訓
練生併用求人の確保及び受講促進につなげていく。

県内高等学校等へは訓練内容を郵送や各種会議によ
り情報提供しており、今後も引き続き取り組んでい
く。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
滋賀県において、障害者対象と
して実施している施設内訓練で
は、関係機関とも連携しなが
ら、障害者にとって受講しやす
い訓練内容等について検討が必
要であると考えている。なお、
委託訓練については、近年は職
業訓練対象となる障害者および
訓練受け入れ事業所の開拓が困
難になっている。

＜意見等＞
特になし。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
ハローワーク等と連携の下、在
職する障害者の職業能力の開発
及び向上を図るための在職者訓
練の設定・周知に努める旨盛り
込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「IT分野」を選定。
　訓練修了者、採用企業及び訓練実施機関に対す
るヒアリングにあたり、関係機関と連携の上取り
組み、引く続き求人ニーズに即した効果的な訓練
内容であるかどうかの検討を行う。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
本県の受講状況、就職状況の影響により、年々訓
練実施計画数が削減されている。障害者の多様な
ニーズに対応した委託訓練が今後も実施できるよ
う受講事績、就職実績の向上に取り組んでいく、
と回答し、計画案自体は修正されずに了承され
た。

「介護・医療・福祉分野」は、応募倍率が低く就
職率が高い分野であり、求職者に介護職の魅力を
発信するなど応募倍率上昇に向け受講勧奨強化に
取り組む、と回答し、計画案自体は修正されずに
了承された。

25 滋賀 ＜意見等＞
滋賀大学が実施しているリカレ
ント教育やリカレント教育に関
する文部科学省の取組につい
て、構成員間で共有。

また、総務省が創設した地域に
おけるリスキリング推進事業に
ついて、滋賀県から介護者支援
事業の実施について発表があ
り、構成員間で共有。

＜共有内容、意見等＞
在職者訓練等について、各業界
団体、経営者団体に周知広報の
協力を依頼できないか。人手不
足で受講させる余裕がない等の
課題が先行すると思うので、そ
の課題が解決できるような周知
広報が望ましい。

ものづくり分野に関して、実際
にものづくりを体験する体験教
室等の催しや高校生などに向け
ての体験型イベント等を実施し
てはどうか。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
構成員からの意見
・「農業分野」「旅行・観光分
野」「建設分野」の計画数が０
となっている。京都府において
は、旅行観光事業が最も人手が
足りていないと言われているた
め、訓練の実施をお願いした
い。

＜意見等＞
構成員からの意見
・実績が計画数の60～70％程度にとどまってい
る。

・IT分野、デザイン分野では、応募率が高くて就職
率が低い。就職につなげるための方向性は決まって
いるのか。

＜意見等＞
構成員からの意見
・デザイン分野においては、求人者は即戦力
を求めているから就職率が低いということだ
が、経営者側に求めている知識やスキルを聞
いてみると、職業訓練で習得できているかも
しれない。そこをハローワークの強みとして
うまくマッチングに活かしてしていけない
か。

＜意見等＞
構成員からの意見
・令和７年度の策定方針案は、
令和６年度のものを踏襲したも
のか。

・計画数において、求職者支援
訓練は増加しているが、委託訓
練は減少している。妥当性はあ
るのか。

＜意見等＞
・障害者雇用増加が求められている状況で、城陽
障害者高等技術専門校閉校分の訓練コースをどこ
かでカバーする必要があるのではないか。

・観光業では外国人労働力に頼っている事業所も
あり、日本語やマナーを教えることが必要。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
選定分野
　介護・医療・福祉分野

選定理由
　・人手不足分野であるにもかかわらず、
　　充足率が低い
　・開講コース数が多く、ヒアリング対象数が
　　一定数見込める

＜対応方針＞
・公的職業訓練ではないもの
の、京都府では観光人材の育成
のため地域活性化雇用創造プロ
ジェクトにおいて、観光DX人材
育成事業を実施している。
公的職業訓練においても府内の
教育資源を活かした、人手不足
分野の訓練が実施できるようR8
年度に向けて調整を行う。

・R7年度は既存の訓練を受講
し、一定就職に向けて準備が
整っている方に対し、合同説明
会や求人等の情報提供を行い、
出口の部分で観光分野等の人手
不足分野へ案内を行う。

＜対応方針＞
・SNSの活用や地下鉄駅構内に訓練の広報ポスター
を掲示するなど幅広く職業訓練の広報を実施し、ハ
ローワーク等の利用者以外の求職者の掘り起こしを
行い、訓練充足率の向上を図る。

・企業と訓練受講者のマッチング向上のため、労働
局、京都府、機構が連携し、求人担当を含むハロー
ワーク職員に対し、IT・デジタル分野等の訓練コー
スの理解促進を図る研修を定期的に実施する。

・企業に対し、職業訓練でどのようなスキルが習得
できるのかをアピールし、訓練修了者歓迎求人の提
出を働きかける。

＜対応方針＞
・企業と訓練受講者のマッチング向上のた
め、労働局、京都府、機構が連携し、求人担
当を含むハローワーク職員に対し、IT・デジ
タル分野等の訓練コースの理解促進を図る研
修を定期的に実施する。

・企業に対し、職業訓練でどのようなスキル
が習得できるのかをアピールし、訓練修了者
歓迎求人の提出を働きかける。

＜対応方針＞
・委託訓練においては、子育て
中の親のスムーズな社会復帰等
を支援するため、令和７年度か
ら子育て中の親が優先的に訓練
を受講できる機会を大幅に拡大
する方針としている。また、令
和７年度実施計画については、
IT分野、デザイン分野の就職率
をあげるための取り組みや、訓
練充足率の向上、地域の訓練
ニーズなど、本協議会にていた
だいた御意見を踏まえ作成す
る。

・厚労省から示される目安数等
を踏まえて計画数を決定してい
るが、京都府全体の定員充足率
が60％台で推移している中、適
切な計画数について、労働局、
京都府、機構の３者で協議するこ
ととしたい。

＜意見等＞
当該分野の充足率が低い要因をどのように分析し
ていて、どのような策を講じようとしているの
か。

＜計画案への反映状況＞
京都観光アカデミーにおいて多
様な観光人材育成メニューを提
供していることを明記。
観光業における人手不足が生じ
ている職種を分析し、公的職業
訓練受講者に対して観光分野の
求人情報の提供等を行うことを
明記。

＜計画案への反映状況＞
・周知については従来から実施している手法に加
え、SNS等を活用した効果的な広報や、京都府、労
働局、機構の三者で協力し広く広報を行うことで訓
練受講者の掘り起こしを行うことを盛り込んだ。

・訓練コース定員充足率向上のため、ハローワーク
職員の資質向上を目的とし、京都府、国、機構が協
力して研修を実施する。

・求人者に対して、訓練修了者の採用を視野に入れ
た求人の提出を働きかけることを明記。

＜計画案への反映状況＞
・訓練コース定員充足率向上のため、ハロー
ワーク職員の資質向上を目的とし、京都府、
国、機構が協力して研修を実施する。

・求人者に対して、訓練修了者の採用を視野
に入れた求人の提出を働きかけることを明
記。

＜計画案への反映状況＞
教育訓練給付対象講座がどの都
道府県で実施されるのかは、ハ
ローワークインターネットサー
ビスで講座検索可能。また、オ
ンデマンドコースやｅラーニン
グコースに絞って検索も可能。

計画案には「リカレント教育の
推進等、多様な職業能力開発の
機会を確保・提供することが重
要」と記載。

＜計画案への反映状況＞
各訓練の計画数については、京
都府、京都労働局、機構の三者
において府全域で適切な定員数
を設定するとして反映させてい
る。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
最終的な選定分野
　介護・医療・福祉分野

検証方針
　介護業界の魅力を伝えていくことが重要。第２
回中央協議会での各局の好事例も参考にしつつ、
介護業界での働き方や求人条件がどのように変
わってきているのかという検証が必要。また、介
護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修以外に
取得できる資格やスキルがコースごとに異なり、
カリキュラムのニーズ調査を行う。

26 京都 ＜意見等＞
・教育訓練給付指定講座には、
オンデマンドやｅラーニング講
座もある中、都道府県ごとに訓
練機会が不足しているかどうか
を把握するのは難しいのではな
いか。

・教育訓練給付のオンデマンド
やｅラーニング講座の認定状況
が、都道府県別に分析されてい
るのか。

・子育て支援の一環としても、
教育訓練給付のオンデマンドや
ｅラーニング講座などでスキル
アップが図れるため、指定講座
として多く認定される、あるい
は情報提供されることが望まし
い。

＜共有内容、意見等＞
・京都府ではイオンと連携協定
を締結し、一部の店舗ではデジ
タルサイネージを活用して入校
生を募集している。

・指導者不足対策として、機構
では生産性向上支援訓練の中
で、ミドルシニアコースを実施
している。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・令和８年度の城陽障害者高等技術専門校と京都
障害者高等技術専門校の統合に向け、令和７年度
はカリキュラムの編成や体制整備を行うため、一
時的に10名減となっているが、令和８年度の統
合時には減っていた定員数を戻す予定となってい
る。

・計画案には、観光分野の中でも人手不足分野の
職種を分析し、公的職業訓練受講者に対しても観
光分野の求人情報の提供を行う等、観光分野への
労働力の誘導を行うことを盛り込んだ。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・会員の企業と接していると、
外国人の人材育成のための訓練
ニーズをお聞きするが、何か参
考になる事例があれば教えてい
ただきたい。

＜意見等＞
・制度別、分野別の訓練実施状況を見ると、分野に
よっては応募倍率が１倍を超えているのに対し、定
員充足率が１倍を大きく下回っている訓練がある
が、本来であれば定員充足率は１倍以上であるべき
ではないか。

＜意見等＞
ワーキンググループの結果報告をホームペー
ジ公開するにあたり、目的の他にも「どのよ
うな取組みであるのか」についても一般の方
が理解できるよう資料に記載して公開すべき
ではないか。
また、資料中の「改善促進（案）」につい
て、「案」はいつ取れるのか

＜対応方針＞
・協議会資料のホームページ公開にあたり、
一般の方にもワーキンググループとは何かを
理解できるような説明を追記して公開するこ
ととする。
また、「案」については本協議会において承
認をいただくことをもって削除する。

＜意見等＞
・経営者から見たリスキリング
支援策について、具体的にどの
ような支援策を検討しているの
か、情報があればご提示いただ
きたい。

＜意見等＞
・デジタル人材の育成につい
て、今後、企業においてはデジ
タル化に伴うＡＩや生成画像を
積極的に活用をしていく流れに
なってきており、逆にＡＩをコ
ントロールできる人材育成が必
要となってきているが、そのよ
うな人材育成のためのコース設
定が必要ではないか。

＜意見等＞
・構成員から、令和７年度計画案における定員設
定の考え方について質問があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・少子高齢化の進展により慢性的な人材不足にあ
ることや、限られた労働力の中から、介護ニーズ
に的確に対応できる質の高い人材を安定的に確保
するうえで、公的職業訓練に対する期待度も高い
ことから、介護分野を事務局案として提示した。

＜対応方針＞
・外国人の訓練受講者数を正確
には把握していないが、離職者
訓練については、現に有する在
留資格により、認められている
就労内容や在留期間に留意し、
受講の可否を決定し、一定数受
講いただいている。
今後は外国人労働者の人材育成
についても検討していく必要が
あると認識する。

＜対応方針＞
・分野別実施状況において応募倍率と定員充足率が
大きく開く要因の一つとして、たとえば、製造分野
の中には電気関連、機械関連、金属関連の分野が含
まれているため、各分野の内訳においても応募倍率
と定員充足率にバラツキがあるところである。
また、訓練を継続的に受講していただくために選考
試験を実施していることや受講前の辞退者もいるこ
と等も要因の一つである。

＜意見等＞
・企業においてはコミュニケーション能力を
重視する傾向があることがわかるが、基礎的
な社会人スキルを求めているのか、グループ
討議のようなそれとは違ったスキルを必要と
しているのか。

＜対応方針＞
・企業からはより高いコミュニケーション能
力が求められている。１ヶ月の職業能力開発
講習では、基本的なコミュニケーションスキ
ルの修得となるため、今後もコミュニケー
ション能力の修得及び向上に資する訓練コー
ス内容の設定に取り組んでいきたい。

＜対応方針＞
・企業や事業主団体の労働生産
性を向上させるため、効果的な
演習等を取り入れて実施する生
産生向上支援訓練を活用してい
くことで経営者が抱える課題や
ニーズに合わせた支援をしてい
きたい。

＜対応方針＞
・急速なデジタル化による技術
進歩に合わせた人材育成とし
て、今後も意見を踏まえコース
設定を検討していきたい。

＜意見等＞
・分野の選定について意見はないが、カリキュラ
ムの中に実習を入れてほしいという受講者ニーズ
があるかどうかや、介護には訪問介護やデイサー
ビス、施設介護等多岐にわたるが、これら介護の
種類を受講生が把握できているか、またデジタル
技術が進展している今日においては、介護業界に
おいてもスマートフォン等を活用したデジタルリ
テラシーの習得するためのカリキュラムが必要と
なることから、上記についても検証してほしい意
見があった。

＜計画案への反映状況＞
・計画案への反映はしていない
が、外国人の訓練受講者数が一
定数おり、今後も外国人の人材
育成についても検討していく。

＜計画案への反映状況＞
計画案への反映はしていない。上記対応方針のとお
り。

＜計画案への反映状況＞
計画案へ、第５の５「職業訓練の効果的な実
施のための取組」に、「デジタル分野の訓練
を実施する機関に対し、申請の説明会や巡回
訪問等のあらゆる機会を捉えて、ＩＴ業界に
対する理解及びコミュニケーション能力の促
進や向上への取組を依頼する。」として改善
策を反映させた。

＜計画案への反映状況＞
計画案への反映はしていない。
上記対応方針のとおり。

＜計画案への反映状況＞
・政府が推進するデジタル人材
の育成についてはその必要性を
十分に認識し、分野における定
員を検討するにあたり求人求職
ニーズを的確に反映した訓練
コースの設定を行った。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・介護分野を対象としつつ、上記の意見等をふま
え、ヒアリング事項を確定していき調査を実施し
ていく方針とした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
訓練ニーズや必要性をふまえ定員設定をしている
が、今後も協議会においての意見もいただきなが
ら定員設定をしていくことで了承された。

27 大阪 ＜共有内容、意見等＞
・大阪局より令和７年度概算要
求の概要として教育訓練休暇給
付金及び教育訓練期間中の生活
を支えるための融資制度につい
て説明を行った。

・株式会社パソナよりキャリア
形成・リスキリング推進事業に
ついての紹介及び説明があり、
構成員間での情報共有を行っ
た。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・主要産業であるものづくり
（製造）分野において、同分野
の人材の育成、技術の継承の推
進が引き続き求められている。
・介護、福祉分野、製造分野に
おいて、人材不足感の強さは継
続している。

＜意見等＞
・デジタル分野コースへの応募率は高いが就職率は
低い傾向である。求職者の描く就職イメージと訓練
内容とのミスマッチを解消する必要がある。
・機械加工技術を学ぶためのコースは就職率が高い
が当該コースへの応募率が低い。求職者へ、ものづ
くり分野、特に機械加工に関する魅力を発信する必
要がある。
・求職者支援訓練の基礎コースの認定率が低調であ
る。社会人基礎スキルが学べる同コースに対する若
年者や学び直したいという中高齢者のニーズがある
ことから、訓練実施機関への申請勧奨を行う必要が
ある。
・在職者訓練の受講者数が増えていることから、社
員を育成したいと考える企業が増えていることが窺
える。

＜意見等＞
・令和6年度は、WGにおいて「営業・販売・
事務」を検証した。
・営業、販売や事務といった職種において、
当該業務を実行していくうえで不可欠な操作
スキル等が大切であることは分かっていた
が、検証をしてみて実はジェネリックスキル
（特定の分野に関係なく全ての人に求められ
る能力）が必要だということが如実に分かっ
た例であると思われるとの委員からのコメン
トがあった。
・ただ何となく学ぶだけでなく、その後にあ
る先をイメージして訓練を受講することが必
要。人材サービス業界で把握している求職者
の検索ワード上位は「在宅ワーク」、「リ
モート」であるとの委員からのコメントが
あった。

＜意見等＞
・製造分野は就職率は高いもの
の訓練の応募倍率、定員充足率
が低い。

・政府方針に基づき、デジタル
人材を育成していくことが必
要。

・介護等福祉分野、製造分野に
おいて人材不足感が強く、求人
ニーズが高いものの、訓練の応
募、充足が低調である。

＜意見等＞
・計画内容や計画数について特段の意見はなかっ
た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
介護分野を選定。
・令和7年度兵庫県地域職業訓練実施計画におい
て、人材育成の充実や人材確保が急務と捉え重点
分野として位置付けている。
・介護分野の訓練の定員充足率は他分野と比べ低
い。

＜対応方針＞
・ものづくり分野の魅力を発信
する広報活動に力を入れる。
・継続的にセミナーや説明会を
数多く開催し、求職者への訓練
周知を図る。

＜対応方針＞
・業界イメージを掴みやすくし、ミスマッチを解消
するための訓練の体験会、見学会等を拡充する。
・基礎コースの設定数がこれ以上下がらないように
訓練実施機関へ周知勧奨していく。
・在職者訓練を含め周知を強化する。

＜対応方針＞
・本件検証過程で得たヒアリング内容及び委
員の意見を訓練実施施設に対する助言、指導
に活用する。
・ハローワーク職員が訓練実施施設を見学す
る機会を増やし、同職員と訓練実施施設担当
者との意見交換の場を確保する。

＜対応方針＞
令和6年度に引き続き、以下を実
施していく。
・製造分野について令和6年度に
行ったコース再編の効果を見定
めつつ積極的な周知広報、受講
勧奨を行う。
・デジタル分野のコース設定の
促進。就職率を向上させるため
の求人ニーズに沿った訓練内容
の検討、職員の知識向上による
支援強化。また、企業に対する
教育訓練給付制度及び在職者訓
練の周知にて社内の人材育成を
喚起する。
・介護等福祉分野について求人
求職のミスマッチ解消に向けた
見学会等の機会を拡充。

＜意見等＞
特段の意見はなかった。

＜計画案への反映状況＞
・公共職業安定所等において、
当県の主要産業であるものづく
り分野の魅力を発信し、継続的
にセミナーや説明会を開催し、
受講者確保に向けた求職者への
周知を行う旨を記載した。

＜計画案への反映状況＞
・訓練への応募が少ないコースについて、業界イ
メージを掴みやすくし、求職者の思い描く就職イ
メージと訓練内容とのミスマッチを解消するため
に、体験会、見学会等を実施する旨を記載した。
・リスキリング推進の観点から、企業に向け、在職
者訓練や自社の労働者による教育訓練給付制度の活
用などを周知する旨を記載した。

＜計画案への反映状況＞
・訓練実施施設を公共職業安定所の担当者が
見学できる機会を増やし、受講者の確保に向
けた課題や就職支援の方策などについての意
見交換の場を確保する。これにより、両者が
一体的に就職支援等を行う体制の構築を目指
す旨を記載した。

＜計画案への反映状況＞
・計画への具体的な反映はな
し。

＜計画案への反映状況＞
・求職者に対する効果的な広報
を実施するため、上述の三者が
一体となり、公共職業安定所を
利用していない層へのアプロー
チも含めた募集広報等の在り方
について検討を進める旨を記載
した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
介護分野。
・訓練修了者、修了者を採用した企業及び訓練実
施機関に対するヒアリングにより訓練内容に関す
る課題等を検討する従来の手法に加え、他の分野
の訓練受講者に対し、介護分野の訓練を選択しな
かった理由を聴取する等、同分野の訓練の受講者
を確保するための課題及び改善策等についても検
証する。

28 兵庫 ＜意見等＞
・第68回全国溶接技術競技会で
ポリテク兵庫出身者が最優秀賞
を受賞したことも功績であると
思われる。この点も是非広報に
繋げてもらいたいとの委員から
のコメントがあった。

・高校生に対するキャリア教育
の一環として教育委員会が実施
しているインターンシップ事業
及び高度熟練技能者等が特別非
常勤講師として実技指導を行う
事業等について構成員間で共有
した。

・令和6年度地域職業訓練実施計
画において、令和6年度地域協議
会にて報告することとしていた
令和6年度地域リスキリング推進
事業について構成員間で共有し
た。

・教育訓練給付制度に関して、
ハローワーク来所者への同制度
を認定しているかのアンケート
を実施した結果、認知度は50％
に満たなかった。これに対する
取り組みとして、労働局がオリ
ジナルマスコットキャラクター
を作成しHP等にて周知を行っ
た。

＜共有内容、意見等＞
・女性の就業に関するミスマッ
チの要因として賃金だけでな
く、就業条件がネックとなって
いる。これを求人者にも共有し
ていく必要がある。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・介護分野の人手不足は明白で
あり、人材育成が必要との意見
があった。
・ＰC操作は基本的なニーズであ
ること。簿記、ＩＴ、チラシや
ＰＯＰ制作スキル、工場・物流
でのフォークリフト等のニーズ
について報告があった。
・無資格・未経験でもコミュニ
ケーション能力があり、人柄の
良い人のニーズが高いとの報告
があり、コミュニケーション能
力の育成や常識・マナー等の付
与の希望が複数あった。
・働く高年齢者も増えており、
ＩＴスキルを身に付ける高年齢
者に特化した訓練も必要。ま
た、働くことに繋がっていない
若年者もおり、訓練に繋げるこ
とが必要との意見があった。

＜意見等＞
・就職環境が良く、訓練受講者が減ることはポジ
ティブに取ることもできるが、受講後の就職率が劇
的には伸びていないとの意見があった。
・他の構成員からは、訓練受講者に対して、ＨＷと
県機関がきめ細やかな支援をしてくれている。一方
で、就職経路はネットで自分で探す者や実習先で就
職が決まる者等、多様化しているとの意見・報告が
あった。

＜意見等＞
・「営業・販売・事務分野」及び「医療事務
分野」についてヒアリングを実施し、訓練修
了者・採用企業共に概ね高評価であった旨の
結果及び検討課題等の報告があった。
・構成員からは、WGの報告の中に答えが見
えており、求職者・求人者双方に訓練受講が
プラスに働いていることが顕著に表れてい
る。しかし、企業は訓練制度を十分知らない
状況にあり、求人者・求職者への周知をＨＷ
が徹底する必要があるとの意見があった。

＜意見等＞
・介護分野の人手不足は深刻で
あり、人材育成に取り組むこと
が必要との意見があった。
・ＷＥＢ会議開催、ＨＰ、ＳＮ
Ｓ、イラストレーター等を使用
したチラシやＰＯＰ制作のスキ
ルも企業ニーズがあるとの意見
があった。
・ＩＴ技能は必要な能力の一つ
で、無ければ企業で研修が必要
となる。最低限のスキルとコ
ミュニケーション能力・人柄を
企業は必要としているとの意見
があった。

＜意見等＞
・構成員から、定員割れが散見され、周知が十分
ではないのではないか。人材会社のＣＭが多く、
高額な紹介料を取られるリスクも高く、訓練を経
た方が定着率も高く、満足度が高いということ
を、企業も理解しなければならない。対策を考え
なければならないという危機感をもっているとの
意見があった。
・別の構成員からは、県の委託訓練が大幅に減っ
ているが、広報など手を尽くしてから、定員減少
というステップになるのではないかとの指摘が
あった。
・構成員から、人材不足は技術者が多く、中小企
業は人材確保に困っている。人材会社を通じ、容
易に就職するが、定着率は低い。ポリテクセン
ターの訓練は非常に重要であり、技術系以外の職
業に就いている人に、技術系に目を向けてもらい
たいとの意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・以下の理由により、事務局から「介護・医療・
福祉分野」を提案。
・第１回協議会においても、委員からの「介護・
福祉分野が人手不足ということが明白である」と
の意見もいただき、厳しい状況も説明いただいた
こと。
・直近の介護関係職種の有効求人倍率も5.16倍
と、全職種の1.19倍と比べて各段に高い状況に
あること。
・少子高齢化、人口減少が進展する中、深刻な人
手不足の状況が続くことが懸念される分野でもあ
ること。

＜対応方針＞
・介護分野については、応募・
受講しやすい募集・日程を検討
し、HWを利用していない層を含
めた周知の強化、受講勧奨の強
化を図る。
・高年齢者には委託訓練の高齢
者スキルアップコース、若年無
業者には求職者支援訓練の基礎
コース等の活用を促進する。

＜対応方針＞
・HWの就職支援を強化するとともに、訓練内容、
訓練実施機関の支援内容等をHW職員が理解する機
会を確保し、関係性を構築するため、見学会、意見
交換会等を実施し、連携した就職支援に取り組む。
・HW利用者と併せて、子育て世代等を含むHWを
利用していない層を対象とした周知・広報を実施す
る。

＜対応方針＞
・訓練修了者及び採用企業が高く評価してい
ることを求職者、求人者の双方へ伝えること
で、定員充足率や就職率の向上に結びつけ
る。
・訓練修了生歓迎求人の確保と併せ、就職支
援・求人充足支援につなげるため、企業への
周知を実施する。

＜対応方針＞
・介護分野については、募集・
日程を検討し、HWを利用してい
ない層を含めた周知の強化、受
講勧奨の強化を図る。また、WG
による効果検証の対象候補とし
て検討する。
・デジタル分野の重点化、設定
促進を図る。また、人材ニーズ
（IT分野は求職者ニーズを含
め）に即した訓練内容か、就職
支援策が十分かを検討するとと
もに、HW職員の知識の向上及び
受講勧奨の強化を図る。

＜意見等＞
・構成員から、課題については同じ認識である。
就職率は高いが、１年以内の離職率も高く、特に
入職１～２ヶ月で離職する者も多く、現場が思っ
ていたものではなかったという理由である。
　採用について、有料職業紹介会社を利用し高額
な費用をかけても離職し、定着しない状況にある
との意見があった。
・別の構成員からは、人材確保を上手くできてい
る企業を参考にするべき。介護職はストレスがた
まると思うが、身近な人からやりがいを伝えられ
ればとの意見があった。。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・企業への公的職業訓練制度の周知及び地方自治
体とも連携し、女性や子育て世代を含めたハロー
ワークを利用していない層への周知・広報を実施
することとし、その旨を計画へ盛り込んだ。
・委託訓練については、計画と実績の乖離から実
績ベースで見直したこと、市場の動向と求人・求
職の状況、充足状況を考えていること、県の予算
額と決算額の乖離が議会でも取り上げられてお
り、一旦見直し、今後、周知を強化することを回
答し、了承された。
・ポリテクセンターにおいては、訓練修了後の活
躍事例を収集し、ＰＲに使用することとしてお
り。令和７年度の案内冊子から使用すること、ハ
ローワークの窓口でも紹介することで、求職者に
目を向けてもらえるよう取り組むことを説明。

29 奈良 ＜意見等＞
・訓練を受けずに就職した人の
離職率が髙いということであれ
ば、「訓練を受講した方が定着
率がよく効果的」というアナウ
ンスができるのではないかとの
意見があった。
・他の構成員からは、訓練経由
の就職とそれ以外の定着率の調
査結果があり、訓練を受けた方
が定着率が高いというエビデン
スある。訓練受講により仕事理
解・業界理解が深まり、就職先
がイメージできるとの報告があ
り、メリットをＨＷ窓口で求職
者に知ってもらいたいとの意見
があった。
・ＨＷは一生懸命、色々と取り
組んでいるが、関係団体はその
機能を活用することが弱い。ま
た、賃金上昇に伴い人材育成・
待遇改善にも経費が必要である
が、在職者訓練が活用できるこ
とを企業側が気付いておらず、
公的訓練を主体的にうまく使い
切ることが必要との意見があっ
た。

＜共有内容、意見等＞
・構成員から、ポリテクセン
ターは奈良県内唯一の機械系訓
練機関であり、就職後の機能向
上に寄与しているとの意見が
あった。
・別の構成員からは、ものづく
りの訓練には、人材の送り出し
を期待している。
　定着のためには企業内の訓練
が重要だが、小規模事業所では
難しいため、在職者訓練でポリ
テクセンターにはお世話になっ
ており、引き続き支援を行って
欲しいとの意見があった。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜計画案への反映状況＞
・介護分野については、応募・
受講しやすい募集・訓練日程の
検討を行った上で実施するとと
もに、ハローワーク職員等によ
る訓練実施施設の見学や意見交
換会等の実施及びセミナーの受
講等により、関連する職種や業
種及び訓練コースに関する知識
の向上を図り、訓練コースの内
容や効果を踏まえた受講勧奨を
強化することを盛り込んだ。
・高齢者スキルアップコースの
定員については、前年度比で
25.0％増加させ、高齢者の受講
促進を図ることとした。

＜計画案への反映状況＞
・ハローワーク等と訓練実施施設の連携強化（施設
見学・意見交換会等の実施、就職支援等に係る情報
の共有）によるハローワーク職員の知識の向上及び
就職支援の強化、企業への公的職業訓練制度の周知
及び地方自治体とも連携し、女性や子育て世代を含
めたハローワークを利用していない層への周知・広
報を実施することを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・訓練修了者歓迎求人の確保を推進するとと
もに、求人内容の詳細な把握を行い、事業主
等に対して訓練効果を周知することにより、
就職機会の拡大を図る。あわせて、訓練受講
による知識・技能の習得状況を把握し、ハ
ローワークと訓練実施施設が連携した就職支
援を実施することを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・訓練修了者歓迎求人の確保を
推進するとともに、求人内容の
詳細な把握を行い、事業主等に
対して訓練効果を周知すること
を盛り込んだ。
・課題解消のために、公的職業
訓練が計画的かつ効果的に実施
できるよう、地域の関係者が連
携・協力関係を強化するための
連絡、協議の場を設けるととも
に、幅広い連携、協力関係によ
り、地域の人材育成に取り組ん
でいくことを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・介護分野については、応募・
受講しやすい募集・訓練日程の
検討を行った上で実施するとと
もに、ハローワーク職員等によ
る関連する職種や業種及び訓練
コースに関する知識の向上を図
り、訓練コースの内容や効果を
踏まえた受講勧奨を強化するこ
とを盛り込んだ。
・デジタル分野については、求
人ニーズ、求職者ニーズに即し
た効果的な訓練内容となってい
るか検討を行うとともに、ハ
ローワーク職員等による関連す
る職種や業種及び訓練コースに
関する知識の向上を図り、訓練
コースの内容や効果の把握を踏
まえた受講勧奨を強化する。ま
た、訓練修了者歓迎求人の確保
を推進するとともに、求人内容
の詳細な把握を行い、事業主等
に対して訓練効果を周知するこ
とにより、就職機会の拡大を図
る。あわせて、訓練受講による
知識・技能の習得状況を把握
し、訓練実施施設が連携した就
職支援を実施することを盛り込
んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・事務局の提案のとおり「介護・医療・福祉分
野」を対象とすることを決定。
・定着が課題との意見もあり、ヒアリング内容に
ついては、それも踏まえた内容とし、追加のヒア
リング項目がある場合は、随時、事務局へ提案い
ただくこととした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・企業への公的職業訓練制度の周知及び地方自治
体とも連携し、女性や子育て世代を含めたハロー
ワークを利用していない層への周知・広報を実施
することとし、その旨を計画へ盛り込んだ。
・委託訓練については、計画と実績の乖離から実
績ベースで見直したこと、市場の動向と求人・求
職の状況、充足状況を考えていること、県の予算
額と決算額の乖離が議会でも取り上げられてお
り、一旦見直し、今後、周知を強化することを回
答し、了承された。
・ポリテクセンターにおいては、訓練修了後の活
躍事例を収集し、ＰＲに使用することとしてお
り。令和７年度の案内冊子から使用すること、ハ
ローワークの窓口でも紹介することで、求職者に
目を向けてもらえるよう取り組むことを説明。

29 奈良 ＜共有内容、意見等＞
・構成員から、ポリテクセン
ターは奈良県内唯一の機械系訓
練機関であり、就職後の機能向
上に寄与しているとの意見が
あった。
・別の構成員からは、ものづく
りの訓練には、人材の送り出し
を期待している。
　定着のためには企業内の訓練
が重要だが、小規模事業所では
難しいため、在職者訓練でポリ
テクセンターにはお世話になっ
ており、引き続き支援を行って
欲しいとの意見があった。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・全国にあって和歌山にない訓
練、和歌山にあって全国にない
訓練はあるか。またその中で、
例えば生成ＡＩの活用等新しい
分野への対応についてはどう
か。ニーズはどんどん変化して
していくが、それにどう対応し
ていくかが大事ではないかとい
う意見があった。

＜意見等＞
・職業訓練終了後の就職率が低調、特に障害者訓練
の就職率が低いが、訓練と就職が結びついているの
かとの意見があった。

＜意見等＞
・令和５年度のヒアリングをもとにデジタル
分野を再検証し、訓練カリキュラムの改善等
の取組報告を行った。

＜意見等＞
・障害者委託訓練の計画数が６
年度より減少していることに関
して、障害者の就職について、
定量的に分析した上で必要な訓
練の実施、適切な計画数を設定
していただきたいとの意見が
あった。

＜意見等＞
・障害者委託訓練の定員数が減少していることに
ついて、それは実績に見合うということでやむを
得ないと思うが、キャパを狭めることにより応募
者が減ることのないよう十分協議のうえ科目の設
定等実施していただきたい。
・シンギュラリティにより人の働き方が大きく変
わると言われている中で、ホワイトカラーの職業
での労働移動の必要性等、労働制約はあるが地方
だけでなく中央でも準備が必要。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・国、県共にデジタル人材育成の推進を行ってい
ること、日々変化するＤＸ業界への対応が必要で
あること、さらに過去2年間のヒアリング結果に
よる改善策の検証も重要と考え、5年度、６年度
に引き続き「デジタル分野」を対象とすることを
提案した。

＜対応方針＞
・生成ＡＩの活用等について
は、訓練効果の把握・検証でも
課題として取り上げており、カ
リキュラムへの導入を検討。ま
た人材ニーズについては、構成
員からの情報提供を引き続きお
願いし把握に努める。

＜対応方針＞
・来年度より、障害者訓練コースの見直しや障害者
訓練のコーディネーターを新規に配置することを検
討中。コーディネーターを配置することで、訓練校
や訓練生により細やかな対応をすることで、就職に
つなげる。

＜対応方針＞
2つの取組を実施検討。
・コミュニケーション能力の向上やデジタル
リテラシーに関するカリキュラムの導入。
・ハローワーク職員や訓練実施施設のキャリ
アコンサルタント向けのＤＸセミナーの開
催。

＜対応方針＞
・定量的な分析により、訓練の
質の充実を図るとともに、適切
な計画数での設定を行う。

＜意見等＞
・意見等特になし

＜計画案への反映状況＞
・ＤＸ推進におけるデジタルス
キル標準の取込みや日々進化す
るデジタルスキルの利活用を目
指したカリキュラムの構築等、
カリキュラム改善に柔軟に対応
できるようにしていくこととし
た。

＜計画案への反映状況＞
・就職率に加えて、訓練関連職種の魅力や働きがい
等、求職者の希望に応じた受講あっせんの強化を図
ることを盛り込んだ。
・障害者等に対する公共職業訓練で、個々の受講者
の障害特性に応じた訓練を一層推進することとし、
障害者委託訓練におけるＰＤＣＡ評価を基に訓練を
計画することとした。

＜計画案への反映状況＞
・カリキュラム改善促進案として検討した
「カリキュラムにおけるグループワークの更
なる充実」について、できる限り早期の導入
に努めることとした。
・キャリアコンサルタントや訓練担当者等の
ＤＸ関連の知識向上のためのセミナー開催に
ついて盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・事業主に対しても、訓練受講
による技能や知識の向上等の訓
練効果について、広く周知する
ことを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・障害者等に対する公共職業訓
練で、個々の受講者の障害特性
に応じた訓練を一層推進するこ
ととし、障害者委託訓練におけ
るＰＤＣＡ評価を基に訓練を計
画することとした。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・デジタル分野を対象とし、ヒアリング時の設問
項目を追加し、新たな視点での効果・検証を実施
することとする。

30 和歌山 ＜意見等＞
・厚生労働省の委託事業である
「キャリア形成・リスキリング
推進事業」について、和歌山
キャリア形成リスキリング支援
センター担当者より、事業の概
要説明及び教育訓練給付制度の
周知・広報について説明を行っ
た。

・総務省が創設した地域におけ
るリスキリング推進事業につい
て、和歌山県担当者より「和歌
山戦略経営塾」の取組内容の報
告があった。

＜共有内容、意見等＞
・令和６年度に引き続き令和7
年度においても、和歌山県実施
による県内経営者、経営幹部、
後継者等を対象とした事業「和
歌山戦略経営塾」を実施するこ
とを共有。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・計画案については、修正等なく了承された。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
産業人材育成センターが実施す
る学卒者等を対象とした施設内
訓練（ものづくり情報技術科、
土木システム科、木造建築科、
自動車整備科、設計・インテリ
ア科、デザイン科）について、
定員数に対する充足率が低い。

あらゆるものがデジタル化され
つつある中で、デジタル化に対
応した人材ニーズが高まってい
るので、職業訓練によりデジタ
ル人材を育成し、一人でも多く
就職に結びつけていただきた
い。

＜意見等＞
令和５年度における離職者向け訓練で受講者数が多
い分野は「営業・販売・事務分野」であるが、求職
者支援訓練の就職率が公共職業訓練に比べて大幅に
低くなっているとの意見があった。

＜意見等＞
令和６年度については、ＷＧにおいて「営
業・販売・事務分野」を検証し、以下の内容
について報告。構成員からは特に意見等はな
かった。
・訓練修了者からは、受講するにあたっての
不安の解消や、就業先によっては必要なスキ
ルが様々であることから個別のきめ細かな就
職支援が必要であることがわかった。
・採用企業からは、ビジネスマナーやコミュ
ニケーション能力が重要であること、採用後
のミスマッチ防止のため、応募者が企業の
ニーズを把握していることや、企業が訓練生
のレベルを理解していることが必要であるこ
とがわかった。
・訓練実施機関からは、訓練受講希望者の不
安の解消や訓練コースの理解促進が重要であ
ることがわかった。

＜意見等＞
令和６年度の訓練実施計画に挙
げた課題と令和５年度の実施状
況を踏まえ、改善の余地がある
以下の課題を解消するための方
針を示し、構成員からは特に意
見は無かった。
・「介護・医療・福祉分野」の
訓練は応募倍率が低いこと
・「デザイン分野（デジタル
系）」の訓練については就職率
が低いこと
・委託訓練の計画数と実績に乖
離があること
・デジタル人材が質・量ともに
不足していること

＜意見等＞
特になし。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
【訓練分野】デジタル分野

【選定理由】デジタル技術の活用による地域社会
の課題解決を進めるためには、デジタル人材の育
成・確保が不可欠となっているため。

＜対応方針＞
施設内訓練修了者の就職率が非
常に高く、企業ニーズ自体は確
実に捉えていると思われるが、
学卒者が中心の訓練となってお
り、新規高卒者がなかなか訓練
の方に向いてくれない状況であ
ることから、引き続き、オープ
ンキャンパスや県内の高校を全
て廻っての営業活動を行い入校
促進を図る。また、訓練科の内
容の見直しを行うことについて
も検討する。

デジタル人材の計画的な育成が
必要であることから、引き続
き、ニーズに沿った効果的な訓
練コースの設定を行う方針。

＜対応方針＞
求職者支援訓練のコースの中にｅラーニングのコー
スがあり、当該コースの対象者は育児・介護の事情
等により外に出られないといった課題を抱えた方が
受講することが多く、また、全国各地から受講可能
であることから県外の方も受講されるため、就職支
援が難しい状況である。
訓練実施機関とハローワークの連携を強化すること
により、効果的な就職支援を実施していく。

＜対応方針＞
上記のヒアリング結果を踏まえて、以下の取
組を実施予定。
・訓練設定・周知に関するものとして、訓練
実施時期の調整や適性に対する不安、業務に
活かせるか等の不安解消に係る取組。
・訓練カリキュラムの充実等に関するものと
して、ビジネスマナー・コミュニケーション
能力の重要性について訓練実施機関と情報共
有。デジタル分野以外の全ての訓練にデジタ
ルリテラシーのカリキュラムを実施。
・就職支援に関するものとして、訓練開始前
から終了後までの一貫した就職支援を行うこ
ととし、効果的な就職支援のために訓練実施
機関とハローワークの連携を強化する。

＜対応方針＞
上記の課題を解消するため、
・応募倍率が低い分野の訓練に
ついては、訓練コースの内容や
効果を踏まえた受講勧奨を強化
する方針。また、訓練希望者の
不安解消のため、受講希望者向
け説明会や適切な情報提供を行
う。
・就職率が低い分野の訓練につ
いては、求人ニーズに即した効
果的な訓練内容かどうか検討
し、受講希望者のニーズに沿っ
た適切な訓練を勧奨できるよう
ハローワーク窓口職員の知識の
向上や事前説明会・見学会の機
会確保を図るとともに、訓練開
始後の早い段階での就職支援や
訓練修了者歓迎求人の確保等の
取組を推進する方針。
・計画数と実績に乖離があるこ
とについては、開講時期の柔軟
化、受講申込締切日から受講開
始日までの期間短縮や効果的な
周知広報を実施する方針。
・デジタル人材が不足している
ことについては、求職者支援訓
練におけるＩＴ分野の訓練コー
スの設定を勧奨する方針。

＜意見等＞
特になし。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
　各構成員からの意見は特になかったことから、
左記「計画案への反映状況」の内容をそのまま盛
り込むこととした。

31 鳥取 ＜意見等＞
総務省が創設した地域における
リスキリング事業について、令
和６年度に実施する以下の事業
に係る実施地方公共団体名、事
業名、事業概要を記載した一覧
を示し、構成員間で共有を行っ
た。
・県内企業の人材力強化に向け
たリスキリング実践・定着サ
ポート事業
・DX人材育成支援事業
・リスキリング教育推進事業
・江府町クリエイティブ人材育
成事業

厚生労働省の委託事業である
「キャリア形成・リスキリング
推進事業」について、受託者の
パソナ株式会社より事業概要及
び実績等の説明があり、構成員
間で共有を行った。

＜共有内容、意見等＞
　鳥取安定所より、定員充足に
向けた取組、訓練施設と連携し
た就職支援の取組について情報
共有。

　鳥取県より、県内企業のリス
キリング推進及びデジタル人材
育成に向けた令和７年度の取組
について説明し共有を図った。

　機構より、在職者向けの生産
性向上支援訓練について情報共
有。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜計画案への反映状況＞
　委託訓練において、ＩＴ企業
等で即戦力として活躍できる技
術者を目指す「ＩＴエンジニア
養成科」（２年コース）を新
設。また、デジタル分野以外の
訓練コースについても、幅広い
産業で求められるデジタルリテ
ラシー要素を含む訓練カリキュ
ラムとすることとした。

＜計画案への反映状況＞
　訓練期間中から終了後においても、訓練実施機関
とハローワークが連携し、受講者の就職までの一貫
した支援のため、ハローワークに誘導するなどの就
職支援の徹底を図ることとした。
　受講を希望する者に対しては、ハローワークにお
けるキャリアコンサルティングを通じ、適切な訓練
コースの選択を支援する。
　訓練修了後は、ハローワークにおいて、訓練実施
機関が訓練期間中に作成支援したジョブ・カード等
を活用し、未就職者の就職支援に積極的に取り組ん
でいくこととした。

＜計画案への反映状況＞
　訓練希望者向け説明会や適切な情報提供を
行うことにより、訓練希望者の不安解消を図
り、コミュニケーション能力の重要性につい
て訓練実施機関と共有し、訓練内容の充実に
取り組むこととした。
　また、受講希望者のニーズに沿った適切な
訓練を勧奨できるよう、ハローワーク職員の
知識の向上を図るとともに、訓練開始後の早
い段階での就職支援や訓練修了者の就職機会
の拡大に資するよう訓練修了者歓迎求人等の
確保を推進することとした。

＜計画案への反映状況＞
　鳥取県及び県内市町村が必要
な人材確保のため、成長分野に
関するリスキリングの推進に資
する以下の取組（「地域リスキ
リング推進事業」）を実施する
こととした。

①経営者等の意識改革・理解促
進
②リスキリングの推進サポート
等
③在職者の理解促進・リスキリ
ング支援

＜計画案への反映状況＞
　上記の対応方針をそのまま盛
り込むこととした。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
【訓練分野】デジタル分野

【検証方針】訓練効果の把握・検証

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
　各構成員からの意見は特になかったことから、
左記「計画案への反映状況」の内容をそのまま盛
り込むこととした。

31 鳥取 ＜共有内容、意見等＞
　鳥取安定所より、定員充足に
向けた取組、訓練施設と連携し
た就職支援の取組について情報
共有。

　鳥取県より、県内企業のリス
キリング推進及びデジタル人材
育成に向けた令和７年度の取組
について説明し共有を図った。

　機構より、在職者向けの生産
性向上支援訓練について情報共
有。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・島根県内の倒産企業数が増え
ており、この傾向はもうしばら
く続くものと考える。廃業数も
含めるとかなりの企業がクロー
ズしているはずであるため、廃
止した企業の従業員であった失
業者に対し、職業訓練の価値が
高まっている。

・海外人材の奪い合いがすでに
始まっている。特に高度なエン
ジニア。今は島根県内の中小企
業でも獲得に入り込めている
が、今後さらに競争が激化する
懸念がある。そういったことを
考えると外国人の高度職業訓練
なども将来的に必要になってく
るかもしれない。

＜意見等＞
島根労働局、島根県雇用政策課、（独）高齢・障
害・求職者雇用支援機構島根支部から令和5年度公
的職業訓練の実績について説明を行った。

【以下主だった意見】
受講生の女性比率が高い印象を受けるが何か理由が
あるか？

＜意見等＞
・ヒアリングの結果、介護の訓練における最
大の問題点を「受講生不足」とし、その問題
を解消するため、「介護の魅力と求職者の特
性を分類したマッチング表」を作成すること
により、HW窓口等での受講勧奨の強化を図
ることを改善策とした。

【以下主だった意見】
・様々な事業所や団体の意見を取り入れて良
いものを作成してほしい。
・他県でのヒアリングや取組の結果も積極的
に活用をお願いする
・カリキュラムの改善についても引き続きお
願いしたい

＜意見等＞
・事務局から令和７年度全国職
業訓練実施計画策定に向けた方
針案および令和7年度島根県職業
訓練実施計画策定に向けた方針
案について説明。

・各委員から反対意見なく了承
された。

＜意見等＞
・事務局から令和7年度計画案について説明。令
和6年度計画をベースに、ＷＧ改善案の活用やデ
ジタルリテラシーに関する事項を盛り込む。

・各委員から反対意見等なく了承を得た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
【選定した訓練分野】
「ＩＴ分野」「デジタル分野」「事務分野」

【選定理由】
① 国の方針としてIT・デジタル分野の推進に重
点を置いているため。

② 島根県の地域性として、IT・デジタル分野の
訓練実績が少なく、関連性のある事務分野も対象
とした。
生成AIを始めとするIT・デジタル技術が発展する
中で、事務分野の訓練カリキュラムが目指すべき
方向性を検証する必要があると考えるため。

③ 全ての労働人口がデジタル技術を利活用でき
るように、IT・デジタル分野以外の訓練において
も「基礎的デジタルリテラシーの習得」が求めら
れているが、具体的にどのような知識がどの程度
のレベルで求められているのか、検証・分析して
示すことが重要であると考えたため。

＜対応方針＞
・失業者に対するアプローチは
ハローワークの本業。しっかり
と職業訓練というものが効果的
な選択肢となるよう対応してい
きたい。

・外国人に対する訓練は、現状
日本語教室に近いものを県の委
託訓練として実施している。今
後デジタルや介護など、もう少
し専門的な訓練にも踏み込んで
いけるよう検討してまいりた
い。

＜対応方針＞
女性に人気の職種である事務系の訓練が中心となっ
ているため、結果的に女性比率が高くなっていると
考える（大型自動車などの訓練は男性比率高いた
め）。
訓練コースの設定については、今後も分析・検討
し、適切な設定となるよう取り組む。

＜対応方針＞
・改善案については多方面から意見を収集
し、完成度の高いものとなるよう努めたい。
・他県の取組で活用できるものがあれば積極
的に取り組む
・受講勧奨強化をメインターゲットとした
が、カリキュラムを含め訓練全体に対して多
角的に改善していく

＜対応方針＞ ＜意見等＞
・検証方法に関して、企業のニーズは様々である
ため、ＷＧ実施要領の手法のみでは詳細な把握は
難しいように感じるが、現段階でその他の検証方
法を考えているか
（事務局回答）
ご指摘のとおり、実施要領に示された手法のみで
は効果的な検証とならない可能性がある。
そのため、要領に示されている検証方法をベース
としつつ、必要であれば実施要領の枠組みを超え
て、知見のある企業や団体に意見を伺うことも検
討している。

＜計画案への反映状況＞
令和６年度計画より引き続き、
ハローワークでの積極的なあっ
せんに取り組むこととした。

＜計画案への反映状況＞
前年度実績に基づき訓練計画を策定した。

＜計画案への反映状況＞
改善案として作成した「介護業界マッチング
マニュアル」の活用を訓練計画に盛り込ん
だ。

＜計画案への反映状況＞
令和６年度計画より引き続き、
ジョブカードを活用したキャリ
アコンサルティングの普及・促
進や、地域リスキリング推進事
業の推進を計画に反映した。

＜計画案への反映状況＞
了承された方針案に基づき訓練
計画を策定した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
選定案のとおりの分野を対象とし、検証方法につ
いてはヒアリングをベースとしつつ、必要であれ
ば企業アンケートや調査などを実施することとし
た。

32 島根 ＜意見等＞
・島根労働局から直近の島根の
雇用情勢および教育訓練給付制
度の実績データや他県の状況に
ついて説明

・島根県雇用政策課から島根県
の人材育成施策、地域のリスキ
リング推進事業についての説明
を行った。

・株式会社パソナから民間職業
紹介事業者としての意見および
厚生労働省委託事業「キャリア
形成・リスキリング推進事業」
について説明を行った。

・各説明に対し、構成員からの
特段の意見はなかった。

＜共有内容、意見等＞
・島根キャリア形成・リスキリ
ング支援センターの事業実施状
況について共有した

・教育訓練給付制度に関する他
局の取組を共有した

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
案のとおりに計画を策定した。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・デジタル分野で就労する若年
層労働者において、年収アップ
を目的とした転職を希望する
ケースが増加しているが、地方
では賃上げニーズに対応できる
企業が多くないため、首都圏等
へ流出する傾向にある。
・ＤＸ人材の採用が困難なた
め、地方においても海外人材の
採用が増加すると思われる。
・男性の積極的な育児参加に伴
い、リモートワークが可能な企
業を希望する方が増加している
と思われる。
・岡山県における観光客数は２
年連続で増加しているが、観光
業界は人手不足感が強い。観光
産業を発展させる観点からも人
材育成は重要である。また、中
国五県の中で旅行・観光分野の
訓練を実施していないのは当県
だけという状況もあるため、旅
行・観光分野の訓練を検討して
もよいのではないかという意見
があった。

＜意見等＞
・応募倍率の低い分野のコースについて、訓練コー
ス名称の見直しやリーフレットに就職先企業のコメ
ントを記載する等の工夫が必要ではないかという意
見があった。

＜意見等＞
・令和６年度においては昨年度に引き続きデ
ジタル分野を検証。デジタル分野の訓練のう
ち、訓練内容に関連する就職者が比較的多い
７コースを選定し、訓練実施機関、就職先企
業、訓練受講生に対してアンケート調査を実
施して、その結果を基に効果検証を行い、
コース毎に訓練内容等に対する提案を報告。
就職先企業等のニーズを参考に訓練内容を随
時見直すとともに、デジタルリテラシー人
材、中でもキーパーソンとなる人材について
も広く求められていることから、当該人材を
育成するコース設定にも継続して取り組む必
要性があるとの報告内容であった。
なお、ＷＧの報告書についての意見はなかっ
た。

＜意見等＞
・介護分野については、仕事が
きつく低賃金のイメージあり、
応募倍率が低くなっている。し
かしながら、介護現場のＩＣＴ
化により業務の負担軽減や効率
化が進み、イメージも変わって
きている。そのような介護現場
の実情を伝えられる工夫を募集
パンフレット等を通じて行って
いただきたいとの意見があっ
た。

＜意見等＞
・令和７年度の実施計画（案）について、どの項
目に岡山県の独自色を盛り込んでいるのかという
質問があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
○選定分野
　「営業・販売・事務分野」

○提案理由
・他の分野と比較して、受講希望者数、訓練コー
ス数、実施期間数は多いが、就職率は低い分野に
分類されており、真に求人ニーズを捉えた訓練内
容となっているか等を検討する必要があるため。

＜対応方針＞
・旅行・観光分野の訓練につい
ては、業界等のニーズを的確に
把握し、効果的な訓練の実施が
可能か否か検討していく方針。

＜対応方針＞
・応募倍率の低い分野のコースについては、募集
リーフレットの改善等、応募倍率を上げるための創
意工夫を実施していく方針。

＜対応方針＞
・アンケート結果を踏まえたコース毎の提案
について、訓練内容に反映できるよう取り組
んでいく方針。

＜対応方針＞
・介護分野に限らず、応募倍率
の低い分野については、受講勧
奨の強化を図る必要があること
から、協議会での意見を踏ま
え、応募倍率を上げるために創
意工夫を行っていく方針。

＜意見等＞
特に無し

＜計画案への反映状況＞
・旅行・観光分野の訓練につい
ては、業界等のニーズを的確に
把握し、効果的な訓練の実施が
可能か否か検討する必要がある
旨を盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・就職率が高く、応募倍率が低い分野については、
応募・受講がしやすい募集・日程となるよう検討を
行うとともに受講勧奨を強化する。応募倍率が高
く、就職率が低い分野については、求人ニーズに即
した訓練内容になっているか検討を行うことを盛り
込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・デジタル分野の職業訓練に関しては、デジ
タル推進人材のみならずデジタルリテラシー
人材、中でも一般企業におけるキーパーソン
的な人材を育成する訓練コースの設定にも引
き続き努める必要があることを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・大学等が実施するリカレント
事業について、受講対象者等を
踏まえ、必要によりハローワー
クでの周知広報に協力すること
を盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・人材不足分野である介護系訓
練の応募者が減少傾向にあるこ
とから、募集リーフレットの改
善や関連団体と連携を図り、業
界及び仕事のやりがいのPRにも
努める必要がある旨を盛り込ん
だ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
　「営業・販売・事務分野」

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞

33 岡山 ＜意見等＞
・大学が実施しているリカレン
ト教育及びリスキリング教育の
講座・プログラム内容を説明し
てもらい、情報共有を行った。

※実施中の講座・プログラム
＜リカレント教育＞
・「妊娠中からの母子支援即戦
力育成プログラム25」

＜リスキリング教育＞
・「実践的ＡＩ・セキュリティ
講座」
・「デジタルヘルス人材育成プ
ログラム」

・総務省が創設している「地域
リスキリング推進事業」につい
て県より今年度実施予定の事業
計画（案）３件（いずれも昨年
度からの継続事業）について説
明を行った。

＜共有内容、意見等＞
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・事務局から、広島県の強みで
あるものづくり分野の職業訓練
について、訓練分野の割合が全
国平均を上回っていることにつ
いて説明を行った。
・構成員から、ものづくり分野
を含む技能検定の受検者数が減
少傾向から回復傾向となってお
り、ものづくり分野に力を入れ
ることは賛成であるとの意見が
あった。

＜意見等＞
・構成員から、訓練内容について、実際に企業が求
める人材ニーズに沿う内容なのかを確認すべきとの
意見があった。

＜意見等＞
・令和６年度については、WGにおいてIT分
野と介護・医療・福祉分野を検証。現場で活
用できるスキルと習得スキルにギャップが見
られたため、求人ニーズに沿った訓練内容と
すること、基礎的なスキルの習得や現場の実
情を知る実習の充実等の改善促進案の提案を
行った。
・構成員から、介護の現場では従業員の高齢
化が進んでいるため、実習等で現場をよく理
解し、長く勤めてもらいたいとの意見があっ
た。

＜意見等＞
・人手不足により離職者訓練は
充足しづらい状況だが在職者訓
練は好調であり、リスキリング
は確実に進んでいる。
・労務費や物価の高騰による労
働市場への影響を注視しなが
ら、広島県ならではの職業訓練
のあり方を検討してほしい。

＜意見等＞
・構成員から、育児中やひとり親の求職者が受講
しやすい訓練の設定が必要との意見があり、現状
と今後の設定方針について説明を求められた。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
【選定分野】
・デジタル分野（ＩＴ分野・Ｗｅｂデザイン分
野）

【選定理由】
・県内のデジタル分野の定員充足率は数年高い水
準にあるものの、就職率や関連就職率は低迷して
いる状況である。このことから、訓練内容と求人
ニーズの間にミスマッチが生じていることがうか
がえるため。

＜対応方針＞
・協議会での意見を踏まえ、次
年度計画の重点分野のうち、地
域ニーズ分野をものづくり分野
とする方針。

＜対応方針＞
・求人者からのニーズを把握するために、訓練内容
を企業に知ってもらい、意見をもらえるような機会
の提供について検討する。

＜対応方針＞
・IT分野について、①訓練期間に相応した無
理のないレベル設定。②応用ツールの基礎と
なる内容の充実。③コミュニケーション能力
を培うカリキュラムの設定。④地域の求人
ニーズに沿った幅広な基礎知識・スキル等の
付与。⑤就職実績や体験談を含む説明会等の
実施。⑥求人ニーズや求職者ニーズを踏まえ
た仕上がり像の一層の具体化、見える化。
・介護・医療・福祉分野について、①対話ス
キルを培うカリキュラムの設定。②就職支援
の充実。③介護現場の実情を伝えることがで
きる講師の選定。④施設外実習での職務理
解。⑤介護施設の種類毎で必要となるスキル
の習得。⑥就職実績や体験談を含む説明会等
の実施。⑦求職者ニーズと求人ニーズを踏ま
えた仕上がり像の一層の具体化、見える化。
・上記のWG効果検証結果を参考として、訓
練実施機関募集時に県と機構のHPに掲載し
て、訓練実施機関に広く周知を行う予定。

＜対応方針＞
・実施規模は令和６年度と同程
度として、重点分野をものづく
り、デジタル、介護福祉分野と
する方針。

＜意見等＞
・特段の意見なし。

＜計画案への反映状況＞
・地域ニーズ分野としてものづ
くり分野を選定し、求職者支援
訓練において基礎コース30名、
実践コース30名の定員数を設定
することとした。

＜計画案への反映状況＞
・求人者ニーズを把握するために、ワーキンググ
ループでのヒアリングを実施するとともに、訓練内
容の周知も含めた求人者へのアンケート調査を検討
することとした。

＜計画案への反映状況＞
・WG効果検証結果を、訓練カリキュラムの
設定にあたって留意すべき事項としてまと
め、訓練実施機関募集時に県及び機構のHPに
掲載して、訓練実施機関に広く周知を行うこ
ととした。

＜計画案への反映状況＞
・令和７年度広島県地域リスキ
リング推進事業について、令和
７年度地域協議会において報告
することとした。

＜計画案への反映状況＞
・実施規模は令和６年度と同程
度とし、重点分野をものづく
り、デジタル、介護福祉分野と
した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・デジタル分野（ＩＴ分野・Ｗｅｂデザイン分
野）
・地域の実情や求人ニーズに応じた訓練コースの
設定が講じられているかを検証する。

34 広島 ＜意見等＞
・広島県から「令和６年度地域
リスキリング推進事業」の進捗
状況について報告があった。
・中国経済産業局から、企業の
デジタル人材育成に向けた取組
として、「デジタル人材育成プ
ラットフォーム」について説明
があり、情報を共有した。
・愛媛大学からしまなみ地域に
おける産官学が連携したリカレ
ント教育である「しまなみ未来
社会人材育成プラットフォーム
及び地域共創型リカレントプロ
グラム」について説明があっ
た。

＜共有内容、意見等＞
【共有内容】
・中国経済産業局からデジタル
推進人材育成の取組に関する説
明があり、日本の競争力や企業
の課題、デジタル人材育成プ
ラットフォームの内容と現状に
ついて情報を共有した。
・愛媛大学から文部科学省の
「地域ニーズに応える産学官連
携を通じたリカレント教育プ
ラットフォーム構築支援事業」
に選定された「しまなみ未来社
会人材育成プラットフォーム」
における取組内容と実施結果に
ついて説明があり、情報を共有
した。
・広島県から令和７年度のリス
キリング関連支援事業の概要に
関する説明があり、リスキリン
グの機運醸成と実践支援の二つ
の柱で支援策を展開していくこ
とについて情報を共有した。

【意見等】
・ＤＸ人材を育成しても企業は
経験者を求めるためミスマッチ
が生じている。
・企業にＤＸ人材が多くいる必
要はなく、知識のある数人が外
部委託先等と交渉できれば良
い。
・企業は人手不足のため、リス
キリングを行う余裕がない。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・託児付きコースやｅラーニングコースの現状と
令和７年度の設定について説明を行い、提案した
計画案で了承された。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜対応方針＞
○特になし

＜対応方針＞
〇意見１
　ｅラーニング訓練での修了者に対する就職支援が
不十分であったと思料。別のコースでは高い就職率
で、ＩＴ分野だから低いということではない。
　なお、ハローワーク職員に対する「デジタル分
野」の理解促進を目的とした研修を実施し、職業相
談の知識向上を図っている。
〇意見２
　産業技術学校の周知広報に尽力している。高等学
校に対し、オープンキャンパスや訓練指導員の訪問
などを実施。
〇意見３
　定員15名を2名で開講。6年度は「観光コース」
での計画を設定していない。
〇意見4
　年齢別による訓練分野別の就職状況等の把握は
行っていない。今後、資料作成に反映させていきた
い。

＜対応方針＞
○意見1
　令和7年度以降の介護分野の訓練に、検証
結果や委員の意見が反映されるかは不明だ
が、検証結果について訓練に算入される実施
機関への説明材料にはなると考えている。

＜対応方針＞
○特になし

＜意見等＞
○特になし

山口35

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
○特になし

＜意見等＞
◎教育訓練給付制度の指定講座
の状況について説明。

○意見1
　ハローワークへの申請件数の
うち、6割強が「運輸・機械運転
関係」。
　専門実践教育訓練について
は、ほぼ通信の教育訓練で、看
護師や社会福祉士、キャリアコ
ンサルタントなど。

＜意見等＞
◎学校法人YIC学院から厚生労働
省委託事業「受講者の特性に対
応した教育訓練手法の構築・普
及促進事業」の『DX推進ができ
るICT活用サポーター養成訓練プ
ログラムの開発とその実効性を
高める地域密着型女性求職者
トータルサポートシステムの構
築』の事業概要と進捗状況につ
いて説明。
　受講生の募集活動について
は、スタートアップセミナー、
Googleリスティング広告、厚生
労働省事業用のホームページの
活用のほか、事前説明会や子育
て関係の市役所等の窓口,幼稚園
や子育て支援センターなどで
リーフレットを配布した結果、2
つのコースに、合わせて51名の
申し込みがあった。

◎文部科学省委託事業「専門職
業人材の最新技能アップデート
のための専修学校リカレント教
育推進事業」の『観光・病院・
サービス業等の階層別リスキリ
ングのモデル構築事業」の概要
について説明。

○上記説明に対して委員からの
意見なし

＜意見等＞
◎令和5年度における公的職業訓練の実績につい
て、山口県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構山口支部及び労働局から説明。

〇意見1
　ＩＴ分野における就職率が低調に見えるが、その
要因は如何。
〇意見２
　充足率が低調な学卒者訓練への対応は如何。
〇意見３
　令和５年度に実施された観光分野の求職者支援訓
練の実施状況は如何。
〇意見４
　高齢者の職業訓練あっせん状況の分析は如何。

＜意見等＞
◎概要説明
令和５年度は、「医療・福祉・介護分野」を
検証し、以下のとおり概要を説明。
・訓練実施機関は、受講生同士のコミュケー
ションを高め、実技の訓練や中途退校防止に
努めている。
・企業側は、「介護における基本知識」、介
護を実践するための実技」、コミュニケー
ションスキル」が必要との意見が多くあっ
た。
・訓練生からは、高齢者介護（機能維持訓
練）だけでなく、障害者介護（機能回復訓
練）のカリキュラムや「職場見学、職場体験
及び職場実習」は見ることでも役に立つとい
う意見があった。
・現行の訓練期間では、求められる人材の育
成が難しいため、期間を１年間とし、基礎、
応用、実践まで学ぶことができるよう改善を
するべきなどの報告があった。
・構成員からは予算の範囲で可能なものから
実施してほしいとの意見があった。

◎公益財団法人介護労働安定センター山口支
部から介護業務に関する現状等の説明

○意見1
　協議会は、ＷＧの検証結果を報告する場な
のか？

＜意見等＞
◎7年度計画方針（案）につい
て、概ね6年度計画を踏襲、継続
する旨、説明。

○計画方針（案）に対して委員
からの意見なし。

＜意見等＞
・事務局から令和7年度計画案について説明。
　原則、令和6年度の計画を基に策定した。

・各委員からは特に反対意見もなく了承を得た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
【選定した訓練分野】
　「ＩＴ分野」
【選定理由】
・各委員から効果・検証を実施する訓練分野につ
いてアンケートを実施。その結果、「ＩＴ分野」
が選ばれた。
・令和5年度に「ＩＴ分野」と「デザイン分野」
を合わせ、デジタル分野として効果・懸賞を実施
した。7年度は、「ＩＴ分野」のみで実施し、令
和5年度の効果・検証進展状況を確認することと
した。

＜共有内容、意見等＞
・2028年度に開催される「技
能五輪国際大会」の機運醸成を
図るため、山口県、JEED，職
業能力開発協会等と連携し、
①ハロートレーニング周知キャ
ンペーン
②各機関が実施するイベント等
への協力
③技能検定やものづくりマイス
ターの周知
などの取組を実施することとし
た。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜計画案への反映状況＞
・県や市町が実施する取組のう
ちデジタル・グリーン等成長分
野に関する事業を効果的な推進
を図る。

＜計画案への反映状況＞
・前年度の実績及び方針に基づき訓練計画を策定

＜計画案への反映状況＞
・介護業界の魅力発信や訓練コースの内容・
効果の周知について強化を図るとともに、デ
ジタルリテラシー及びコミュニケーションス
キルの向上に努める。

＜計画案への反映状況＞
・県内の職業能力開発に関する
イベント等への連携・協力
　ハロートレーニングをはじめ
技能五輪、技能検定及びものづ
くりマイスターなどの周知啓発
を図るため、県、JEED及び関
係機関と協力・連携して周知を
図ることとする。

＜計画案への反映状況＞
・委員から了承された計画によ
り策定した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞

山口35

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
○特になし
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
　構成員からは、国が求めるＤ
Ｘ人材と企業側が求めるＤＸ人
材の認識に相違がある、ワード
等を普通に使用しつつＨＰ作成
やＳＮＳの配信なども含めてで
きる人が企業の中で考えるＩＴ
人材ではないだろうかとの意見
の他、訓練を修了した者が実際
にどのような職種に就いている
のか把握することも必要であ
る、どのような人材を求めてい
るのかを企業に対して聞き取り
をすることも検証にあたっては
重要であるとの意見があった。

＜意見等＞
　構成員からは、ＩＴ分野やデザイン分野で訓練を
修了した方はたくさんいるが、なかなか就職につな
がっていない、職業訓練で実施している内容が果た
して企業が求めているものとなっているか検証する
ことも必要との意見があった。

＜意見等＞
　令和６年度においては、医療・介護・福祉
分野を検証。訓練カリキュラムの実技・実習
に実践的な内容を加え、より充実したものと
なるよう検討が必要であり、更に介護業界の
DX化を見据え、PC操作を含むＩＴリテラ
シーを習得できるカリキュラムも必要、ま
た、受講勧奨における周知・広報について
は、介護職に就くことの魅力を十分に発信
し、受講者の確保が必要と事務局から報告し
た。
　構成員からは、意見等なし。

＜意見等＞
　構成員からは、議題５の計画
の策定に向けた方針（案）にあ
るテーマ「人材ニーズを踏まえ
た設定」について、企業の本来
業務に加えてIＴ能力を身につけ
た人材を企業では求めている、
ＳＮＳの配信等がメイン業務で
はないので、そういったことも
できる人が企業はほしいとの意
見があった。

＜意見等＞
　必要な人材の確保が課題である現状において、
公的職業訓練の有無に関わらず、企業側にも雇用
した人材のスキルを上げていく責任があるが、公
的職業訓練がどこまで企業の求めるニーズに対応
できるか議論していくことも必要。
　人材育成においてもリソース（人的資源）全体
が縮小している中で、公的職業訓練の役割やあり
方を理解していくことが必要。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
　「IT分野を含むデジタル分野」を労働局案とし
て提示。
　今年度第１回の協議会において、構成員から、
「国が求めるＤＸ人材と企業側が求めるＤＸ人材
の認識に相違がある」、「ワード等を普通に使用
しつつＨＰの作成やＳＮＳの配信なども含めてで
きる人が企業の中で考えるＩＴ人材ではないだろ
うか」、また、「デジタル分野の訓練を修了した
者が実際にどのような職種に就いているのか把握
することも必要」、「企業に対して、どのような
人材を求めているのか、聞き取りをすることも検
証にあたっては重要だ」といった意見があったた
め。

＜共有内容、意見等＞
特になし

＜対応方針＞
　デジタル分野の訓練修了者が
ＩＴ業務全般を習得していると
認識を持つ企業側とのミスマッ
チが課題のため、職員が適切に
受講あっせんできるよう、職員
向けの施設見学会・説明会や企
業側に訓練生のスキルを見ても
らうための企業向けの施設見学
会・説明会を引き続き実施する
方針。

＜対応方針＞
　ハローワークと連携の上、適切な受講あっせんと
就職支援の強化の他、企業が求めているスキルに対
して、実施している訓練のカリキュラムで十分対応
できているか検証等に取り組む方針。

＜対応方針＞
　　訓練施設への方針として、「訓練カリ
キュラムの実技・実習がより充実したものと
なるよう、実践的な内容を加えることを提案
する。」、「PC操作を含むＩＴリテラシーを
習得できるカリキュラムの追加を提案す
る。」
　ハローワーク職員には、「介護職に就くこ
との魅力を十分に発信し、受講者確保に繋げ
られるよう職員向けの説明会・研修会を実施
する」方針。

＜対応方針＞
　求人ニーズに即した訓練内容
になっているか、就職支援策が
十分か、検討するとともに、ハ
ローワークと連携した就職支援
を強化する方針。

＜対応方針＞
　企業内での教育訓練・人材育成に対する人材開
発支援助成金の活用について、一層周知・広報に
取り組む方針。
　また、在職者に対する職業訓練において、機構
で実施している生産性向上支援訓練についても、
更なる利用促進に向けＰＲをして行く方針。

＜意見等＞
構成員から特段の意見等なし。

特になし

＜計画案への反映状況＞
　企業向けの訓練施設見学会や
説明会等を実施し、訓練内容及
び習得レベルをより明確に発信
する。
　また、受講希望者のニーズに
沿った適切な訓練のあっせんが
行えるよう、ハローワークの訓
練窓口職員の知識の向上を図る
とともに、職員が訓練実施施設
による事前説明会や見学会に参
加できる機会の確保を図ること
を盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
　求人ニーズに即した訓練内容となっているか、就
職支援策が十分なものか検討した上で、ハローワー
クと連携した就職支援の強化を図る他、効果検証の
実施にあたっては、関連就職などの視点も考慮し、
就職状況を検証し、訓練カリキュラムについても、
企業が求めているスキルに十分対応できているか検
証等に取り組むことを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
　訓練施設への方針として、「訓練カリキュ
ラムの実技・実習がより充実したものとなる
よう、実践的な内容を加えることを提案する
とともに、パソコン操作を含むＩＴリテラ
シーを習得できるカリキュラムの追加を提案
する。
　また、ハローワークの訓練窓口職員には、
介護職に就くことの魅力を十分に発信し、受
講者確保に繋げられるよう職員向けの説明
会・研修会を実施することを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
　地域リスキリング推進事業に
ついて、中小企業、農林水産、
介護等、各分野で地域に必要な
人材を確保するため、徳島県及
び市町村において、デジタル・
グリーンなどの成長分野や人手
不足分野に関するリスキリング
の推進に資する事業を実施する
ことを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
　求人ニーズに即した効果的な
訓練内容になっているか、検討
した上で、求職者が自身の希望
に沿った適切な訓練コースを選
択できるよう、支援を行うハ
ローワークの訓練窓口職員の知
識の向上や、訓練実施施設によ
る事前説明会や見学会に参加で
きる機会の確保を図る。あわせ
て、訓練修了者歓迎求人等の確
保を推進するとともに、事業主
等に対して、訓練受講により習
得することができるスキル等の
訓練効果を広く周知することな
どにより、就職機会の拡大を図
ることを盛り込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
　「IT分野を含むデジタル分野」を対象とし、効
果検証の実施にあたっては、関連就職などの視点
を考慮し、就職状況を検証し、訓練カリキュラム
についても、企業が求めているスキルに十分対応
できているか検証等に取り組む。また、ヒアリン
グについては、デジタル業界以外の企業に就職し
た訓練修了生及び企業を対象として実施する方
針。

＜意見等＞
・香川キャリア形成・リスキリ
ング支援センターより、キャリ
ア形成・リスキリング推進事業
の取組状況について説明。
・事務局（徳島労働局）より、
教育訓練給付制度による訓練機
会の確保の取組状況について説
明。

徳島36
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
　IT・デジタル人材の育成・確
保に係る課題ついて複数の構成
員から報告。「デジタル人材は
企業によって求められるニーズ
が多様でカリキュラムの設定が
難しいが、ニーズに寄り添った
対応は必要である。」との意見
があった。
また、「多くの中小企業はDX化
への意欲はあるもののデジタル
人材が不足しており、デジタル
技術を活用したモノづくりに対
応した教育訓練を重点的に取り
組む必要がある。」との意見も
あった。
　職業紹介事業者からは、「事
務系の中にはRPA、チャット
GPTを使う業務も含まれており
ITと事務の線引きをどこでする
のか今後考えなければならな
い。」との意見があった。
　労働局の職業訓練についての
アンケート結果を報告。構成員
から「求職者・求人者双方に対
し職業訓練がどの程度浸透して
いるのかご提示いただきたい」
との意見があった。

＜意見等＞
　構成員より「近隣他県と比較して障害者訓練の受
講者数が少ない。潜在的なニーズを把握しながら適
切に対応いただきたい。障害者訓練は地域職業訓練
実施計画に計画表が入っていないと思う。ニーズ調
査に基づいた計画表を作成し毎年実施してほし
い。」との意見があった。

＜意見等＞
　令和６年度については、WGにおいてデジ
タル分野を検証。訓練受講者、企業の訓練カ
リキュラムに係るニーズ、コミュニケーショ
ン能力・新しい知識やスキルを学び続けるな
ど必要とされる人材像、訓練機関が行う就職
支援の取り組みなどヒアリング結果を報告。
以上を踏まえ訓練カリキュラムの改善や就職
支援に繋げる旨説明。
　構成員からは、「コミュニケーションスキ
ルをどのように訓練カリキュラムに反映する
のか改善策を報告してほしい」との意見が
あった。

＜意見等＞
　構成員からは「デジタルリテ
ラシーを訓練カリキュラムに加
味できないことで訓練コースの
設定ができないという状況は残
念」との意見があった。

＜意見等＞
構成員からは「障害者の実雇用率が全国第46位
という現状を反映した計画と言えるのか疑問。特
に精神障害者・発達障害者に対応した訓練の計画
が必要なのではないのか。」との意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
介護分野を令和７年度の検証対象案として選定。
選定理由として、人手不足分野であり、定員充足
率が低いこと、訓練開講エリアが高松のみで西讃
エリアの開講ができていない点に課題があるた
め、効果検証を行うことで課題解決を図ることを
説明。

＜対応方針＞
　構成員の意見や職業訓練につ
いてのアンケート結果を踏ま
え、以下の対応方針を決定。
①デジタル分野の職業訓練につ
いては、WGによるヒアリング結
果を踏まえ、企業ニーズ・修了
生の意見を反映した訓練コース
の設定を訓練実施機関に働きか
ける。
②事務職希望の求職者に対して
もITスキルの必要性を説明し、
効果的な訓練受講勧奨を行う。
③職業訓練制度の浸透状況が分
かるものを報告予定。

＜対応方針＞
　県と協議の上、障害者訓練に係るニーズを把握の
上、新たに地域職業訓練実施計画に基づく計画表に
追加する方向で検討。

＜対応方針＞
　以下の取り組みを今後行うことで訓練カリ
キュラムの改善、就職率の底上げ、適切な受
講勧奨を図っていく。
①企業ニーズ・修了生の意見を全実施機関に
情報提供し、ニーズに合った訓練コースの設
定を働きかける。②企業が採用時に重視して
いる点や求めるデジタル人材について資料を
作成し、ハローワークの窓口相談時に活用す
ることで早期就職の意識付けを促す。③訓練
受講者へ就職に有利となる関連資格取得を促
す。④情報通信業以外の業種検討の求職者に
対してもITスキルの必要性を説明し、積極的
に受講勧奨を行う。

＜対応方針＞
　以下の方針を報告し構成員よ
り同意を得た。
・委託訓練については、デジタ
ル分野の定員を拡充し年間を通
してデジタルスキルの習得機会
を確保する。さぬきうどん科は
デジタルリテラシー習得をカリ
キュラムに盛り込めるメドが
立ったため、引き続き計画に計
上する。
・求職者支援訓練については、
定員数が増加予定だが分野毎の
割合は維持する。

＜意見等＞
「介護施設従業員の定着状況・スキルアップ支援
状況、人手不足解消に向けた取組状況もヒアリン
グが必要なのではないか」、「香川県の介護労働
市場を把握した上で検証してほしい」という意見
があった。

＜計画案への反映状況＞
①ヒアリング結果を踏まえ、就
職支援に係る取組事例を広く周
知し就職支援策の見直しの働き
かけを実施機関に対して行うこ
とを盛り込んだ。
②求職者に訓練修了者の就職状
況、企業が求めるデジタル人材
像を提供することを盛り込ん
だ。
③計画には盛り込んでいないも
のの、職業訓練の浸透状況につ
いては求職者・事業所別に令和
６年度第２回協議会にて報告。

＜計画案への反映状況＞
新たに障害者訓練の計画表を作成。精神障害者の特
性等を踏まえた訓練内容を計画する旨を盛り込ん
だ。

＜計画案への反映状況＞
WGが実施したヒアリング結果を踏まえ、引
き続き訓練実施機関対象の事務説明会や訓練
機関訪問時の機会を活用し、訓練カリキュラ
ム・就職支援等の見直しを働きかけることを
盛り込んだ。また、企業が採用時に重視して
いる点、求めるデジタル人材についてまとめ
たリーフレットを求職者に提供することで早
期就職に繋げることを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
地域リスキリング推進事業につ
いて、令和７年度においては
「情報通信交流館維持管理・運
営事業」、「官民連携DXトライ
アル事業」、「中小企業ITパス
ポート等取得支援事業」に追加
して「中小企業支援プログラ
ム」を対象とする旨、盛り込ん
だ。

＜計画案への反映状況＞
委託訓練では、デジタル分野の
定員を66人から81人に拡充し
た。
求職者支援訓練では、デジタル
分野（IT・WEB系）の割合を増
加し、その他の分野については
概ね令和６年度と同程度の割合
を維持することとした。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
当初案のとおり介護分野を検証対象とし、意見の
とおり就職先企業に対し従業員の定着・スキル
アップ支援状況や人手不足解消に向けた取組状況
についてヒアリング項目に入れる。また、県内の
介護労働市場について入手可能なデータを分析し
た上で効果検証を行うこととする。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
障害者訓練の計画案（本文）において、「精神障
害者の特性等を踏まえたコース設定をする」と追
記し、各委員の同意を得た、

37 香川 ＜意見等＞
　キャリアコンサルティングの
取り組みを機構より報告。
　大学が実施しているリカレン
ト教育について、受講生の規模
や内容を香川大学より紹介。
　構成員からの意見なし。

＜共有内容、意見等＞
香川県より、特例交付税措置の
対象とする地域リスキリング推
進事業について紹介。
香川県より県民がパソコンの基
本操作等を学ぶ機会を措置する
「情報通信交流館維持管理・運
営事業」、「官民連携DXトラ
イアル事業」を、高松市より中
小企業を対象に、ITパスポート
試験等の合格補助を行う「中小
企業ITパスポート等取得支援事
業」を、三豊市より市内事業者
を対象にデジタル人材の育成を
促進し、生産性向上を図る事を
目的とした「中小企業支援プロ
グラム」を計画していることを
紹介し、構成員間で共有。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・ハローワーク経由の応募者は2
割程度で、ネットでの応募が７
割程度。ネットの手軽さもあり
利用はされているが、連絡が取
れないことが多く、ネット応募
の7割のうち採用できたのは1割
程度とのこと。ハローワーク経
由の場合は連絡も取れ、採用に
至るケースが多いが、年齢層が
高いとの報告があった。
・医療・福祉分野の求人が３割
を占める旨報告あり。

＜意見等＞
・愛媛県で実施している委託訓練の就職率は就職支
援員が委託先に巡回し、きめ細やかな就職支援を
行った結果、前年度より若干上回っているが、派遣
や、パートでの就職が多くなっているとの報告が
あった。
・ポリテクセンター愛媛の訓練受講者が減少してお
り、受講者増加に向け、ものづくりに関する魅力を
アピールするため、いろんな広告媒体を使って周知
に努めていること、ハローワークとの連携を引き続
き実施していく等の報告があった。
・求職者支援訓練においては同時期同内容の訓練
コースが重複したことにより、令和5年度介護系で3
コース中止となった等の報告があった。

＜意見等＞
・令和６年度については、WGにおいて営
業・販売・事務分野を検証。訓練修了者を採
用した事業所からは、訓練を受講して得たス
キルを活用し、業務改善や業務効率化を図る
ことが期待されていること、電話応対や接客
対応スキルが必要であること、訓練実施機関
からは訓練終了後の就職支援や訓練生のスキ
ルに差があること、訓練生の多様な特性に対
する対応に苦慮していることなどが報告され
た。また、訓練修了者からはマナー講習やグ
ループワークなどが面接の際に、メール・
ショートカットキー等が役に立っていること
などが報告された。

＜意見等＞
・労働局から教育訓練給付制度
の指定講座の状況や指定講座拡
大及び利用促進の取組について
報告があった。
・愛媛県から市県で実施してい
る地域リスキリング推進事業の
内容や県で実施しているデジタ
ル人材育成のための施策、愛媛
県ものづくり産業・サービス産
業振興指針等について報告が
あった。
・機構愛媛支部から生産性向上
支援訓練、特にDX人材の育成支
援について内容及び受講者、事
業主の声などについて報告が
あった。
・松山東雲短期大学から社会人
学生の受け入れ状況、リカレン
ト訓練生の受け入れ及び就職状
況、専門実践教育訓練の利用状
況等について報告があった。
・愛媛大学からしまなみ未来社
会人材育成プラットフォームお
よび地域共創型リカレントプロ
グラムの実施状況等について報
告があった。

＜意見等＞
・医療・福祉分野の求人が3割を
占める状況を踏まえ、応募倍率
は低いが、就職率が高い介護分
野について引き続き訓練コース
の設定を行うこと。
・応募倍率は高いが、就職率が
特に求職者支援訓練で低い営
業・販売・事務分野について
は、本協議会で承認された今後
の取組方針を着実に実施するこ
と。
・委託訓練、求職者支援訓練と
もに中止コース等があり計画数
と実績が乖離していること。
・デジタル分野の訓練コースは
増加しているものの、引き続き
コース設定が必要であること。

＜意見等＞
・デジタル分野の就職率が低いことについて説明
したところ、本当に不足しているのか、一時的に
も飽和状態なのではないかとの質問があり、現状
不足していることや就職率が低い理由等について
説明。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
デジタル分野
訓練コースの設定は増加しているが、eラーニン
グでの設定が多く、就職率が低い分野を選定し
た。

＜共有内容、意見等＞
・ポリテクセンター愛媛で実施
している生産性向上支援訓練に
ついて、ハローワークの事業所
サービスの一貫として周知を
行っていくことについて共有
・3月7日にポリテクセンター
愛媛で開催するメディアツアー
の取組について共有
・愛媛大学よりしまなみ未来社
会人材育成プラットフォームが
実施するパイロットプログラム
等の実施状況及び令和7年度の
計画について共有

＜対応方針＞
・次年度計画において介護・福
祉分野の訓練コースを引き続き
設定することとする。

＜対応方針＞
・介護・福祉分野の訓練コースについては応募倍率
が低いが就職率は高いこと、求人ニーズも高いこと
から引き続き介護の魅力を発信し受講者の確保を図
るとともに、訓練コースの内容や効果に関する周知
を強化することとする。同時期に訓練コースが重複
しないよう調整し、受講者数増加に向けた取組を実
施する。
・ポリテクセンター愛媛では若手職員によるプロ
ジェクトチームを立ち上げ、ネット広告等を活用し
た周知を図るとともに、ハローワーク職員を対象と
した見学会を12月に開催、2月に公共職業訓練メ
ディアツアーを開催する予定としている。見学会に
はハローワークの職業相談窓口を含む職員等への参
加を勧奨（県下安定所で29人参加予定）、メディア
ツアーの周知など連携強化を図り、受講者確保に努
めることとしている。
・引き続き、訓練修了者の希望に沿った就職支援を
実施することとする。

＜対応方針＞
・訓練カリキュラムにおいて、より実践的な
スキルが習得できるよう業務で活用する機会
の多いエクセルの時間配分を増やすなど検討
するとともに、ビジネスマナー、電話応対、
ビジネスメール等の知識習得を促進すること
とする。
・修了予定（修了見込みを含む）のハロート
レーニング一覧を作成し、求人開拓時に活用
する等訓練修了者歓迎求人の確保に努め、業
務に必要なスキルを詳細に明示することでミ
スマッチを防ぐとともに、関係機関と連携し
就職支援を強化することとする。

＜対応方針＞
・令和5年度の実施状況等を踏ま
え、介護系の訓練コースを設定
し、引き続きデジタル分野への
重点化を図ることとする。
・営業・販売・事務分野につい
てはWGからの報告を受け、本協
議会で承認された今後の取組方
針を着実に実施できるよう、各
ハローワークに対し今後の取組
にかかる内かんを発出すること
とする。
・訓練機関等のニーズを踏まえ
た訓練コースの設定を進めると
ともに、実態を踏まえた計画数
の検討を行うこととする。

＜対応方針＞
・引き続き、デジタル分野に重点化を図り、就職
率向上に向けた取り組みを強化することとする。

＜意見等＞
特になし

愛媛38
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜計画案への反映状況＞
・介護・福祉分野の訓練コース
を引き続き設定することとし
た。

＜計画案への反映状況＞
・介護・福祉分野の人材不足分野については、他部
署と連携し、更なる魅力を発信するとともに、訓練
コースの内容や効果に関する周知を強化する。ま
た、同時期に訓練コースが重ならないよう開講時期
を調整することとする。
・引き続き、製造業を担う中核人材の育成が急務で
あることを明記し、関係機関と連携し受講者確保を
図ることとした。

＜計画案への反映状況＞
・事業所に対して、訓練受講により習得する
ことができるスキル等の訓練効果を広く周知
することなどにより訓練修了者歓迎求人等の
確保を図り、応募機会を確保することとし
た。

＜計画案への反映状況＞
・ハローワークにおいて、事業
主等に対し、在職者訓練等の受
講による従業員のスキル向上及
び生産性向上等の訓練効果を広
く周知し、在職者訓練等の受
講促進を図ることとした。

＜計画案への反映状況＞
・令和5年度の実施状況や地域の
ニーズに即した訓練コースを設
定するとともに、受講者確保及
び就職支援の強化を図ることと
した。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
デジタル分野
デジタル分野やデジタル分野以外に就職した方も
含めヒアリングを実施することを検討

愛媛38
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
構成員からは、高知県では人口
減少に伴い少子高齢化が進んで
いることから、事業を維持する
ため、例えば保育分野に加えて
介護や障害者支援の事業を取り
入れる等、包括的に事業を行う
企業も増えており、そのような
企業では１人で様々な業務がで
きる人材が必要であると考えて
いる。訓練では連続で複数分野
の訓練を受講できないとのこと
であるが、複数の分野を一度に
行う訓練のニーズはあるのでは
ないかとの意見があった。

＜意見等＞
構成員からは、応募倍率が非常に高い訓練が見受け
られるが、応募倍率が高い訓練では定員を超えてで
も受講生を合格させることや、企業・訓練受講者の
ニーズを踏まえた定員を設定する等、訓練受講の機
会を増加させるため柔軟に対応してほしいとの意見
があった。

＜意見等＞
ワーキンググループのヒアリング結果報告を
もって訓練効果の把握・検証と令和７年度の
取組方針の説明を行い、内容について了承さ
れた。

＜意見等＞
構成員からは、委託訓練等では
年度の予算計画に縛られてしま
い、一部募集期間の短い訓練
コースの設定もなされていると
認識しているが、応募機会を増
やすため、例えば３月に前倒し
開講するような期間設定を行っ
てはどうかとの意見があった。

＜意見等＞
・構成員からは、重要でない訓練はないこと
は承知しているが、地域で必要とされる人材
の育成を鑑みると、高知県では介護・医療・
福祉分野の重要性や緊急性は極めて高く、最
優先で考えるべきものであり、全国横並びで
はなく地域の実情に応じて取り組むべきでは
ないかとの意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・介護・医療・福祉分野は人手不足に直面し
ている分野であり、過去の協議会でも構成員
から訓練の重要性や発展性について発言が
あったため。

＜対応方針＞
訓練の連続受講は制度的に難し
いものがあるが、訓練のカリ
キュラムで対応できるかどうか
を検討する。

＜対応方針＞
各訓練の実施規定や運用状況の違いはあるが、職業
訓練実施機関に対してできるだけ受講生を取り込む
よう柔軟に対応するように要請する方針。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
訓練計画の策定においては、求
職者ニーズに応えるべく、現状
でも３月開講の訓練も設定して
いるが、今後も求職者や求人数
の動向を見ながら関係機関と調
整を図る方針。

＜意見等＞
・特になし

＜計画案への反映状況＞
・高知県では高齢化のため、
介護、医療、福祉分野の訓練
設定は必須であり、訓練の魅
力や訓練効果の発信は計画の
重要事項と位置づけ、応募し
やすい募集期間、訓練日程を
設定するほか、的確な受講
あっせんを行うこと計画に盛
り込んだ。（なお、カリキュ
ラム等の訓練ニーズの把握は
ワーキンググループで把握す
ることとしている。）

＜計画案への反映状況＞
・委託訓練、求職者支援訓練には振替等に関す
る項目を盛り込んでいる。
・なお、委託訓練の「デザイン分野」について
は応募倍率と就職率がともに低いため、求人
ニーズに即した訓練内容となっているか、就職
支援が十分であるかについて検討したうえで運
用を見直すことを計画に盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・令和６年度のワーキンググループで営
業販売事務分野をヒアリングしており、
その内容への対応については、受講勧奨
時の受講勧奨者数増加に向けた取組につ
いて、就職に有利であること以外にも、
訓練関連職種に就職した場合の処遇にと
いった観点を踏まえた求職者の希望に応
じた受講あっせん強化を図ることを計画
に盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・特になし

＜計画案への反映状況＞
・訓練計画に開講時期の柔軟
化、受講申込締切日から受講
開始日までの期間の短縮等受
講者数増加に向けた取組を行
うことを計画に盛り込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・介護・医療・福祉分野
・ヒアリングの実施に当たっては、就職先企
業の業種、職種等考慮した上でその効果を検
証する。特に内容については「適切なスキル
を持った人が就職できているのか？」という
委員の発言があったことから、企業ニーズの
内容を深く掘り下げて調べることや、逆に必
要なスキルを活用するためにはどのような訓
練が必要かという視点を持って検証する方
針。

39 高知 構成員からは、職業訓練実施機
関から、物価や人件費の高騰に
より訓練の委託費等の引き上げ
について要望が出ているという
ワーキンググループの報告書に
対して、委託費のような公定価
格が最低賃金を下回る設定とな
らないよう検討してほしいとの
要望があり、要望を踏まえ本省
に報告する方針。

＜共有内容、意見等＞
・教育訓練給付制度のニーズ
収集や制度の周知広報につい
て、令和６年度の取組実績の
報告と令和７年度の取組方針
について協議した。
・構成員からは、教育訓練給
付の講座に指定されている教
育訓練機関に偏りがみられる
ため、より多くの訓練機関に
参入してもらうべきではない
かとの意見が出たため、訓練
機関への申請勧奨の工夫を検
討する他、既存の大学、専門
学校以外への働きかけを検討
することとした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・令和７年度の職業訓練実施計画に介護・医
療・福祉分野の取組について具体的な取組方
針を立てていること、また、ワーキンググ
ループで訓練効果を検証し即戦力で活躍する
実例をヒアリングすること等を説明し、高知
県地域職業訓練実施計画案は了承された。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・デジタル人材育成と言って
も、訓練受講後に具体的にどの
ような仕事に役立てられるのか
が分かりにくい。
　ＤＸ、ＩＴ等をもっと分かり
やすくし、デジタル化を進めて
いくには事業者の意識改革の仕
方も考えていくべきではない
か。

＜意見等＞
・応募率が高いものの、就職率が低い分野にデザイ
ン分野があるが、就職率が低いことをどう考えてい
るか。

・人材不足分野の中で、トラックドライバーは特に
人材不足となっているが、政策は何か考えている
か。

＜意見等＞
・検証として良い点を広めていくより、悪い
点を探し出すことが大事であり、ヒアリング
では悪い点を言い出しにくいのでアンケート
による方法を検討していただきたい。

・受講希望者が少ないことについては、訓練
を受講して就職した者と、受講せずに就職し
た者との比較を意識してヒアリングを行え
ば、どこに問題があるのかが把握できるので
はないか。

＜意見等＞
・介護人材が不足する中、介護
訓練の希望者は少なく、応募が
あっても開講中止となることが
ある。委託費等は受講者数を
ベースに支払われるが、特定の
分野については委託費等の額を
改正して、開講し易くしていた
だきたい。

・職業訓練はハローワークの
他、どこでどのように周知を
図っているのか。ハローワーク
の来所者は減少しているので、
ハローワークでの周知のみでは
必要な方に届かず、十分ではな
いと考えている。

＜意見等＞
・特になし

＜意見等＞
・単にデジタル分野の訓練と言わず、その内容を
分かりやすく分類しなければ、受講希望者にとっ
て分かりにくく、訓練受講のミスマッチが生じて
しまうのではないか。

・就職率を向上させるために、就職支援をさらに
充実させていく必要があるのではないか。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・令和５年度の実施状況として、応募率が高いも
のの、就職率が低い分野としてデジタル分野の中
でＷｅｂデザインコースがあるため、令和７年度
はＷｅｂデザインコースを選定することとした。

＜対応方針＞
・どこに人材不足を感じている
のか、また、ニーズを細かく把
握して育成すべき訓練は何なの
かというところまで把握しない
と、きちんと人材を送り出すと
いうことはなかなか難しく、委
員の意見を参考に進めていきた
い。

＜対応方針＞
・ハローワークにはＷＥＢデザイナー等の求人が少
なく、訓練部門だけではなく求人担当部門と連携し
て、訓練修了生の積極的な採用について求人者にお
願いして求人を集めているところである。

・教育訓練給付制度において、大型自動車免許が取
得できるコースが設定されているので、利用促進の
ために継続して周知を図っていく。

＜対応方針＞
・職業訓練の質の検証・改善業務について
は、実施方法や質問内容の見直しを行い、よ
り良い形での把握に繋げていきたい。

＜対応方針＞
・少ない人数でも開講できるよ
う、他分野を上回るインセン
ティブを設定できないか等、委
託費等についての意見を厚生労
働省に伝えていきたい。

・ハローワークの他、各訓練実
施機関も周知を行っている。ま
た、博多駅のデジタルサイネー
ジを利用した周知を実施したと
ころである。併せて各ハロー
ワークからＳＮＳでも訓練情報
を発信しており、継続して周知
を図っていく。

＜対応方針＞ ＜意見等＞
・特になし

＜計画案への反映状況＞
・「IT分野、デザイン分野につ
いては、求人ニーズに即した効
果的な訓練内容になっているか
検討した上で、求職者が自身の
希望に沿った適切な訓練コース
を選択できるよう、支援を行う
ハローワークの訓練窓口職員の
知識の向上や、訓練実施施設に
よる事前説明会や見学会への参
加を積極的に働きかける」こと
を計画案に反映させた。

＜計画案への反映状況＞
・「IT分野、デザイン分野については、訓練修了者
の就職機会の拡大に資するよう訓練修了者歓迎求人
等の確保を推進し、事業主等に対して、訓練受講に
より習得することができるスキル等の訓練効果を広
く周知することなどにより、就職機会の拡大を図
る」ことを計画案に反映させた。

＜計画案への反映状況＞
・「地域における職業訓練の質の検証・改善
業務で把握した求職者及び企業ニーズ等を踏
まえつつ、応募者数、就職率等に着目しなが
ら公的職業訓練の実施状況を把握し、効果的
な実施を図る」ことを計画案に反映させた。

＜計画案への反映状況＞
・「 介護分野については、職場
見学・職場体験等を組み込んだ
訓練コースの委託費の上乗せ措
置により、訓練コースの設定を
促進する」ことを計画案に反映
させた。

＜計画案への反映状況＞
・特になし

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・デジタル分野（Webデザインコース）を対象
とし、実施方法や質問内容を見直して実施するこ
ととした。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・「IT分野、デザイン分野については、求人ニー
ズに即した効果的な訓練内容になっているか検討
した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な訓
練コースを選択できるよう、支援を行うハロー
ワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施
施設による事前説明会や見学会への参加を積極的
に働きかけることを計画案に反映させた。

・「IT分野、デザイン分野については、訓練修了
者の就職機会の拡大に資するよう訓練修了者歓迎
求人等の確保を推進し、事業主等に対して、訓練
受講により習得することができるスキル等の訓練
効果を広く周知することなどにより、就職機会の
拡大を図る」ことを計画に反映させた。

40 福岡 ＜共有内容、意見等＞
・特になし
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・介護・医療・福祉分野の人材
確保が課題であるが、訓練の実
施状況を見ると人気がないと感
じる。これをどう捉えて訓練生
を増やす取り組みをされるの
か。

・訓練の開催地について県中心
部に偏っているのではないか、
オンラインでの開催はないの
か。

＜意見等＞
　事務局からの報告、説明に対し、特段の意見無
し。

＜意見等＞
・令和６年度は、WGにおいて「デジタル分
野」を検証。
　訓練実施機関３機関、受講生30名、採用企
業6社に対してヒアリングを実施し、その結
果を基に効果検証を行った。ヒアリング結果
から見える課題及び今後の訓練内容等の改善
策を報告。
　委員から、満足度などの定量的なものは実
施していないのかといった質問があった。

＜意見等＞
事務局より令和7年度訓練実施計
画策定に向けた方針（案）を提
案。
特段の意見無し。

＜意見等＞
　特段の意見等なく、令和７年度佐賀県地域職業
訓練実施計画（案）について、協議会構成員の了
承を得た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
〇選定した分野
　営業・販売・事務分野
〇選定理由
　ハローワーク利用者においては高齢者が増加傾
向にあり、それに伴い訓練受講生の高齢化も進ん
でいる。今後も高齢者の増加傾向は続くことが予
想され、基礎的なパソコンスキルが習得できる
「営業・販売・事務分野」の訓練ニーズは高まる
と思われ、ニーズを捉えた内容となっているか検
討が必要と考える。
　また、最もコース設定数が多い分野であり、訓
練修了者と多様な業種の採用企業から意見をいた
だけると期待できる。

＜対応方針＞
・介護分野の人材育成は大きな
課題だが、介護職=3Kのイメー
ジが先行し希望者が少ない印
象。今は以前のイメージと違
い、働きやすく魅力ある職場も
多く、専門職としてやりがいを
持って働くことができるという
ことを、職場見学会や説明会等
を通し、若い方や求職者に伝え
ていく。

・効率や幅広く受講機会が図ら
れるよう調整を実施する。

＜対応方針＞
　引き続き、定員充足率及び就職率の向上を目指
し、ハローワーク内で職業相談部門・求人部門の連
携、訓練実施機関とハローワークの連携による支援
の充実を図る。

＜対応方針＞
・効果検証とは別のアンケートで把握してお
り、引き続き今後のカリキュラム等に反映さ
せる。

＜対応方針＞
　IT分野については、基礎的な
デジタルリテラシー要素を含む
カリキュラム設定が必須となる
ことや、地域性や求職者・求人
ニーズを踏まえ、段階的に人材
育成に取り組んでいく。

＜意見等＞
特段の意見無し

＜計画案への反映状況＞
・介護職に対する理解を深め興
味をもってもらえるよう、引き
続き県内ハローワークで開催す
る訓練説明会や、事業所見学及
び会社説明会等で、介護職の魅
力や働きがいを伝えていく。

・引き続き地域の訓練ニーズを
把握し実施地区や訓練コースを
設定する。あわせてeラーニング
コースの設定、求職者への情報
提供に取り組む。

＜計画案への反映状況＞
　引き続き県内ハローワークにて訓練説明会を開
催、また初回講習会でも公共職業訓練の説明時間を
設けるなど、効果的な周知・広報を実施し、受講勧
奨の強化に取り組む。
　また、同一分野の訓練コースの募集期間や訓練機
関が重複しないよう、労働局・県・支援機構が一体
的に公的職業訓練の実施に係る調整を図る。
　就職率の向上を目指し、受講希望者の希望に添っ
た適切な訓練を勧奨できるよう、ハローワーク窓口
職員向け訓練実施機関による事前説明会や見学会を
実施し知識の向上を図るとともに、訓練修了者歓迎
求人等の確保に取り組む。
　

＜計画案への反映状況＞
・ワーキンググループによる効果検証を踏ま
え、就職先で役立つ即戦力重視の実技科目の
設定や、就職意欲を意識したキャリアコンサ
ルティングの実施など訓練内容の充実に取り
組む。

＜計画案への反映状況＞ ＜計画案への反映状況＞
・訓練全般において基礎的なデ
ジタルリテラシー要素を含むカ
リキュラム設定が必須となるこ
とや、地域性や求職者・求人者
のニーズを踏まえ、パソコンの
基本的な操作が可能な人材を増
やしつつ、段階的に本格的なデ
ジタル化に対応できる人材の育
成に取り組むことを盛り込ん
だ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「営業・販売・事務分野」を選定し、令和６年度
と同様にワーキンググループにおいて訓練効果を
把握・検証し、訓練カリキュラム等の改善を図
る。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
　第１回協議会で承認された策定方針とワーキン
ググループによる検証結果を反映した計画書が承
認された。

41 佐賀 ＜意見等＞
〇佐賀大学が実施している、社
会人を対象にリカレントの機会
を提供する「公開講座」の内容
について共有。

＜共有内容、意見等＞
〇令和６年度の県内リスキリン
グ推進関連事業について、佐賀
県より資料に基づき報告あり。

〇「佐賀創生リカレント教育の
プラットフォームの構築
（案）」について、佐賀大学よ
り資料に基づき説明あり。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
資料３求職者ニーズについて、
「受講したいが訓練コースが決
まっていない」22%、「相談を
踏まえて受講を考える」38%と
なっている。技術・技能などの
継承につながる訓練を最初から
選ぶ方は少ないと思うが、相談
（誘導）はどのように取り組ん
でいるのか。

＜意見等＞
資料４により、令和５年度、令和６年度の実施状況
を事務局より説明。
構成員からは特段の意見は無かった。

＜意見等＞
令和６年度については、ＷＧにおいて「営
業・販売・事務分野」を検証。事務局より検
討課題等や結果を踏まえて、今後の取組につ
いて説明。
構成員からは特段の意見は無かった。

＜意見等＞
方針（案）Cの部分で、「受講希
望者のニーズに沿った適切な訓
練を勧奨」だけでなく、先ほど
も意見があった、「訓練コース
が決まってない」方へものづく
りの分野の提案なども大事と考
えるので、そのあたりも盛り込
んでいいかと思う。

＜意見等＞
特段の意見なく、異議なしとのことより、令和７
年度長崎県地域職業訓練実施計画（案）について
は、全員の了承を得た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
令和５年度に検証を行ったが、全国職業訓練実施
計画において、「特に、デジタル分野について
は、「デジタル田園都市国家構想総合戦略
（2023改訂版）」（令和５年12月26日閣議決
定）等において、デジタル人材が質・量ともに不
足していることと、都市圏への偏在といった課題
を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重
点化に計画的に取り組むこと」とされていること
より効果検証の取り組みの蓄積も必要と考えるた
め「デジタル分野」を事務局案として提案した。

＜対応方針＞
デジタル分野においては、訓練
施設より職員等向けの説明会を
実施しており、ものづくりにお
いてもポリテクセンターにおい
て、職員等向けの見学・体験会
を実施し、職員等の理解を即
し、訓練コースが決まっていな
い方などにものづくり分野等に
興味を持っていただくような相
談に活用できるよう取り組んで
いる。また、訓練部門だけでな
く、求人部門の職員等も参加
し、仕上がり像などを把握し、
訓練修了者歓迎求人確保につな
げるよう取り組んでいる。引き
続き説得力を持った職業相談等
の充実を図り受講確保、就職促
進に取り組む方針。

＜対応方針＞
引き続き、職員等の積極的な訓練施設の見学等を行
い知識の向上に取り組み、受講者確保、求人確保に
努める方針。

＜対応方針＞
〇ハロートレーニングの効果的な周知につい
て、令和５年度において実施した訓練体験イ
ベント（ハロトレフェス）は、一定周知の効
果があったと考えており、令和６年度も実施
予定であることから令和６年度の結果を踏ま
え、今後も効果的なイベント等の実施につい
て検討。
〇効果的な就職支援について、
企業に対して訓練内容（修了生の仕上がり像
など）の積極的な周知を図っていく方針。ま
た、ハローワーク職員を対象とした訓練施設
見学を行うことで訓練コース理解を促進し、
受講者の確保、適切な受講あっせん、求人開
拓（求人条件変更含む）に活かしていく方
針。なお、見学の際は訓練施設と意見交換を
行うなど、訓練中、修了後の早期就職実現に
向けた支援を行うため訓練施設との連携を図
る。

＜対応方針＞
企業のニーズの把握に努め、職
員等の積極的な訓練施設の見学
等を行い知識の向上に取り組
み、「コースが決まっていな
い」などの求職者への働きかけ
に努めていく方針。

＜意見等＞
特段の意見等なく、異議なしとのこと。

＜計画案への反映状況＞
計画案６　その他、職業能力の
開発及び向上の促進のための取
組等（３）にて、「なお、受講
あっせんは、求職者の希望を踏
まえつつも、本人の職業能力、
求職条件、求職活動状況等に基
づき、希望する職業への就職可
能性を広げるためにどのような
職業能力開発を図るべきかとい
う観点で職業相談を行った上で
実施する。」と受講あっせんに
ついて記載した。

＜計画案への反映状況＞
計画案６　その他、職業能力の開発及び向上の促進
のための取組等（３）にて、「訓練実施施設へのハ
ローワーク職員の見学を引き続き行い、環境・設
備・受講風景等を把握するなど知識向上に努め、相
談段階で詳しく求職者へ情報を伝えることで受講生
の確保を図る。」とアンダーライン部分を追記し
た。

＜計画案への反映状況＞
ハロートレーニングの効果的な周知につい
て、令和５、６年度訓練体験イベントを実施
し、今後も効果的なイベント等の開催を検討
するとした。

左記（ａ）（ｂ）と同じ。

＜計画案への反映状況＞
各構成員と現状の共有を図っ
た。

＜計画案への反映状況＞
左記（ａ）（ｂ）と同じ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
デジタル分野
検証方法等詳細については、令和７年度のＷＧに
て決定予定。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
情報発信の拡充として、各ハローワークで導入予
定のLINEにおいても、訓練情報を発信すること
を記載した。

42 長崎 ＜意見等＞
・教育訓練給付制度の指定講座
の状況等について事務局より説
明。構成員からは特段の意見は
無かった。
・令和６年度に実施する地域リ
スキリング推進事業について報
告。構成員からは特段の質問は
無かった。

＜共有内容、意見等＞
新たに各ハローワークにおいて
導入予定のLINEにおいて、訓練
情報発信することを説明。ま
た、雇用対策協定を締結してい
る自治体のLINEとハローワーク
のLINEと連動し、潜在求職者へ
支援メニューを知ってもらうよ
うなことができればと思ってい
る取り組みがあること説明。
【意見等】
うまく連携していただけたらい
いのかなと思うが、なかなか、
若い方が自治体のホームページ
（LINE）を見ているのかとの意
見あり。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
労働局が実施した地域ニーズ調
査において、高齢化社会に対応
した介護人材育成に期待の高い
介護分野、DXが進む中でデジタ
ル技術を活用したビジネススタ
イルにも対応できるＩＴ分野、
農業の担い手不足に対応した農
業分野で人材育成が必要である
との意見が寄せられた。また、
ＴＳＭＣの進出により半導体関
連産業の集積も進んでおり半導
体産業の人材育成も必要である
がその他の産業においても質・
量ともに不足しているとの意見
があった。

＜意見等＞
応募者数が少なく中止となったコースが複数ある
が、コースを集約するなど見直して開講するように
出来ないのかとの意見があった。

＜意見等＞
令和6年度については、ＷＧにおいてデジタ
ル分野について検証を行った。
訓練実施機関４機関、訓練修了者９名、採用
企業６社に対して調査を実施した。（一部ア
ンケート調査を実施）

構成員から生成ＡＩについて、最新の情報を
取り入れているのか、今の状況はどのように
訓練カリキュラムに取り入れているのかとの
意見があった。

＜意見等＞
半導体産業を含む多くの産業に
おいて人材が質・量ともに不足
している中、半導体人材育成に
ついてポリテクセンターの生産
ラインメンテナンス科の定員を
増やす等の設定が必要ではない
かとの意見があった。
半導体産業の人材育成について
は、高等教育機関や高校、県立
技術短期大学校等において取り
組まれているので、他の産業の
人材確保について取り組んで欲
しいとの意見があった。

＜意見等＞
計画案に職業能力開発に係るイベントの開催が盛
り込まれているが、どのような内容で開催される
のかとの意見があった。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
【対象分野】
「デジタル分野」、「営業・販売・事務分野」

【選定理由】
デジタル分野については重点化されていること
と、これまで同分野で2回実施しており更なる検
証内容の構築のため。
営業・販売・事務分野については、令和5年度の
実績分析において応募倍率が高く就職率が低い分
野であることとIT関連カリキュラムが取り入れら
れているため。

＜対応方針＞
半導体産業の人材育成について
は、令和5年度、6年度において
ポリテクセンターの生産ライン
メンテナンス科のカリキュラム
を見直しており、令和7年度にお
いては現行のカリキュラム内容
が求人者ニーズとマッチしてい
るため継続して取り組む方針。
半導体産業以外の人材の質・量
の確保については地域の人材
ニーズに沿った訓練コースの設
定に取り組み、多くの求職者が
訓練受講し再就職出来るよう、
効果的な周知・広報の強化を行
い、訓練実施機関とＨＷが連携
して就職支援の強化に取り組
む。

＜対応方針＞
訓練コース数については、定員数の配付に基づいて
決定しているが、訓練が開講出来る応募者数の確保
が出来るようＨＷ窓口における受講勧奨の強化を図
る。そのためには適切な訓練の勧奨ができるようＨ
Ｗ職員の知識向上が重要であり、訓練説明会や見学
会の機会の確保を図る。

＜対応方針＞
生成ＡＩについては、ポリテクセンターの組
込マイコン技術科において、生成ＡＩを用い
たプログラム生成の事例を紹介する等、活用
している。
ＷＧによる訓練実施機関へのヒアリングでは
最新の技術やツールを学習に取り入れ、実践
的なスキルの習得を支援している。
最新の生成ＡＩツールや技術の習得等、企業
ニーズを意識した訓練内容の設定は就職に有
効であるためアップデートを推奨していく。

＜対応方針＞
ポリテクセンターの生産ライン
メンテナンス科の定員数につい
ては、令和５年度においては、
定員は充足しているもの、令和
６年度においては、現状未充足
となっている。また、定員を増
やすためには、当該科の定員充
足率の向上はもちろんのこと、
体制整備が必要であり、困難な
状況である。このため、定員を
増やすことは厳しく、定員充足
に向けて受講勧奨の強化を図っ
ていく。
半導体以外の産業における人材
の質・量の確保については、地
域の人材ニーズに対応した訓練
コースの一層の設定促進と受講
者増に向けた取組を行う。

＜意見等＞
特段の意見は無かった。

＜計画案への反映状況＞
受講あっせん強化のため、SNS
等を活用した周知のほか、公的
職業訓練に係るイベントの開催
や関係機関が行うイベントへの
参加や協力等を行うことにより
周知・広報に努める。

＜計画案への反映状況＞
訓練受講希望者のニーズに沿った適切な訓練を勧奨
できるよう、ハローワーク職員の知識向上のため事
前説明会や訓練見学会の機会の確保を盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
地域の人材ニーズに対応する訓練コースの設
定推進を行うことを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
令和7年度における地域リスキリ
ング推進事業については、計画
案策定の時点おいて申し込みが
無かったため、次回協議会にお
いて事業一覧を報告する旨盛り
込んだ。

＜計画案への反映状況＞
地域の人材ニーズに対応する訓
練コースの一層の設定推進及び
受講者増に向けた取組として、
応募・受講しやすい開講時期・
開講場所の調整、訓練コースの
内容や効果を踏まえた受講勧奨
の強化、リーフレットの見直し
やSNS等を活用した効果的な周
知・広報の強化、適切な訓練を
勧奨できるようハローワーク訓
練窓口の知識向上や事前説明
会・見学会の機会の確保等を盛
り込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「デジタル分野」、「営業・販売・事務分野」

訓練実施機関に対してはヒアリング調査を実施
し、訓練修了生及び訓練修了生を採用した企業に
対してはアンケート調査を実施することとしてい
る。

43 熊本 ＜意見等＞
総務省が創設した地域における
リスキリング推進事業につい
て、熊本市の①経営者向けセミ
ナーの開催及び従業員等に向け
たテレワークセミナーや研修講
座の開催による多様な人材の活
躍推進事業、②従業員等のリス
キリングのためのｅラーニング
の提供による産業人材育成支援
事業の２つについて報告を行っ
た。

＜共有内容、意見等＞
少子高齢化により外国人労働者
が増加・活躍している中におい
て、在留資格による制限もある
と思うが留学生も含む外国人の
就労の枠組みを見直す等の議論
も必要ではないかとの意見が
あった。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
イベント内容については、これまで開催した内容
や他局の好事例も参考に関係機関等にも意見を伺
いながら開催していく旨説明し了承いただいた。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
事務局から、公的職業訓練（公
共職業訓練、求職者支援訓練）
に係る実施状況の報告、また、
受講者数、応募倍率、開講コー
スの充足率、就職率等の実績等
により、求職者や求人者のニー
ズの傾向を把握し、訓練計画へ
の反映等を検討していくことな
どの説明があった。
委員から、精神面で配慮が必要
な訓練生が増加傾向にあり、訓
練に対する求職者の理解促進、
ミスマッチの解消、採用企業に
おける理解が必要との意見が
あった。

＜意見等＞
事務局から、「従前からの取組により介護コースの
受講率は以前より改善している」「就職率は比較的
安定しており高水準である」などの説明があった。
事務局からの説明に対して、特段意見等は無かっ
た。

＜意見等＞
令和６年度については、ＷＧにおいて「営
業・販売・事務分野」を検証。訓練実施機関
からは、「事務職でも対人業務の可能性があ
るため、事務におけるコミュニケーションは
とれる必要がある」「精神障害（疑い含む）
や就職にあたり配慮すべき点がある訓練生が
訓練修了後就職に繋がらない」、訓練修了生
を採用した企業からは、「就業する上で接遇
や電話対応など基礎的なスキルを備えてほし
い」などの報告があった。
委員からは特段の意見は無かった。

＜意見等＞
事務局から、令和６年度計画に
挙げた課題と令和５年度の実施
状況を踏まえた評価・分析に基
づく令和７年度の公的職業訓練
の実施方針（案）について説明
があった。

＜意見等＞
　委員から特段の意見等はなく、令和７年度大分
県地域職業訓練実施計画（案）について、協議会
委員の了承を得た。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞

【選定分野】
　介護・医療・福祉分野

【選定理由】
・人材不足分野の中でも、特に介護関係分野につ
いては、慢性的な人手不足が続いている状況であ
る一方で、人手不足が深刻な分野にもかかわらず
求職者ニーズが低い分野である。
・また、介護分野の訓練は県委託訓練及び求職者
支援訓練ともに訓練定員充足率が低く、応募者不
足により訓練が中止となるケースもある。
・今後も高齢人口の増加が見込まれるため、介護
人材の確保は喫緊かつ継続的な課題であり、介護
分野における人材の育成・確保対策を推進する上
でも、公的職業訓練の役割はより重要さを増して
おり、当分野の訓練を効果的に実施していく必要
がある。
・このため、検証の効果が高まるよう、｢介護・
医療・福祉分野｣の中から「介護分野」のコース
を検証の対象とする。

＜対応方針＞
ハローワークでの職業訓練に関
する求職者への説明等につい
て、より丁寧な対応を行ってい
く。

＜対応方針＞
次年度の効果検証ＷＧの対象分野の選定について
は、関係機関で近日中に協議予定。

＜対応方針＞
報告内容を受けて、企業の求める人材に近づ
けるように、ビジネスマナーやコミュニケー
ションを中心とした訓練カリキュラムを効果
的に実施するよう、実施機関へ依頼する（各
カリキュラムを訓練生の状況に応じて、より
適切な時期に行うよう配慮する）などの改善
促進策を計画に反映する方針。

＜対応方針＞
特段意見等は無かったため、策
定方針に沿って実施計画を策定
する。

＜意見等＞
介護分野の職業訓練の定員充足率が低い点につい
て、大分県だけの課題なのか、それとも全国的な
課題なのかも含めて、検証していただければ。

＜計画案への反映状況＞
・人手不足分野等の求人ニーズ
を踏まえた効果的な訓練の設
定、および地域ニーズに対応し
た訓練の推進にも努めることと
した。

＜計画案への反映状況＞
・大分労働局・大分県・機構大分支部が公共職業訓
練と求職者支援訓練の訓練規模、分野、時期等につ
いて一体的に調整を行うことで、訓練実施者を確保
し、適切な職業訓練機会の提供と受講生の確保に努
めることとした。

＜計画案への反映状況＞
・個別の訓練コースについて、訓練修了者等
へのヒアリング等を通じて、訓練効果を把
握・検証することで、訓練カリキュラム等の
改善を図ることとした。

＜計画案への反映状況＞
・公的職業訓練に加え、デジタ
ルや半導体、農林水産業等成長
分野に関するリスキリングの推
進を図り、地域に必要な人材の
確保に取り組むこととした。

＜計画案への反映状況＞
・離職者を対象とする公的職業
訓練の分野について、デジタル
分野等の成長が見込まれる分野
における人材育成に重点を置き
つつ実施することとした。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞

【最終的な訓練分野】
　介護・医療・福祉分野

【検証方針】
・ヒアリングを通じて、特に求職者（訓練修了
者）のニーズを把握・検証し、訓練内容等改善策
を検討したい。
・訓練実施機関3社以上、訓練修了者3人以上、
訓練修了者を採用いただいた企業3社以上にヒア
リングを実施。
・他県の状況も確認し、ワーキンググループの中
で情報共有を図りながら、効果検証を行っていき
たい。

44 大分 ＜意見等＞
キャリア形成・リスキリング推
進事業及び当該事業における
キャリアコンサルティング、リ
スキリングの推進、ジョブ・
カード制度に関する周知・取組
等について受託者から報告。
報告内容を受けて、委員から、
キャリアコンサルティングを受
けてジョブ・カードの交付を受
けている訓練受講希望者に対し
て、キャリアコンサルティング
やジョブ・カードのことを尋ね
ても、認識されていないことが
しばしばあり、普及されていな
いと感じるとの意見があった。

＜共有内容、意見等＞
特段意見なし。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
　第１回協議会で承認された策定方針とワーキン
ググループによる検証結果等を反映した計画書が
承認された。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
県、機構ともデジタル分野の
IT、Webコースについては応募
状況は高いが、就職状況が低迷
している。また、人手不足分
野、ものづくり分野に関する
コースについては、企業ニーズ
は強いが、受講生の応募状況は
低迷している。一方で、生産性
向上に向けた在職者訓練等につ
いては、双方からのニーズが高
く、増加傾向にあるとの説明あ
り。

構成員より
・宮崎（地域）らしい分野であ
れば農業分野と思うが、実績が
ない。全国的な事例コースを参
考に独自のコースを検討してみ
ては。

＜意見等＞
構成員より
・IT、デジタル、デザイン分野の就職率低迷の原因
は、若年齢層によるものがあるのでは？（40代以上
や子育て中の女性は、生活重視を考え、就職活動に
繋がるが、若い世代はフリーランスの多様な働き方
の傾向が強いことや他の生活基盤があり逼迫してい
ないためではないかとの）
・IT人材が少ないこと、また、県内ではDX関連の受
け皿が少ないため、県外流出になっていることが原
因ではないか。もっと、IT系の企業側が何を求めて
いるか詳細が明確になれば就職率も改善されるので
はないか。
・IT系の訓練を終了し、他業界へ就職するケースも
多く、終了後一定期間を経て、他の業界で資格等を
活かしている。

＜意見等＞
➀営業販売事務分野➁介護・医療・福祉・分野③

半導体関連企業について検証ヒアリングを実施。
実施機関より：経済状況に踏まえたカリキュラム
に対応しているが、企業ニーズの声からも社会人
マナー、コミュニケーションに関する項目は必
須。開講状況や訓練生の就職意欲に苦慮している
面もあるため、今後の運営及び環境配慮上におけ
る最低保障等の見直しをお願いしたい
訓練修了生より：訓練中盤からは民間企業や実習
先との関わりを主として欲しい、また、カリキュ
ラムも向上希望あり
採用企業より：基本的な知識やマナーは問題ない
が、人手不足もあり、地方では採用後の多岐多様
に渡る業務も必要であることから、個々のアップ
デート（リ・スキリング含む）に対する士気も含
めた訓練を期待したい。

＜意見等＞
構成員より
・外国人労働者が増加傾向にあ
る現状から、今後、訓練受け入
れについても、語学や文化を学
ぶカリキュラムや留学生も受講
できる制度へ方針転換を考えて
いく時期ではないか。
・学生の県外流出も踏まえ、卒
業後に訓練受講出来るような
「（仮称）ジョブカレッジ」や
一般・学生も一緒に学べるコン
ソーシアムを設立するのはどう
か（案：大人向けキッザニ
ア）。

＜意見等＞
・介護分野における講師不足により開講できない
とのことだが、講師確保に何か課題等があるので
はないか？
・ビジネスマナーや基本的なカリキュラムは分野
によらず大事と考えるが、今、AI技術の進歩に対
応していくことを身をもって重要と思っているた
め、各コースカリキュラムにAIに関する内容を盛
り込むべきではないか？

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
・一昨年、デジタル分野におけるニーズ調査を実
施したが、デジタル人材やITリテラシー等、時代
の変化に迅速に対応していく上で、直近でのデジ
タル分野に関するニーズを三方（求職者、企業、
実施機関）から深掘りした調査（ヒアリング）を
行うことが、今後の訓練向上に必要であると判断
し提示した。

＜対応方針＞
各分野（コース）内容の生産性
向上（デジタル人材等）に合っ
た見直し、受講勧奨への強化、
就職促進を図るための見学会や
面接会の機会等を関係機関及び
団体を含め協力強化に取り組
む。
また、宮崎らしいコースについ
て、ニーズのミスマッチを踏ま
え、慎重に検証していく必要が
あるため、多種多様な方向から
意見集約を行い、議論していく
こととする。

＜対応方針＞
デジタル分野等に関する入り口と出口の高低差の要
因について、企業側を主に求めている人材像等の明
確化を図るための検証が必要と考え、充足向上に向
け企業側への検証ヒアリングの内容を詳細に見直
し、低迷な分野について深掘りしていく。
また、同時に受講生のスキルアップ促進も必要と考
えることから、今後の公的訓練における内容（実施
機関、コース選定、カリキュラム等）、地域（宮
崎）ニーズに合った検討を図っていく。

＜対応方針＞
採用後の実務レベルに対応したカリキュラム
等の見直しを実施機関と共に図っていく。
また、実施機関に対する保障等、継続的に要
望していく。
求職者及び企業側に対する訓練効果（目的、
スキル等）について説明会を通じた実施を拡
充していく。

＜対応方針＞
宮崎においては、（ｂ）にも記
載してある通り、デジタル人材
が不足していることが課題であ
り、デジタル分野への見直し検
証に重点化を置いていく。
また、宮崎（地域）に合った分
野について、併せて、長期的な
見解をもって、コース毎に区別
化（例えば、女性のみ、年齢
別）していくことで目的や就職
意欲の向上に繋がるような、分
かりやすいコース・分野の設
定、受講対象者の拡大も検討し
ていく。

＜意見等＞
・特に選定について意見はなかったが、就職に関
して低調なコースを検証していく上で、課題と捉
えるのではなく、今、多様な働き方の方が増える
ライフスタイルに変わってきているので、訓練も
多様性に対応していく方向転換にあるのでは（特
に出口の就職先）。
・ハローワーク職員の訓練実施機関及び訓練分野
の理解度に就職率が大きく関わっていると思われ
るため、ハローワーク職員の理解度を向上させる
とともに、それ以外にも、就職率が低調であるこ
とについてどのような課題があるのかを、ハロー
ワーク職員へのヒアリングも行うなどによって検
証していくべきではないか。

＜計画案への反映状況＞
・特になし

＜計画案への反映状況＞
・委託訓練、求職者支援訓練の充足率向上に向け、
開講時期や地域枠について、重複しないよう盛り込
んだ。

＜計画案への反映状況＞
・デジタル分野の訓練については、業界等の
ニーズを深掘りし、分野内における細分化を
図り、地域ニーズに合ったコース・カリキュ
ラムの検証について盛り込んだ（R7WG方
針）。

＜計画案への反映状況＞
・特になし

＜計画案への反映状況＞
・低調な分野（コース）等の受
講生充足、就職支援に関し、ハ
ローワーク職員のスキル向上
（適切な誘導、分野に対する知
見等）に対し意見もあがったこ
とから、ハローワーク職員のス
キル向上に向けた取組強化を盛
り込んだ（実施機関への見学・
意見交換、情報共有等）

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
・デジタル分野は、基礎的な内容からプログラミ
ングまで幅広いことが採用企業の需要とミスマッ
チしている点、また、企業規模や職種別に深掘り
した検証を実施し今後の地域に合った訓練向上に
繋げていく方針。
また、HW職員のスキルアップ及び現状の課題に
ついて、共有強化を図る上で、実施機関とHW双
方からの要望（企画）を含めたヒアリングを検討
していく方針。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・企画提案の段階では、事前アンケート（エント
リー）で開講コース及び講師確保も可能との前提
で選定しているものの講師個々の問題や他事業や
他訓練との併用で開講出来ないケースがある。介
護講師については、有資格者になるため代理の講
師がすぐに見つからない事も要因と思慮してお
り、今後、介護・福祉団体等の協力を得ながら、
講師不足の問題対策を行う旨を回答し、承諾を得
た。
・各訓練ともAIに関するカリキュラムを含むコー
スが増えてきている状況であるが、求支訓練の基
礎コースについては、時間的にAIを含む事が厳し
い現状にある。実践では実施機関ごとに異なるが
ある程度のカリキュラムに組み込まれている。委
託訓練についても、令和5年度よりカリキュラム
に組み込むよう選定基準の中に記載している状況
である。今後、AI進歩の対応に合った訓練カリ
キュラムを必要に応じ実施機関と調整対応してい
くと回答し、承諾を得た。

45 宮崎 ＜意見等＞
今、求められている「生産性向
上（リ・スキリング）」の声を
受け、在職者向け（社員教育）
訓練、デジタル・クリーン等成
長分野に関するリ・スキリング
の推進事業促進（地方財政措
置）に取り組んでいるとの説明
があった。

＜共有内容、意見等＞
・構成員より
・HWを利用していない企業も
まだ多くあることから、HW側
から訓練に関する理解度を向上
するための周知広報の一つとし
て、企業から求人票記載外の魅
力やPR（社内状況や働いている
人からの声）を持ち込ませるこ
とで、各訓練受講後に就職する
イメージがしやすくなり、企業
にとっても訓練への理解が高ま
り、職業訓練の橋渡しになるの
ではないか。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
　県内では求人数が求職者数を
上回る状況が長く続いており、
特に介護サービスの職業は有効
求人倍率が高い水準で推移して
いる旨の説明があった。
　また、DXの推進等を図るため
には、在職労働者への訓練が有
用と考えられ、機構の生産性向
上支援訓練において、サブスク
リプション型訓練が昨年度から
新たに設定されているが、オン
ラインで効率的に訓練を実施し
たいという企業のニーズを反映
し、ｅラーニング方式を採用す
ることで、徐々に申し込みも増
えていることが報告された。

＜意見等＞
　ポリテクセンターの施設内訓練（離職者訓練）に
ついては、定員充足率が令和5年度と比較して前年
度比12.4ポイント増加し、その要因として、定員数
を減らしたこと、様々な広報の取組の効果、特にハ
ローワークかごしまと連携し、雇用保険説明会をポ
リテクセンターの会議室で実施していることがその
理由として挙げられた。
　また、２年課程のポリテクカレッジについても、
令和６年度入校生の定員充足率が前年から大幅に増
加していることが報告された。

＜意見等＞
　令和６年度については、WGにおいて介
護・医療・福祉分野を検証。その結果、外部
講師による実際の介護現場の事例の紹介や、
実習で学んだ体験が、仕事をする上で大きく
役立っていることが確認された。加えて、訓
練修了者・採用企業ともに、「コミュニケー
ション力、対人スキルの習得」を重視してい
ることが報告された。

＜意見等＞
　デジタル人材は質・量とも不
足しており、都市圏偏在が課題
であることが説明された。
　また、デジタル分野のコース
設定においては、就職に結びつ
くような今の時代に合ったコー
ス設定を図るべきとの意見が構
成員からあった。

＜意見等＞
　構成員から特段の意見・質問はなく、令和7年
度鹿児島県地域職業訓練実施計画（案）につい
て、承認された。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
　一昨年の選定分野である「営業・販売・事務分
野」および昨年度の選定分野である「介護・医
療・福祉分野」以外を選定いただくよう提示し
た。

＜対応方針＞
　事業縮小のために離職を余儀
なくされ人手不足分野への職種
転換を検討する者等に対し、介
護分野の訓練コースへの積極的
かつ適切な受講あっせんを図る
ことにより、同分野における人
材確保に取り組む。
　また、サブスクリプション型
生産性向上支援訓練について
は、人材開発支援助成金の活用
メリットを踏まえた周知・広報
に各構成団体が連携して取り組
む。

＜対応方針＞
　昨年度の11月から機構とハローワークかごしまが
連携し、雇用保険受給者の初回説明会をポリテクセ
ンターで開催しており、その際に施設や訓練コース
の概要を案内することで、受講者の確保を図ってい
る。
　また、ポリテクカレッジに関しては、昨年度から
推薦入試の回数を３回から６回に増やし、受験者の
確保を図っている。
　上記２つの取組について、昨年度の実績（減）か
ら今年度の実績が大幅な増に転じていることから、
引き続き同取り組みを行う。

＜対応方針＞
　当該分野は重要なセーフティネットの一つ
に位置付けられていることからも、引き続
き、関係機関の連携によって効果的な周知・
広報に努め、制度活用の促進に取り組む。
　また、コミュニケーション力、対人スキル
の習得については、訓練カリキュラムに盛り
込むことを基本とする方針。

＜対応方針＞
　地域性や現状を考慮の上、IT
分野や営業・販売・事務分野等
を活用した人材育成も図りつ
つ、求職者・求人者ニーズを踏
まえた職業訓練の段階的なデジ
タル分野への重点化を検討して
いく。
　また、定員充足率が低い傾向
にある介護・医療・福祉分野な
どは、就職率が高く、人手不足
分野における人材確保の面でも
効果が大きいことから、引き続
き、事前説明会・見学会の機会
確保を図るなど、受講勧奨の強
化に取り組む。
なお、隣接地域での開校時期の
重複を極力回避するといった
「開講ルール」を県と機構鹿児
島支部で取り決めるなど応募・
受講しやすい募集、訓練日程等
についても検討していく。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
　第１回協議会で承認された策定方針とワーキン
ググループによる検証結果を反映した計画書が承
認された。

＜意見等＞
・人材育成に関連する国の施策や社会情勢、本年
度の全国の検証分野の状況などを鑑みると、デジ
タル分野が１９県と、一つの提案として、「デジ
タル分野」の検証を行う意義は大きいと考える。
・検証を行うためには、それなりの数も必要だと
考えるが、デジタル分野の「デジタル分野」の検
証を行うことが可能な状況なのか。
・３コース以上あるのであれば、検証に適してい
ると考える。

＜計画案への反映状況＞
➀「介護・医療・福祉分野」に
ついては、引き続き、事前説明
会・見学会の機会を確保するな
ど、訓練コースの内容や効果を
踏まえた受講勧奨の強化を図る
とともに、応募・受講しやすい
い募集・訓練日程等の検討を行
うことを盛り込んだ。特に委託
訓練については開講時期の柔軟
化、受講申込日から受講開始日
までの期間の短縮、効果的な周
知広報等、受講者数増加のため
の取組も併せて行うことを盛り
込んだ。
②生産性向上支援訓練について
は、同訓練の目標計画数を昨年
度より50人増加させた。
　昨年同様、各構成団体が連携
して周知・広報に取り組んでい
る。

＜計画案への反映状況＞
①本年度においても、各種会議を雇用保険受給者の
初回説明会をポリテクセンターで開催予定であり、
その際に施設や訓練コースの概要を案内すること
で、受講者の確保を図る予定。
②ポリテックカレッジに関しては、推薦入試の回数
を３回から６回に増やしたことにより、受験生が増
加し、令和６年度の定員充足率は、令和５年度の定
員充足率88.6％から112.3％へ増加した。
　今後も同様の取り組みを行っていく。

＜計画案への反映状況＞
「介護・医療・福祉分野」については、引き
続き、関係機関の連携によって効果的な周
知・広報に努め、制度活用の促進に取り組ん
でいる。
　また、ビジネスマナー、コミュニケーショ
ン力の習得が業種・職種を問わず重視されて
いるため、引き続き、職業人講話においては
訓練修了者が採用企業を含め、外部講師の効
果的な活用の促進に取り組むこと及び介護事
業者による説明会の実施などにより、イメー
ジアップを図り、介護･福祉の現場への仕事理
解の促進に取り組むことを盛り込んだ。
　さらに、ワーキンググループのヒヤリング
結果を踏まえ、ジョブ・カードの活用の促進
に取り組むことを盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
①構成員へ周知・広報への協力
をお願いするとともに、訓練課
インスタグラムに教育訓練給付
制度のリーフレットを掲載し、
周知・広報の取り組みを強化し
た。
　また、キャリア形成・リスキ
リングセンターへ協力を依頼
し、企業セミナーの際に在職者
へリーフレットを配布頂く等の
取り組みを行った。
②地域リスキリング推進事業に
ついては、地域に必要な人材確
保（中小企業、農林水産、介護
等）のため、デジタル・グリー
ン等の成長分野や人手不足分野
におけるリスキリングの推進に
資する事業を実施する旨盛り込
んだ。

＜計画案への反映状況＞
①｢デジタル分野｣については、
地域性を考慮し、IT分野、営
業・販売・事務分野での人材育
成を図りつつ、求職者・求人者
ニーズを踏まえた段階的な職業
訓練のデジタル分野への重点化
に向けた検討を行うことを盛り
込んだ。
②｢介護・医療・福祉分野｣につ
いては、引き続き、事前説明
会・見学会の機会を確保するあ
ど、訓練コースの内容や効果を
踏まえた受講勧奨の強化を図る
とともに、応募・受講しやすい
募集・受講しやすい募集・訓練
日程等の検討を行うことを盛り
込んだ。
　また、委託訓練については、
開講時期の柔軟化、受講申込み
締切日から受講開始日までの期
間の短縮、効果的な周知広報
等、受講者数増加のための取組
を行うことを盛り込んだ。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
「デジタル分野」を選定し、令和６年度と同様
に、ワーキンググループにおいて訓練効果を把
握・検証し、訓練カリキュラムの改善を図る。

46 鹿児島 ＜意見等＞
　在職者へのキャリアコンサル
ティングが活用されていないこ
とが報告され、キャリア・形成
リスキリング事業の事業内容の
説明および周知・広報について
構成員へ協力依頼があった。
　また、地域リスキリング推進
事業については、県の１４事
業、鹿児島市など８市町の１２
事業を地域職業訓練実施計画に
位置付け、中小企業、農林水
産、介護等の地域に必要な人材
確保に資する職業能力の開発・
向上に取り組む旨の説明があっ
た。

＜共有内容、意見等＞
構成員から特段の意見はなかっ
た。
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（a）地域の人材ニーズ
の把握
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

（b）公的職業訓練の実施状況の検証
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１回地域
協議会の転記

（c）訓練効果の把握・検証等
（ワーキンググループ（ＷＧ）の効
果検証等）
※＜意見等＞、＜対応方針＞は原則第１
回地域協議会の転記

(d)その他の職業能力開発
促進のための取組
※＜意見等＞は原則第１回地
域協議会の転記

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計
画に関すること）
※＜意見等＞、＜対応方針＞
は原則第１回地域協議会の転
記

令和７年度計画案の審議（f） 令和７年度のワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）の方針（G）

その他の職業能力開発促
進のための取組（h）

労働局
番号

労働局
名

Ⅰ令和６年度第１回協議会での議論の令和７年度計画案への反映状況 Ⅱ令和６年度第２回協議会での議論

＜意見等＞
・介護・医療・福祉分野におい
ては、人手不足が顕著である。
介護・医療・福祉分野の訓練
コースを設定しても中止率が高
いという現状があるようなの
で、原因を分析して対策を取っ
ていただきたい。

＜意見等＞
・訓練をあっせんするハローワーク職員側の知識向
上を目的とした介護分野の訓練施設見学会が行わ
れ、参加した職員からは求職者に対してより訓練分
野のコースを魅力的にPR出来るようになったと好評
であった、とのことだが、今後も継続して取り組む
意向か。

＜意見等＞
・美容・理容は華やかなイメージがあるが、
出口（就職先）が小さい。就職先となる企業
は零細が多く経営が不安定であり、ノルマ的
なものもあって早期離職が多い。結局行きつ
く先は独立だが、経営できず廃業となる。
もっと観光や介護などの分野の訓練をWG対
象分野とすべきではないか。

＜意見等＞
・有効求人倍率の高い分野の訓
練を実施してほしい。観光・介
護、運転、警備など。

＜意見等＞
・当県においては、新規学卒者の就職後３年以内
離職率が高いという状況がある。新卒後３年以内
に離職した若年層に対してハロートレーニングで
フォローしていただくことを意識していただきた
い。
・当県のリーディング産業でもある旅行・観光分
野について、次年度の計画が対象者15名とあま
りにも少ない。今後どのように取り組んでいく予
定か。
・離職者訓練及び学卒者訓練の修了者について、
ぜひ県内で就職を目指して欲しい。

＜事務局の訓練分野の選定案、選定理由＞
事務局選定案「介護・医療・福祉分野」
【選定理由】
１．沖縄県地域職業能力開発促進協議会におい
て、人手不足分野における公的職業訓練の効果検
証が必要との意見があり、慢性的な人手不足であ
る「介護・医療・福祉」分野において、今後活躍
できる人材の育成及び労働力のマッチング強化を
強く進める必要があるため。
２．令和５年度実績において、就職率が高い一方
で応募倍率が低い分野であり、ヒアリングによる
検証・改善が必要と思科されるため。
３．前々回（デジタル分野）、前回（理容・美容
分野）の効果検証で応募倍率の高い分野を選定し
ており、応募倍率の改善に向けた取組を検討する
必要があるため。

＜対応方針＞
・訓練コース設定の時期や求職
者への周知方法等について見直
しを図り、引き続き介護・医
療・福祉分野の受講生確保に取
り組んで参りたい。

＜対応方針＞
・有効な取組だと考えており、継続して取り組んで
参りたい。

＜対応方針＞
・ヒアリング進めるにつれ、理容・美容分野
の厳しい現実を再認識したところ。効果検証
の対象分野は毎年変わるので、来年度は実情
に応じた分野設定に努めたい。

＜対応方針＞
・訓練の実施には求人者・求職
者・訓練実施機関のニーズがか
み合うことが必要だが、ミス
マッチが生じており難しい面が
ある。
・求職者支援訓練の基礎コース
対実践コースの配分割合及び実
践コースの各分野における定員
配分については、令和６年度計
画と同等して計画して参りた
い。

＜意見等＞
・主に介護分野について訓練コースの効果検証を
図るという説明があったが、その他の保育・医療
についてはどうなるのか。
→保育分野については、長期高度人材育成コース
で対応しているところ。就職率・充足率は高い状
況である。
・委託訓練と求職者支援訓練の就職率について、
目標・実績共に委託訓練が実績が高い状況がある
が、どういった要因か。
→委託訓練と求職者支援訓練の就職の捉え方が違
うことによるもの。委託訓練では雇用保険適用相
当、求職者支援訓練では雇用保険加入した就職の
みが就職となる。この点による差が大きいと思
料。

＜計画案への反映状況＞
・委託訓練、求職者支援訓練の
充足率向上に向け、開講時期の
重複が起こらないよう連携を図
る旨、計画に盛り込んだ。

＜計画案への反映状況＞
・特になし。

＜計画案への反映状況＞
【実施方針内に以下の文言を反映】
離職者向け訓練のうち理容・美容分野につい
ては、令和６年度の訓練効果の検証結果を踏
まえ、以下の点について改善に取り組む。
・ 多様な働き方に対する理解促進のため、訓
練コースカリキュラムの設定にあたっては、
職業人講話、職場見学を追加するよう実施機
関に提案する。
・ ハローワークにおいて、受講あっせんや指
定来所日等におけるキャリアコンサルティン
グを強化するとともに、キャリア形成・リス
キリング推進事業との連携により訓練受講者
が頻回にキャリアコンサルティングを受ける
ことのできる環境を整備する。

＜計画案への反映状況＞
・特になし

＜計画案への反映状況＞
・求職者支援訓練の基礎コース
対実践コースの配分割合及び実
践コースの各分野における定員
配分については、第１回協議会
で承認いただいたとおり、令和
６年度計画と同等として反映し
た。

＜最終的な訓練分野、検証方針＞
事務局案である「介護・医療・福祉分野」につい
て承認いただいた。

＜対応方針、最終的な計画への反映状況＞
・若年者雇用のミスマッチや新規学卒者の早期離
職の問題については日頃から意識しているとこ
ろ。対象の相談窓口において、適切な訓練をあっ
せん出来るよう取り組む。
・旅行・観光分野の訓練コースは実施機関が少な
いという事情があり、次年度計画も対象者が少な
い状況。ワーキンググループの枠組みを活かし、
関係機関と連携しながら実施機関開拓にも取り組
んでいく。（補足）旅行・観光分野の訓練コース
以外にも「理容・美容分野」の訓練修了者が観光
産業に従事するといったケースもあり、当該分野
だけが観光産業人材の育成に寄与しているわけで
はない。また、沖縄ポリテクカレッジにおいては
国際ホスピタリティ観光課を設置しており、学卒
者訓練からの人材流入もある。ご承知おきいただ
きたい。
・訓練の出口（就職先）については、県内の就職
を念頭に支援しているところ。

【最終的な計画への反映状況】
特になし。

47 沖縄 ＜意見等＞
・特になし

＜共有内容、意見等＞
・（事務局（労働局）から共
有）ワーキンググループの頻度
を上げ（年２→年４回）、関係
機関と密に連携を取りながら、
選定された訓練分野の効果検証
のみならず、実際に受講者を増
やすための取組等についても協
議していく。
・（事務局（県）から共有）第
12次沖縄県職業能力開発計画
の策定（令和８～令和12年
度）に併せて、沖縄県立職業能
力開発校の老朽化した施設の検
討と、時代のニーズを反映した
訓練科の再編等を内容とする
「沖縄県職業能力開発校のあり
方」を策定する。また、「第
12次沖縄県職業能力開発計
画」と「沖縄県職業能力開発校
のあり方」を包含する「産業人
材育成計画（仮称）」を策定し
ていく予定。今後、計画策定に
あたって審議会等を開催する予
定であり、本協議会の構成員に
もご協力を賜りたい。
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令和６年度 全国職業訓練実施計画 

 

 

 

第１ 総則 

１ 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者の地位

の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対する労働者

の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行

う必要がある。このため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊

重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号。以

下「能開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下

「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法第 15条の７第３項

の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」

という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法

律第 47号。以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定

を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十

分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数や訓練内容

等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）

の実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、都道府県労働局、ハローワーク、

地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るも

のとする。 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和６年４月１日から令和７年３月 31日までとする。 

 

３ 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

第２ 労働市場の動向、課題等 

１ 労働市場の動向と課題 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大後、有効求人倍率や完全失業率の悪化など雇用への

大きな影響が見られたものの、足下の令和５年 11月現在では求人の持ち直しの動きが堅調で

ある。一方、コロナ禍からの経済活動の再開に伴って人手不足感が再び深刻化し、社会全体で

の有効な人材活用が必要であり、そのためには、働く方々の意欲と能力に応じた多様な働き方

を可能とし、賃金上昇の好循環を実現していくことが重要である。 

また、中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱えている。こ

参考資料３ 
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うした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるよ

うな環境整備を進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業

能力開発への投資を推進していくことが重要である。 

デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション（以下「DX

等」という。）の進展といった大きな変革の中で、中小企業等の着実な事業展開、生産性や技

能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育成が求められている。加えて、企業規模等

によっては DX等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進するた

めには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の実現に資する公的職業訓練

や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機

会を確保・提供することが重要である。 

特に、デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂版）」

（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量ともに不足しているこ

とと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重点化に計

画的に取り組むこととしている。 

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあり、障害者の

障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、一層の環境整備が求められるとともに、人

生 100 年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今後は雇入れ後のキャリア形成支援

を進めていく必要がある。また、障害者の福祉から雇用への移行を促進するため、障害者雇用

施策と障害者福祉施策が連携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発

を推進し、障害者の職業の安定を図る必要がある。 

 

２ 直近の公的職業訓練をめぐる状況 

令和５年度の新規求職者は令和５年 11月末現在で 3,027,813人（前年同月比 98.7％）であ

り、そのうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の数は令

和５年 11月末現在で 1,404,406人（前年同月比 97.5％）であった。 

これに対し、令和５年度の公的職業訓練の受講者数については、以下のとおりである。 

＜令和５年４月～11月＞ 

  離職者に対する公共職業訓練          73,693人（前年同期比 90.9％） 

求職者支援訓練                      29,672人（前年同期比 122.8％） 

在職者訓練                          56,358人（前年同期比 112.5％） 

 

第３ 令和６年度の公的職業訓練の実施方針 

令和４年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

① 応募倍率が低く、就職率が高い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること 

② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「IT分野」「デザイン分野」）があること 

③ 委託訓練の計画数と実績は乖離しており、さらに令和４年度は委託訓練受講者が減少

していること 

④ デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在があること 
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といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和６年度の公的職業訓練は以下の方針に基づいて実施す

る。 

①については、求職者の介護分野等の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練見学会等

への参加を積極的に働きかけるとともに、引き続き、訓練コースの内容や効果を踏まえた受

講勧奨の強化を行う。特に委託訓練については、開講時期の柔軟化、受講申込み締切日から

受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加のための取組も併せて行

う。 

②については、IT分野、デザイン分野とも、一層のコース設定の促進を図る。デザイン分

野は求人ニーズに即した効果的な訓練内容かの検討も併せて行う。また、求職者が自身の希

望に沿った適切な訓練コースを選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の

知識の向上や、訓練実施施設による事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図るとと

もに、訓練修了者の就職機会の拡大に資するよう訓練修了者歓迎求人等の確保に取り組む。 

③については、開講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、

効果的な周知広報等、受講者数増加のための取組を行う。 

④については、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設定の促進を図

る。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

１ 離職者に対する公的職業訓練 

（１） 離職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数及び目標 

（国の施設内訓練） 

対象者数 23,000人 

目標 就職率：82.5％ 

（委託訓練） 

対象者数 118,599人 

目標 就職率：75％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

離職者に対する公共職業訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以

下の点を踏まえた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 職業訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関を活用した多様な職業能力開発の

機会の提供にあっては、都道府県又は市町村が能開法第 16 条第１項または第２項の

規定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発施校を除く。）において実施する職

業訓練との役割分担を踏まえる。 

 国の施設内訓練については、民間教育訓練機関では実施できないものづくり分野にお

いて実施する。 
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 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 委託訓練については、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技

術を利活用できるようにすることが重要であるとされていることから、デジタル分野

以外の全ての訓練コースにおいて、デジタルリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 IT分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、IT、WEBデザ

イン関連の資格取得を目指すコースの委託費の上乗せ措置（IT 分野のコースについ

て、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や企業実習を組み

込んだ訓練コースの委託費の上乗せ措置、オンライン訓練（eラーニングコース）に

おけるパソコン等の貸与に要した経費を委託費の対象とする措置に加え、DX 推進ス

キル標準に対応した訓練コースについて、委託費の上乗せ措置の対象とすることによ

り、訓練コースの設定を推進する。 

 IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コースを選択できる

よう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施施設による

事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図るとともに、訓練修了者の就職機会

の拡大に資するよう訓練修了者歓迎求人等の確保に取り組み、十分な就職支援を実施

する。 

 IT分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格な

ど）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・明

確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロー

ワークと連携した就職支援を実施する。 

 ものづくり分野については、DX等に対応した職業訓練コースを充実させる。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースの委託費の上乗

せ措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練

見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 委託訓練については、計画数を踏まえ、十分な訓練機会の確保に努めるとともに、開

講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知

広報等、受講者数増加のための取組を行う。 
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③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（eラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務所を出所した者、

定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする求職者に対して、それぞれの特性に応じ

た職業訓練を実施する。 

 これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象とした国家資

格の取得等を目指す長期の訓練コースについては、対象となる者の受講促進に努め、

正社員就職に導くことができる充実した訓練の実施を推進する。 

 

（２） 求職者支援訓練 

ア 対象者数及び目標 

対象者数 48,261人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模の上限 64,348人 

目標 雇用保険適用就職率：基礎コース 58％ 実践コース 63％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

     求職者支援訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以下の点を踏ま

えた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得する職業訓練（実

践コース）を設定することとし、全国の認定規模の割合は以下のとおりとする。 

基礎コース 訓練認定規模の 30％程度 

実践コース 訓練認定規模の 70％程度 

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、介護分

野 20％を下限の目安として設定する。 

 地域ニーズ枠については、より安定した就職の実現に資するよう、各地域の状況や工

夫に応じて主体的に独自の訓練分野、特定の対象者又は特定の地域を念頭に置いた訓

練等について、全ての都道府県の地域職業訓練実施計画で設定する。地域ニーズ枠の

設定に当たっては、公共職業訓練（離職者訓練）の訓練規模、分野及び時期も踏まえ

た上で、都道府県の認定規模の 20％以内で設定する。 

 新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。 

基礎コース 30％ 

実践コース 10％ 

 新規参入枠については、地域において必ず設定することとするが、一の申請対象期間

における新規参入枠以外の設定数（以下「実績枠」という。）に対する認定申請が、

当該実績枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を、当該申請対象期間内の新規

参入枠とすることも可能とする。 

-161-



 

 

6 

 

 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから、実績枠については、求職

者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるよう

にすることが重要であるとされていることから、デジタル分野以外の全ての訓練コー

スにおいて、デジタルリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 IT分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、IT、WEBデザ

イン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上乗せ措置（IT 分野のコ

ースについて、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や、企

業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライン訓練（eラーニングコー

ス）におけるパソコン等の貸与に要した経費への奨励金支給措置に加え、DX 推進ス

キル標準に対応した訓練コースについて、基本奨励金の上乗せ措置の対象とすること

により、訓練コースの設定を推進する。 

 IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コースを選択できる

よう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や訓練実施施設による事

前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図るとともに、訓練修了者の就職機会の

拡大に資するよう訓練修了者歓迎求人等の確保に取り組み、十分な就職支援を実施す

ること。 

 IT分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格な

ど）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・明

確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロー

ワークと連携した就職支援を実施する。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの奨励金支給

措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練

見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 
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・ 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（eラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

２ 在職者に対する公共職業訓練等 

（１）対象者数 

公共職業訓練（在職者訓練） 65,000人 

生産性向上支援訓練     48,500人 

 

（２）職業訓練の内容等 

・ 在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に対応する高

度な技能及びこれに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練であって、都道府県等又

は民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施する。 

・ ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者を対象に、専門的知

識及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓練を実施する。さらに、生産性向上人

材育成支援センターにおいては、幅広い分野の事業主からのデジタル人材や生産性向上に

関する相談等に対応するとともに、課題の解消に向けた適切な職業訓練のコーディネート

等の事業主支援を実施する。 

・ ものづくり分野については、DX 等に対応した職業訓練コースの開発・充実、訓練内容の

見直し等を図る。 

・ 訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示した事業主等に対し

て、受講者が習得した能力の職場での活用状況について確認する。 

 

３ 学卒者に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

対象者数 5,800人（専門課程 3,900人、応用課程 1,800人、普通課程 100人） 

目標   就職率：95％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

・ 産業の基盤を支える人材を養成するために、職業能力開発大学校等において、理論と技

能・技術を結びつけた実学融合の教育訓練システムにより、最新の技能・技術に対応でき

る高度なものづくりを支える人材（高度実践技能者）を養成する。特に、DX等に対応した

職業訓練コースを充実する。 

 

４ 障害者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

  （施設内訓練） 

対象者数 2,930人 

目標 就職率：70％ 
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（委託訓練） 

対象者数 3,380人 

目標 就職率：55％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

 障害者職業能力開発校においては、精神障害者を始めとする職業訓練上特別な支援を要

する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の特性等に応じた公共職業訓練

を一層推進する。 

 都道府県が職業能力開発校において、精神保健福祉士等の配置、障害者に対する職業訓

練技法等の普及を推進することにより、精神障害者等を受け入れるための体制整備に努

める。 

 障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力習得訓練コースの設

定を促進しつつ、委託元である都道府県が関係機関と連携を図り、対象となる障害者の

確保、法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託

先の新規開拓に取り組む。障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コース等において、

障害を補うための職業訓練支援機器等を活用した場合、職場実習機会を付与した場合や

就職した場合の経費の追加支給を実施するなど、訓練内容や就職支援の充実を図りなが

ら、引き続き推進する。 

 障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの見直しを実施する。 

 ハローワーク等との連携の下、在職する障害者の職業能力の開発及び向上を図るための

在職者訓練の設定・周知等に努める。 

 定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析

を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該公共職業訓練の受講者に対し、ハ

ローワーク等との連携強化の下、当該公共職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実

施する。 

 「職業能力開発施設における障害者職業訓練の在り方について」（障害者職業能力

開発校の在り方に関する検討会報告書）を踏まえた取組を推進する。 
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課題 実施方針

①応募倍率が低く、
就職率が高い分野がある。

「介護・医療・福祉分野」

・訓練見学会等への参加に係る積極的
な働きかけ。
・訓練コースの内容や効果を踏まえた
受講勧奨の強化。

・特に委託訓練については、開講時期
の柔軟化、受講申込み締切日から受講
開始日までの期間の短縮、効果的な周
知広報の実施。

②応募倍率が高く、
就職率が低い分野がある。

「ＩＴ分野」
「デザイン分野」

・一層のコース設定促進。
・デザイン分野は求人ニーズに即した
訓練内容かどうかの検討。
・ハローワーク窓口職員の知識の向上。
・事前説明会や見学会の機会確保。
・訓練修了者歓迎求人等の確保。

③委託訓練の計画数と実績が
乖離しており、さらに令和４
年度は受講者が減少。

・開講時期の柔軟化。
・受講申込み締切日から受講開始日ま
での期間の短縮。
・効果的な周知広報の実施。

➃デジタル人材が質・量とも
不足、都市圏偏在がある。

・デジタル分野への重点化。
・一層のコース設定促進。

委託訓練について、都道府県に対し、開
講時期の柔軟化や受講選考期間の短縮、
各種SNS等による効果的な周知広報等に
ついて配慮を依頼。

ハローワークにおいて、デジタル分野の
適切な受講あっせん等に向け、訓練窓口
職員の知識の向上、訓練実施施設による
事前説明会・見学会の機会確保、訓練修
了者歓迎求人等の確保を推進。

地域協議会の公的職業訓練効果検証ワー
キンググループによる効果検証結果を全
国に情報共有。

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。
【再掲】

都道府県に対し、開講時期の柔軟化や受
講選考期間の短縮、各種SNS等による効
果的な周知広報等について配慮を依頼。
【再掲】

令和６年度取組状況令和６年度実施計画（実施方針）

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。

委託訓練及び求職者支援訓練について、
訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテ
ラシーの向上促進

令和７年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

令和６年度計画の実施方針と取組状況

参考資料４

1

令和６年度第１回中央職業能力開発促進協議会
資料
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令和７年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

Ａ 令和６年度計画に引き続き、訓練コースの内

容や効果を踏まえた受講勧奨の強化が必要。

委託訓練についてはＤの措置も併せて実施。

Ｂ 令和６年度計画に引き続き、求人ニーズに即し

た効果的な訓練内容であるかどうかの検討を行う。

Ｃ 令和６年度計画に引き続き、就職率向上のため、

受講希望者のニーズに沿った適切な訓練を勧奨で

きるよう、ハローワーク訓練窓口職員の知識の向

上や、事前説明会・見学会の機会確保を図る。

また、訓練修了者の就職機会の拡大に資するよう、

訓練修了者歓迎求人等の確保を推進するなどの取

組推進が必要。

委託訓練の計画数と実績に乖離あり。
令和５年度も同様の傾向。

デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在が課題。

令和６年度計画に挙げた課題と令和５年度の実施状況

Ｄ 令和６年度計画に引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始

日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加に向けた取組が必要。

Ｆ 引き続き、デジタル分野への重点化を進め、一層の設定促進が必要。

応募倍率が低く、
就職率が高い分野

【委託訓練】
応募倍率が更に低下し69.4％。就職率は横ばい。

【求職者支援訓練】
応募倍率が横ばいの69.8％。就職率は向上。

【委託訓練】
・IT分野：応募倍率、就職率ともに低下。
・デザイン分野：応募倍率が著しく低下。

就職率は横ばい。
【求職者支援訓練】
・IT分野：応募倍率が低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率が低下。就職率は向上。

Ｅ 就職率に加えて、訓練関連職種に就職した場合の処遇といった観点も踏まえた

求職者の希望に応じた受講あっせんを強化する。

令和７年度の公的職業訓練の実施方針（案）評価･分析

介護・医療・
福祉分野

応募倍率が高く、
就職率が低い分野

IT分野・
デザイン分野 応

募
倍
率

特に委託訓練におけるデザイン分
野について、高応募倍率が
大幅に解消・改善傾向。

就
職
率

両分野における就職率は56～69％
で比較的低調であり、引き続き改
善の余地がある。【Ｂ】【C】

応
募
倍
率

両訓練ともに約70％であり、応
募倍率の上昇に向け、引き続き
改善の余地がある。【Ａ】

就
職
率

比較的高水準で推移。
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●令和3年度 ▲令和4年度 ■令和5年度

【参考】委託訓練及び求職者支援訓練の応募倍率及び就職率の状況

【委託訓練】 【求職者支援訓練】

就

職

率

応募倍率 応募倍率

就

職

率

改

善

改

善

改善
改善

ＩＴ

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0% 175.0% 200.0%

※用語の定義は、資料２－１と同様。

ＩＴ

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0%
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令和７年度 全国職業訓練実施計画 

 

第１ 総則 

１ 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者の地位

の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対する労働者

の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行

う必要がある。このため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊

重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号。以

下「能開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下

「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法第 15条の７第３項

の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」

という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法

律第 47号。以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定

を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十

分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数や訓練内容

等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）

の実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、都道府県労働局、ハローワーク、

地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るも

のとする。 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和７年４月１日から令和８年３月 31日までとする。 

 

３ 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

第２ 労働市場の動向、課題等 

１ 労働市場の動向と課題 

労働市場の動向をみると、足下の令和６年 11月現在では求人が底堅く推移しており、緩や

かに持ち直しているが、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。一方、生産年

齢人口の減少に伴って人手不足感が深刻化し、社会全体での有効な人材活用が必要となって

おり、そのためには、働く方々の意欲と能力に応じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好

循環を実現していくことが重要である。 

参考資料５ 
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また、中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱えている。こ

うした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるよ

うな環境整備を進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業

能力開発への投資を推進していくことが重要である。 

加えて、デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション（以

下「DX等」という。）の進展といった大きな変革を受けて、中小企業等の着実な事業展開、生

産性や技能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育成が求められている。あわせて、

企業規模等によっては DX等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進するた

めには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の実現に資する公的職業訓練

や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機

会を確保・提供することが重要である。 

特に、デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂版）」

（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量ともに不足しているこ

とと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重点化に計

画的に取り組むこととしている。 

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあり、障害者の

障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、一層の環境整備が求められるとともに、人

生 100 年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今後は雇入れ後のキャリア形成支援

を進めていく必要がある。また、障害者の福祉から雇用への移行を促進するため、障害者雇用

施策と障害者福祉施策が連携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発

を推進し、障害者の職業の安定を図る必要がある。 

 

２ 直近の公的職業訓練をめぐる状況 

令和６年度の新規求職者は令和６年 11 月末現在で 2,982,603 人（前年同月比 98.5％）で

あり、そのうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の数

は令和６年 11月末現在で 1,407,849人（前年同月比 100.2％）であった。 

これに対し、令和６年 11月末現在の公的職業訓練の受講者数については、以下のとおりで

ある。 

＜令和６年４月～11月＞ 

  離職者に対する公共職業訓練          70,958人（前年同期比 96.2％） 

求職者支援訓練                      26,510人（前年同期比 89.3％） 

在職者訓練                          59,242 人（前年同期比 105.1％） 

 

第３ 令和７年度の公的職業訓練の実施方針 

令和５年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

① 応募倍率が低く、就職率が高い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること 

・応募倍率は約 70％であり、引き続き改善の余地がある 

・就職率は比較的高水準で推移している 
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② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「IT分野」「デザイン分野」）があること 

 ・特に委託訓練におけるデザイン分野については、高応募倍率が大幅に解消・改善傾向

にある 

 ・両分野における就職率は 56～69％で比較的低調であり、引き続き改善の余地がある 

③ 委託訓練の計画数と実績は乖離していること 

 ・令和５年度も同様の傾向にある 

 ・同分野内でも訓練コースにより就職率に差が見られる 

④ デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在があること 

 ・訓練コースや定員数は全国的に増加傾向にあるが、依然として不足している 

 ・都市圏を除くデジタル分野の訓練コース及び定員数は増加傾向である 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和７年度の公的職業訓練は以下の方針に基づいて実施す

る。 

①については、引き続き、応募倍率の上昇に向け、求職者の介護分野等の仕事や訓練に関

する理解促進のため、訓練見学会等への参加を積極的に働きかけるとともに、訓練コースの

内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。特に委託訓練については、開講時期の柔軟化、

受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加の

ための取組も併せて行う。 

②については、IT分野、デザイン分野とも、就職率の向上に向け、求人ニーズに即した効

果的な訓練内容かの検討も併せて行う。また、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コー

スを選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施施

設による事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求

人等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得することができる

スキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

③については、引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期

間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加のための取組を行うほか、就職率に加えて訓

練関連職種の魅力や働きがい、就職した場合の処遇といった観点も踏まえた求職者の希望に

応じた受講あっせんの強化を図る。 

④については、引き続き、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設定

の促進を図る。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

１ 離職者に対する公的職業訓練 

（１） 離職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数及び目標 

（国の施設内訓練） 

対象者数 23,000人 

目標 就職率：82.5％ 

（委託訓練） 
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対象者数 109,754人 

目標 就職率：75％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

離職者に対する公共職業訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以

下の点を踏まえた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 職業訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関を活用した多様な職業能力開発の

機会の提供にあっては、都道府県又は市町村が能開法第 16 条第１項または第２項の

規定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発施校を除く。）において実施する職

業訓練との役割分担を踏まえる。 

 国の施設内訓練については、民間教育訓練機関では実施できないものづくり分野にお

いて実施する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 委託訓練については、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技

術を利活用できるようにすることが重要であるとされていることから、全ての訓練分

野に係る訓練コースにおいて、デジタルリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 IT分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、IT、WEBデザ

イン関連の資格取得を目指すコースの委託費の上乗せ措置（IT 分野のコースについ

て、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や企業実習を組み

込んだ訓練コースの委託費の上乗せ措置、オンライン訓練（eラーニングコース）に

おけるパソコン等の貸与に要した経費を委託費の対象とする措置、DX 推進スキル標

準に対応した訓練コースの委託費の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推進す

る。 

 IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コースを選択できる

よう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施施設による

事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求人

等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得することがで

きるスキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

 IT分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格な

ど）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・明
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確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロー

ワークと連携した就職支援を実施する。 

 ものづくり分野については、DX等に対応した職業訓練コースを充実させる。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースの委託費の上乗

せ措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練

見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 委託訓練については、計画数を踏まえ、十分な訓練機会の確保に努めるとともに、開

講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知

広報等、受講者数増加のための取組を行う。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（eラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務所を出所した者、

定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする求職者に対して、それぞれの特性に応じ

た職業訓練を実施する。 

 これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象とした国家資

格の取得等を目指す長期の訓練コースについては、対象となる者の受講促進に努め、

正社員就職に導くことができる充実した訓練の実施を推進する。 

 

（２） 求職者支援訓練 

ア 対象者数及び目標 

対象者数 46,006人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模の上限 62,175人 

目標 雇用保険適用就職率：基礎コース 58％ 実践コース 63％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

     求職者支援訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以下の点を踏ま

えた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得する職業訓練（実

践コース）を設定することとし、全国の認定規模の割合は以下のとおりとする。 

基礎コース 訓練認定規模の 30％程度 

実践コース 訓練認定規模の 70％程度 

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、介護分
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野 20％を下限の目安として設定する。 

 地域ニーズ枠については、より安定した就職の実現に資するよう、各地域の状況や工

夫に応じて主体的に独自の訓練分野、特定の対象者又は特定の地域を念頭に置いた訓

練等について、全ての都道府県の地域職業訓練実施計画で設定する。地域ニーズ枠の

設定に当たっては、公共職業訓練（離職者訓練）の訓練規模、分野及び時期も踏まえ

た上で、都道府県の認定規模の 20％以内で設定する。 

 新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。 

基礎コース 30％ 

実践コース 10％ 

※ 実践コースの新規参入枠については、地域職業能力開発促進協議会での

議論を踏まえ、地域の実情に応じて、上限値を 30％とした範囲内で設定す

ることが可能である。 

 新規参入枠については、地域において必ず設定することとするが、一の申請対象期間

における新規参入枠以外の設定数（以下「実績枠」という。）に対する認定申請が、

当該実績枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を、当該申請対象期間内の新規

参入枠とすることも可能とする。 

 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから、実績枠については、求職

者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるよう

にすることが重要であるとされていることから、全ての訓練分野に係る訓練コースに

おいて、デジタルリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

②  分野に応じた訓練コースの設定等 

 IT分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、IT、WEBデザ

イン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上乗せ措置（IT 分野のコ

ースについて、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や、企

業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライン訓練（eラーニングコー

ス）におけるパソコン等の貸与に要した経費への奨励金支給措置、DX 推進スキル標

準に対応した訓練コースの基本奨励金の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推進

する。 

 IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コースを選択できる

よう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や訓練実施施設による事
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前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求人等

の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得することができ

るスキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

 IT分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格な

ど）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・明

確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロー

ワークと連携した就職支援を実施する。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの奨励金支給

措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練

見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

・ 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（eラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

２ 在職者に対する公共職業訓練等 

（１）対象者数 

公共職業訓練（在職者訓練） 65,000人 

生産性向上支援訓練     51,500人 

 

（２）職業訓練の内容等 

・ 在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に対応する高

度な技能及びこれに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練であって、都道府県等又

は民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施する。 

・ ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者を対象に、専門的知

識及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓練を実施する。さらに、DX等に対応し

た職業訓練コースの開発・充実、訓練内容の見直し等を図る。 

・ 生産性向上人材育成支援センターにおいては、幅広い分野の事業主からのデジタル人材や

生産性向上に関する相談等に対応するとともに、課題の解消に向けた適切な職業訓練のコ

ーディネート等の事業主支援を実施する。 

・ 訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示した事業主等に対し

て、受講者が習得した能力の職場での活用状況について確認する。 

・ 事業主等に対し、在職者訓練等の受講による従業員のスキル向上及び生産性向上等の訓練

効果を広く周知し、在職者訓練等の受講促進を図る。 
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３ 学卒者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

対象者数 5,800人（専門課程 3,800人、応用課程 1,900人、普通課程 100人） 

目標   就職率：95％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

・ 産業の基盤を支える人材を養成するために、職業能力開発大学校等において、理論と技

能・技術を結びつけた実学融合の教育訓練システムにより、最新の技能・技術に対応でき

る高度なものづくりを支える人材（高度実践技能者）を養成する。特に、DX等に対応した

職業訓練コースを充実する。 

・ 学卒者のみならず、社会人の入校促進を図る。 

 

４ 障害者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

  （施設内訓練） 

対象者数 2,930人 

目標 就職率：70％ 

（委託訓練） 

対象者数 3,380人 

目標 就職率：55％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

 障害者職業能力開発校においては、一般の職業能力開発校等では受入れが困難な職業訓

練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の特性等に

応じた公共職業訓練を一層推進する。 

 都道府県が一般の職業能力開発校において、精神保健福祉士等の配置、障害者に対する

職業訓練技法等の普及を推進することにより、精神障害者等を受け入れるための体制整

備に努める。 

 障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力習得訓練コースの設

定を促進しつつ、委託元である都道府県が関係機関と連携を図り、対象となる障害者の

確保、法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託

先の新規開拓に取り組む。障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コース等において、

障害を補うための職業訓練支援機器等を活用した場合、職場実習機会を付与した場合や

就職した場合の経費の追加支給を活用するなど、訓練内容や就職支援の充実を図りなが

ら、引き続き推進する。なお、令和６年度より障害者委託訓練における PDCA 評価を試

行的に実施しているところ、当該評価を基に訓練を計画すること。 

 障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの見直しを実施する。 

 ハローワーク等との連携の下、在職する障害者の職業能力の開発及び向上を図るための
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在職者訓練の設定・周知等に努める。 

 定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析

を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該公共職業訓練の受講者に対し、ハ

ローワーク等との連携強化の下、訓練の開始時から計画的な就職支援を実施する。 

 令和７年１月に立ち上げた障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会において取

りまとめがなされた際には、その内容にも留意しつつ、取組を推進する。 
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ハロートレーニングに対する民間教育訓練実施機関からのご意見・ご要望に対する回答（令和６年10月１日から令和７年３月31日まで）

番号 ご意見・ご要望の対象訓練 ご意見・ご要望の要旨 回答

1
公共職業訓練（委託訓

練）

就職状況報告において、雇用契約書だけでの報告のみならず、場合によっては追

加の証憑書類を認めて欲しい。（例えば、求人票や採用時の口頭では「4ヶ月以

上の就職」であるにも関わらず、交付される雇用契約書によってはその事実を示

すことができない場合等）

就職状況報告において、雇用形態が正社員でない場合、又は就職先事業所の確認欄に記載がもらえない場合は、報告

書と併せて雇用契約書などの写しを添付していただくこととしています。この際、確認方法としては、雇用契約書の

みならず、労働条件通知書の写し等についても認めているところです。引き続き、業務の運営についてご理解いただ

きますようお願いします。

2 求職者支援訓練

「募集定員（応募者数）の過半数に満たない場合、中止も可」とあるが、応募者

が少数でも開講しなければならないことは実施施設側の負担が大きいため、「合

格者数の過半数に満たない場合、中止も可」に変更してほしい。

受講希望者に対する合格通知後の訓練中止については、受講予定者に対する影響が大きいことから、取扱いを変更す

ることが困難であることをご理解いただきますようお願いします。

3
公共職業訓練（委託訓

練）

各種書類について電子化を進めてもらいたい。また、同じような情報を管理の違

い（提出先の違い）というだけで複数作成する必要があるのか。

令和５年７月より事業者による電子メール申請を可能とする措置（求職者支援訓練）や都道府県に事業者の申請のオ

ンライン化を要請（委託訓練）する等、現状の業務フローの中で電子化の取組を進めているところです。今後も、頂

いた御意見も踏まえながら、引き続き業務の電子化及び効率化について検討してまいります。

4
公共職業訓練（委託訓

練）

受講生が病気や怪我で欠席し、回復したとして登校した後、再度調子が悪くなり

休校した場合、薬が残っていた場合等でも再度病院を受診等しないと、一旦証明

がリセットされるのはいかがか。

受講者の認定に関するご意見かと思いますが、一般論として、欠席の都度当該事由を明らかにする証明が必要であ

り、受講者から都度の証明が著しく困難である等の相談を受けた場合、その事由を以てハローワークにご相談いただ

くようお願いします。

5
公共職業訓練（委託訓

練）

訓練生の採用（面接）についてどのような観点で面接をされているのかを知りた

い。

公共職業訓練（委託訓練）の訓練生の選考は、各都道府県の公共職業能力開発施設の判断に委ねられているため、都

道府県の公共職業能力開発施設にお尋ねください。

6
公共職業訓練（委託訓

練）

公共職業訓練（委託訓練）を受講した方が「雇用契約１ヶ月半、更新なし」に就

職後、間を空けず別事業所に「３ヶ月」の雇用契約で内定をしたが、それぞれ別

事業所のために就職の定義（4か月以上の雇用契約）に該当しなかった。別事業

所であっても修了後3か月以内で一日も間を空けず雇用保険に加入し、計4か月以

上の雇用契約であれば、就職の定義に該当するようにしてほしい。

委託訓練については、求職者が再就職に必要な技能及び知識を習得するための訓練を通じて、安定した再就職の実現

を目的として実施しているものであることから、同一事業所における一定水準以上の雇用期間を要件としていること

についてご理解いただきますようお願いします。

・件数　17件

　※件数は、送信フォームに送付された件数であり、１つの送信フォームで複数のご意見・ご要望について記載があったものは、１件とカウントしております。

　※上記の件数から、民間教育訓練実施機関からのハロートレーニングの運営や事務手続等以外のご意見・ご要望は除いております。

・お寄せいただいたご意見・ご要望のうち、同内容のものは集約して取りまとめております。

参考資料６

1
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番号 ご意見・ご要望の対象訓練 ご意見・ご要望の要旨 回答

7
公共職業訓練（委託訓

練）

物価や賃金の上昇を背景に訓練事業の持続可能性を確保し、質の高いサービス提

供を実現するために委託単価を引き上げてもらいたい。

委託費の単価については、デジタル人材の育成促進及び訓練全体の質と量の確保の観点から、令和７年度より、受講

者１人当たり月3,000円引き上げたところです。今後も、単価については、厳しい財政事情を踏まえその引上げ効果

の検証も行いつつ、訓練コースの量の確保と質の担保の観点から適切な水準を維持できているのかを踏まえて検討し

てまいります。

8
公共職業訓練（委託訓

練）

１人当たりの「単価制度」とせず、人件費、家賃等の固定費が経費の大部分を占

めていることから固定額として支払ってもらいたい。

受講者の技能習得を確保するため、訓練実績を踏まえて委託費等を支払う仕組みとしていることについてご理解いた

だきますようお願いします。

9
公共職業訓練（委託訓

練）

訓練サービス提供者（訓練実施者）が過剰労働に陥りやすい現状を踏まえ、その

「働き方」に配慮した制度改善をお願いしたい。講師が残業を前提とした対応を

余儀なくされており、実質的に残業対応が必須となっている。これを解決するに

は、訓練時間を短くすることが必要ではないか。

公共職業訓練の総訓練時間については、これまで段階的に減らしてきているところですが、更なる総訓練時間の見直

しについては、見直しに伴う影響について情報収集及び分析を進め、慎重に検討してまいります。

10
公共職業訓練（委託訓

練）

就職支援費制度を廃止し、その費用を十分な委託単価に組み込んだうえで、固定

額として支払ってもらいたい。仮に同制度を存続するとしても就職率55％以上に

基準を引き下げるべき。

受講者の技能習得を確保するため、訓練実績を踏まえて委託費等を支払う仕組みとしていること、また、一定水準以

上の雇用期間を要件としていることや就職率に応じた委託費等の上乗せ措置は、質が高く就職につながる訓練の実施

を目的としていることについてご理解いただきますようお願いします。

11
公共職業訓練（委託訓

練）

訓練実施機関や職員をカスタマーハラスメントから守るため、厳格なルールを整

備してもらいたい。

基本的には、訓練実施機関と受講生の間で対話を行い、問題解決することをお願いしますが、訓練実施機関等の職員

の指示に従わない等訓練の運営の規律を乱した場合には委託訓練実施要領において退校等の処分を行うこととしてい

ます。委託訓練の場合、退校等の処分を行うのは都道府県の公共職業能力開発施設の長となるため、都道府県にご相

談いただくようお願いします。

12 求職者支援訓練

県外のハローワークにおける、受講希望者に向けた求職者支援訓練説明会への参

加、訓練窓口を通じた受講希望者への案内の協力、ハローワークの訓練校コース

案内チラシのラック設置等をお願いしたい。

訓練説明会の運営及び安定所内の掲示物等は、説明会の時間や所内のスペースに限りがある中で、その可否も含めて

各安定所で行ってます。引き続き、訓練実施機関との連携を推進し、適切な受講あっせん・就職支援に努めてまいり

ます。

13
公共職業訓練（委託訓

練）

就職支援経費対象就職率について、以下の事例があり、要件の緩和をお願いした

い。

（事例）

・就職先が自治体および関連機関及び施設を中心に、雇用期間が年度末までと

なっているため4か月以上の雇用にならない

・有期雇用において、契約更新の旨の記載があるが労働条件通知等書面において

は3ヶ月未満となっており対象就職率にならない

委託訓練については、求職者が再就職に必要な技能及び知識を習得するための訓練を通じて、安定した再就職の実現

を目的として実施しているものであることから、一定水準以上の雇用期間を要件としていることについてご理解いた

だきますようお願いします。

　なお、当初雇用契約が３ヶ月未満であった場合でも、訓練修了後３ヶ月以内に、４ヶ月以上の雇用期間に変更と

なった場合には対象就職として取り扱うことが可能となっております。

2
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番号 ご意見・ご要望の対象訓練 ご意見・ご要望の要旨 回答

14
公共職業訓練（委託訓

練）

社会的ニーズを受けて、実績の十分な既存のコースを組み替え、新設のコースを

創設したが、新コース（カリキュラムが引き継がれていないもの）は委託先の要

件である就職実績80％がないことから公共職業訓練の対象とならないと都道府県

等から指摘を受けたが、既存コースでも十分な実績等があり、また、社会ニーズ

に応じたカリキュラムで実施するため就職率が下がるということはない。対象と

ならないのはなぜか。

長期高度人材育成コースに関するご意見かと思いますが、一般論として、訓練を受講することにより得られる知識や

技術も変更となるような、カリキュラム全体の内容が見直された場合、長期高度人材育成コースを設定するための就

職率実績の要件確認に当たっては、新カリキュラムによる卒業生の就職実績により要件を満たすかどうかを判断する

必要があると考えています。

15 求職者支援訓練

eラーニングコースについて、その都道府県以外の訓練実施機関や受講者が中心

となっているため見直してほしい。本来受ける資格のあるその都道府県内の受講

生が、他都道府県の会社が行うために受けることができなくなる。

求職者支援訓練については、全ての訓練形態において居住地による訓練の受講制限は設けられておりません。なお、

eラーニングコースは、育児や就業等の事情により決まった日時に訓練を受講することが難しい方、居住地域に訓練

機関がない又は受講を希望する職業訓練が実施されていない事により訓練の受講が困難な方など、訓練受講に配慮が

必要な方を対象に設けられたものです。受講者の多様な訓練機会の確保の観点からも、受講される方のお住まいの地

域を制限することは困難であることをご理解いただきますようお願いします。

16 求職者支援訓練

eラーニングコースの「受講者出欠報告書」について、eラーニングでは、0.5時

間未満の受講時間が「出席管理の対象外の日」として切り捨てられているが、一

方で、ユニットごとの受講時間は分単位で管理されているため、分単位での上限

達成後、「切り捨てられた受講時間の累計分」を後日受講しても、出席管理の対

象にならないルールとなっている。その結果、受講生がユニットの上限時間をす

べて満たし、さらに追加学習を行い、すべての「実施日が特定されている科目」

に出席しても、受講時間が訓練時間に届かない前提の運用となっている。

そのため、eラーニングコースについて、ユニット上限時間を達成した受講生

が、後日「切り捨てられた受講時間の累計分」を受講した場合、受講時間を0.5

時間単位で計上できるよう、運用の変更を検討をお願いしたい。

ご意見を踏まえ、制度の適正な業務運営等の観点も考慮しつつ、今後の取扱いについては検討してまいります。

17 求職者支援訓練

企業実習を10日以上20日以下、かつ、訓練実施日に終日実施すると、「実習促進

奨励金」の支給がされるとなっているが、企業実習の要件を緩和してほしい。理

由としては、受け入れ先の事務所によっては手狭なため、数十名の訓練生を一度

に受け入れるスペースがないためであり、教室にいながらでも実務は可能なた

め、場所の制限は緩和してほしい。

企業実習は、学科及び実技で習得した就職を想定する職業・職種における職務遂行のための実践的な技能等を実際の

職場において実践することにより、それらの能力を定着・向上させることを目的としており、就職を想定する職業・

職種の労働者が従事している外部の企業の職場等において、企業の従業員等が講師として常時、指導や助言を行い実

施していただく必要があると考えております。

3
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番号 ご意見・ご要望の対象訓練 ご意見・ご要望の要旨 回答

18
公共職業訓練（委託訓

練）

合格発表後、様々な理由で入校辞退される方が多いが、テキスト代等の自己負担

金を支払ってもらえるようにしてほしい。また、合格者の人数で色々な備品の準

備をしている（レンタルを含め）ため、委託費を受講生の数で算定するのであれ

ば、辞退された方の分のレンタル代の費用を請求させてほしい。

ご意見を踏まえ、どのような方策が考えられるのか検討してまいります。

19
公共職業訓練（委託訓

練）
提出書類の拡張子を統一してほしい。 いただいたご意見については、都道府県に情報提供させていただきます。

20 求職者支援訓練
求職者支援訓練の実施期間中における実施状況確認は予告なく急遽実施される場

合、授業が滞る等から見直してほしい。

事前に通知を行うことのない実施状況調査については、不正受給や不適切な事務の未然防止及び早期発見を目的に

行っているものであり、求職者支援訓練の適正な運用を確保するために必要な調査であるため、ご理解いただきます

ようお願いします。
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